
平 成 ２ ５ 年 第 １ 回

名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録 目 次

第 １ 号 （ ３ 月 ４ 日 ）

……………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １

………………………………………………………………………………………………………１．追加議事日程 ３

…………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ３

……………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ５

……………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ５

……………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ５

………………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ５

………………………………………………………………………………………………１．開会宣告・開議宣告 ６

…………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ６

……………………………………………………………………………１．日程第２．会期の決定（２３日間） ６

………………………………………………………１．日程第３．名寄地区衛生施設事務組合議会議員の選挙 ６

……………………………………………………………………………………………………………○選挙完了 ６

１．日程第４．平成２４年第４回定例会付託議案第１号 名寄市指定地域密着型サービ

ス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める

…………………………………………………………………………………条例の制定について ６

………………………………………………………………○市民福祉常任委員長報告（日根野正敏委員長） ６

……………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ８

１．日程第５．平成２４年第４回定例会付託議案第２号 名寄市手数料徴収条例の一部

…………………………………………………………………………………………改正について ８

…………………………………………………………………○経済建設常任委員長報告（竹中憲之委員長） ８

……………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ８

１．日程第６．平成２４年第４回定例会付託議案第１８号 名寄市災害時における相互

…………………………………………………………………支援に関する条例の制定について ８

…………………………………………………………………○総務文教常任委員長報告（駒津喜一委員長） ８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １０

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １０

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １０

１．日程第７．平成２４年第４回定例会付託議案第１９号 名寄市高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める

条例の制定について

平成２４年第４回定例会付託議案第２０号 名寄市高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制



定について

平成２４年第４回定例会付託議案第２１号 名寄市道路の構造の技術的

基準等を定める条例の制定について

平成２４年第４回定例会付託議案第２２号 名寄市準用河川管理施設等

の構造の技術的基準を定める条例の制定について

平成２４年第４回定例会付託議案第２４号 名寄市営住宅管理条例の一

……………………………………………………………………………………部改正について １０

………………………………………………………………○経済建設常任委員長報告（竹中憲之委員長） １０

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １２

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １２

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １２

………………………………………………………１．日程第８．平成２５年度市政執行方針（加藤市長） １２

……………………………………………………………………………○教育行政執行方針（小野教育長） ２４

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ３０

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ３０

…………………………………………１．日程第９．議案第１号 名寄市暴力団排除条例の制定について ３０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３０

………………………………………………………………………………………○市民福祉常任委員会付託 ３０

………………………１．日程第１０．議案第２号 名寄市未熟児養育医療費用徴収条例の制定について ３０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３０

………………………………………………………………………………………○市民福祉常任委員会付託 ３１

１．日程第１１．議案第３号 名寄市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

…………………………………………………………………………………て ３１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３１

………………………………………………………………………………………○市民福祉常任委員会付託 ３１

１．日程第１２．議案第４号 名寄市防災会議条例及び名寄市災害対策本部条例の一部

……………………………………………………………………改正について ３１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３１

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１

１．日程第１３．議案第５号 名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災

…………………………………害補償等に関する条例の一部改正について ３１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３１

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３２

………………………………………１．日程第１４．議案第６号 名寄市公民館条例の一部改正について ３２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３２

………………………………１．日程第１５．議案第７号 名寄市へき地保育所条例の一部改正について ３２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３２



…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３２

…………………１．日程第１６．議案第８号 名寄市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改正について ３３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３３

………………………１．日程第１７．議案第９号 名寄市消費者センター設置条例の一部改正について ３３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３３

…………………………１．日程第１８．議案第１０号 名寄市都市計画審議会条例の一部改正について ３４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３４

……………………………１．日程第１９．議案第１１号 名寄市簡易水道事業条例の一部改正について ３４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３４

…………………１．日程第２０．議案第１２号 上川北部地区広域市町村圏振興協議会の廃止について ３４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３５

………………………１．日程第２１．議案第１３号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第４号） ３５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３５

……………………………………………………………………………………○補足説明（扇谷総務部長） ３６

…………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ３６

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４０

１．日程第２２．議案第１４号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算

……………………………………………………………………（第５号） ４０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４１

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４１

１．日程第２３．議案第１５号 平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正予算（第３

……………………………………………………………………………号） ４２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４２

１．日程第２４．議案第１６号 平成２４年度名寄市下水道事業特別会計補正予算（第

…………………………………………………………………………３号） ４２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４３

１．日程第２５．議案第１７号 平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会

………………………………………………………計補正予算（第３号） ４３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４３

１．日程第２６．議案第１８号 平成２４年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算



……………………………………………………………………（第２号） ４３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４４

１．日程第２７．議案第１９号 平成２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予

…………………………………………………………………算（第１号） ４４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４４

１．日程第２８．議案第２０号 平成２４年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予

…………………………………………………………………算（第１号） ４４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４５

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４５

１．日程第２９．議案第２１号 平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算

……………………………………………………………………（第２号） ４５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４５

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４５

…………………１．日程第３０．議案第２２号 平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算（第４号） ４５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４６

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４７

…………………１．日程第３１．議案第２３号 平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算（第３号） ４７

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４７

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ４７

１．日程第３２．議案第２４号 平成２５年度名寄市一般会計予算ないし議案第３４号

………………………………………………………平成２５年度名寄市水道事業会計予算 ４７

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４７

………………………………………………………………………………○予算審査特別委員会設置・付託 ４８

１．日程第３３．議案第３５号 名寄市教育委員の任命について

……………………………………………議案第３６号 名寄市教育委員の任命について ４８

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ４８

………………………………………………………………………………………………………………○同意 ４９

１．日程第３４．議案第３７号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

議案第３８号 名寄市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正

について

議案第３９号 名寄市議会基本条例の一部改正について

議案第４０号 名寄市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正につ

いて

…………………………………議案第４１号 名寄市議会会議規則の一部改正について ４９

………………………………………………………………………………○提案理由説明（佐藤 靖議員） ４９

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ５０



……………………………………………１．日程第３５．報告第１号 専決処分した事件の報告について ５０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ５０

……………………………………………………………………………………………………………○報告済 ５０

……………………………………………１．日程第３６．報告第２号 専決処分した事件の報告について ５０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ５０

……………………………………………………………………………………………………………○報告済 ５１

……………………………………………１．日程第３７．報告第３号 専決処分した事件の報告について ５１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ５１

……………………………………………………………………………………………………………○報告済 ５１

１．日程第３８．意見書案第１号 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加断固阻止を求

…………………………………………………………………める意見書 ５１

………………………………………………………………………………○提案理由説明（佐藤 勝議員） ５１

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ５２

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ５２

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ５２

１．追加日程第１．議案第４２号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第５号）

議案第４３号 平成２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正

……………………………………………………………予算（第２号） ５２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ５２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ５３

………………………………………………………………………………………………………１．休会の決定 ５３

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ５３



第２号（３月１５日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ５５

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ５５

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ５５

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ５５

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ５５

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ５５

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ５６

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ５６

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．代表質問 ５６

…………………………………………………………………………………………○質問（佐藤 靖議員） ５６

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ７８

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ７８

………………………………………………………………………………………○質問（佐々木 寿議員） ７８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ９９

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ９９

…………………………………………………………………………………………○質問（大石健二議員） ９９

……………………………………………………………………………………………１．会議時間延長宣告 １１８

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 １１８



第３号（３月１８日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １１９

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １１９

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １１９

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １１９

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １１９

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １１９

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 １２０

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 １２０

…………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 １２０

………………………………………………………………………………………○質問（上松直美議員） １２０

………………………………………………………………………………………○質問（高橋伸典議員） １３２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １４３

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １４３

………………………………………………………………………………………○質問（川村幸栄議員） １４３

………………………………………………………………………………………○質問（山田典幸議員） １５４

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 １６４



第４号（３月１９日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １６７

…………………………………………………………………………………………………１．追加議事日程 １６７

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １６７

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １６７

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １６７

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １６７

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １６７

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 １６８

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 １６８

…………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 １６８

………………………………………………………………………………………○質問（山口祐司議員） １６８

………………………………………………………………………………………○質問（竹中憲之議員） １７８

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １８８

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １８８

………………………………………………………………………………………○質問（川口京二議員） １８８

………………………………………………………………………………………○質問（熊谷吉正議員） １９５

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２０７

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２０７

………………………………………………………………………１．追加日程第１．議案の訂正について ２０７

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２０７

……………………………………………………………………………………………………………○承認 ２０７

……………………………………………………………………………………………………１．休会の決定 ２０７

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ２０７



第５号（３月２６日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ２０９

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ２０９

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ２１０

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ２１０

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ２１０

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ２１０

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ２１２

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ２１２

………………………………………………………………………………………………１．加藤市長の発言 ２１２

………………………………………………………………………………………○質疑（奥村英俊議員） ２１２

………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２１５

………………………………………………………………………………………○質疑（山田典幸議員） ２１８

……………………………………………………………………………………○質疑（日根野正敏議員） ２１９

………………………………………………………………………………………○質疑（佐藤 靖議員） ２２１

………………………………………………………………………………………○質疑（上松直美議員） ２２２

………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ２２３

………………………………………………………………………………………○質疑（東 千春議員） ２２８

１．日程第２．議案第２号 名寄市未熟児養育医療費用徴収条例の制定について

………………議案第３号 名寄市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について ２２９

…………………………………………………………○市民福祉常任委員長報告（日根野正敏委員長） ２２９

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２３１

１．日程第３．議案第２４号 平成２５年度名寄市一般会計予算ないし議案第３４号

………………………………………………………平成２５年度名寄市水道事業会計予算 ２３１

……………………………………………………………○予算審査特別委員長報告（植松正一委員長） ２３１

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２３２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２３２

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２３２

………………………１．日程第４．議案第４４号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第６号） ２３２

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２３２

………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ２３３

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２３５

１．日程第５．意見書案第２号 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の

……………………………………診断・治療の推進を求める意見書 ２３５

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２３５

……………………………………………１．日程第６．報告第４号 専決処分した事件の報告について ２３５



…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２３５

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２３６

１．日程第７．報告第５号 例月現金出納検査報告、定期監査報告及び財政援助団体等

……………………………………………………に対する監査報告について ２３６

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２３６

…………………………………………………１．日程第８．閉会中継続審査（調査）の申し出について ２３６

………………………………………………………………………………………○継続審査（調査）決定 ２３６

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２３６

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２３６

………………………………………………………………………………１．佐古市立総合病院長退任挨拶 ２３６

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ２３６

……………………………………………………………………………………………………１．質問文書表 ２３９

……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ２４６



－1－

平成２５年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２５年３月４日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 名寄地区衛生施設事務組合議会議員の

選挙

日程第４ 平成２４年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市指定地域密着型サービス及

び指定地域密着型介護予防サービスの

事業に関する基準等を定める条例の制

定について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第５ 平成２４年第４回定例会付託議案第２

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正

について（経済建設常任委員長報告）

日程第６ 平成２４年第４回定例会付託議案第１

８号 名寄市災害時における相互支援

に関する条例の制定について（総務文

教常任委員長報告）

日程第７ 平成２４年第４回定例会付託議案第１

９号 名寄市高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る特定公園施設

の設置に関する基準を定める条例の制

定について（経済建設常任委員長報

告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

０号 名寄市高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る道路の構造に

関する基準を定める条例の制定につい

て（経済建設常任委員長報告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

１号 名寄市道路の構造の技術的基準

等を定める条例の制定について（経済

建設常任委員長報告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

２号 名寄市準用河川管理施設等の構

造の技術的基準を定める条例の制定に

ついて（経済建設常任委員長報告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

４号 名寄市営住宅管理条例の一部改

正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第８ 平成２５年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第９ 議案第１号 名寄市暴力団排除条例の

制定について

日程第10 議案第２号 名寄市未熟児養育医療費

用徴収条例の制定について

日程第11 議案第３号 名寄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の制定について

日程第12 議案第４号 名寄市防災会議条例及び

名寄市災害対策本部条例の一部改正に

ついて

日程第13 議案第５号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第６号 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第15 議案第７号 名寄市へき地保育所条例

の一部改正について

日程第16 議案第８号 名寄市一般廃棄物処理施

設設置条例の一部改正について

日程第17 議案第９号 名寄市消費者センター設

置条例の一部改正について

日程第18 議案第１０号 名寄市都市計画審議会

条例の一部改正について

日程第19 議案第１１号 名寄市簡易水道事業条

平成２５年３月４日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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例の一部改正について

日程第20 議案第１２号 上川北部地区広域市町

村圏振興協議会の廃止について

日程第21 議案第１３号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第22 議案第１４号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第５

号）

日程第23 議案第１５号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第24 議案第１６号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第25 議案第１７号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第３号）

日程第26 議案第１８号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第27 議案第１９号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第28 議案第２０号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第29 議案第２１号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

日程第30 議案第２２号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第４号）

日程第31 議案第２３号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第３号）

日程第32 議案第２４号 平成２５年度名寄市一

般会計予算

議案第２５号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２６号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２７号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２８号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２９号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３０号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３１号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３２号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３３号 平成２５年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３４号 平成２５年度名寄市水

道事業会計予算

日程第33 議案第３５号 名寄市教育委員の任命

について

議案第３６号 名寄市教育委員の任命

について

日程第34 議案第３７号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第３８号 名寄市議会政務調査費

の交付に関する条例の一部改正につい

て

議案第３９号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

議案第４０号 名寄市証人等の実費弁

償に関する条例の一部改正について

議案第４１号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第35 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第36 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第37 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第38 意見書案第１号 環太平洋連携協定

（ＴＰＰ）交渉参加断固阻止を求める

平成２５年３月４日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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意見書

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案第４２号 平成２４年度名寄

市一般会計補正予算（第５号）

議案第４３号 平成２４年度名寄

市公設地方卸売市場特別会計補正

予算（第２号）

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 名寄地区衛生施設事務組合議会議員の

選挙

日程第４ 平成２４年第４回定例会付託議案第１

号 名寄市指定地域密着型サービス及

び指定地域密着型介護予防サービスの

事業に関する基準等を定める条例の制

定について（市民福祉常任委員長報

告）

日程第５ 平成２４年第４回定例会付託議案第２

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正

について（経済建設常任委員長報告）

日程第６ 平成２４年第４回定例会付託議案第１

８号 名寄市災害時における相互支援

に関する条例の制定について（総務文

教常任委員長報告）

日程第７ 平成２４年第４回定例会付託議案第１

９号 名寄市高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る特定公園施設

の設置に関する基準を定める条例の制

定について（経済建設常任委員長報

告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

０号 名寄市高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る道路の構造に

関する基準を定める条例の制定につい

て（経済建設常任委員長報告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

１号 名寄市道路の構造の技術的基準

等を定める条例の制定について（経済

建設常任委員長報告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

２号 名寄市準用河川管理施設等の構

造の技術的基準を定める条例の制定に

ついて（経済建設常任委員長報告）

平成２４年第４回定例会付託議案第２

４号 名寄市営住宅管理条例の一部改

正について（経済建設常任委員長報

告）

日程第８ 平成２５年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第９ 議案第１号 名寄市暴力団排除条例の

制定について

日程第10 議案第２号 名寄市未熟児養育医療費

用徴収条例の制定について

日程第11 議案第３号 名寄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の制定について

日程第12 議案第４号 名寄市防災会議条例及び

名寄市災害対策本部条例の一部改正に

ついて

日程第13 議案第５号 名寄市議会の議員その他

非常勤及び臨時の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第６号 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第15 議案第７号 名寄市へき地保育所条例

の一部改正について

日程第16 議案第８号 名寄市一般廃棄物処理施

設設置条例の一部改正について

日程第17 議案第９号 名寄市消費者センター設

置条例の一部改正について

日程第18 議案第１０号 名寄市都市計画審議会

条例の一部改正について

日程第19 議案第１１号 名寄市簡易水道事業条

例の一部改正について

日程第20 議案第１２号 上川北部地区広域市町

平成２５年３月４日（月曜日）第１回３月定例会・第１号
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村圏振興協議会の廃止について

日程第21 議案第１３号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第22 議案第１４号 平成２４年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第５

号）

日程第23 議案第１５号 平成２４年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第24 議案第１６号 平成２４年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）

日程第25 議案第１７号 平成２４年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算（第３号）

日程第26 議案第１８号 平成２４年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算（第２

号）

日程第27 議案第１９号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第

１号）

日程第28 議案第２０号 平成２４年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第29 議案第２１号 平成２４年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

日程第30 議案第２２号 平成２４年度名寄市病

院事業会計補正予算（第４号）

日程第31 議案第２３号 平成２４年度名寄市水

道事業会計補正予算（第３号）

日程第32 議案第２４号 平成２５年度名寄市一

般会計予算

議案第２５号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２６号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２７号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２８号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第２９号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３０号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３１号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３２号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３３号 平成２５年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３４号 平成２５年度名寄市水

道事業会計予算

日程第33 議案第３５号 名寄市教育委員の任命

について

議案第３６号 名寄市教育委員の任命

について

日程第34 議案第３７号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

議案第３８号 名寄市議会政務調査費

の交付に関する条例の一部改正につい

て

議案第３９号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

議案第４０号 名寄市証人等の実費弁

償に関する条例の一部改正について

議案第４１号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第35 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第36 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

日程第37 報告第３号 専決処分した事件の報告

について

日程第38 意見書案第１号 環太平洋連携協定

（ＴＰＰ）交渉参加断固阻止を求める

意見書

追加日程第１ 議案第４２号 平成２４年度名寄
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市一般会計補正予算（第５号）

議案第４３号 平成２４年度名寄

市公設地方卸売市場特別会計補正

予算（第２号）

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまより平成２５〇議長（黒井 徹議員）

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 奥 村 英 俊 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（黒井 徹議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月２６日まで

の２３日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月２

６日までの２３日間と決定いたしました。

日程第３ 名寄地区衛〇議長（黒井 徹議員）

生施設事務組合議会議員の選挙を行います。

この選挙は、同組合規約第５条の規定が改正さ

れたことにより、名寄市議会から選出する同組合

議員について新たに２名を選挙するものです。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選により行

いたいと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議長において指名することに決定いた

しました。

名寄地区衛生施設事務組合議会議員に、竹中憲

之議員、川口京二議員の２名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました２名の議員を名寄地区衛生施設事務

組合議会議員の当選人と定めることに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、ただいま指名いたしました２名の議員

が名寄地区衛生施設事務組合議会議員に当選され

ました。ただいま当選された２名の議員が議場に

おられますので、会議規則第３２条第２項の規定

により本席から当選の告知をいたします。

日程第４ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第１号 名寄市指定地域密

着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービ

スの事業に関する基準等を定める条例の制定につ

いてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より御指名をいただきましたので、平成２４年第

４回定例会におきまして当委員会に付託されまし

た議案第１号 名寄市指定地域密着型サービス及

び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関す

る基準等を定める条例の制定につきまして、委員

会における審査経過並びに結果について御報告申

し上げます。

委員会は、１月２５日、２月２１日の２回にわ

たり、三谷健康福祉部長を初め担当職員の出席を

願い、本条例の内容について詳細な説明を受けた
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後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第１号は、提案理由の説明にも

ありましたように、地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律、平成２３年法律第３７号及び介

護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律、平成２３年法律第７２号が成

立し、介護保険法の改正がなされました。このこ

とにより従来厚生労働省が定めていた施設基準な

どについて市の条例で定めることとされ、地域密

着型の福祉施設の設置、関連基準については市独

自の判断に基づいて地域の実情を反映した条例を

制定することとなりました。該当基準は、介護保

険の地域密着型サービス事業及び地域密着型介護

サービス事業者が遵守するべき基準を定める条例

であることから、市民へのパブリックコメントは

実施せず、名寄市保健医療福祉推進協議会、名寄

市地域密着型サービス運営委員会及び市内の地域

密着型サービス事業者に御協議いただき、本条例

を制定するものです。

１回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、該当施設の利用者数と利用状況はの質

疑には、グループホーム、認知症対応型共同生活

介護施設は３施設ありますが、いずれもあきのな

い状況で、数名の待機者もいると把握している。

昨年できた小規模多機能型居宅介護施設は定員２

５名で現在２０名の登録がされている。なお、詳

細については、次回に説明させていただきますと

の答弁がありました。

施設が不足しているのではないかの質疑には、

待機者の中には将来に備えて早目に申し込みをし

ていることもあり、待機者イコール不足というこ

とではないと考えているとの答弁がありました。

国の制度からの移行に伴い、沿うべき基準、標

準参酌すべき基準のもと、市独自で定める内容は

記録の保存期間と居室定員である。あとは国の基

準で制定されたのかの質疑には、参酌すべき基準

の中で記録の保存を２年から５年に変更した。介

護保険法では、記録保存はサービスが完結した日

から２年間ですが、間違いがあった場合のことも

考慮し５年に、地域密着型施設の中には第三者評

価を受けている施設もあり、事業者から異論はな

かった。居室定員については、平成２４年度から

２６年度までの第５期の計画の中総量規制があり、

新規の申請があっても建てられないため、定員変

更は行わず、今後の６期、７期の中で検討をして

いくとの答弁がありました。

記録保存を２年から５年にとのことだが、今ま

で介護保険の過払いや不正請求の例はあったのか

の質疑には、不正請求はありませんが、当初加算

を予定していた内容と考えていたが、指導等で加

算が見込まれない内容と判断した過去による例は

あったとの答弁がありました。

２回目の委員会では、１回目の委員会で出され

た市内該当５施設の利用状況の詳細について説明

を受けた後、委員から出された質疑は、パブリッ

クコメントを省略し、関係協議会や事業者に説明

をしてきた経過だが、内容は利用者にも関与する

こともあるため、わかりやすい条例制定に配慮さ

れたのかの質疑には、市民の方々に理解をしてい

ただくには難しい内容になっているが、介護保険

法に基づいた条例になっている。わかりやすい条

例制定は必要と理解しているが、事業者側に最低

守っていただく事項は国が定めているため、市の

独自性だけでは困難なところもあり、国の法に準

拠し、また他市の例も参考にして制定をしたとの

答弁がありました。

以上、議論の結果、議案第１号 名寄市指定地

域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業に関する基準等を定める条例の制定

につきましては、全会一致で原案どおり可決すべ

きものと決定いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告いたしました。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第５ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第２号 名寄市手数料徴収

条例の一部改正についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

おはよ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

うございます。議長より指名をいただきましたの

で、平成２４年第４回定例会で当委員会に付託を

されました議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正についての審査経過並びに結果について

御報告を申し上げます。

本件は、地球環境保護のために低炭素化を進め

るもので、住宅及び建築物の新築、増築、改築等

において低炭素化に資する措置を講ずる場合、税

制優遇等が受けられることとなり、そのための申

請について市が審査、認定することとなります。

この申請手数料を徴収するために、名寄市手数料

徴収条例の一部を改正するものです。

委員会は、平成２５年１月２２日と２月８日の

２回開催し、審査に当たり長内建設水道部長を初

め担当部局職員の出席を願い、詳細な説明を受け、

委員からは熱心な質疑があり、慎重に審査を行い

ました。

各委員からの主な質疑では、認定事務手数料の

人件費算出基準が平成１８年ベースとなっている

が、なぜ近年のベースとならないのかの質問に対

しては、今回の低炭素建築物認定申請手数料の算

定方法については平成２１年に策定した長期優良

住宅の認定申請手数料の算定方法と同じであり、

またこの長期優良住宅の人件費の算出基準は平成

１８年の人件費を採用している建築確認申請手数

料がベースとなっており、審査事務における公平

性が保てるとの判断から、平成１８年の単価を採

用したとの答弁がありました。

また、手数料の切り捨て額に差が生じているが

の質問に対しては、なるべく安い手数料でという

思いから切り捨ての額を定めており、申請者に配

慮したとの答弁がありました。

その後採決を行い、平成２４年第４回定例会付

託議案第２号 名寄市手数料徴収条例の一部改正

については、全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定をいたしました。

以上、当委員会に付託されました議案の審査の

経過並びに結果の報告といたします。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第２

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第６ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第１８号 名寄市災害時に

おける相互支援に関する条例の制定についてを議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査経過及び結果の

報告を求めます。

総務文教常任委員会、駒津喜一委員長。

議長よ〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員）

り御指名をいただきましたので、平成２４年第４
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回定例会にて付託されました議案第１８号 名寄

市防災会議条例及び名寄市災害対策本部条例の一

部を改正する条例につきまして、当総務文教常任

委員会の審査の経過と結果を御報告いたします。

委員会は、平成２５年１月１７日、２月１４日、

２回にわたり開催し、扇谷総務部長及び担当職員

の出席を求め説明を受け、慎重に審査いたしまし

た。

付託されました議案は、東日本大震災以降の災

害対策で、これまでのような防災訓練や災害時要

援護者の支援などの独自の減災対策の取り組みに

加えて自治体間の迅速な相互支援の仕組みを取り

入れ、水平支援の体制と仕組みを自治体レベルで

構築し、強化する必要と現在全国的に災害時にお

ける相互援助協定が進んでいる。こうした中で杉

並区を核とした小千谷市、東吾妻町、名寄市とス

クラムを組み、被災した南相馬市へのニーズに即

した各種の支援を行い、災害応急対策における基

礎自治体の相互協力への義務を規定している災害

対策基本法の趣旨に合致したものである。現在の

災害救助法では、都道府県知事が国の法定受託事

務として救助を行い、市区町村長は補完的な役割

に制限されている。さらに、自治体間の相互協力

については規定されていなく、自治体間の連携に

よる支援は国の費用負担の対象となっていないこ

とから、従来の国、道による垂直型の支援だけで

はなく、基礎自治体間の横のつながりによる水平

型支援の仕組みを構築し、その活動を促進してい

くためのスクラム支援の中で率先して条例制定を

行う趣旨の説明を受けました。

これに各委員から、今後新たな自治体との協定

は想定されている条文なのかという質問には、杉

並と名寄市が協定を結んでいることで杉並区と南

相馬市、小千谷市、東吾妻町が協定を結んでいて

スクラム支援が構築されている。このような形で

今後大きな災害が予想されるが、特に大都市の災

害に名寄市の規模で大きな費用などを考慮すれば

無理な面もあり、当面は新たな協定は想定しない

との答弁がありました。

次に、現在の国、道の災害救助法では、自治体

間の連携支援は対象になっていないので、直接的

な支援もおくれているが、どのような内容になっ

ているのかという質問には、国で対象としている

甚大な災害については中央に防災会議があり、一

定の基準を定めてあり、その要件を満たす情報の

収集などに時間がかかることなどから難しい面も

あると答弁がありました。

また、委員会から資料請求した国、道の災害支

援の内容の説明では、国、道では自治体間同士の

相互協力は想定されていなく、大きな災害時には

即応できない現状となっていると説明を受けまし

た。

また、委員会から資料請求した他の類似した災

害協定条例の資料については、現在協定条文とも

同時に進んでいる状況で、入手はできても公表で

きない部分もあり、概要についての説明を受けま

した。

次に、９条文中の支援する項目についてどのよ

うな項目を想定しているのかという質問では、想

定される災害の種類と規模により要請する基準の

必要性を含めて今後別に定めることが必要になっ

てくるとの答弁がありました。

次に、第７条の２項の負担する費用について、

負担する金額についての規定はあるかとの質問に

は、スクラム支援に対する基本姿勢は十分にある

が、市の力量の中で具体的に示すことは難しく、

力量の範囲の中で支援する考えを膨大な費用には

想定はしていないとの答弁がありました。

次に、句読点を含めた文言の整理等、文中で杉

並区を核とした調整はどの自治体がするのかわか

りにくいのではないかという質問では、類似した

参考資料はないが、法に沿った条文であり、杉並

区の他に協定している市町村と協力して支援を行

うということで調整して、他の自治体と協力する

意味であるとの答弁がありました。

委員からの統一した意見として、自治体相互支
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援の必要性と市民の安心のためにも早急に対応す

る必要性があると意見をいただき、以上の審査経

過から、第４回定例会に付託されました議案第１

８号 名寄市防災会議条例及び……

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午前１０時２１分

再開 午前１０時２１分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

大変失〇総務文教常任委員長（駒津喜一議員）

礼をいたしました。付託されました件名が違って

おりましたので、この場で訂正をさせていただき

ます。

冒頭に申しました付託されました件名は、名寄

市災害時における相互支援に関する条例の制定に

ついてに改めたいと思いますので、訂正のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

戻ります。以上の審査経過から、第４回定例会

に付託されました議案第１８号 名寄市災害時に

おける相互支援に関する条例の制定について、全

会一致で原案どおり可決すべきものと決定をいた

しましたので、以上当委員会の審査の経過と結果

の報告といたします。

以上です。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第１

８号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第７ 平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第１９号 名寄市高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園

施設の設置に関する基準を定める条例の制定につ

いて、平成２４年第４回定例会付託議案第２０号

名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の

制定について、平成２４年第４回定例会付託議案

第２１号 名寄市道路の構造の技術的基準等を定

める条例の制定について、平成２４年第４回定例

会付託議案第２２号 名寄市準用河川管理施設等

の構造の技術的基準を定める条例の制定について、

平成２４年第４回定例会付託議案第２４号 名寄

市営住宅管理条例の一部改正について、以上５件

を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

議長よ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

り指名をいただきましたので、平成２４年第４回

定例会で当委員会に付託をされました地域主権改

革一括法に関する条例の制定及び一部改正につい

てであります。議案第１９号 名寄市高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施

設の設置に関する基準を定める条例の制定につい

て、議案第２０号 名寄市高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基

準を定める条例の制定について、議案第２１号

名寄市道路の構造の技術的基準等を定める条例の

制定について、議案第２２号 名寄市準用河川管

理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定

について、議案第２４号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正については、地域主権改革一括法にか

かわっての条例の制定及び一部改正となっており

ますので、審査経過並びに結果について一括して

御報告を申し上げます。

委員会は、１月２２日、２月８日の２回開催を

いたしました。審査に当たり長内建設水道部長を

初め担当職員の出席を願い、詳細な説明を受け、

委員からの熱心な質疑もあり、慎重に審査を行い
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ました。

委員会において各委員から出されました主な質

疑については、議案第１９号の名寄市高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施

設の設置に関する基準を定める条例では、公園内

にある管理事務所に車椅子で出入りできないとこ

ろがあるが、そこには改良が必要という判断が出

てくるのか、また条文中の用語の表現の仕方並び

に市民にわかりやすい時代にマッチした表現にす

べきではないかとの質疑には、既に建築されてい

るものについては建築時の基準に適用しているた

め、次回の改修時において新しい基準に応じた改

修をしていく。また、用語等の関係については上

位法との関係性だとか正確性を含め法律用語とい

うことで押さえていただきたいとの答弁がござい

ました。

議案第２０号の名寄市高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準

を定める条例では、この条例が施行されれば第３

４条に規定している融雪施設、流雪溝または雪覆

工を設けることができるのかとの質疑には、あく

までも特定道路であることが条件であり、現在名

寄市では該当がなく、特定道路に該当することと

なったときに適用となってくるとの答弁がありま

した。

議案第２１号の名寄市道路の構造の技術的基準

等を定める条例では、名寄市の場合、ここで掲げ

ている設計基準交通量に適合する道路があるのか

の質問に対しては、通常補助事業で道路をつくる

ときは適用させているとの答弁がありました。

議案第２２号の名寄市準用河川管理施設等の構

造の技術的基準を定める条例では、当市において

２つの準用河川があり、既に整備済みということ

だが、近年の異常気象からこの条例の施行後さら

に改良する可能性はないかの質問には、もともと

の国の法律に沿って整備をしているので、改良の

可能性はないと判断しているとの答弁がありまし

た。

議案第２４号の名寄市営住宅管理条例の一部改

正では、この条例が施行することによって住宅マ

スタープランの見直しが出てくるのか、また公営

住宅のテレビアンテナの整備及び補修について平

家と２階建て以上の建屋とは差異があるのではと

の質問に対しては、条例が先行しているが、現在

住宅マスタープランも作業中であり、矛盾のない

整合がとれるよう進めたい。また、テレビアンテ

ナについては２階建て以上の住宅は危険度と合理

性から共同アンテナで対応している。平家建ては、

低家賃住宅で入居時に説明し、理解を得、個人対

応としている。今後とも従来どおり理解を得て入

居していただくとの答弁がありました。

その後採決を行い、平成２４年第４回定例会付

託議案第１９号外４件は、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決定をいたしました。

以上、当委員会に付託されました平成２４年第

４回定例会付託議案第１９号 名寄市高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施

設の設置に関する基準を定める条例の制定につい

て外４件についての審査の経過並びに結果の報告

といたします。

これより、平成２４年〇議長（黒井 徹議員）

第４回定例会付託議案第１９号外４件の委員長報

告に対する質疑を行います。

初めに、平成２４年第４回定例会付託議案第１

９号について御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

次に、平成２４年第４回定例会付託議案第２０

号についての御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

次に、平成２４年第４回定例会付託議案第２１

号について御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

次に、平成２４年第４回定例会付託議案第２２
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号について御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

次に、平成２４年第４回定例会付託議案第２４

号について御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

以上で平成２４年第４回定例会付託議案第１９

号外４件の委員長報告に対する質疑を終了いたし

ます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

平成２４年第４回定例会付託議案第１９号は委

員長報告のとおり決定することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第１

９号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２４年第４回定例会付

託議案第２０号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第２

０号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２４年第４回定例会付

託議案第２１号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第２

１号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２４年第４回定例会付

託議案第２２号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第２

２号は委員長報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２４年第４回定例会付

託議案第２４号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第４回定例会付託議案第２

４号は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３４分

再開 午前１０時３４分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

日程第８ 平成２５年度市政執行方針・教育行

政執行方針を行います。

初めに、平成２５年度市政執行方針を行います。

加藤市長。

おはようございます。平〇市長（加藤剛士君）

成２５年第１回名寄市議会定例会の開会にあたり、

市政執行への私の基本的な考え方を申し上げ、議

員各位をはじめ、市民の皆様の御理解と御協力を

いただきたいと思います。

はじめに

平成２２年４月、私が市長に就任して、間もな

く丸３年を迎えることとなります。

この間、多くの市民の皆様から、まちづくりに

寄せる様々な思いや御示唆、御協力などをいただ

きながら「明るく元気なまちづくり」の実現に向

け、取り組んでまいりました。

こうした中、昨年末に実施された総選挙におい

て政権交代がなされました。新たな政権が目指す

「経済再生」には、長年の経済低迷に伴い疲弊し

た地域経済の活性化を、「災害復興」には、南相

馬市をはじめ被災地の一日も早い復興を、心から

期待するものであります。

しかし、平成２４年度末には長期債務残高が７

００兆円を超えると見込まれる国の財政は依然厳
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しく、地方に対しては、平成２４年度補正予算に

おいて、公共事業を下支えする「地域の元気臨時

交付金」を創設する一方、新年度予算では、地方

の行財政改革による努力と矛盾する地方交付税の

削減や、地方の裁量拡大に期待された一括交付金

の廃止など、地方自治体は、これら政策転換に伴

う新たな行政課題に対し、厳しい財政状況の中で、

迅速かつ適切な対応が求められることとなります。

また、世界ではグローバル化が一層進む中、欧

州経済危機に伴う先進国経済の低迷や新興国の経

済成長の減速、不安定な中東情勢など、世界経済

は大きく揺れており、国内では円安など一部回復

の兆しがうかがえるものの、未だ先行き不透明で

不確実な社会経済情勢は、地域における厳しさと

なって表れています。

このような変革の時にあたり、私は、初心に立

ち返り、新名寄市総合計画を基本としながら１０

年先、２０年先を見据えて、歴史の中で培われた

地域の力、市民をはじめ縁のある人の力を結集し

たオール名寄の体制で、市民の皆様が誇りと愛着

を持ち、明るく元気なまちづくりに、全力で取り

組んでまいります。

さらに、施策の推進にあたっては、通年ベース

としては、任期４年の最終年度となることから、

課題を先送りせず、市民が主役のまちづくりを基

本に、しっかりと取り組んでまいりますので、一

層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上

げます。

市政推進の基本的な考え方

ここに、市政推進の基本的な考え方を申し上げ

ます。

一点目は、「市民と行政との協働」についてで

す。

明るく元気なまちづくりを進め、かつ持続的に

発展させるためには、その主体である市民の皆様

の参加が不可欠です。

この間、まちづくりの基本ルールである「名寄

市自治基本条例」や、その一つの手法として「名

寄市パブリック・コメント手続条例」を施行して

きましたが、一層の具体化に向け、より積極的な

情報提供と多様な市民参加の保障、さらには実施

方法の工夫や団体等の育成、支援などにも努め、

市民と行政とが連携・協力し、共に知恵を絞り、

汗を流す協働のまちづくりを進めてまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてです。

地方自治体が置かれている厳しい環境に対応し、

効率的かつ堅実にまちづくりを進めるためには、

行財政改革による不断の努力が求められています。

このため、引き続き「簡素で効率的な行政運

営」「健全な財政運営」「市民との協働の行政運

営」の三本の基本方針により、行財政改革を推進

してまいります。

また、行政運営の最大のエンジンは人材であり、

意思の共有を強化するとともに、多様化する行政

ニーズに柔軟かつ的確に対応し、質の高い行政サ

ービスを提供するためには、職員のスキルアップ

が不可欠であり、派遣研修等も取り入れた職員研

修の充実や外部人材の活用なども含め、人材の育

成・確保に努めてまいります。

三点目は、「財産を生かしたまちづくり」につ

いてです。

四季折々の美しい自然と豊かな大地、その利を

生かし育まれる食の恵み、その恵みを享受し育つ

人、人が伝え磨いた知恵と文化、そこに築かれる

魅力ある施設や絆など、本市は、有形無形の財産

を誇る、大きな可能性を秘めたまちであります。

４月には、駅前交流プラザ「よろーな」がオー

プンとなるほか、市民ホールや市立総合病院精神

科病棟、市立大学図書館など、今後も新たな財産

が加わることとなり、ソフト面の充実や施設間の

連携による相乗効果などを発揮して、市民福祉の

向上と地域の活性化に向けて取り組んでまいりま

す。

また、地域や人とのつながりは貴重な財産であ

り、これまでの交流事業などで築かれた絆、これ

からめぐり合う縁を大切にし、発展させることで、
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文化の向上、交流人口や物流の拡大を目指してま

いります。

平成２５年度の予算編成

次に、平成２５年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２５年度予算編成は、日本経済再生に

向けて、緊急経済対策に基づく平成２４年度補正

予算と一体的なものとして「１５カ月予算」とし

て編成される一方で、「復興・防災対策」「成長

による富の創出」「暮らしの安心・地域活性化」

に重点を置くという基本方針が、本年１月２９日

に閣議決定されました。

地方財政対策については、地方の安定的な財政

運営に必要となる一般財源総額が確保され、地方

財政計画の規模は、東日本大震災を除く通常収支

分で、前年度比１パーセント増の約８１兆１

００億円となりました。

このうち地方交付税は、地方公務員給与削減の

影響などにより、前年度比２パーセント減の１

７兆６２４億円となりました。また、各地方公共

団体のこれまでの人件費削減努力を反映させる仕

組みとして「地域の元気づくり事業費」が盛り込

まれ、地方の厳しい財政事情に一定の配慮がなさ

れました。

こうした中、本市の平成２５年度各会計予算に

ついては、市立大学や市立天文台、道立サンピラ

ーパークなどの多くの財産や、交流都市との太い

絆を活用し、総合的な地域振興を推進することを

念頭に、基礎自治体としての公共サービスの的確

な執行とともに、新総合計画後期計画の具現化を

最優先に予算編成しました。

主な事業については、ハードでは食肉センター

施設整備事業、北斗・新北斗団地建替事業、南小

学校校舎・屋内体育館建設事業、大学図書館建設

事業などを、また、ソフトでは、太陽光発電導入

の推進や省エネ節電モニター活用などによる新エ

ネルギー・省エネルギーの推進事業や、学校の教

育力を高めるための様々な取組を推進する学校力

向上実践事業、また、生活困窮世帯やグループホ

ーム等に入所されている障がいを持つ方がいる世

帯を対象に灯油購入費を助成する福祉灯油支援事

業など、多くの事業を盛り込みました。

一般会計の予算案は、前年度比１パーセント

減の１８８億０８５万２千円となりました。

また、８つの特別会計予算案は前年度比６パ

ーセント減の８０億５，４３１万７千円、企業会

計予算案は前年度比２７パーセント増の１３５

億４３２万７千円、全会計の総額では前年度比

８パーセント増の４０４億９４９万６千円と

なりました。

財源調整的に、財政調整基金で２億５５９万

６千円の取崩しを、また、後年度の公債費償還負

担を軽減するための繰上償還の財源として、減債

基金で３億円を取崩しましたが、普通建設事業の

事業量を確保し、新総合計画後期計画で想定され

る大型事業に備え、大学振興基金などの積み立て

を行い、将来の財政健全化を視野に入れた予算を

編成しました。

今後も、行財政改革に取り組みながら、健全な

財政運営に努めてまいります。

“市民と行政との協働によるまちづくり”

コミュニティ活動の推進

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

住民の最も身近な自治組織である町内会の活動

を推進するため支援を行っておりますが、少子高

齢化や核家族化の進行、生活様式や価値観の多様

化により、様々な課題が生じています。

昨年実施した「町内会アンケート調査」では、

町内会への未加入や役員の担い手不足などの課題

のほか、町内会の枠を越えた活動を求める意見も

多く出されていることから、コミュニティ活動へ

の支援を継続するとともに、地域連絡協議会の活

動を促すため、地域連絡協議会等活動交付金の拡

充を図ってまいります。

また、風連地区における地域コミュニティ施設
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については、名寄市風連地区地域振興審議会の答

申を踏まえ、今後の方向性について検討を進めて

まいります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

固定的な性別役割分担意識の解消や社会制度・

慣行の見直しを進めるため、名寄市男女共同参画

推進計画に基づき、広報・啓発活動を中心として、

男女共同参画社会の実現に向けた活動を推進して

まいります。

情報化の推進

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２４年度に移行した総合行政システムクラ

ウド化の利点を最大限生かせるよう、平成２５年

度は災害時等におけるＩＣＴ業務継続計画を策定

し、住民サービスが非常時にも対応可能な体制づ

くりに努めてまいります。

交流活動の推進

次に、国際交流について申し上げます。

友好都市ロシア連邦ドーリンスク市との交流で

は、本市に訪問団を迎えるほか、旭川市をはじめ

稚内市、留萌市、紋別市、士別市の５市と連携し

て「ユジノサハリンスク道北物産展」を開催しま

す。また、姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市

リンゼイとの交流では、交換学生の受入れが予定

されており、より強い交流の絆が育まれるよう支

援してまいります。さらに、新たに北海道への入

込数が最も多い台湾との交流を新たにスタートさ

せ、中学生野球による交流や、教育旅行モニター

事業の実施など、さらなる交流人口の拡大に努め

てまいります。

次に、国内交流について申し上げます。

東京都杉並区、山形県鶴岡市藤島との交流では、

子どもを含めた人的交流や特産品販売など、さら

に充実した交流となるよう推進してまいります。

ふるさと会については、市の情報発信と相互の

情報交流に努めるとともに、側面からの支援を通

じて人的・経済的交流を図るなど、活動の充実に

向けて支援してまいります。

交流居住の推進については、移住体験「ちょっ

と暮らし」の受入れ施設として旧風連高校教員住

宅を改修整備するなど、取組を進めてまいります。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

本制度は、総務省事業として、地方自治体が都

市住民を受け入れて、地域における活動に従事さ

せ、併せて定住・定着を図りながら、地域の活性

化への貢献を目的とするもので、本制度を活用し

た定住の促進と新たな人材の確保、育成に取り組

んでまいります。

初年度となる平成２５年度は、基幹産業である

農業の担い手対策として新規就農を希望するもの

２人、観光振興計画の推進に有効なスキルを有す

るもの１人、合わせて３人を募集する予定です。

広域行政の推進

次に、広域行政の推進について申し上げます。

定住自立圏構想に基づく北・北海道中央圏につ

いては、昨年４月に取組がスタートして、間もな

く一年が経過しようとしています。

この間、第２次救急医療事業の構成市町村全体

への広がりをはじめ、消費生活相談事業や一般廃

棄物処理施設に係る広域化の進展など、共生ビジ

ョンに基づく事業はもとより、名寄市立総合病院

整備への道に対する支援要望についても御協力い

ただくなど、順調な滑り出しとなっており、引き

続き、中心市として、その役割を果たしてまいり

ます。

一方、昭和４６年に設置された上川北部地区広

域市町村圏振興協議会については、国の要綱廃止

や、新たな広域連携である定住自立圏のスタート

に伴い、先の臨時総会において、廃止が決定しま

した。つきましては、本定例会におきまして、廃

止に係る提案をさせていただきますので、御審議

のほど、よろしくお願いいたします。

天塩川周辺１３市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」については、本年２月

平成２５年３月４日（月曜日）第１回３月定例会・第１号



－16－

に実施して好評いただいた「移住モニターツア

ー」を夏にも実施するほか、圏域の住民がお互い

の魅力を知り合うための「住民再発見ツアー」を

実施するなど、北海道遺産である天塩川を軸とし

た広域連携と交流人口の拡大に努めてまいります。

効率的な行政運営

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

昨年４月に「新・名寄市行財政改革推進計画

（後期）」を策定して、具体的な取組を進めてき

ています。

基本的な考え方としては、簡素で効率的な行政

運営を推進するため施策推進体制の充実、人材育

成の推進、組織のスリム化及び事務事業の改善に

努めてまいります。また、健全な財政運営を推進

するため、指定管理者制度による施設管理の民間

委託をはじめ、公債費などの適正化や使用料、手

数料、負担金及び補助金の見直しを定期的に行う

こととしており、平成２５年度においては負担金

及び補助金の見直しを行います。

市民との協働の行政運営を推進するため自助、

共助、公助の原則のもと、市民と行政が役割を分

担し、市民参加によるまちづくりを進めてまいり

ます。

また、組織のスリム化に伴って職員の人材育成

が急務であることから、「新・名寄市人材育成基

本方針」に基づき、職員研修の充実と人事管理制

度の確立などに取り組んでまいります。特に職員

の意識改革や資質向上のため、新たに（財）地域

活性化センターへの職員派遣を実施するとともに、

道外先進地における自主研修についても取り組ん

でまいります。さらに、平成２４年度から実施し

ている東京都杉並区への職員派遣を継続してまい

ります。

陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持

次に、自衛隊関係について申し上げます。

陸上自衛隊名寄駐屯地は、昭和２８年に設立さ

れ、本年、設立６０周年の節目を迎えることとな

ります。

この間、まちづくりをはじめ、地域経済、文化

・スポーツ、コミュニティなど様々な分野で本市

との絆を深めてきたことはもとより、他の隊区内

市町村からも地域活動への貢献や災害時等におけ

る安全・安心への対応など、厚い信頼と密接な関

係が築かれ、昭和３５年には隊区内関係者等によ

る名寄地方自衛隊協力会の発足、さらには、各市

町村においても後援組織が結成されるなど、この

北・北海道の地域とともに歴史を刻んできたとい

えます。

このことから、駐屯地所在地として、設立６０

周年を一層の交流、理解の場とし、より密接な関

係が築かれるよう、関係機関、団体等と連携、協

力しながら、積極的に支援するとともに、今後と

も、地域住民の総意をもって、駐屯地の現体制の

堅持に向け、国への要望活動に取り組んでまいり

ます。

“安心して健やかに暮らせるまちづくり”

健康の保持増進

次に、保健事業について申し上げます。

健康づくりの推進については、平成２４年度に

策定した名寄市健康増進計画「健康なよろ２１

（第２次）」に基づき、健康意識の啓発と市民、

地域、行政が連携した体制づくりに努めてまいり

ます。

母子保健事業については、妊婦・乳幼児健診や

子育て相談をとおして、妊娠期から乳幼児期まで

一貫した支援体制の充実を図り、安心して子ども

を生み育てられる環境づくりに努めてまいります。

また、感染症予防に関する正しい知識の普及啓

発や予防接種の充実を図り、感染症予防の推進に

努めてまいります。

地域医療の充実

次に、名寄市立総合病院について申し上げます。

平成２５年度の診療体制については、新たに旭

川医科大学から消化器内科、循環器内科及び産婦

人科に常勤医師を派遣いただける予定となってお

り、さらに充実した診療体制が可能となる見込み
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です。

他の診療科については、佐古院長の勇退により、

脳神経外科で常勤医が３人となりますが、全体と

して大きな変更はありません。

また、一昨年から定数が５人拡大された初期臨

床研修医については、マッチングシステムで決定

された５人の１年次研修医を採用する予定です。

地域医療再生計画事業については、道北圏地域

医療再生計画で進める精神科病棟改築事業を１月

１９日から本格着工しており、来年３月末に本体

工事が完成する予定です。

道北北部連携ネットワークシステム整備事業に

ついては、基幹病院となる名寄市立・士別市立・

市立稚内・枝幸国保の４病院をオンライン化した

システムの３月末完了に向け、整備を進めていま

す。これにより圏域内医療機関の診療情報共有化

による診療体制の高度化が図られることとなりま

す。

名寄市病院事業長期計画については、平成２４

年度に中間年として、医療をはじめとする社会情

勢の変化による見直しを行うとともに、自治体病

院等広域化連携構想・上川北部地域行動計画に基

づき、市立病院が地域で果たす役割などを明記し

ました。

医療を取り巻く経営環境が厳しい中、これまで

の改革プラン同様に、計画されている事業の達成

に向けて、より一層努力してまいります。

子育て支援の推進

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

子育て支援施策の充実については、「次世代育

成支援後期行動計画」に基づき、次世代を担う子

育て家庭を地域全体で支援する環境づくりを進め

てまいります。

保育行政については、多様な保育ニーズに対応

し、きめ細かな保育事業を進めるとともに、子育

て支援では、日本一のもち米産地に由来して誕生

もちを贈る「子育て応援事業」など、新たな事業

に取り組むほか、関係機関との緊密な連携のもと、

家庭への訪問など、その充実に努めてまいります。

障がい児福祉の充実については、発達の遅れや

障がいを持つ児童とその家族が身近な地域におい

て、適切な相談・支援が受けられる体制づくりを

進めてまいります。

また、児童虐待などについては、個々のケース

に応じて迅速かつ適切な対応に努めてまいります。

子ども・子育て支援新制度に伴う各種関連事業

については、今後も国の動向を注視し、制度の研

究に努めてまいります。

地域福祉の推進

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

名寄市地域福祉計画に基づく福祉事業の推進に

ついては、計画に掲げた目標達成に向け、基本事

業の取組を進めてまいります。

また、国において税と社会保障の一体改革によ

る制度改正が進められていることから、情報の収

集に努めるとともに、社会福祉協議会や社会福祉

関係団体などと連携し、住民福祉の向上に努めて

まいります。

さらに、これまで低所得者支援対策の緊急措置

として実施していた福祉灯油支援事業については、

厳寒期における恒常的事業として実施することと

し、要綱などの整備を進めてまいります。

高齢者福祉の充実

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

本市の１月末における６５歳以上の高齢者人口

は４１５人で、高齢化率は２１０パーセント

と、前年同期比１２０人、５８パーセントの増

となっています。

高齢者の皆様が住み慣れた地域で、可能な限り

自立した日常生活を営むことができるよう、平成

２４年度からスタートした名寄市第５期高齢者保

健医療福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、

生きがい対策や健康の保持、介護支援など、各種

サービス事業を推進してまいります。

施設関係については、入居されている方の安全

・安心の確保や利便性の向上を図るため、特別養
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護老人ホーム清峰園では自家発電機の増設、しら

かばハイツでは、ナースコールの更新を行います。

また、昨年１１月に市内の郵便局や新聞販売店

などの協力により構築した「名寄市地域見守りネ

ットワーク事業」の拡充を図り、地域全体でさら

なる見守り体制を進めてまいります。

さらに、救急医療情報キット「命のカプセル」

交付事業については、３年が経過することから情

報更新、市内全地域への普及など事業の推進に努

めてまいります。

障がい者福祉の推進

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

本年４月、現行の障害者自立支援法から障害者

総合支援法へ移行することから、利用者への制度

周知に努めるとともに、適切なサービス提供に取

り組んでまいります。

また、昨年から実施しているサービス利用者の

ケアプラン作成と経過観察による個々の効率的な

サービス提供や就労による自立促進については、

指定特定相談支援事業所と連携し、名寄市障がい

福祉実施計画に基づき推進してまいります。

国民健康保険

次に、国民健康保険について申し上げます。

国民健康保険税については、平成２５年度から

税率を改定することとなりました。

５年ぶりに実施する今回の改定は、後期高齢者

支援金と介護納付金の拠出超過を解消することが

目的で、低所得者層に配慮して、必要最小限の改

定幅としています。また、今後の安定的な運営の

ため、国などへの財源支援の要望と併せ、医療費

適正化に向けた取組を進めてまいります。

“自然と環境にやさしく快適で安全なまちづく

り”

循環型社会の形成

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

環境への負荷が少ない循環型社会を形成するた

め、環境衛生推進員による分別指導や出前講座、

資源集団回収のほか、段ボールコンポスト、古着

・廃食用油の拠点回収などの推進による、ごみの

発生抑制・減量化及び再資源化の啓発活動に努め

てまいります。

最終処分場の広域設置については、平成３０年

４月の開設を目指して、本市をはじめ、美深町、

下川町、音威子府村の４市町村で取り組み、平成

２５年度から名寄地区衛生施設事務組合内に推進

室を設け準備を進めることとなり、これに伴い、

本市から職員１人を事務組合に出向させるととも

に、関係部局と連携を取り事務を進めてまいりま

す。

次に、新エネルギー・省エネルギーについて申

し上げます。

新たに策定した「名寄市新エネルギー・省エネ

ルギービジョン」の推進に向け、一般住宅等にお

ける太陽光発電施設の設置や省エネルギーに係る

モニター事業の導入をはじめ、新エネ・省エネ展

などの啓発事業について、民間との連携・協力に

より取り組んでまいります。

また、公共施設の整備等に併せた新エネ・省エ

ネ技術の導入や民間企業への支援についても、タ

イミングや諸条件を充分勘案しながら検討を進め

てまいります。

消防

次に、消防事業について申し上げます。

住宅防火対策については、全国的に住宅火災に

よる死者の６割以上が高齢者となっていることか

ら、高齢者世帯の防火訪問を強化するとともに、

住宅用火災警報器の設置促進及び適切な維持管理

を進め、焼死火災発生の抑止に努めてまいります。

消防・防災体制については、老朽化した消防団

車両及び消火栓の更新を行い、消防体制の充実強

化に努めてまいります。

また、近年の大規模災害における消防の広域的

活動に対応するため、消防・救急無線のデジタル

化整備を進めてまいります。

防災対策の充実
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次に、防災対策について申し上げます。

市民の安全・安心を確保するため、地域防災計

画に基づく防災訓練の実施や自主防災組織の育成、

災害時要援護者の支援の拡充を図ってまいります。

河川の防災対策については、危険箇所の修復工

事を実施するとともに、風連地区の無名川に水位

通報装置を設置し、減災及び防災対策の推進に努

めてまいります。

また、災害緊急事態等における非常放送及び緊

急放送に関する協定を締結する地元コミュニティ

ＦＭの難聴解消に向け、防災コミュニティ通信事

業を実施してまいります。

交通安全

次に、交通安全対策について申し上げます。

昨年は、交通死亡事故が発生し、２人の尊い命

が失われたほか、死亡につながる重大事故も起き

ています。このような痛ましい事故を繰り返さな

いよう、各町内会や関係機関・団体などと連携を

密にし、通年運動をはじめ６期６０日間の期別及

び特別運動や児童・高齢者を対象とした交通安全

教室など、交通事故の根絶に向けて幅広い交通安

全運動を展開してまいります。

生活安全

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のない安全で安心な市民生活の実現のため

に、名寄市安全安心地域づくり推進協議会、安全

安心円卓会議及び各小学校の安全安心会議により

地域の状況把握、情報交換に努めるほか、青色回

転灯装備車及び公用車による啓発活動を進めてま

いります。

また、暴力団が市民生活や社会経済活動に不当

な影響を与える存在であるとの認識のもと、暴力

団の排除に関し必要な事項を定めた条例の制定を

進めてまいります。

地域の深刻な問題となっている空き家などの対

策については、先進事例を研究し、実効性のある

関係条例の制定を進めてまいります。

消費生活の安定

次に、消費生活の安定について申し上げます。

消費者被害を未然に防止するため、消費者が正

しい知識を得られるよう適切な情報提供及び啓発

活動を進めてまいります。

また、４月から消費者センター事務所を駅前交

流プラザ「よろーな」に移転し、消費者相談員の

体制を現行の１人から２人に強化するとともに、

本市を含む５市町村の広域消費生活相談を行うこ

ととしました。

今後とも、迅速な対応、適切な相談業務に努め

てまいります。

住宅の整備

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業については、北斗団

地１棟１２戸の建設、新北斗団地２棟８戸の住戸

全面改善、１棟４戸及び旧店舗の解体並びに平成

２６年度着工分の実施設計を行ってまいります。

改善事業については、公営住宅等長寿命化計画

に基づきノースタウンなよろ団地施設改修工事を

３カ年での実施を予定しており、平成２５年度は

国の補正予算を活用し、１棟３０戸の改修工事を

実施するほか、併せて平成２６年度着工分の実施

設計を行ってまいります。

また、震災から生命と財産を守るための耐震診

断、耐震改修に対する補助制度や相談窓口の活用

について、広く市民にＰＲしてまいります。

都市環境の整備

次に、公園の整備について申し上げます。

都市公園のリニューアル事業については、長寿

命化計画に基づき浅江島公園ほか１カ所の老朽化

施設の改修を行い、安全・安心な遊び場や憩いの

場を確保してまいります。

上水道・簡易水道の整備

次に、水道事業について申し上げます。

利用者に安全な水を安定供給するため、老朽管

更新事業として１６線道路ほか１３路線の老朽管

を更新し、配水管整備事業として市道２９線ほか

２路線を整備してまいります。併せて、給水区域
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内の漏水調査と配水管洗浄作業を継続実施してま

いります。

簡易水道事業については、安定した水道用水を

確保するために、智恵文八幡地区浄水場の濾過設

備や改良工事を行ってまいります。

サンルダムについては、平成２２年９月の国土

交通大臣の指示により進めてきたダム事業の検証

において、総合的な評価の結果、ダム案が最も有

利となり、平成２４年１１月にダム事業を継続と

する対応方針が決定され、平成２５年度政府予算

案において本体工事関連費用として３０億６０

０万円が計上されたところです。

ダムの完成までには本体工事着手後５年間を要

するため、一刻も早く安定的な水源の確保がなさ

れるよう国と連携して取り組んでまいります。

下水道・個別排水の整備

次に、下水道事業について申し上げます。

安定した維持管理のために、名寄下水終末処理

場沈砂池設備の更新を行うとともに、継続事業で

は、雨水排水路豊栄川３号幹線の整備を行ってま

いります。

また、処理場施設及び管渠施設の長寿命化に必

要な実施設計、基本計画を実施します。

個別排水整備事業については、農村部における

快適な生活環境を確保するため、合併浄化槽１５

基の設置を予定しています。

道路の整備

次に、道路整備について申し上げます。

継続路線では、昭和通をはじめ西４条仲通ほか

３路線の整備を行い、このうち南１１丁目東通、

南１０丁目西仲通及び東１条通については平成２

５年度完了の予定です。

新規路線では、郊外幹線道路として徳田１８線

緑丘連絡線の道道旭名寄線から市道緑丘支線まで

の一部区間の道路改良舗装に着手し、舗装率向上

に努めてまいります。

総合交通体系

次に、公共交通について申し上げます。

地域住民の足である公共交通を確保するため、

「名寄市地域公共交通総合連携計画」に基づき、

バス路線維持対策を推進するとともに、市街地に

おける利用しやすい公共交通体系を目指して、昨

年７月から市内循環バス２路線を再編した「コミ

ュニティバスの実証運行」を実施しているところ

です。

日常生活に欠かすことのできない医療機関への

通院や商店への買物、さらには、福祉施設など各

公共施設を結ぶバス路線として利便性や効率性を

高める一方、駅前交流プラザ「よろーな」を中心

とした賑わい創出に向け、検証、改善を図りなが

ら実証運行を継続してまいります。

雪を活かし雪に強いまちづくりの推進

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪については、冬の快適な生活環境の確保や

生産活動を維持するために、車道４４５キロメー

トル、歩道５６キロメートルの実施を予定してい

ます。

排雪については、道路幅員確保と交通安全対策

のためのカット排雪及び交差点排雪を重点に実施

します。また、スリップ事故防止策として、危険

箇所への砂の散布を行ってまいります。

さらに、効率的で効果的な除排雪体制とするた

めに、市道・私道除排雪助成事業、排雪ダンプ助

成を継続し、除排雪水準の向上に努めてまいりま

す。

“創造力と活力にあふれたまちづくり”

農業・農村の振興

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農業・農村では、年間所得の減少、担い手不足

の深刻化や高齢化といった厳しい状況に直面して

いることから、国は、平成２３年に農林漁業の６

次産業化などを柱とする「我が国の食と農林漁業

の再生のための基本方針・行動計画」を決定して

います。

また、道北なよろ農業協同組合においては第３

次地域農業振興計画を策定し、平成２５年度から
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スタートすることとなります。

本市においては、「新名寄市農業・農村振興計

画」に基づき、関係機関・団体と連携・協力して

担い手の育成や産地づくりに取り組むほか、薬用

作物などの新たな作物の研究、有害鳥獣による農

作物被害の防止対策、６次産業化推進などの施策

を講じながら農業政策を展開してまいります。

また、「ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）」に

ついては、農業を基幹産業とする本市にとって大

きな影響が予想されることから、農業団体をはじ

め、関係機関、団体と連携して対応してまいりま

す。

食育の推進については、平成２５年度から始ま

る第２次「名寄市食育推進計画」に基づき、市民

・地域・行政・関係機関や団体が連携して安全で

安心な農作物の地産地消などを推進してまいりま

す。

次に、米政策について申し上げます。

平成２５年度産米の配分については、前年比９

９％の１万２８５トンで、その内訳はもち米

１万７７４トン、うるち米５１１トンと示さ

れており、良質米生産と安定出荷に取り組んでま

いります。

戸別所得補償制度については、新政権による見

直し作業が行われていますが、平成２５年度につ

いては継続した取組となっていることから、産地

資金の有効活用を図るなど、関係機関・団体と協

力し、農家経営の安定に努めてまいります。

次に、中山間地域等直接支払制度及び農地・水

保全管理支払交付金事業について申し上げます。

中山間地域等直接支払事業は、名寄及び風連地

域においてそれぞれ集落協定が結ばれ、条件不利

地における営農の継続と集落での共同取組活動が

行われており、名寄地域２０４万円、風連地域

３１９万円の交付予定となっています。

農地・水保全管理支払交付金は、９活動組織の

共同活動支援として１億３４４万円、８活動組

織による向上活動支援として１９５万円がそれ

ぞれ交付される見込みとなっています。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

関係機関、団体、農業者が連携し、高い技術に

根ざした体質の強い農業づくりを目指すため、引

き続き営農技術指導体制の確立、地域適応試験及

び実証試験圃の設置、土壌診断などに努め、地域

農業を支えるための取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

エゾシカ対策については、昨年５月に焼却施設

が完成し本格稼働していることから、駆除の実施

時期を早めるなど、被害防止に努めてまいります。

ヒグマ対策については、広報なよろなどにより

予防と安全対策の周知を図ってまいります。また、

ヒグマが現れた場合は、住民への危険周知を図る

とともに、猟友会、警察などの関係機関や団体と

連携のもと、住民の安全・安心対策に努めてまい

ります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

飼料穀物や配合飼料などの生産資材価格の高止

まりが続き、酪農・畜産経営は依然として厳しい

状況にあります。このため、飼料の自給率や生産

性の向上を図るため、関係機関や団体と連携し、

経営安定に向けた取組を進めてまいります。

また、昨年、畜産物処理加工施設が完成したこ

とにより、安全で安心な畜産加工品の安定生産と

雇用拡大につながっています。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

本年１月から新しい施設でのと畜業務が開始さ

れており、平成２５年度の新係留場改修により２

カ年の事業が終了します。

今後とも、施設の衛生管理の向上と作業環境の

改善を図り、安全で安心な食肉の提供と併せ、畜

産振興による地域経済の活性化を図ってまいりま

す。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

安全で高品質な農産物の安定生産、作業機械の

大型化及び輪作体系の確立による農業経営の安定
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を図るため、農業生産基盤の整備、保全を推進し

てまいります。

「道営経営体育成基盤整備事業」名寄東地区で

は、引き続き区画整理、暗渠排水、客土、用排水

路などの整備を実施してまいります。

「道営ため池等整備事業」クラヌマ排水地区で

は、排水路の整備を進めており、平成２５年度完

了を予定しています。

新規事業では、国営事業の「国営造成施設保全

事業」風連地区が、御料ダム、風連ダムの補修及

び機器更新並びに幹線用水路の施設補修を１０カ

年事業として実施されます。また、道営事業とし

て「道営基幹水利施設ストックマネジメント事

業」忠烈布地区が、忠烈布ダムの洪水吐きの長寿

命化対策事業が３カ年事業として実施されます。

市の事業では、「農道緊急整備事業」智恵文北

５号西線を２カ年事業として実施するほか、「土

地改良施設維持管理適正化事業」として、瑞生水

利組合が管理する揚水機場ポンプ施設の整備補修

を実施してまいります。

林業の振興

次に、林業の振興について申し上げます。

カラマツをはじめトドマツなどの人工林は、収

穫の時期を迎えており、その豊富な森林資源は、

今後の道産材の需要拡大に期待できる状況となっ

ています。

一方、森林は、地球温暖化防止など多面的機能

を持つ貴重な財産であり、森林資源の循環システ

ムを確立して未来に引き継ぐ必要があることから、

今後も森林の健全な育成を図るため、市有林の維

持管理や造林を実施するとともに、近年関心が高

まっている再生可能エネルギーとしての活用策に

ついても、広域的な見地を含め模索してまいりま

す。

また、本年４月からスタートする「森林経営計

画」については、円滑な移行を図るとともに、国

や道の助成制度を活用しながら民有林の整備を図

ってまいります。

商工業の振興

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道財務局が１月に発表した道北経済月報で

は、道北の経済情勢は、小売店売上高が前年同月

比１６カ月連続の減、新車登録台数も３カ月ぶり

に減となるなど、消費回復の兆しは依然見られな

いとし、持ち直しの動きに鈍さが見られると分析

しています。

このような状況の中、平成２５年度は中小企業

振興条例に基づき、都市再生整備計画で進める中

心市街地の環境整備事業を支援するほか、商店街

ファサード整備事業については、「大通り会」が

計画を立てており、引き続き整備に向けた協議を

進めてまいります。

また、中小企業の助成制度や融資制度について

は、関係機関による見直し作業部会などとの協議

を進め、より利用しやすい制度の構築に向け、検

討を進めてまいります。

次に、駅前交流プラザ「よろーな」について申

し上げます。

本年４月に供用を開始する駅前交流プラザ「よ

ろーな」については、当面、市が施設管理を行う

こととし、これまでの関係機関や団体との協議を

踏まえながら、施設の有効利用や賑わいづくりに

向けた取組を進めてまいります。

特に、観光インフォメーション機能を担うＮＰ

Ｏ法人なよろ観光まちづくり協会をはじめ、関係

団体や入居団体、利用団体などと連携して、施設

の利用促進や中心市街地への誘導に努めてまいり

ます。

雇用の安定

次に、労働関係について申し上げます。

本年３月卒業予定の高校生、大学生の進路動向

については、依然として厳しい経済情勢を背景に、

雇用も厳しい状況にあります。

本年１月末における市内各校の就職内定率は、

名寄市立大学７４パーセント、名寄市立大学短

期大学部８０パーセント、名寄高等学校９７
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パーセント、名寄産業高等学校９７パーセント

となっており、今後もハローワーク、商工会議所、

商工会、企業、学校などと連携して就職希望者の

雇用確保に努めてまいります。

平成２５年度の緊急雇用創出推進事業では、観

光及び物産振興事業で３人の雇用を見込み、就業

機会の創出に努めてまいります。

季節労働者対策については、通年雇用化に向け、

各種技能講習やホームヘルパー資格取得講習の充

実、通年雇用支援セミナーなど、研修機関や関係

団体と協力しながら、時代のニーズに適合した研

修事業を展開し、雇用の促進に取り組んでまいり

ます。

また、若者の地元就業を支援するため、企業が

求める技術者の養成や福祉の現場で働く人材の育

成など、中小企業振興条例で定める各種雇用対策

の見直し作業についても検討してまいります。

観光の振興

次に、観光振興について申し上げます。

名寄市観光振興計画では、平成２５年度を育成

期と位置づけており、道内外からの交流人口拡大

を目指した観光・物産の受入体制を整備するとと

もに、観光資源開発事業を展開することとしてい

ます。

具体的には、駅前交流プラザ「よろーな」で新

たに開設される観光案内所、ひまわり観光、なよ

ろ煮込みジンギスカンなどの新たなご当地グルメ

による物産振興、合宿誘致、台湾への宣伝誘致事

業の展開や教育旅行受入れのためのメニュー整備

など、名寄市観光交流振興協議会を中心とした取

組を進めてまいります。

ピヤシリスキー場については、安全・安心な施

設運営のため、計画的に整備を進めており、平成

２５年度は圧雪車の更新などを進めてまいります。

なよろ温泉サンピラーについては、前回の改修

から１５年が経過しており、緊急を要するボイラ

ー機器や配管関係、冷暖房制御装置などの改修を

行い、より快適に利用いただける施設を目指して

まいります。

なお、施設の拡張を伴う改修については、日進

地区全体の整備計画と併せて、中長期的視野に立

った改修計画の検討を進めてまいります。

次に、北海道立トムテ文化の森について申し上

げます。

北海道立トムテ文化の森の移管については、本

年２月に北海道から条件の提案があり、現在の北

海道指定管理費４年分相当の管理支援費に加え、

施設の取り壊し見合い分を施設整備費として一括

交付するとともに、市への移管後も既存事業の活

用を含め、出来る限りの支援を行うとの内容であ

りました。

今回、同様に移管を提案された他町村も本案に

より受諾する方向にあり、かつ本市においては、

なよろ健康の森と一体となった必要不可欠な施設

であることから、移管を受け入れるとの判断をさ

せていただいたところです。

移管は平成２６年度からとなるため、平成２５

年度において、なよろ健康の森条例の改正など移

管事務を進めてまいります。

“心豊かな人と文化を育むまちづくり”

地域文化の継承と創造

次に、（仮称）市民ホール整備事業について申

し上げます。

（仮称）市民ホールについては、「文化・芸術

の拠点」「市民コミュニティの醸成の場」、さら

には「賑わいづくりの場」として、本年６月を目

途に実施設計に基づき建設工事に着手し、平成２

６年１０月のオープンを目指してまいります。

大学教育の充実

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

保健・医療・福祉の分野で地域社会を支える幅

広い職業人を養成し、地域や社会に貢献すること

を目指す大学として、教育環境の充実に努め、少

人数によるきめ細かな教育実践により、ケアの未

来をひらき、小さくてもきらりと光る魅力ある大
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学づくりに努めてまいります。

近年、福祉と医療の現場で複雑化する様々な課

題に対応する人材の育成が求められており、精神

障がい者への専門的な援助を行う精神保健福祉士

の平成２６年度養成開始に向け、平成２５年度は

演習室、備品、図書等の整備を行い、実習協力施

設の確保を図ってまいります。

教育と学術研究の中心となる大学図書館の整備

については、平成２４年度に策定した基本構想・

基本計画に基づき、平成２５年度は図書館施設の

基本設計に着手してまいります。

また、依然として厳しい就職環境が続く中にあ

って、キャリア支援センターを核に学生支援の充

実と推進を図ってまいります。さらに、引き続き

特別支援学校教員免許の取得が可能となる教育職

員免許法認定公開講座を北海道教育委員会の後援

を得て実施し、地域の小中学校教員の免許取得率

の向上を図るとともにスキルアップの機会を提供

してまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と基本的な考

え方を申し上げました。

市議会議員の皆様、並びに市民の皆様の御理解

と御協力をお願い申し上げ、平成２５年度の市政

執行方針といたします。

次に、平成２５年度教〇議長（黒井 徹議員）

育行政執行方針を行います。

小野教育長。

Ⅰ はじめに〇教育長（小野浩一君）

平成２５年第１回定例会の開会にあたり、名寄

市教育委員会の教育行政の執行に関する基本的な

方針について申し上げ、議員並びに市民の皆様の

御理解と御協力を賜りたいと思います。

現在、我が国では、教育基本法に示された教育

の理念の実現に向けて、第２期教育振興基本計画

の策定が進む中、中央教育審議会により第２期教

育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方が

示されました。

その中で、人格の完成や個人の自立など教育の

普遍的な使命を果たすことや、少子高齢化、人間

関係の希薄化への対応、東日本大震災から得た教

訓を社会全体で共有し教育等に生かしていくこと

などの重要性が指摘されております。

また、北海道教育委員会では、「自立」と「共

生」を基本理念として第４次北海道教育長期総合

計画について、平成２０年度以降に実施した教育

施策の効果や課題を検証するとともに、経済社会

情勢の変化、国の法令や制度改正など教育改革の

動向を踏まえながら、今後５年間を見通した施策

項目の改定や教育ビジョンの見直しを行い、実効

性のある教育施策を推進することとしております。

とりわけ、本道の子どもたちの学力と体力はい

ずれも全国平均を下回っており、引き続き、その

対策が大きな課題となっております。

名寄市においては、このような、国や道の動向

を踏まえ、確かな学力、豊かな心、健やかな体な

ど、知・徳・体の調和の取れた児童生徒の育成を

目指し、学校、家庭、地域が一体となった教育活

動の推進に一層努めていくことが重要であります。

また、市民一人一人が生き甲斐のある人生を送

ることができるよう学習環境や学習機会を充実さ

せ、生涯にわたって主体的に学び続け、その成果

を社会に生かしていく生涯学習社会の実現に努め

ていく必要があります。

このような認識の下、名寄市教育委員会では、

新名寄市総合計画後期基本計画の主旨をしっかり

と受け止め、「心豊かな人と文化を育むまちづく

り」を教育・文化・スポーツ分野における基本目

標として関係部局や関係機関、団体等との連携を

図り、市民の期待と信頼に応える教育行政を推進

してまいります。

以下、平成２５年度の学校教育、社会教育の主

な施策について申し上げます。

Ⅱ 重点施策の展開

１ 学校教育の重点施策の展開

まず、はじめに学校教育の重点施策について申

し上げます。
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新年度の学校教育については、平成２５年度名

寄市学校教育推進計画に基づき、学習指導要領の

理念である「生きる力」を育てる教育活動と地域

ぐるみで子どもを育てる教育環境の充実を目指し、

次の５つの重点的な取組を進めてまいります。

（１）確かな学力を育てる教育の推進

はじめに、確かな学力を育てる教育の推進につ

いて申し上げます。

これまでの全国学力・学習状況調査における本

市の児童生徒の傾向を踏まえ、思考力、判断力、

表現力等の育成、学習意欲の向上や学習習慣の確

立などを重視し、確かな学力の育成に努めてまい

ります。

このため、教育改善プロジェクト委員会の取組

を一層充実してまいります。具体的には、児童生

徒に基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、

思考力、判断力、表現力等を育むため、道教委の

チャレンジテストの効果的な活用、習熟の程度に

応じた指導の工夫改善、言語活動の充実、家庭学

習の充実を図ってまいります。教員の授業力向上

を図るため、巡回指導教員の効果的な活用や学校

間連携による研修活動を進めてまいります。また、

児童生徒の学習意欲や主体的に学習に取り組む態

度を育むため、天文台や学生ボランティア等の地

域の教育資源を積極的に活用してまいります。

学校力向上に関する総合実践事業では、実践指

定校の名寄小学校と近隣校の名寄南小学校、名寄

西小学校、風連中央小学校が連携して、基礎学力

保障の取組や初任者研修の自校での実施を一層進

めてまいります。

今後も、教育改善プロジェクト委員会の取組と

学校力向上に関する総合実践事業を連動させなが

ら、市内の小中学校が一体になった学力向上の取

組を推進してまいります。

国際理解教育につきましては、外国人英語指導

助手や外国語指導講師を配置して効率的な派遣方

法を工夫するとともに、小学校外国語活動につい

ては、各種研修会への参加や名寄市教育研究所の

研究班活動などを通して教員の指導力向上を図り、

充実に努めてまいります。

キャリア教育につきましては、その意義につい

て教職員の理解を十分深めるとともに、児童生徒

が職場体験などの体験活動を通じて学ぶことや働

くことの意義を理解し、望ましい勤労観や職業観

を身に付けることができるよう指導体制の充実を

図ってまいります。

（２）豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進

次に、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推

進について申し上げます。

豊かな心の育成につきましては、規範意識や公

正な判断力、自他の生命を尊重する心などを育て

ることが大切なことから、道徳教育については、

道徳教育推進教師を中心とした校内体制を確立す

るとともに、道徳の時間を要として、豊かな体験

を取り入れたり、家庭や地域社会との連携を図り

ながら道徳性が育成されるよう学校の教育活動全

体を通じて推進してまいります。

また、生徒指導については、教師と児童生徒と

の信頼関係を基盤として指導体制を充実させると

ともに、家庭や地域社会及び関係機関等との連携

を密にして進めてまいります。

とりわけ、いじめについては「いじめの問題の

実態把握及びその対応状況等調査」、また、不登

校や非行等については「児童生徒の問題行動等生

徒指導上の諸問題に関する調査」を実施し、早期

発見、早期対応に努めるとともに、中学校３校に

配置しております心の教室相談員による教育相談

の実施や、教育相談センターの教育推進アドバイ

ザー、教育専門相談員等との連携により対応して

まいります。

また、携帯電話などの利用による問題行動、薬

物乱用などについては、生徒指導連絡協議会や関

係機関、家庭と連携しながら対応してまいります。

健やかな体の育成につきましては、日常的に運

動に親しむ習慣や望ましい生活習慣を身につけさ
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せることが大切なことから、縄跳びなど各学校の

特色を生かした「１校１実践」の取組や「早寝、

早起き、朝ごはん」運動等の充実に努めてまいり

ます。また、スキーやカーリングなど地域の教育

資源を生かした活動や、チャレンジデー、チーム

ジャンプなど地域行事への積極的な参加を促進し

てまいります。

フッ化物洗口につきましては、２月からモデル

校として名寄南小学校と東風連小学校で実施して

おります。児童の口の健康と虫歯予防のため、新

年度には、全小学校で実施してまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

子どもたちの豊かな人間性を育み、「生きる

力」を身に付けさせるためには、何よりも「食

育」が重要であります。

食に関する指導は、栄養教諭が中核となり、児

童生徒が将来にわたり、望ましい食習慣や食に関

する自己管理能力を身に付けられるよう、学校給

食を通じ各学校と連携を図りながら進めてまいり

ます。

また、名寄市立大学などの学生が行う給食経営

管理実習の受け入れや、栄養学科学生への講義な

ど、大学とは従来どおりの連携を図ってまいりま

す。

学校給食で使用する食材は、安全で安心な食材

の選定に細心の注意を払いながら、地場の農畜産

物を積極的に活用しております。地場産物を学校

給食に取り入れることは、児童生徒が地域や自然

との関わりについて学び、農業や農産物について

理解を深めるとともに、地産地消の推進に役立つ

ものであり、今後も地域との連携を図りながらよ

り一層の推進に取り組んでまいります。

施設整備につきましては、平成４年の改築以来

２０年以上が経過しており、安全で安定した学校

給食の提供のため、厨芥処理施設の修繕等を行い

ます。

（３）特別支援教育の推進

次に、特別支援教育の推進について申し上げま

す。

児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実

を図るため、特別支援教育学習支援員の増員や名

寄市立大学教授と専門的知識を有する教員で構成

する特別支援教育専門家チームによる巡回教育相

談を実施いたします。新年度は、名寄市の特別支

援教育について共通理解を図り、効果的な取組を

進めるため、特別支援連携協議会の主催で、学校

等の管理職や転入職員対象の研修会を実施すると

ともに、連携協議会の組織と活動の在り方を改善

してまいります。また、個別の支援計画「すくら

む」の普及促進を図るため、学校や関係機関等が

「すくらむ」の目的や利用の仕方に関しての情報

を積極的に発信できるよう支援してまいります。

（４）安全・安心な教育環境の整備

次に、安全・安心な教育環境の整備について申

し上げます。

校区ごとに組織しています安心会議など地域住

民や関係機関と連携を図りながら、交通安全指導

や安全マップの活用による指導を行い、児童生徒

の通学路の安全確保に努めたり、「地域１１０番

の家」の協力や登下校時の見守りなどを通して不

審者への対応を行うなど、地域ぐるみで安全・安

心な教育環境づくりに努めてまいります。

名寄南小学校の校舎等の改築につきましては、

基本設計の策定にあたり「名寄市立名寄南小学校

校舎等改築準備委員会」を設置し、より良い教育

環境の整備を図るため検討を行っているところで

す。平成２５年度には実施設計を行い、２６年度

から予定の本体工事の着工に向け、準備を進めて

まいります。

（５）信頼される学校づくりの推進

次に、信頼される学校づくりの推進について申

し上げます。

学校教育は、保護者や地域住民との信頼関係が

基盤となることから、教職員の資質の向上につい

ては、名寄市教育研究所の研究班活動や教育改善

プロジェクト委員会による校内研修の充実に関す
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る取組、今日的な教育課題を踏まえた校内研修、

指導主事の要請、各種研修会への積極的な参加促

進などを通して進めてまいります。また、服務規

律の保持については、教職員一人一人が使命感や

倫理観を持って職務を遂行できるよう、校内研修

等において道教委からの各種通知や服務規律ハン

ドブック等を活用し進めてまいります。

学校評価につきましては、各学校が重点目標の

達成状況等について評価する自己評価と、保護者

や地域住民等が学校の自己評価の結果について評

価する学校関係者評価を実施、公表して学校運営

の改善に生かしてまいります。また、学校評価の

重点目標と学校職員評価の自己目標を関連させる

などして、円滑な学校運営を推進してまいります。

２ 社会教育の重点施策の展開

引き続き、社会教育の重点施策について申し上

げます。

新年度は、平成２５年度から２９年度までの社

会教育の基本的・総合的推進方策である第２次名

寄市社会教育中期計画をもとに、生涯学習の観点

に立った社会教育行政を進めてまいります。

（１）生涯学習機会の提供

はじめに、生涯学習機会の提供について申し上

げます。

新年度におきましても、市民講座は生活課題や

地域課題など市民の学習ニーズの把握に努めなが

ら、道民カレッジと連携した講座もあわせて実施

してまいります。

新たなグループやサークルの組織化及び活性化

のための支援事業「ジャックの豆事業」の奨励、

更には、既存団体への支援及び協力等を行いなが

ら、市民が自主的な学習に取り組めるよう努めて

まいります。

風連地区の交流施設であります、ふうれん地域

交流センターの管理等は新年度より施設の有効利

用と地域振興を目指し民間の指定管理者に移行し

ます。施設は風連公民館としての位置づけは変わ

りませんが、管理体制の移行で利用者の方に不便

がかからないように、引き続き生涯学習事業の円

滑な推進に努めてまいります。

市立図書館については、市民の知る権利や生涯

学習を支援する施設として、幅広い図書資料の収

集とレファレンスサービスの充実を図るとともに、

新年度は施設の改修による環境改善を行い、利用

者へのサービス向上に努めてまいります。

「第２次名寄市子どもの読書活動推進計画」に

基づき、図書館と読み聞かせのボランティア団体

などが連携し、乳幼児のうちから本に親しむ習慣

を醸成するため、家庭での読み聞かせの活動普及、

図書館での事業内容の充実に取り組んでまいりま

す。

学校での読書活動の支援として、図書資料の貸

出、ブックトークの取組の充実や、道立図書館が

行う市町村支援事業の活用を検討するなど、小・

中学生の読書活動へつながる環境整備や支援を進

めてまいります。

なよろ市立天文台は、オープンから３年を経過

する中、名寄市民をはじめ全道、全国の多くの皆

さまに御利用いただいております。

平成２４年５月７日より休館日を月曜日の１日

に見直し、プラネタリウムの上映回数を夏季限定

で午後８時からの開催を追加し、利用しやすい環

境づくりを進めてまいりました。

新年度においては、多くの利用者の御意見や御

要望に応えるために条例の一部を改正し、有料の

入館者と無料の来館者の設定による観覧料金の改

定をすることで利便性の向上を図ります。

平成２３年度から実施しております「小学生に

よる小惑星発見プロジェクト」は、児童の星空へ

の夢がかなえられるように、新年度も実施してま

いります。

また、平成２４年度に整備しました移動式天文

台車を活用するなど、学校教育と社会教育におけ

る活動の取組を強化してまいります。更に「教育

改善プロジェクト」の取組の一環として理科教育

や総合的な学習の時間、体験学習などにおいて生
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きた教育資源としての天文台を積極的に活用いた

だけるよう学校との連携を図ります。

ゴールデンウイークや夏休み期間の特別開館を

はじめ、「きたすばる星と音楽の集い実行委員

会」との連携による各種イベントを開催するなど、

多くの方々に御利用いただけるよう取り組みを継

続してまいります。

（２）豊かな地域文化の継承と創造

次に、豊かな地域文化の継承と創造について申

し上げます。

新年度におきましても、優れた芸術文化を鑑賞

する機会の提供として、芸術文化鑑賞バスツアー

を実施するとともに、招聘事業につきましては、

引き続き実行委員会などを組織しながら取り組む

こととします。また、芸術文化を体験・発表する

場として、市民文化祭と連動しながら生涯学習フ

ェスティバルを開催いたします。

平成２４年度に策定しました第２次社会教育中

期計画において、文化振興条例の制定が推進方策

に示されたことに基づき、芸術・文化の継承、地

域文化の創造と振興を図るために新年度中に条例

を制定します。

（仮称）市民ホールの整備事業につきましては、

実施設計に基づき新年度６月を目途に建設工事に

着手し、平成２６年１０月のオープンを目指して

おります。今後は、「文化・芸術の拠点」として、

また「市民のコミュニティの醸成の場」として、

市民や利用される団体等の意見も伺いながら、利

用しやすく、効率的な管理運営方法の検討と運営

体制や条例の整備に取り組みます。また、名寄市

全体の芸術文化振興を図るため、見識者を文化芸

術アドバイザーとして委嘱いたします。

北国博物館については、オープン以来１８年目

を迎え、入館者も年間１万２千人を超える市内外

の方々に利用いただいております。

新年度も、情報発信と地域に開かれた交流施設

として、工夫を凝らした展示会や普及活動を柱に、

魅力ある事業展開を図り、延べ入館者２５万人の

達成を目指します。

文化財については、天然記念物をはじめ郷土の

遺産や市内に点在する史跡を広く市民の皆さんに

知ってもらうために文化財・史跡めぐりを行って

まいります。

（３）家庭教育の推進

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

子どもの基本的な生活習慣の定着を支援するた

め、幼児と親を対象とした家庭教育支援講座を実

施するなど、親子のコミュニケーションや子ども

の発達課題に合わせた家庭教育支援事業を進めて

まいります。また、北海道教育委員会が行ってい

る「家庭教育サポート企業制度」につきましては、

平成２４年度に社団法人名寄青年会議所会員の９

社が合同協定を締結するなど、職場において家庭

教育を支援する環境づくりに取り組む企業が増え

ております。今後も協定企業への情報提供に努め

るとともに、市内企業等への啓発を行ってまいり

ます。

（４）生涯スポーツの振興

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

平成２４年度に実施しました「市民のスポーツ

環境・意識調査」において、スポーツや運動の必

要性と継続性、機会や場の創出の大切さが指摘さ

れております。新年度も引き続き市民皆スポーツ

を目指して、スポーツ施設の整備や改修など環境

整備に努めます。

平成２４年に６０回の記念大会として実施しま

した憲法記念ロードレースは、市内はもとより市

外からも多くの方が参加いただけるよう、実施内

容の改善を行います。また、一流選手による実技

指導等のセミナーやアスリートとの交流事業、ス

ポーツ推進委員等によるニュースポーツの出前講

座などを引き続き実施し、スポーツ人口の拡大や

技術向上を図ります。更に、体育協会、地域スポ

ーツクラブなどと協力して、スポーツ団体の育成

や指導者の育成・確保、各種スポーツ大会の支援
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などにも努めてまいります。

風連地区では風連スキー場のリフト機器の更新

を行い、初心者に適したスキー場の充実を図るな

ど、スポーツ施設の環境整備及びスポーツ普及・

振興事業を各種スポーツ団体等との協力により推

進してまいります。

（５）青少年の健全育成

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

新年度も子どもたちが自然の中で学ぶ野外体験

学習事業「へっちゃランド」、友好交流都市であ

る東京都杉並区の子どもたちとの「都会っ子交

流」、更には、平成２４年度から始まりました杉

並区の小学生との冬季の自然体験交流事業を引き

続き実施いたします。また、子ども会育成連合会

などと協力して、様々な体験事業や育成者研修等

の事業に取り組み、青少年の健全育成や育成環境

の整備に努めます。新年度は、ピヤシリ子ども会

育成協議会が設立３０周年記念事業として、平成

５年５月に埋設したタイムカプセルを開封する年

になっており、関係者で実行委員会を設立して記

念事業に取り組んでまいります。

名寄市児童センター並びに風連児童会館につい

ては、自由来館型の施設として遊びやスポーツ、

各種行事や体験活動を通して児童の健全育成を図

ります。また、名寄市児童センターの体育室の屋

根を改修し、安全安心な居場所として施設の充実

に努めてまいります。

放課後児童クラブは放課後の児童の安全な居場

所を提供し、保護者の仕事と子育てが両立するよ

う支援を行います。風連児童クラブでは、隣接す

る風連児童会館を効果的に利用しながら、特色の

ある行事や児童の安全面に配慮した運営を行って

まいります。また、南児童クラブでは利用希望者

が増加傾向にありますので、低学年と高学年の２

教室での受け入れ体制をとりながら安全性を確保

するなど、きめ細かな運営を行ってまいります。

青少年センターについては、青少年を取り巻く

社会環境の変化が、子どもたちの健全な育成に大

きな影響を及ぼしていることから、各町内会から

の推薦指導員と共に行う巡視活動の強化や指導員

研修会を開催し、青少年の問題行動の未然防止や

適切な指導を行います。また、市内小・中・高等

学校との協力で青少年表彰、青少年健全育成標語

の取組を実施したり、「名寄市児童生徒補導協議

会」などと連携する中で、青少年の健全育成に努

めてまいります。

教育相談センターのハートダイヤルでは、児童

生徒や保護者等からの悩みについて、教育専門相

談員による日常の電話相談や面接相談、夜間相談

日を設けながら行っておりますが、相談ケースに

よっては教育現場の協力も必要であり、各小中学

校との情報交換にも努めて対応してまいります。

また、適応指導教室では、不登校となる児童生

徒の心情や悩みを受け止め、学校復帰と自立に向

けた支援を行ってまいります。不登校は、本人だ

けの問題ではなく、学校や家庭を含む様々な要因

が複雑に絡み合って生じる傾向にあります。その

ために、教育推進アドバイザーを中心に各学校・

関係機関と連携したり、教職員への情報提供に協

力しながら、教育相談センターとして対応に努め

てまいります。

最後に、放課後子ども教室について申し上げま

す。

本事業は、平成２４年度から小学４年生から中

学３年生までを対象に児童センター、市民文化セ

ンター、風連地域交流センターを会場にして本格

実施してまいりました。新年度は、放課後の子ど

もたちの過ごし方を見直し、学習習慣の定着を図

るため、地域の教育経験者などを生かし、指導を

一層工夫してまいります。

Ⅲ むすび

以上、平成２５年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げました。

名寄市は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

市立大学を抱える教育都市であり、将来の地域を

支える人材を育てる大きな役割と責任を担ってお
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ります。

名寄市教育委員会としては、この自覚のもと、

これまで以上に学校、家庭、地域社会との連携を

深めながら、本市の教育の振興と発展に誠心誠意

努力してまいります。

議員並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。

最後に、１点御報告を申し上げます。先日３月

２日、１０５年の長きにわたり地域とともに歩ん

でまいりました名寄市立風連日進小中学校の閉校

式がとり行われました。３６０名を超える多くの

皆様の参加を得て盛大に開催され、無事終了いた

しましたことをここに御報告させていただきます。

以上でございます。

以上で平成２５年度市〇議長（黒井 徹議員）

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ０時０５分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

日程第９ 議案第１号 名寄市暴力団排除条例

の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市暴力〇市長（加藤剛士君）

団排除条例の制定について、提案の理由を申し上

げます。

明るく安全で安心な住みよい社会をつくること

は全市民共通の願いであり、反社会的行為を行う

暴力団は平穏な市民生活に多大な脅威を与えてお

ります。平成２２年に福岡県で全国初となる暴力

団を排除するための総合的な条例が制定され、そ

の後平成２３年には全ての都道府県において暴力

団排除条例が制定をされております。本件は、主

に市の発注する建設工事その他の事務または事業

からの暴力団の排除や市が設置する公共施設の利

用の制限、あるいは暴力団の威力の利用や利益の

供与を禁止することなどを規定をしており、名寄

市から暴力団を排除し、全ての市民が安全で平穏

な生活を確保するとともに、明るい地域社会を実

現するため本条例を制定しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、市民福祉常任委員会に付託いたします。

日程第１０ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市未熟児養育医療費用徴収条例の制定に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市未熟〇市長（加藤剛士君）

児養育医療費用徴収条例の制定について、提案の

理由を申し上げます。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律、

いわゆる第２次地域主権改革一括法により、母子

健康法の一部が改正をされ、これまで都道府県並

びに政令市及び特別区が行っていた低体重児の届

け出の受理、未熟児の訪問指導、養育医療の給付

事務が全ての市町村に権限移譲をされました。本

件は、本市が養育医療の給付事務を行うに当たり、

扶養義務者等から徴収をする当該給付に要する費

用について、必要事項を規定をするため、本条例

を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、市民福祉常任委員会に付託いたします。

日程第１１ 議案第３〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市新型〇市長（加藤剛士君）

インフルエンザ等対策本部条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延

のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図

り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び

国民経済に及ぼす影響が最小となることを目的に

新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成２４

年５月１１日に公布をされました。本件は、当該

法律において、市町村は新型インフルエンザ等対

策本部に関し必要な事項を定めることとされたこ

とに伴い、本条例を制定しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、市民福祉常任委員会に付託いたします。

日程第１２ 議案第４〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市防災会議条例及び名寄市災害対策本部

条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市防災〇市長（加藤剛士君）

会議条例及び名寄市災害対策本部条例の一部改正

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２４年法律第４１号、災害対策基

本法の一部を改正する法律の施行に伴い、防災会

議の所掌事務を改めるとともに、委員となる者の

範囲を改め、また条名の変更を行うため当該２本

の条例の一部を改正をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市議会〇市長（加藤剛士君）

の議員その他非常勤及び臨時の職員の公務災害補

償等に関する条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障

害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に

関する法律が平成２４年６月２７日に公布された

ことに伴い、地方公務員災害補償法について所要

の改正が行われることから本条例の一部を改正し
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ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第６〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市公民館条例の一部改正についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市公民〇市長（加藤剛士君）

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

本件は、名寄市風連日進小学校の閉校に伴い、

名寄市風連公民館日進分館の位置を改正すること

及び別表に規定をする公民館分館の名称、位置、

対象区域の表現の統一と内容の整合性を図るため、

本条例の一部を改正をしようとするものです。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１５ 議案第７〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市へき地保育所条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市へき〇市長（加藤剛士君）

地保育所条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、平成１９年１２月１日から休所をして

おりました日進保育所について、日進地区地域住

民との合意のもと、平成２５年３月３１日をもっ

て閉所をすることになったため、本条例の一部を

改正をしようとするものです。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１６ 議案第８〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 名寄市一般〇市長（加藤剛士君）

廃棄物処理施設設置条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改

正をされ、これまで国が定めていた一般廃棄物処

理施設における技術管理者の資格に関する基準の

一部が地方自治体の条例に委任されたことに伴い、

本条例の一部を改正をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１７ 議案第９〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市消費者センター設置条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 名寄市消費〇市長（加藤剛士君）

者センター設置条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

消費者行政につきましては、平成２１年に消費

者庁の発足や消費者安全法の制定により、国レベ

ルにおいて消費者行政の一元化が図られ、全ての

市町村に消費生活相談の実施を義務づけるととも

に消費生活センターの設置について規定をされま

した。本件は、このことを踏まえ、昭和５５年４

月に設置をした名寄市消費者センターが平成２５

年４月から駅前交流プラザよろーなに移転をする

ことに伴い、位置の変更を行うとともに、名称の

変更及び事業項目の整理を行うため、本条例の一

部を改正をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。
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日程第１８ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

０号 名寄市都市計画審議会条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 名寄市都〇市長（加藤剛士君）

市計画審議会条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、本条例で規定をする名寄市都市計画審

議会の庶務について、現行の部課名の表記を部の

みの表記に改めるため、本条例の一部を改正をし

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いをいた

します。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

１号 名寄市簡易水道事業条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 名寄市簡〇市長（加藤剛士君）

易水道事業条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

名寄市簡易水道事業条例では、経営の基本とし

て第２条において浄水場ごとの給水人口と１日最

大給水量を定めておりますが、このたび智恵文八

幡地区の浄水場の増補改良事業を行うに当たり、

取水地点の変更及び浄水方法の変更が生じ、変更

認可申請の必要がありますので、名寄市簡易水道

事業条例で定めている給水人口及び１日最大給水

量を改めようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

２号 上川北部地区広域市町村圏振興協議会の廃

止についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 上川北部〇市長（加藤剛士君）

地区広域市町村圏振興協議会の廃止について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、平成２０年度をもって国の広域行政圏

計画策定要綱が廃止をされ、また平成２４年度か

ら定住自立圏による連携事業により広域連携に係
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る施策の推進を行っていることから、構成市町村

においても同協議会の廃止について合意をされて

おり、同協議会の廃止をするため、地方自治法第

２５２条の６の規定により準用する同法第２５２

条の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求め

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２１ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第

４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、国の緊急経済対策に対応し、平

成２５年度当初予算から平成２４年度補正予算へ

と前倒しで実施をする事業のほか、年度末に当た

り事業の確定に伴う事業費や人件費などの調整が

主なものでありまして、歳入歳出それぞれ８億

８２１万円を追加をして、予算総額を２１０億

７１２万０００円にしようとするものでありま

す。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして地域交通対策事業費８７８

万０００円の追加は、コミュニティバス試験運

行に係る事業を平成２５年当初予算から前倒しで

実施をすることなどから補助金を増額しようとす

るものであります。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金

１４２万０００円の追加は、精神科など不採算

部門の単価アップがあったこと、周産期医療に係

る経費の算定があったこと、また基礎年金拠出金

に要する経費の算定があったことなどから繰出金

を増額しようとするものであります。

８款土木費におきまして市道除雪・排雪対策事

業費２１５万０００円の追加は、主に今年度

の降雪の状況により増加をしている排雪に係る経

費を増額しようとするものであります。

同じく８款土木費におきまして公営住宅環境整

備事業費３１４万０００円の追加は、ノース

タウンなよろ団地改修工事を平成２５年度当初予

算から前倒しで実施をすることなどから事業費を

増額しようとするものであります。

１０款教育費におきまして（仮称）市民ホール

整備事業費１０億４０２万円の追加は、（仮

称）市民ホール整備監理委託料及び整備工事費を

平成２５年度当初予算から前倒しで実施をするこ

となどから事業費を増額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加及び確定に伴う国庫支出金、道支出金、市債

などの特定財源の調整を行ったほか、１月末の収

納状況等から判断をして市税、使用料及び手数料

などで必要な調整を行いました。

１９款繰入金では、財政調整基金の繰入金を減

額をし、収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

次に、第２表、継続費補正につきましては、
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（仮称）市民ホール整備事業の追加をしようとす

るものであります。

次に、第３表、債務負担行為補正につきまして

は、名寄庁舎環境衛生管理業務委託料ほか６件の

追加をしようとするものであります。

次に、第４表、地方債補正につきましては、事

業債の確定に伴い変更をしようとするものであり

ます。

次に、第５表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない議会運営事業費ほか４件を繰り

越ししようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（扇谷茂幸君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明をさせていただきます。

議案第１３号の２８ページから２９ページをお開

きください。２款総務費、１項１目一般管理費で

備荒資金組合超過納付負担金１億０００万円の

追加は、今後見込まれる地方交付税の合併算定が

えの終了など将来の安定的な財政運営に備え、負

担金の超過納付を行おうとするものであります。

同じく一般管理費で減債基金積立金１億１２２万

０００円の追加は、将来の公債費負担の軽減化

に備え、積み立てを実施しようとするものであり

ます。同じく一般管理費で公共施設整備基金積立

金１億１７万円の追加は、老朽化する公共施設の

改修などに備え、積み立てを実施しようとするも

のであります。

４８ページから４９ページをお開きください。

４款衛生費、１項４目病院費で名寄東病院振興基

金積立金６２０万０００円の追加は、交付税

で措置された経費について積み立てを行い、老朽

化部分の改修等に備えようとするものであります。

５８ページから５９ページをお開きください。

６款農林業費、１項６目農地整備費で経営体育成

基盤整備事業費（名寄東地区）で６４５万円の追

加は、国の補正第１号により事業が増加したこと

によるものであります。

次に、歳入について申し上げます。１０ページ

から１１ページをお開きください。１款市税にお

きまして市民税で０７０万０００円の追加は、

個人では年少扶養控除額の減少や給与所得、農業

所得などの増加と法人では申告所得の増加などに

よるものです。

また、市たばこ税で０００万円の追加は、見

込みよりも売り上げ本数が減少しなかったことに

よるものであります。

１６ページから１７ページをお開きください。

１５款国庫支出金、２項国庫補助金におきまして

３億２６５万０００円の追加は、平成２５年

度から前倒しとなった事業に係る社会資本整備総

合交付金を計上したことなどによるものでありま

す。

２２ページから２３ページをお開きください。

１８款寄附金３２９万０００円の追加は、既に

予算化したものを除き２月５日までに寄附採納し

た一般寄附金、ふるさと納税寄附金などを予算計

上するもので、寄附者の意向に沿い地域振興基金

のふるさと納税分に７６万円、地域振興基金に２

０万円、地域福祉基金に５５万０００円、教育

振興基金に３０万円、文化センター大ホール建設

基金に６５万円それぞれ積み立てをするものであ

ります。

以上、補足説明とさせていただきました。よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

２８ページ、２９ペ〇１３番（熊谷吉正議員）
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ージの一般管理費、備荒資金の関係で今後の交付

税算定がえだとか、将来的も含めての超過納付を

していくということですけれども、これ１億０

００万円というのは具体的に言うと、いわゆる超

過納付をする見通しというか、一定の根拠を持っ

ての負担金超過納付をするのか、とりあえず今の

時点で考えられることを想定した具体的な数字な

のか、お知らせをいただきたいなと思います。

それから、その下の基金積立金、基本的には結

構だというふうに思いますけれども、減債基金積

立金、公共施設整備基金積立金、減債基金は目的

はっきりしていますけれども、これからいわゆる

償還財源になっていくのですが、具体的にはどう

いう年度を想定をしてこの１億円を数字として置

いておられるのか、あるいは基金、公共施設の老

朽化に備えた対応で結構だと思うのですけれども、

これも具体的な特定の施設を積み上げて１億円ち

ょっとの数字になっているのか、少し内容を御説

明をいただきたいなと思います。

それから、２点目、３２、３３ページの企画振

興費、地域交通対策事業費でコミュニティバスの

関係が数字が上がっていますが、これは４月から

のスタート、１日からスタートをするということ

で理解をしておりますが、昨年から試験が始まっ

て、それぞれ４月でしたか、始まったの。そうで

すね。３月末で９カ月ぐらいになるのですが、い

ずれにしてもこの年度を越す段階で新たな検証を

加えて見直しすることになっているのですけれど

も、功罪いろいろ押さえてはおられると思います。

現状段階における効果、功罪についてお聞かせを

いただきたいのと、市民からの声で非常に使い勝

手が悪いという声も何人かからいただいておりま

して、具体的に言いますと、端的に言って申しわ

けないですけれども、これちょっと今私バスの時

刻表を持っているのですが、今までも委員会なん

かでもお話はしていたのですけれども、声が強い

ものであえて発言させていただいていますが、東

病院に行く関係で、今まで従前は一本で１５０円

で行っていたのですけれども、駅前にできるだけ

集客をするという前提だとか、協議会の中でも恐

らくいろんな検討をされてスタートはしているこ

とについては理解をしていますが、例えば東病院

に長期に入院されている夫の見舞いで毎日今通っ

ておられる方がおられまして、午後の１時ごろか

らいつも出かけて、帰りはいろいろお見舞いや買

い物をして４時過ぎ、４時半ごろには一本で帰っ

てきたのですけれども、駅で一回おりなければな

らないということで、行くときは１時近い１２時

５２分産業高校前で乗って、駅に一、二分で着い

て、１０分ぐらい待ったらまた東回りのほうに乗

って１時過ぎには病院に行けるのです。帰りは、

４時過ぎのバスに乗って、駅でおりて４０分ぐら

い待たなければならない。そして、また産業高校

の近くでおりるというようなことで、非常に使い

勝手が悪いのと高齢のために大変なしんどい思い

をするということで、このコミュニティバスがス

タートしてから行きは何だかんだそれで行くので

すけれども、帰りはとても体もたないということ

でハイヤーを利用するのです。ほぼ毎日というこ

とで、全ての声を満足してというスタートではな

かったとは思うのですけれども、使い勝手が非常

に悪いし、出費も多大だと。東病院からですと恐

らく０００円は軽く超える距離になるので、そ

ういう声もどのように見直しながら反映を、これ

から本格的に見直し始まっていくと思うのですけ

れども、基本的な考え方を少しお知らせをいただ

きたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

熊谷議員から備荒資〇副市長（佐々木雅之君）

金、減債基金、公共施設整備基金の関係について

の御質問がありました。備荒資金につきましては、

２億円が災害対策のための普通納付金ということ

になっておりまして、それ以外については超過納

付金ということで財政調整基金的なことも含めて

利率が普通預金で年利８ということもございま

して、便利な貯金通帳的な形の運用も考えていま
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す。当面は、合併算定がえが平成２８年から段階

的に９、７、５と下がっていきますので、

２８年から３２年までの５年間の想定される交付

税の減額は１６億０００万円になっていますの

で、そこの財源対応が可能になるように、それに

近づけるような方法で備蓄をしてまいりたいなと

考えています。

それから、減債基金の関係につきましては、一

部合併算定がえの影響によって将来の公債費の償

還が窮屈になったときにどのように対応するかと

いう視点から、１０億円をめどにためたいなと思

っています。それと、もう一つ、過疎債のハード

事業ではなくてソフト分として毎年２億円ほど国

のほうから支援をいただいておりますので、その

部分の３０％が過疎債といっても自腹負担になり

ますので、毎年０００万円ほどためております

ので、これも１０億円プラス過疎債ソフトを使っ

た年数分の０００万円掛けたものを備蓄したい

と思っておりますけれども、まだ現時点ではそこ

まで達しておりませんので、財政の許す範囲内で

備荒資金、減債基金の増については備蓄をしてま

いりたいと思っています。

なお、まだ国の制度では救われなかった比較的

利子の高い起債等も残っておりますので、新年度

予算ではそのうち３億円をおろして、減債基金を

使いまして将来の公債費の負担の軽減を同時に図

ってまいりたいと思っています。

それから、公共施設整備基金につきましては、

老朽化した公共施設の大規模改修も視野に入れて

ためておりますけれども、現時点毎年毎年の総合

計画のローリングの中では、財政担当のほうがこ

こ二、三年毎年のように実は現地確認をしており

ます。原課からの要望を切るだけではなくて、ど

ういうふうに将来にわたって公共施設をしっかり

市民の皆さん方に安定的に使ってもらうかという

ことの観点から、とても十分な維持補修的な大規

模改修ができていないのではないかなと思ってい

ますけれども、それらも含めて毎年毎年、特にこ

の施設のためにというのにつきましては具体的な

ものを持っておりませんけれども、調べている中

ではスポーツセンターであったり、各種市民の皆

さんが多く利用する施設も相当年数が経過してき

ましたので、この辺今当面のところは１００万円

単位とかという金額でもう済んでいるものがあり

ますけれども、将来は何千万円という金額になる

ものも出てくるということも考えておりまして、

当面具体的な目標値をなかなか持てないのですけ

れども、現行４億円や５億円程度は持っておかな

いと、例えばボイラー改修をすると１億円近いお

金が一遍に出るということもありますので、この

辺を視野に入れながら備蓄をして、市民の皆さん

方の利便に供せられるように対応してまいりたい

と思っています。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからコミュ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ニティバスの関係についてお答えをしたいと思い

ます。

昨年の４月から試行が始まりまして、丸７カ月

経過をしました。この間夏場の期間から始まった

ということを含めて一部検証を終えております。

効果のほどにつきましては、東回りは随分便がよ

くなったというお話をいただきまして、利用者の

方も伸びもあります。しかしながら、従来市内循

環型になっておりました西回りにつきましては、

実は少し利用が落ちておりました。これ従前時計

回りだった流れを逆回りに変えたと。ここのとこ

ろが東との結合を詰めてそんな形にさせていただ

いたということでありますけれども、そういった

ことが実質原因になっているかどうかというのは

まだ検証を終えておりませんけれども、若干東回

り、それから西回りで利用の差が出ているという

ことであります。また、一方、徳田線があります。

これイオンの無料バスでありますけれども、逆に

こちらは随分利用が伸びていると、こんな状況も

押さえております。今使い勝手が悪くなったとい

うお話をちょっといただきまして、この間につき
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ましてはできるだけ多くの皆さんに公共交通を利

用していただくということを主眼に試行を始めた

ということがあります。公共交通のあり方として

おおむね最大公約数をとりながら試行させていた

だいているという状況がありまして、この間さま

ざまな御意見をいただいていることも確かであり

ます。今現在夏場から冬場の運行に入っておりま

して、大分バス利用の形態も変わってくるだろう

と。そこのところをしっかり検証しながら、新年

度に向けた体制をつくってまいりたいというふう

に考えております。これまで公共交通のあり方に

つきましてはさまざまな形で、いろんな形で市民

の皆さんを含めて議論をいただいた経過がありま

すので、今後のありようを含めて、また現状をし

っかり検証しながら市民の皆さんの意見をできる

だけ反映できるような、そんな形にしてまいりた

いというふうに考えております。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

バスの関係、この冬〇１３番（熊谷吉正議員）

は非常に大雪で、バス関係者の皆さんはえらく苦

労して、一回りぐらいおくれたという、いろいろ

怒られたり、これは雪のせいだからどうしようも

ないのですけれども、今これから見直しあって、

多くの市民の皆さんから意見をいただいて見直す

ということなのですが、実際に３月末で９カ月経

過をして、その間大きな不利益、単なる不便にな

ったというよりも大変な不利益になることは大体

およそ担当者のほうでもそういう動向については

つかんでいたはずなのです、数人ほどおられたの

ですけれども。これから見直しの中にかつてのよ

うに東病院、あるいは市内には風呂屋さん１軒し

かありませんから、駅から歩くのか、９丁目から、

福祉センターのほうから歩くのか、若干違いはあ

るけれども、そういう不便さも、また違う声も聞

くのですけれども、いわゆる抜本的なルートの見

直しなども含めた、見直しという想定になってい

ないような感じが担当者に聞いても聞こえてくる

のですけれども、私が前段先ほど言ったような声

も含めて大胆な改善をしていこうという腹構えも

持っておられるか、あるいはこれだけ大きな毎日

０００円を超えるハイヤー代というのは、これ

は私どもに置きかえてもえらい話ですよね、毎日

ですから。大変な不利益、従前使っていたサービ

スが使えなくなった。１人２人なのか、５人１０

人なのかというのは、それはしっかり私も検証で

きていませんけれども、そういう声に対する対応

改善ができ得る状況なのかどうかというところあ

たりを少し掘り下げてお答えをいただきたいので

す。

それと、副市長からいただきました関係につい

ては、備荒資金も非常に便利な、財調的な要素も

含まれているということ、あるいは公共施設の関

係や減債基金の関係もトータル的には中期、長期

の財政展望、どう見据えたものになっていくかと

いう、今の時点でリンクしていれば結構ですけれ

ども、公共施設もしっかり数字を押さえていただ

きながら、今当座決算がこのような状況の見通し

にあるから置きかえるということですから、それ

は熱心に今後の問題も含めて積み立てをふやして

いくということについては賛同できると思います

ので、もう少し時間を置いてでもこれから議会の

代表質問や一般質問の中でも恐らくやりとりがそ

れぞれあると思いますので、そちらのほうに委ね

ていきたいなというふうに思っております。積極

的に余裕のあるときには積んでいくというところ

あたりについては理解が十分できますので、心し

てお願いをしたいと思います。

バスの関係、もう一度お願いします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今不利益をこうむっ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ている市民の皆さんへの対応ということで、実は

なかなか難しい問題かなというふうに正直思って

おります。この間できるだけ多くの市民の皆さん

の利用促進を図っていくということで、できるだ

け多くの市民の皆さんの足になると、足をつくっ

ていくということを主眼にこういったコミュニテ
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ィバスの試験運行を始めてきたという大きな目標

があって、経過がありますので、なかなかその中

で個人的に不利益をこうむる部分についてどうい

った扱いをしていったらいいかと。単純なバスの

ルートの変更だけで済むのか、また費用的な問題

含めて将来にわたってこれは維持をしていかなけ

ればいけないという問題もありますから、将来に

向けてのバス利用の考え方についてもやはり総合

的な考え方含めて対応していかなければならない

問題だというふうに考えております。一定程度新

年度に向けて当然検証はさせていただきますけれ

ども、なかなか全ての市民の皆さんが満足するよ

うな形になり得るかどうかと。そこのところは、

今後ともやっぱり議論をいただかなければいけな

い問題だというふうに考えております。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

できるだけたくさん〇１３番（熊谷吉正議員）

の人がバスを利用して、私たちも含めて車に乗ら

ない日があってもいいのかなという、そういう市

民的な地元のバスを公共的な足の確保のためにい

ろんな策をやるということについてはもっと大胆

に提案があってもいいでしょうし、私どもも積極

的に協力していかなければならぬという。利用者

をふやしていく、そしてバス路線を残していくの

だということについては賛同ができますけれども、

いわゆるそれに伴って大変な不利益を伴うという

措置というのは、やっぱり強く求められても当然

ではないのかなというふうに思っておりまして、

そこについては何回も恐らくこの試験を始めるた

めに協議会の中でも関係者に来ていただいて知恵

を出していただいたり、いろんな議論を重ねた結

果、とりあえず試験をしてみようということなの

ですが、もうバスしか利用できないという市民の

声をもっともっと丁寧に拾わないと、またそのこ

とについて解決をしていかないということに多分

なるのではないかと思いまして、これは恐らく本

当に国の財源を入れながらの試験だというふうに

考えていますけれども、もう少し協議会プラスバ

スしか足の過程がないという人の声はどう拾って

いくのかというところあたりは真剣にやらないと、

単なる駅前に人を集めるということではなくて、

そう大きな人の流れの変化というのはないなとい

うふうに私は聞いてはいるのですけれども、そこ

についてもう一度しっかりそういう声も含めて拾

い上げていくのだという総務部長の見解をいただ

いた上で、また一般質問にするかしないか検討し

たいなと思っています。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今ちょっと述べさせ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ていただきましたけれども、今後の公共交通のあ

り方というのはまさに多様な、さまざまな形があ

ろうかというふうに、その一つがコミュニティバ

スの試験運行という形になってあらわれていると

いうことであります。市民の皆さんの足をしっか

り確保して、将来に向けて安全、安心なまちをつ

くっていくということを含めて、ぜひ今議員のお

っしゃったようなことを含めて対応させていただ

ければというふうに考えております。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）
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４号 平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして保険

給付費の伸びによる追加及び年度末における事業

見込みによる事業費の調整を行うものであり、歳

入歳出それぞれ５２３万円を減額をし、予算総

額を３３億８５２万０００円に、直診勘定に

おきまして診療収入の増額による一般会計繰入金

の減額など費目間の調整を行うものであり、歳入

歳出それぞれ２６０万０００円を減額し、総額

を１億４２８万０００円にしようとするもの

であります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。１款総務費では、人件費の減額及び医

療費適正化対策費のうち保健事業費へ科目変更を

行った事業費の不用額により３７４万０００円

を減額しようとするものであります。

２款保険給付費では、一般被保険者と退職被保

険者の療養給付費及び高額療養費について３０

５万０００円を追加しようとするものでありま

す。

７款共同事業拠出金では拠出額の確定により

４０７万０００円を、８款保健事業費では各種

検診補助金を初めとする事業費の不用額０４７

万０００円をそれぞれ減額しようとするもので

あります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では現年課税分の減額と

滞納繰り越し分の収納率向上に伴う増額で８００

万円を、２款国庫支出金では療養給付費等負担金

の国庫負担率及び概算交付額の減額等で６３５

万０００円を、５款道支出金では各負担金の精

算に伴い４０９万０００円を、８款繰入金では

保険基盤安定繰入金及びその他一般会計繰入金で

１５９万０００円をそれぞれ減額しようとす

るものであります。

また、３款療養給付費交付金では平成２３年度

の精算等による追加交付に伴い４９３万円を、

６款共同事業交付金では交付額の確定により６５

９万０００円を、９款繰越金では前年度繰越金

の最終補正額として３５５万０００円をそれ

ぞれ追加をしようとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では報酬等で５万０００円を、２款

医業費では使用料及び賃借料等で２３５万円を、

４款施設整備費では備品購入費で１９万０００

円をそれぞれ減額しようとするものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では診療報酬収入等で７１２万０

００円を、３款道支出金では電源立地地域対策交

付金で４７万０００円を、４款繰入金の事業勘

定繰入金では５万０００円を、５款諸収入では

１万０００円をそれぞれ追加をし、４款繰入金

の一般会計繰入金では０２６万０００円を減

額をし、調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第２３ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

５号 平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１５号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ４１５万０００円を減額をし、

予算総額を２２億８８８万０００円、サービ

ス事業勘定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ

１４９万０００円を追加をし、予算総額を２億

９３３万０００円に、サービス事業勘定・風

連におきまして歳入歳出それぞれ１８万０００

円を減額をし、予算総額を６９０万０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。２款保険給付費では、給付費の減額に

より７９４万０００円を減額しようとするも

のであります。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款保険料では９５３万０００円を減額

をし、保険給付費の減額により５款支払基金交付

金では１６７万０００円を、６款道支出金で

は３３２万０００円をそれぞれ減額をし、８

款繰入金では４２９万円を追加をしようとする

ものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄では工事請負費

等の追加、サービス事業勘定・風連では人件費の

減額と事業費の追加を行おうとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

６号 平成２４年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１６号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うもので、歳入歳出それぞれ４８７万００

０円を減額をし、予算総額を１１億７１４万

０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、事業費の確定に伴う各費目の

調整により９８４万０００円を減額しようとす

るものであります。

２款公債費では、長期債償還元金で６０万円を

追加しようとするものであります。

３款諸支出金では、国庫返納金で７万０００

円を、消費税で５５５万０００円をそれぞれ減

額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款使用料

及び手数料では使用料の減少により４５０万円

を、３款国庫支出金では事業費の確定により３万
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０００円を、６款市債では事業費の確定により

２５０万円をそれぞれ減額をし、４款繰入金では

一般会計繰入金で２３１万０００円を追加をし、

収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更をしようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

７号 平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１７号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補

正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ４４７万０

００円を減額をし、予算総額を２６２万００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では事業費の確定に伴う調整により４３

７万０００円を、３款諸支出金では消費税で１

０万円をそれぞれ減額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では３４万０００円を、２款使用料

及び手数料では１８５万０００円を、５款市債

では３１０万円をそれぞれ減額しようとするもの

であります。

４款諸収入では消費税の確定により６万００

０円を、３款繰入金では７６万０００円をそれ

ぞれ追加をし、収支の調整を図ろうとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

８号 平成２４年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 平成２４〇市長（加藤剛士君）
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年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ２９０万０

００円を減額をし、予算総額を２３８万００

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、事業費の確定に伴う調整により２

９０万０００円を減額しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、水道使用料で１４万０００円

を追加をし、給水工事検査手数料で０００円を

減額しようとするものであります。

２款繰入金では、一般会計繰入金で３０４万

０００円を減額して収支の調整を図ろうとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２７ 議案第１〇議長（黒井 徹議員）

９号 平成２４年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整と

市場の冷蔵庫設備の修繕等に要する経費について

補正をしようとするもので、歳入歳出それぞれ３

２万０００円を追加をし、予算総額を４６６

万０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

商工費では、冷蔵設備の修繕料並びにアスベスト

検査手数料などに対し３２万０００円を追加を

しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では取り扱い高の減少に伴い５６万

０００円を減額をし、２款繰入金では８９万０

００円を追加し、収支の調整を図ろうとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２８ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）
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０号 平成２４年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２０号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ６３１万

０００円を減額をして予算総額を５億４９８万

０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター施設整備事業費で６３１万

０００円を減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款繰入金

では、一般会計繰入金で８万０００円を追加し、

２款市債では食肉センター施設整備事業債６４

０万円を減額をし、収支の調整を図ろうとするも

のであります。

次に、第２表、継続費補正及び第３表、地方債

補正につきましては、事業費の確定に伴い変更を

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２９ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

１号 平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ４９２万０

００円を減額をし、予算総額を３億５４０万円

にしようとするものであります。

補正の内容について歳出から申し上げます。１

款総務費では、人件費の確定に伴い４９２万０

００円を減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。３款繰入金

では、事務費繰入金で４９２万０００円を減額

をし、調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３０ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）
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２号 平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２２号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の各収支を見通し、必要

な調整を行うとともに、各種業務委託について債

務負担行為を設定をしようとするものであります。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして入

院診療報酬の増により入院収益で２億１０１万

０００円を追加をし、外来患者数の減少により外

来収益で１億１７９万０００円を、一般会計

負担金では救急医療確保に要する経費等で４７５

万０００円をそれぞれ減額しようとするもので

あります。

次に、医業外収益におきまして他会計補助金で

は基礎年金拠出金に要する経費等で５２０万

０００円を、他会計負担金では精神科病棟運営に

要する経費等で２４１万０００円をそれぞれ

追加しようとするものであります。

次に、特別利益におきまして過年度の入院診療

報酬調定等で７２６万０００円を追加をし、

収益の総額を８５億３７２万０００円にしよ

うとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で共済組合に係る市町村負担金追加費用の利率減

少等により３０９万０００円を減額をし、材料

費では薬品、診療材料等で２億８６５万０００

円を、経費では消耗品費、燃料費等で６５６万

０００円をそれぞれ追加しようとするものであ

ります。

次に、医業外費用におきまして支払利息及び企

業債取扱諸費で１５２万０００円を減額しよう

とするものであります。

次に、特別損失におきまして過年度損益修正損

で６２５万０００円を追加し、費用の総額を

８６億８９２万０００円にしようとするもので

あります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入におきまして企業債では道北北部連携

ネットワークシステム事業等により６２０万円

を追加をし、出資金では企業債償還金に要する経

費等で０４７万０００円を、負担金では建設

改良に要する経費で０９６万０００円をそれ

ぞれ減額をし、精神科病棟改築事業の当年度補助

率見直しにより道補助金で０５２万０００円

を、国庫補助金で６７６万０００円をそれぞれ

追加をし、総額を７億０２９万０００円にし

ようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出におきまして建設改良費では病棟冷房

機設置工事、精神科病棟改築事業等で４４５万

０００円を減額をし、総額を１０億５５１万

０００円にしようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、過

年度損益勘定留保資金で補填をするものでありま

す。

次に、棚卸資産購入限度額について申し上げま

す。５款貯蔵品におきまして薬品で２０３万

０００円を、燃料で２８４万０００円をそれ

ぞれ追加をし、給食材料で１３８万円減額をし、

総額を８億７９９万０００円にしようとする

ものであります。

次に、各種業務委託に係る債務負担行為につい

て申し上げます。放射線管理業務及び消防用設備

等点検業務の委託について、それぞれ期間及び限

度額を設定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３１ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

３号 平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算

（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２３号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の収支を見通し、予算の

調整を行おうとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、給水収益や他会計補助金等の

減額により４９６万０００円を減額をし、総額

を６億７７５万０００円にしようとするもので

あります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、事業費の確定に伴う各費目の

調整を行い、費用全体で４８９万０００円を減

額をし、総額を６億８５９万円にしようとするも

のであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では３８８万００

０円を減額をし、総額を２億６１８万０００

円に、また４款資本的支出では４２８万００

０円を減額をし、総額を５億３９９万０００

円にしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３２ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

４号 平成２５年度名寄市一般会計予算、議案第

２５号 平成２５年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第２６号 平成２５年度名寄市介護

保険特別会計予算、議案第２７号 平成２５年度

名寄市下水道事業特別会計予算、議案第２８号

平成２５年度名寄市個別排水処理施設整備事業特

別会計予算、議案第２９号 平成２５年度名寄市

簡易水道事業特別会計予算、議案第３０号 平成

２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、

議案第３１号 平成２５年度名寄市食肉センター

事業特別会計予算、議案第３２号 平成２５年度

名寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３３

号 平成２５年度名寄市病院事業会計予算、議案

第３４号 平成２５年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２４号 平成２５〇市長（加藤剛士君）
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年度名寄市一般会計予算及び議案第２５号から議

案第３４号までの各特別会計予算並びに各企業会

計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、市立大学や市立天文台きたす

ばる、道立サンピラーパークなどの多くの財産や

交流都市との太いきずなを活用し、総合的な地域

振興などを推進することを念頭に、基礎的自治体

としての公共サービスの的確な執行とともに、新

総合計画後期の具現化を最優先に予算を編成をい

たしました。

一般会計予算案は、前年度比１％減の１８８

億０８５万０００円となりました。国の緊急

経済対策に基づく平成２４年度補正予算への事業

前倒しなどにより普通建設事業費が前年度比３

４％減の１４億４２２万０００円と大きく減

少したことが主な要因であります。また、収支不

足を補う財政調整基金の取り崩し額は２億５５

９万０００円を予定をしております。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

５年度国民健康保険特別会計外７特別会計の予算

総額は、前年度比６％減の８０億４３１万

０００円となっております。増減の大きなものは、

国民健康保険特別会計直診勘定で医師の１名増等

により前年度比２０％の増となり、介護保険特

別会計サービス事業勘定分では施設設備の改良事

業の計上によりサービス事業勘定・名寄分で１

２％、風連分１４％、それぞれ増加となりまし

た。一方、食肉センター事業特別会計では食肉セ

ンター施設整備事業費の減により前年度比６８

％減となりました。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は、前年度比

２７％増の１３５億４３２万０００円とな

りました。内訳は、病院事業会計で精神科病棟改

築事業費の増などにより３６％増の１２３億

７９６万０００円、水道事業会計で建設改良費

の増加などにより２％増の１２億６３６万

０００円となっております。

以上によりまして、平成２５年度全会計の予算

総額は前年度比８％増の４０４億９４９万

０００円となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出をいたしますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議案第２４号外１０件については、本会議質疑

を省略し、全議員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２４号外１０件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第３３ 議案第３〇議長（黒井 徹議員）

５号 名寄市教育委員会委員の任命について、議

案第３６号 名寄市教育委員会委員の任命につい

て、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３５号及び議案第〇市長（加藤剛士君）

３６号の名寄市教育委員会委員の任命について、

一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第３５号でありますが、本件は本年

５月１５日をもって名寄市教育委員会委員の任期

を満了する中尾公一氏を再度教育委員会委員に任

命をいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定に基づき議会の同

意を求めるものであります。

次に、議案第３６号でありますが、同じく名寄

市教育委員会委員であります志水貴江氏が本年３

平成２５年３月４日（月曜日）第１回３月定例会・第１号



－49－

月３１日をもって辞職されることとなりました。

志水委員におかれましては、名寄市における教育

行政の発展のため多大なる御尽力、御貢献をいた

だきましたことに改めて感謝とお礼を申し上げる

ところであります。

本件は、新たな後任の教育委員会委員として髙

橋雅樹氏を任命をいたしたく、同じく地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づき議会の同

意を求めるものであります。

髙橋氏におかれましては、人格高潔で教育の分

野において豊富な経験と深い識見を持ち合わせて

おられる方でございます。

なお、髙橋氏の任期につきましては、同法第５

条第１項の規定により、前任者の残任期間とする

ことが定められていることから、平成２５年４月

１日から平成２７年５月１５日までといたす所存

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第３５〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３５号は同意することに異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３５号は同意することに決定い

たしました。

お諮りいたします。議案第３６号は同意するこ

とに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３６号は同意することに決定い

たしました。

日程第３４ 議案第３〇議長（黒井 徹議員）

７号 名寄市議会委員会条例の一部改正について、

議案第３８号 名寄市議会政務調査費の交付に関

する条例の一部改正について、議案第３９号 名

寄市議会基本条例の一部改正について、議案第４

０号 名寄市証人等の実費弁償に関する条例の一

部改正について、議案第４１号 名寄市議会会議

規則の一部改正について、以上５件を一括議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

佐藤靖議員。

議案第３７号 名寄市〇９番（佐藤 靖議員）

議会委員会条例の一部改正について外４件につい

て、提案の理由を申し上げます。

地方公共団体の議会及び長による適切な権限の

行使を確保するとともに、住民自治のさらなる充

実を図るために平成２４年９月５日に地方自治法

の一部を改正する法案が公布され、同日及び本年

３月１日より施行されることに伴い、関係条例等

の一部改正を行うものです。

改正の主な点を説明いたします。議案第３７号

名寄市議会委員会条例の一部改正については、

これまで地方自治法で定められていた委員会の委

員の選任方法等について、各議会の委員会条例で

定めることとなり、一部改正を行うものです。

議案第３８号 名寄市議会政務調査費の交付に

関する条例の一部改正については、政務調査費を

政務活動費と名称を変更し、交付の目的を議会の

議員の調査研究その他の活動に資するためと改め、

政務活動費を充てることのできる範囲を条例で定

めることとしました。また、議長の調査権が法律

で定められたため、議長の政務活動費の使途の透

明性の確保に努める規定を定め、一部改正を行う

ものです。
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議案第３９号 名寄市議会基本条例の一部改正

については、議案第３８号 名寄市議会政務調査

費の交付に関する条例の一部改正及び議案第４１

号 名寄市議会会議規則の一部改正に伴い、関係

する条項について文言整理等のための一部改正を

行うものです。

議案第４０号 名寄市証人等の実費弁償に関す

る条例の一部改正については、地方自治法改正に

より本会議においても公聴会の開催、参考人の招

致が可能となったことによる条項整理に伴い一部

改正を行うものです。

議案第４１号 名寄市議会会議規則の一部改正

については、地方自治法の改正によりこれまで委

員会のみ認められていた公聴会の開催、参考人の

招致を本会議でも行えることとなったことに伴い

一部改正を行うものです。

以上、５件について提案理由の説明とさせてい

ただきます。

お諮りいたします。本〇議長（黒井 徹議員）

件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決す

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第３７号外４件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３７号外４件は原案のとおり可

決されました。

日程第３５ 報告第１〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

本件は、名寄市営住宅新北斗団地に入居してい

た借家人が平成１８年１月分から平成２２年８月

分までのうち４７カ月分の家賃を滞納したまま退

去し、退去後においても本人及び連帯保証人に対

して再三にわたり納付催告、面談を行ってまいり

ましたが、納入の意思を確認できないため、本人

及び連帯保証人に対し滞納家賃の支払いを求める

訴訟を提起をしたものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告を

申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第３６ 報告第２〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、平成２４年５月下旬、小学校敷

地内において北東の強風下で噴霧器による除草作

業を行った結果、風下の水稲が枯れる被害が発生

をし、相手方に損害を与えたものであります。相

手方とは、事件直後から損害賠償について協議を

行ってきており、収入が確定をしたことから被害

面積分を案分した結果、本市が２３万８６２円

を支払うことで示談が成立をし、和解をいたしま

した。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により御報告を

申し上げます。
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よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第３７ 報告第３〇議長（黒井 徹議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

１件目の事故の内容は、平成２４年１０月２５

日午後３時３０分ごろ、札幌市手稲区富丘３条３

丁目付近の道路におきまして名寄市立大学の公用

車が工事区間通過後、進路変更をしようとした側

方車両を目視した際に前方の相手方車両が信号に

より停止したことに気づかず、当該相手方車両に

接触をし、破損させたものであります。過失割合

は本市が１００％であり、相手方車両の修理代と

して本市が１４万４５４円を負担をすることで

示談が成立をし、和解したところであります。

２件目の事故の内容は、平成２４年１１月２１

日午前１０時４０分ごろ、中川郡中川町佐久の国

道４０号におきまして総務部財政課所管の公用車

が公務運行中、レッカー作業をしていた相手方車

両を確認をしましたが、雪道のためとまり切れず、

また対向車が接近をしていたため進路変更もでき

ず、相手方車両に接触をし、破損をさせたもので

あります。過失割合は本市が１００％であり、相

手方車両の修理代４万９３５円と公用車両の同

乗者所有の携帯電話破損に伴う修理代２５０円

を負担をすることで示談が成立し、和解をしたと

ころであります。

以上２件を地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分をしたので、同条第２項の規定に

より御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第３８ 意見書案〇議長（黒井 徹議員）

第１号 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加断

固阻止を求める意見書についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

佐藤勝議員。

議長からの御指名を〇１４番（佐藤 勝議員）

いただきましたので、意見書案第１号について朗

読をいたします。

環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加断固阻止

を求める意見書。

首相は日米首脳会談後の日本時間の２月２３日

未明、記者会見で環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交

渉に関して「会談で聖域なき関税撤廃が前提でな

いことが明確になった」と指摘し、「なるべく早

い段階で決断したい」とＴＰＰ交渉参加に踏み出

すことを明言しました。

ＴＰＰは関税をすべて撤廃することが原則であ

り、我が国の農林水産業や農村漁村にこれまでに

ない壊滅的な打撃を与え、我が国の食料安全保障

を根底から揺るがし、食糧自給率を低下させ、地

域経済・社会の崩壊を招く恐れがあります。

また、ＴＰＰは一次産業のみならず、医療、公

共事業、金融、食の安全、雇用など様々な分野に

影響が及ぶ可能性があり、国民生活の根幹にもか

かわる極めて重大な問題であり、到底国民の合意

を得られるものではありません。政府として事前

協議を含めた一切のＴＰＰ交渉参加に向けた取り
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組みを断念することが求められます。

この間、多くの国民や道民は、ＴＰＰ協定交渉

への参加に反対・慎重な対応を強く求めてまいり

ました。

よって、政府はこのような国民各層の声を真摯

に受け止め、道民が断固反対しているＴＰＰ交渉

に参加しないよう強く求めるものです。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出します。

北海道名寄市議会。

以上です。

本件は、全議員による〇議長（黒井 徹議員）

提案でありますので、質疑、委員会付託を省略し、

直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ

れました。

ここで意見書案第１号 環太平洋連携協定（Ｔ

ＰＰ）交渉参加断固阻止を求める意見書について、

議長より一言申し上げたいというふうに思います。

ただいま満場一致で可決をいただきましたが、

今回の初日提案の経過等について報告を申し上げ

ます。本来意見書案は、定例会の最終日に審議し

ていただくことになっておりますが、国会の状況

を察するときに定例会の最終日では時期を失する

可能性が大きいと判断をいたしました。また、名

寄市議会といたしましても平成２２年１１月３０

日にＴＰＰ参加の即時撤回を求める決議をしてお

りますので、議会の変わらない意思を国に表明し、

伝えることが重要と考え、対応をいたしました。

議長といたしましても拙速に判断することなく情

報を提示し、しっかりとした国民的議論をするこ

とを求めたいというふうに思います。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時４２分

再開 午後 ２時４２分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。ただいま市長から議案第４

２号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第

５号）及び議案第４３号 平成２４年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算（第２号）が提

出されました。これを日程に追加をし、追加日程

第１号として議題にしたいというふうに思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第４２号外１件は、追加日程第１として議

題とすることに決定いたしました。

追加日程第１ 議案第〇議長（黒井 徹議員）

４２号 平成２４年度名寄市一般会計補正予算

（第５号）、議案第４３号 平成２４年度名寄市

公設地方卸売市場特別会計補正予算（第２号）、

以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議長のお許しをいただき〇市長（加藤剛士君）

ました。議案第４２号 平成２４年度名寄市一般

会計補正予算及び議案第４３号 平成２４年度名

寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算について、

一括して提案の理由を申し上げます。

最初に、議案第４２号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算について提案の理由を申し上げま

す。今回の補正は、名寄市公設地方卸売市場で発

見をされましたアスベスト吹きつけ部分を保護す

る工事に対する経費として７款商工費で公設地方

卸売市場特別会計繰出金を１００万円追加をし、

収支の調整として１９款財政調整基金で１００万

円の追加をしようとするもので、歳入歳出それぞ
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れ１００万円を追加し、予算総額を２１０億８

１２万０００円にしようとするものであります。

次に、議案第４３号 平成２４年度名寄市公設

地方卸売市場特別会計補正予算について提案の理

由を申し上げます。今般発見されましたアスベス

ト吹きつけ部分につき、外部からの衝撃などから

当該箇所を保護し、アスベストの飛散を未然に防

止をするため、１款商工費において折板保護工事

を１００万円追加し、歳入として２款繰入金で一

般会計繰入金を１００万円追加しようとするもの

で、歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、予算

総額を５６６万０００円にしようとするもの

であります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、議案第４２〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４２号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第４２号外１件は原案のとおり可

決されました。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日３月５日から３月１４

日までの１０日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日３月５日から３月１４日までの１

０日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時４７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 山 口 祐 司
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平成２５年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２５年３月１５日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ これより代〇議長（黒井 徹議員）

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市政執行方針及び新年度予算案にかかわって外

４件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇９番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、会派市民連

合・凛風会を代表いたしまして、平成２５年度に

おける加藤市長、小野教育長の市政、教育行政執

行などにかかわり御質問をさせていただきます。

まず、市政執行方針及び新年度予算案にかかわ

ってであります。昨年末に執行されました衆議院

総選挙により、劇的な政権交代から約３年３カ月

で再び民主党から自民党を中心とする政権に戻り

ました。市長は、前政権誕生直後に市長に就任し、

さまざまな制度改革の中で市政を運営してきまし

たが、前政権の功罪について率直な感想をお聞か

せいただきたいと思います。特に執行方針の中で

も示された地方の裁量拡大に期待された一括交付

金の廃止についての見解をお示しいただきたい。

さらに、新政権は経済再生と災害復興を大きな

旗印としていますが、疲弊する地域経済の中で行

政運営をつかさどってきた地方自治体の首長とし

て、今回の政権交代をどう受けとめ、今後に何を

期待されているのか率直にお聞かせいただきたい

と思います。

次に、加藤市政１期目の総括と任期最終年度を

迎える基本的な考え方についてお伺いします。多

くの市民の期待のもと市長に就任された加藤市長

は、１０年、２０年先を見据えたまちづくりを基

本姿勢の中核に置き、これまで約３年間名寄市の

リーダーとして市政を運営されてきましたが、ま

ずこの間のみずからの総括についてお示しをいた

だきたい。加えて執行方針の中では、初心に立ち

返り、市民の皆さんが誇りと愛着を持ち、明るく

元気なまちづくりに全力で取り組むという決意を

示されていますが、改めて市長としての１期目、

最終年度を迎える基本的な考え方についてお知ら

せをいただきたいと思います。

また、市政推進の基本的な考えの中で市民と行

政との協働ではパブリックコメントにかかわり、

多様な市民参加の保障、さらには実施方法の工夫

や団体等の育成、支援などに努める、行財政改革

の推進では職員のスキルアップが不可欠であり、

派遣研修なども取り入れた職員研修の充実や外部

人材の活用、財産を生かしたまちづくりではきず

なや縁を大切に文化の向上、交流人口や物流の拡

大を目指すとそれぞれ述べられましたが、具体的

構想及び見解をお示しいただきたいと思います。

一方、この間さまざまな状況の変化があったと

思いますが、名寄市の今後の課題についてお考え

があればお示しをいただきたいと思います。

次に、平成２５年度予算編成と財政展望につい

てお伺いします。２５年度の予算編成に臨むに当

たり、市長は名寄市の財産や交流都市との太いき

ずなを活用し、総合的な地域振興などを推進する

ことを念頭になどと述べられましたが、意図する

ところを改めてお示しいただきたい。

また、基礎的自治体としての公共サービスの的

確な執行とともに新総合計画後期計画の具現化を

最優先とした編成となりましたが、特に市長とし

て重点を置いた施策についてお聞かせをいただき

たいと思います。

２５年度予算は、一般会計で前年度比１％減
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の１８８億０８５万０００円、全会計では同

８％増の４０４億９４９万０００円となり

ましたが、一般会計において地方交付税の対前年

度伸び率は２％減となったものの、全体に占める

構成比では前年度の４３％から４６％となる

とともに、繰入金においても前年度比２億７４

１万０００円増の７億５９８万０００円と

なるなど、従前の身の丈に合った財政運営から若

干背伸びをした財政運営となっている傾向が顕著

であります。加えて基金残高も４９億２００万

円に減少しています。国は、財政立て直しのため

地方交付税をさらに減額していくのではないかと

いう指摘もあり、市民の中にも子供や孫たちに負

担を強いる財政となることを懸念する声もありま

す。市長として今後の財政運営に対する見解を改

めてお示しいただきたいと思います。

大きな項目の２点目、教育行政にかかわってお

伺いします。まず、市民の期待と信頼に応える教

育行政の推進についてであります。教育行政執行

方針の冒頭、小野教育長は、市教育委員会として

市民の期待と信頼に応える教育行政を推進すると

述べられました。教育長は、市民は今教育委員会

に対して何を期待されているとお考えになってい

るのかお伺いします。

また、地域の教育資源にかかわり、地域の教育

資源を積極的に活用するとも述べられましたが、

具体的活用策について御見解をお示しいただきた

いと思います。

次に、風連地区小学校の将来像についてであり

ます。ことし３月２日、風連日進小中学校の閉校

式が挙行され、本年度をもって小学校１０５年、

中学校６５年の歴史に幕をおろすこととなります。

このことは、教育行政執行方針の中でも触れられ

ましたが、跡地の利活用については触れられてお

りませんでしたので、改めて教育委員会としての

見解をお示しいただきたいと思います。

また、名寄市小中学校適正配置計画に基づき小

学校の再編の取り組みが行われておりますが、児

童数の減少傾向が進んでいる風連中央小、下多寄

小、東風連小の将来像についての見解をお示しい

ただきたい。私は、地域の合意形成が前提ではあ

りますが、時代の趨勢から３校を統合し、オープ

ンスペース教育が主流となっている名寄市にマッ

チした校舎建築を早急に行う必要性もあると考え

ますが、御見解をお示しいただきたいと思います。

大きな項目の３点目、名寄市立総合病院にかか

わってお伺いします。まず、２５年度の診療及び

看護を含め、医療スタッフ体制についてでありま

す。執行方針の中では、旭川医科大学からの消化

器内科、循環器内科及び産婦人科に常勤医師が派

遣見通しであることから、さらに充実した診療体

制が可能になると強調されており、勇退を表明さ

れた佐古院長が診療されていた脳神経外科では常

勤医が３人となっても、全体としては大きな変更

はないと述べられていますが、看護を含め２５年

度の医療スタッフ全体の見通し及び課題について

この際明らかにしていただきたいと思います。

また、市民を含め近隣からも期待されている救

命救急センターについて、スタッフ確保などの課

題もありましたが、現状の見通しについても明ら

かにしていただきたい。

続いて、病院経営の安定と今後の課題にかかわ

って、まず２４年度の決算の見通しについてお示

しをいただきたいと思います。加えて執行方針の

中では、精神科病棟の改築事業、道北北部連携ネ

ットワークシステム整備事業など同病院の経営安

定につながることが期待される明るい情報もある

一方、医療を取り巻く経営環境が厳しいという認

識をお持ちですが、改めてこの表現に至る経緯及

び課題について見解をお願いいたします。

大きな項目の４点目、名寄市立大学にかかわっ

てお伺いします。今回の執行方針の中で名寄市立

大学に関して初めてケアの未来を開き、小さくて

もきらり光る魅力ある大学という表現がなされま

した。新たな大学像を示すことに至った経緯と意

図するところをまずお示しいただきたいと思いま
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す。

さらに、その中にあって短期大学部の将来像に

ついても設置者サイド及び学内ではどのような検

討協議がされているのかも明らかにしていただき

たい。

名寄市立大学においては、来年度懸案だった大

学図書館の基本設計に着手する予算案が示されま

したが、今後さらに名寄市の財産として発展させ

るための課題についてどういう認識をお持ちか、

お示しをいただきたいと思います。

最後に、名寄市の現状と課題にかかわりお伺い

します。まず、庁舎のあり方を含め合併後の統一

課題解決についてであります。合併から７年が経

過しようとしています。この間特例区制度を初め

両市町の歴史を尊重した取り組みが行われてきま

した。統一でき得ない課題もありますが、まずそ

の認識についてお伺いします。特に今後の財政運

営を見据えたとき、中でも先送りのできない課題

の一つに庁舎のあり方があると考えます。市長は、

以前の議会で私の質問に対し、次の総合計画の課

題と述べられましたが、行政内部においても市民

生活においても庁舎の統一を図ることが利便性を

高めるのではないでしょうか。最終的に名寄庁舎

に統合するにしても、風連庁舎に統合するにして

も、新たな庁舎を建設するにしても耐震構造上、

財政上などを初め多くの課題があります。その意

味で先送りとはせず、庁舎のあり方を検討する作

業をスタートさせるべきと考えますが、見解をお

伺いします。

いずれにしましても、過疎化、少子高齢化、そ

して財政の厳しさなどさまざまな観点から、今後

ますます行政運営の厳しさが増すことも予想され

ますので、合併の一方の効果とされているスケー

ルメリットを行財政運営にしっかりと反映させる、

これを合併から１０年を目途、つまり平成２８年

度までに目指すことが最重要課題と考えますが、

見解をお伺いします。

次に、名寄市と自衛隊のかかわりについてお伺

いします。昭和２８年に設立された陸上自衛隊名

寄駐屯地は、ことし６０年の節目を迎えます。執

行方針の中で市長は、駐屯地の堅持、６０周年の

取り組みに対する積極的支援をうたわれておりま

すが、改めて名寄市と陸上自衛隊名寄駐屯地のか

かわりについて市長の認識をお伺いします。

次に、名寄地区中心市街地活性化についてお伺

いします。来る４月１日、待望の駅前交流プラザ

よろーながオープンとなり、名寄地区中心市街地

のにぎわいづくりが始まります。執行方針の中で

も施設の利用促進や中心市街地の誘導に努めます

と述べられていますが、具体的にどういう誘導策

を図られるのかお示しをいただきたいと思います。

次に、農業振興についてであります。この２月

２６日から４日間、市民連合・凛風会の市政報告

会を開催しました。その中で農業者から、近年肥

料の高騰が続いている。名寄市でも堆肥場をつく

って農家に販売するシステムが構築できないのか

という御意見をいただきました。基幹産業である

農業を守り、安心できる農作物を提供する意味で

も必要と考えますが、市長の見解をお伺いします。

次に、観光振興についてお伺いします。名寄市

観光振興計画で育成期と位置づけられている２５

年度もさまざまな取り組みが計画されていますが、

目指している交流人口が拡大するほど市民一人一

人の名寄に対する認識も重要な課題であると考え

ます。しかし、現状は行政や関係機関、団体など

が先行し、市民が置き去りになっている感が否め

ません。今こそ市民とともに歩む観光振興が必要

と考えますが、御見解をお伺いします。

次に、スポーツの振興についてであります。教

育長は、執行方針の中で市民皆スポーツを目指し、

スポーツ施設の整備や改修など環境整備に努めま

すと述べられましたが、施設の環境整備をするこ

とが市民皆スポーツに通ずるとお考えなのか、見

解をお伺いします。

この件にかかわっても独自機関の教育委員会と

して、市長部局が考える行財政改革の視点とは別

平成２５年３月１５日（金曜日）第１回３月定例会・第２号



－59－

に市民の健康維持のためのスポーツの振興を図る

視点を持つべきと考えますが、見解をお伺いしま

す。

最後に、少子高齢化への対応についてお伺いし

ます。執行方針の中で名寄市の１月末における６

５歳以上の高齢者人口が前年同期比１２０人、

５８％増の４１５人、高齢化率は２１０％に

なっていることが明らかになりました。当然なが

ら少子化も進んでいます。そして、ますますこの

傾向が進むことが予想されています。その中にあ

っても名寄市は、市民の皆さんが真に住んでよか

ったと言っていただけるまちとしなければなりま

せん。市長もさまざまな施策を展開されておりま

すが、この際全高齢者にアンケートを実施し、人

生の先輩諸氏が感じている名寄市の課題を明らか

にし、今後の施策に反映させることも大切と考え

ますが、見解をお伺いし、市民連合・凛風会を代

表し、この場からの質問とさせていただきます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。佐〇市長（加藤剛士君）

藤議員から大項目５点にわたり御質問をいただき

ました。教育行政にかかわるところ以外のところ

を私のほうからまず答弁をさせていただきたいと

思います。

まず、大項目の１点目、市政執行方針及び新年

度予算案にかかわりまして、小項目１、国の政権

交代の受けとめについてということですが、歴史

的とも言われた政権交代から３年３カ月、昨年末

の総選挙におきまして民主党から自公連立政権へ

と移行しました。前政権の功罪についてというこ

とでありましたが、短期間での首相の交代、ある

いは決められない政治、さらにはマニフェストの

不履行など国民の大きな期待に反したその政権運

営が厳しい選挙結果となってあらわれたものと考

えております。しかし、その一方で１丁目１番地

に位置づけられました地域主権改革の推進、ある

いは地方交付税の伸びなどについては小規模自治

体に対する配慮があったと認識をしているところ

でもあります。一括交付金については、予算枠の

確保など解決すべき課題はあったものの、その前

段の位置づけと考えられる社会資本整備総合交付

金は従来では実施困難なメニューの事業化や事務

手続の簡素化など、使い勝手がよくて地域裁量の

拡大として一括交付金の導入を期待をしておった

ところでありますので、その廃止については残念

であると言わざるを得ません。

新政権の受けとめと期待についてということで

ありますが、経済の再生を最大かつ喫緊の課題と

して、復興、防災対策、成長による富の創出、暮

らしの安心、地域活性化、これを３つの重点とし、

いわゆるアベノミクスと言われる手法は円安や株

価上昇など市場での評価がうかがえるほか、平成

２５年度の北海道開発予算案の増額や平成２４年

度の補正による地域の元気臨時交付金など今後と

も地方経済の活性化に結びつく政策を期待するも

のであります。しかしながら、ＴＰＰ交渉参加へ

の加速や地方分権改革など危惧すべき課題やいま

だ不透明な政策もあるというふうに認識をしてお

り、公平、公正かつ地方の立場から是々非々の対

応を図ってまいりたいと思います。

次に、小項目の２、１期目の総括と最終年度の

基本的考え方についてでありますが、私の市政運

営の基本は総合計画に基づく計画的かつ着実な施

策事業の推進でありまして、総合計画を推進する

中で公約の実現を目指してきたところであります。

島前市長から引き継ぎました総合計画の前期計画

の達成度については、既に議会でも報告をさせて

いただきましたが、後期計画についても事業本数

ベースで平成２４年度は９９％の実施、平成２５

年度は９７％を予算案としておりまして、ほぼ計

画どおり順調に進捗をしている状況であります。

公約につきましても観光振興あるいはゼロ予算事

業を初めとする民間会社名寄市的な発想、食肉セ

ンター整備、エゾシカの対策などの基幹産業農業

の推進、精神科病棟改築を初めとする市立総合病

院の充実、天文台、市立大学など財産を生かした
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まちづくり、あるいは名寄駐屯地の堅持など、こ

れらの取り組みが成果として市民福祉の向上ある

いは地域の活性化につながっているものと認識を

しております。

１期目、最終年度の基本的な考え方については、

さきに申し上げましたとおり総合計画を基本に市

政を推進をしてまいりますが、就任当時のいい意

味での緊張感の持続と民間出身市長としてのリー

ダーシップを発揮をし、課題を先送りせず迅速か

つ的確に対応してまいりたいと考えております。

特に本年度は、トップセールスで進めてきた台湾

との交流事業あるいは薬用植物の振興を初め、モ

チ米とヒマワリを題材とした緑の分権改革調査事

業や地域おこし協力隊による担い手の確保、さら

には市立総合病院精神科病棟の改築、あるいは市

立大学図書館の整備などを進める予定でありまし

て、これら地域の財産を生かした事業は１０年先、

２０年先につながる事業であると確信をしている

ところであります。

次に、市政推進の基本的な考えにおける具体的

な構想ということでありますが、まず市民と行政

との協働においては概要版の作成や直近ではコミ

ュニティーＦＭの周知を行っているパブリックコ

メントの実施の方法について工夫を継続をしてい

きたいということと、従来から実施をしているパ

ブリックコメント以外の市民参加の方法を充実さ

せるなど、市民参加を保障をしてまいります。ま

た、町内会への活動支援や地域協議会等活動推進

交付金の拡充を図るなど、団体の育成支援に努め

てまいります。また、行財政改革の推進について

は、東京都杉並区のほかに新たに財団法人地域活

性化センターへ職員を派遣させるとともに、観光

振興における地域おこし協力隊の募集、さらには

文化振興における指導者の招聘など外部人材の活

用を進めてまいります。財産を生かしたまちづく

りについては、この間の交流事業が契機となった

南相馬市との交流や台湾との新たな交流を初め、

憲法ロードレースへの参加を機に有森裕子さんに

ひまわりまちづくり大使を引き受けていただくな

ど、人とのきずなや御縁が新たな交流や事業展開

の広がりに結びついておりまして、特に台湾との

交流では子供を中心とした交流を主眼に中学生の

野球交流や高校生の修学旅行の誘致を当面の目標

としており、これらの機会を通じ文化の向上、交

流人口の拡大、さらには物流の拡大等々につなげ

てまいりたいと考えております。

最後に、本市の今後の課題ということでありま

したが、民間出身の市長として本市の潜在的なポ

テンシャルの高さを私は感じておりまして、この

３年間は恵まれた財産を生かしたまちづくりに全

力で取り組んでまいりました。しかし、本市の潜

在力の開花はまだまだ道半ばでありまして、その

開花にはより一層の名寄市の知名度のアップ、オ

ール名寄によるおもてなしの体制の整備、地域産

品のブランド化や担い手の育成、観光資源の再発

見や磨き上げなどが必要であります。また、定住

自立圏構想の中心市としてはもとより、道北地域

における中核都市として医療を初めとする生活機

能の確保や大学を生かしたまちづくりを一層進め

る必要があると考えているところであります。

平成２５年度の予算編成と財政展望についてで

すが、過疎地域における名寄市におきましては少

子高齢化や地域経済の落ち込みなどさまざまな課

題がありまして、これらを解決していくことで名

寄市の地域振興が進んでいくと考えております。

このような課題解決の鍵となるものが交流人口の

拡大などさまざまな交流活動を活性化させること

であると考えております。人の交流や経済、物の

交流あるいは情報の交流などさまざまな交流活動

の活性化が想定をされますが、これらの活性化の

手段の一つとして、既に名寄市が持っている財産、

例えば大学でありますとか天文台、道立サンピラ

ーパークなどなど、これらを活用すること、さら

には人的交流、情報の交流、こうしたことを推進

することを念頭に置いております。交流活動を活

発に展開することにより、経済の活性化、また他

平成２５年３月１５日（金曜日）第１回３月定例会・第２号



－61－

市町村と差別化された魅力あるまちづくりにつな

げていき、総合的な地域振興を推進するという目

標を持っておりまして、そうした施策が展開でき

るような平成２５年度の予算編成の指示を出した

ところであります。

平成２５年度の予算編成においては、総合計画

後期計画におけるローリングで議論をされたソフ

ト事業においても予算化されたものがあります。

新規ソフト事業の計上に当たりましては、総計の

具現化はもちろんのことでありますけれども、真

に市民の皆さんが必要としているものか、あるい

はまた事業の波及効果や現在の名寄市の状況から

見て有利な展開が望めるもの、さまざまな点から

検討し、予算計上をしたところであります。また、

直接市民生活に必要不可欠な経費をしっかりと確

保したものとも考えております。従前より継続し

ております事業については、平成２５年度予算に

おいても計上しておりますが、新規事業を含め特

定の分野に偏ることのないバランスを重視した施

策を盛りつけることを重視をいたしました。しか

しながら、各分野の共通の考え方として、交流の

活性化を推進できるような事業については積極的

に予算計上をしたところであります。

国の政権交代によりまして地方交付税が削減さ

れる等国の地方財政に対する考え方も財政健全化

へと軸足を移しつつあります。また、平成２８年

度より始まる合併算定がえの削減など名寄市の財

政を取り巻く環境を決して楽観視できるものでは

ないと私も考えております。一方では、市民の皆

さんのニーズに応えて公共サービスの的確な執行

が可能な財政運営を堅持することは市の責務とし

て当然のことと考えております。予算編成におい

て総合計画後期計画を具現化するに当たっては、

毎年度のローリング作業から真に必要な事業を厳

選をし、また実施に当たっては例えば施設の場合

はランニングコスト、ソフト事業の場合には波及

効果などさまざま点から検証をすることにより、

財政に対する影響を確認することが重要であると

考えております。現状では、合併特例債や臨時交

付金など財政に対して有利な状況にありますが、

油断をすることなく、将来の公債費負担、あるい

は事業実施に必要な財源確保を見据えた健全な財

政運営を引き続き進めてまいります。

続きまして、名寄市立総合病院にかかわって、

初めに４月からの市立総合病院の医療スタッフの

見通しについてお答えをいたします。既にお知ら

せをさせていただいておりますが、佐古院長が勇

退を決断をされ、和泉副院長が新院長に就任をし

ていただくことになりました。１０年間にわたり

院長として地域医療の発展に多大な御尽力をいた

だいた佐古院長には心より感謝を申し上げますと

ともに、引き続き名寄東病院において地域医療を

支えていただけることになりました。大変心強く

感じております。和泉新院長は、前久保田院長、

現佐古院長のもとで病院経営をともに担ってこら

れた十分な経験を有しておりますので、信頼を持

って今後のかじ取りをお願いをしたところであり

ます。

３月１日現在の職員数でありますが、研修医を

含めた医師が５４人、看護部所属の看護師等は臨

時職員を含めて３１７人、薬剤師９人、医療技術

系の技師４７人で、事務系その他の補助業務の臨

時、パート職員を含めて全体で６６８人となって

おります。４月１日時点では、医師が研修医を含

めて３月末退職者１６人に対して新採用予定者が

１８人、看護部所属の看護師等が３月末退職予定

者１２人に対して、新採用予定者が２９人、２９

人のうち再任用を含めた職員が２６人で、臨時職

員が３人ということです。薬剤師が新採用１人、

医療技術系の技師が３月末の退職者２人に対して

新採用予定者が６人となっております。これは、

現在退職と採用の調整及び各種国家試験の合格発

表がされていないため確定はしておりませんけれ

ども、差し引き総数で２３人程度増加する見込み

となっております。各局、各診療科の詳細につい

ては市政執行方針でお示ししたとおりでありまし
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て、消化器内科、循環器内科、産婦人科で各１名

の増、脳神経外科で１名の減で、他の診療科にお

いて増減はありません。道内の自治体病院では、

新年度で内科医師が増員をされる病院がほとんど

ないという情報も聞いている中で、当院が増員を

されるということについて改めて派遣元の旭川医

科大学の各講座に感謝を申し上げるところであり

ます。

次に、救命救急センターの指定につきましては、

昨年１２月に道が策定をした自治体病院等広域化

・連携構想、上川北部地域行動計画、こちらにお

きましても病院のするべきこととして指定に向け

た整備をすると明記をされたところであります。

指定に関しての手続は、センター取得についての

事前協議、保健医療福祉圏域連携推進会議へ救命

救急センター事業計画書の提出、同会議での議論

審査、北海道総合保健医療協議会の同意、了承を

経て北海道からの設置要請、病院から運営承諾書

の提出、運営開始という運びになりまして、おお

むね事前協議から１２カ月から１４カ月程度必要

となると考えております。詳細については、今後

精査していくこととしております。

課題といたしましては、１０床以上２０床未満

のベッド数など基準に沿った施設の整備と救急医

療に精通した専任医師の配置、さらには４対１で

の専任看護師の配置と技師等の常時配置などが挙

げられます。中でも医師と看護師の確保が大きな

課題となりますが、医師の確保については在任中

の専門医のほか、旭川医科大学に協力をお願いし

ながら体制を整えていきたいと考えております。

また、看護師については７対１配置基準との兼ね

合いもありますけれども、より一層の努力が必要

と認識をしているところであります。

次に、病院経営の安定と今後の課題についてで

ありますが、平成２４年度の決算見通しにつきま

してはさきの市民福祉常任委員会でも報告をさせ

ていただきましたが、第３・四半期終了時点で約

５００万円程度の赤字が見込まれております。

その後１月から２月の病床稼働率収支状況を見て

みると、前年同月に比べて伸びていることなどを

総合的に判断し、おおむね収支同額の決算を想定

しているところであります。

続いて、医療を取り巻く経営環境が厳しいとの

表現に至った経過と課題について申し上げます。

先般名寄市病院事業長期計画の見直しを行いまし

た。見直し計画の中では、平成２８年度までの収

支計画について試算をいたしましたが、地方公営

企業法の改正による会計基準の見直しなどがあり

まして、収支の見通しが大変厳しい状況となりま

した。また、医業収支については２年ごとに改定

をされる診療報酬制度の動向により大きく影響を

受けるということになりますけれども、国の財政

状況や政府方針にもよりますが、過去２回のプラ

ス改定と同様の状況は見込めないといった観測も

ありまして、自治体病院協議会や公立病院連盟な

どの関係団体を通じて地域医療の確保につながる

改定を求めてまいりたいと考えております。いず

れにいたしましても、院長以下全職員一丸となっ

て病院運営に取り組んでまいります。

大項目４の名寄市立大学にかかわって、平成２

３年度に実施をされました大学基準協会による名

寄市立大学の大学評価結果では、大学の基本理念

や目的に関する学生や市民の理解度について広く

浸透しているとは言えない状況にあるので、さら

なる工夫が望まれるといった指摘がなされており

ます。あわせて努力課題として学位の授与方針、

教育課程の編成及び実施方針、学生の受け入れ方

針について教育目標に照らして適切に設定をし、

社会に対して公表するように求められました。こ

れを受けて大学では、昨年５月から学内において

検討が進められ、名寄市立大学の理念について名

寄市立大学はケアの未来を開き、小さくてもきら

りと光る大学を目指すとすることを７月に開かれ

た教授会において決定をされたところであります。

名寄市立大学は、保健、医療、福祉サービスの展

開に貢献をする人材の育成が目的であり、人を対
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象とする支援サービスにすぐれた能力を備えて携

わる人材を育むことが使命であります。対象とす

る人とは、特に子供、高齢者、障害のある人、病

気に苦しむ人などケアを必要としている人々であ

り、ケアという考え方も対象を個人とするだけで

はなくて、地域社会へ拡大すべきものとしていま

す。ケアの未来を開くとは、ケアの担い手の養成

を通じて教育、研究、実践のあらゆる場面におい

てケアの受け手とケアの担い手のあり方について

地域と連携、協働して探求をしていくことであり、

小さくてもきらりと光る大学とは、一般市民はも

とより地域の専門職にとって生涯学習の拠点とな

る高等教育機関を目指し、地域貢献機能を強く持

った信頼される大学を目指すという決意をあらわ

しているものというふうに聞いています。これら

の大学の理念を実現するために、名寄市立大学で

は昨年７月に大学の目的、教育の目標、教育の組

織、内容、方法の重点についてわかりやすく定め、

個別具体的な方針として学生の受け入れ方針、教

育課程の編成及び実施方針、学位授与方針を定め

ております。今後学内はもとより学生募集要項、

大学案内、ホームページなどに順次公表をしてい

くこととしております。また、これらの各方針等

が明確に設定されることにより、教育と研究の充

実が図られ、効果的な大学運営が期待をされます。

短期大学部の将来像についてであります。学内

における短期大学部児童学科の将来像に係る検討

の経過につきましては、平成２０年５月に児童学

科将来計画検討ワーキンググループから４年制大

学に向けて早急に着手すべき段階に来ている旨の

報告書が教授会に提出をされており、平成２１年

６月には大学及び短期大学部に関する長期的な課

題を検討するために将来計画検討委員会が設置を

され、児童学科の４大化とこれに伴う保健福祉学

部の再編、それと大学院の設置の２つについて検

討され、平成２２年３月に児童学科の４大化に関

して学科名称や付与資格、教員や施設整備に関す

る構想などが報告をされております。平成２３年

２月の教授会においては、学部の再編強化の視点

からの新学科構想が議論され、以降学内の新学科

構想と施設整備に関する作業委員会による具体的

な検討作業を行い、５回にわたり検討結果につい

て教授会に報告をされ、議論がなされてまいりま

した。平成２４年１０月の教授会に学部再編強化

と児童学科４大化による社会保育学科設置構想案

が報告をされ、承認をされております。この間の

学内議論の経過等につきましては、６回にわたり

大学から報告を受け、提案をされた保健福祉学部

の再編強化と短期大学部児童学科の将来構想につ

いてその都度意見交換を行い、議論を深めてまい

りました。大学から提案のあった学部再編強化と

児童学科４大化による社会保育学科設置構想案に

つきましては、平成２４年１１月に風連庁舎担当

副市長を座長として、関係部課長による庁内ワー

キンググループを設置をして大学設置者との検討

をしてきたところであります。検討の結果、今後

の社会経済状況の推移及び名寄市の財政計画、現

行の保健福祉学部の課題、幼稚園教諭、保育士の

就業状況、持続的、安定的な大学経営など課題は

山積しているものの、大学教授会の決定は十分に

尊重すべきものであるという結論に至りました。

したがいまして、設置者と大学で方向性を確立す

べく、平成２５年度において、後ほど述べますが、

図書館の基本計画、基本設計と並行する形で中期

的な大学の振興計画とあわせて学部再編強化と児

童学科４大化による新学科設置を前提とした準備

委員会を早期に立ち上げて、具体的な検討に着手

をしていきたいと考えております。

図書館についてでありますが、これは開学当初

からの懸案でありまして、学生の学習支援や教育

研究活動を支える学術情報基盤として、また地域

に開かれた図書館とするために平成２４年度に大

学図書館整備に係る基本構想と基本計画を策定を

したところであります。この構想及び計画に基づ

いて平成２５年度は大学図書館整備に係る基本設

計に着手をしてまいりますが、新たな図書館は平
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成２８年度に供用を開始する計画でありますが、

一方で現在使用している図書館施設を移転した後

の施設利用の課題や現在使用施設の経年劣化によ

る維持保全と適切な施設利用の課題など、大学施

設全体を見渡した施設の利活用と整備についての

検討が必要となります。

大学の将来像につきましては、ますます進む少

子化の中での名寄市立大学が立地をする地理的条

件などを踏まえて、大学に求められる社会からの

要請、公立大学としての持続的、安定的な運営な

どの課題について、中期的展望を持つために設置

者と大学関係者において平成２５年度検討を進め

てまいりたいと考えております。

名寄市の現状と課題にかかわって７点御質問い

ただきました。６番を除いて私のほうから答弁さ

せていただきます。まず最初に、庁舎のあり方を

含めて合併後の統一課題の解決についてでありま

す。平成１８年３月２７日に旧名寄市、旧風連町

が合併をしてはや７年経過をしようとしておりま

す。平成１８年から平成２２年の５年間、事務の

効率的な処理と新市の一体性を円滑に確立するた

めに多くの事業の一元化や統一または市事業へ移

行、さらには事業の終了など取り組みを進めてき

たところです。風連地区には、風連町合併特例区

を設置をし、風連地区ならではの事業、または調

整に時間を要する事業を特例区事業として取り組

み、全体でソフトランディングを図ってきたとこ

ろであります。しかし、現在もなお検討及び協議

を続けている事業もございます。これらの事業は、

名寄市行財政改革推進計画後期計画における推進

項目も含め、個別課題推進計画として取り組みを

進めております。これまで両地区では、おのおの

１００年を超える歴史の中でまちづくりを行って

きた経過がありまして、今後もそれぞれが育んで

きた歴史、文化、慣習及び特性などさまざまな要

素を相互で十分理解をし、将来の振興発展に向け

た方向性の中で統一を進めていくということが肝

要と考えております。

また、庁舎のあり方等のお話がありました。平

成１８年の合併に向けた両市町の合併協定では、

将来の新市の事務所の位置は地理的状況等を踏ま

え、新市において改めて協議するということとし、

それまでは両庁舎を有効活用するということにし

ておりまして、合併時から分庁舎の課題があると

承知はしております。名寄庁舎は、昭和４３年建

築で平成１４年度にサッシと断熱、暖房設備の交

換といった大規模な改修、平成２１年度にはトイ

レ、給湯、平成２２年度に屋上の防水、エレベー

ターの改修を行いました。風連庁舎は、昭和５５

年の建築、平成２１年度に屋上防水、エレベータ

ーの改修、２３年度にボイラー、１階フロアの一

部改修を実施をし、老朽化した庁舎の延命を図り

ながら活用をしているのが実態であります。また、

耐震診断は名寄庁舎、風連庁舎それぞれ平成１４

年、平成２２年に実施をいたしましたが、結果は

ほとんどの階層で基準を満たしていないといった

判定となり、ともに耐震改修工事が必要な状態に

あることが明らかになっております。これらの結

果から、両庁舎の耐震改修工事の実施については

総合計画後期計画への登載も含めて検討しました

が、将来像については改めて次期の総合計画にお

いて検討することとし、現庁舎の耐震化は見送っ

ております。行政サービスにかかわる費用は多額

でありまして、住民ニーズも多様化をしておりま

す。多くの市民の理解を得ながら、その優先度に

あわせて施策の展開を行っているわけであります

が、今後合併算定がえによる地方交付税の減額が

平成２８年度から始まり、最終年の３３年度には

現在と比較すると毎年度６億５００万円の減額

となります。このことも見据えながら、将来に禍

根を残すことのないように総合計画後期計画の最

終年である平成２８年度までに庁内議論を進めた

いと考えております。

次に、合併のスケールメリットを１０年をめど

に目指すということでありましたが、合併当時に

つきましては国の三位一体改革による地方財政の
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不透明さや過疎化、少子高齢化が進む中、将来に

おける市町の生き残りをかけ合併の選択に立った

ものと考えます。合併以前より両市町では人的交

流の深い地域でありましたが、合併後においても

さらなる人の往来やそれぞれの歴史、文化、特性

などを尊重し、調和を図りながら、一体感の醸成

に向けた取り組みを進めてきております。合併に

当たり合併特例法による国からの財政措置を受け

ることで、今日まで課題解決や各事業のより一層

の推進を図ることができました。また、多様化す

る住民サービスや高度化への対応についても行政

機関の持てるさまざまな人材や組織力など、より

充実した体制をつくることが可能となり、多様な

行政課題に対応できる能力の向上が図られてきた

ところです。さらには、行政組織をまとめること

で組織の効率化が図られ、中長期的な視点での効

率的な行財政運営も行えるようになりました。新

たな財産づくりも進んでおります。風連地区の道

の駅、本町地区市街地再開発を初め、名寄地区で

はきたすばる天文台、駅前交流プラザよろーな、

畜産物処理加工施設、さらに今後新たに加わる財

産として（仮称）市民ホール、市立総合病院の精

神科病棟、市立大学図書館など着実に新名寄市の

魅力が大きくなっている現状をスケールメリット

と捉えることができます。今後もより一層豊かな

自然と恵みを育み、有形、無形のさまざまな財産

を生かし、１０年先、２０年先の未来を誇れる郷

土を築き上げてまいりたいと考えております。

次に、名寄市と自衛隊のかかわりについて申し

上げます。陸上自衛隊名寄駐屯地が昭和２８年に

本市に創立をされて、本年６０周年の節目を迎え

ることとなります。私は、陸上自衛隊名寄駐屯地

は本市のまちづくりに欠かすことのできない大変

貴重な存在であると考えております。約７００

人とも言われる自衛隊員を初めＯＢの皆様、その

御家族は市内各地に居住をされ、町内会活動など

コミュニティーに大きくかかわっていただいてい

るほか、雪質日本一フェスティバルを初めとする

市内各種のイベントへの多大なる御協力、災害時

における救助活動、あるいは少子高齢化が進む中

にあって多くの若者や子育て世代が本市に居住を

することは地域の明るさや元気にもつながってい

るものと考えております。また、地域経済におい

ても自衛隊が所在することの効果は非常に大きな

ものがありまして、市民税あるいは地方交付税な

ど市の財政にも大きく寄与されているなど、その

影響は市内にとどまることなく、道北地域の各市

町村にも及んでおります。このことから、民間等

による後援会組織も市内外に多く存在をし、名寄

駐屯地を力強く御支援をいただいておりますが、

私も所在地市長として支援の先頭に立ち、より良

好で密接な関係のもとによりよいまちづくりを目

指してまいりたいと考えている所存であります。

次に、小項目３つ目です。名寄地区中心市街地

活性化についてお答えをいたします。駅前交流プ

ラザよろーなについては、名寄地区都市再生整備

計画に基づき交通結節点としてバスターミナルの

拠点施設として、観光情報や市民会館施設を併設

をし、市民はもとより観光利用者へのサービスを

提供する施設として、平成２３年１２月に着工し

て整備を進めてまいりましたが、本年４月１日に

オープンをいたします。最初に、利用促進につい

ては、施設への入居予定をしている団体との協議

を皮切りに、各商店街振興組合、名寄青年会議所、

公共交通機関、市民会館の利用団体など皆さんと

協議を行ってまいりました。集客が期待をされる

広く面積を確保したエントランスホールや３区分

して利用可能な大会議室、夏期間の利用に限られ

ますが、屋外イベントスペース及び屋上交流スペ

ースなどこれまでさまざまな御意見、要望等をい

ただいてまいりましたので、それぞれの団体と日

程や内容など具体的に取り進めてまいります。

商店街の誘導についてでありますが、よろーな

のオープン記念イベントとして、６月のアスパラ

まつりにあわせて上川まつり、７月から８月には

ジンギあり戦いといったイベントを開催予定して
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おりまして、このイベント、消費拡大事業として

イベント時の販売チケットを商店街で利用できる

ような企画などを現在検討中でございます。観光

インフォメーションでは、市内外から訪れる利用

者の皆さんに各施設、商店街、飲食店、宿泊施設

等の案内、イベントの紹介、テレビモニターやパ

ソコン端末で市内観光ＰＲ映像や災害情報の提供

を行いますが、商店街の企画やイベント情報の発

信、セールや特売等の買い物情報の発信など各商

店街と協力をし、商店街への誘導に向けて努力を

してまいります。また、中小企業振興条例による

商店街環境整備事業、町中にぎわい事業、中心市

街地近代化事業、店舗支援事業などにより各店舗

や商店街の魅力を高めるために対策や支援を行っ

ておりますが、商工会議所及び金融機関の協力を

得ながら、今後も商店街の振興もあわせて推進を

してまいります。

農業振興についてでありますが、土地利用型農

業にとっては地力の維持向上は農業経営維持のた

めに最も重要なことであります。新名寄市農業・

農村振興計画後期実施計画におきましても土づく

り対策では、１つに良質の堆肥の生産と有機物を

含めた適切な使用を積極的に推進し、地力の維持、

増進を図ると。２つ目に輪作体系への確立と土壌

診断を通して土壌管理の徹底を図ると。３つに耕

畜連携の推進と活用、４つに集約的堆肥の調査研

究を進めるといったこととしております。また、

土づくりと並行して肥料の高騰対策では土壌診断

システムを活用し、計画的な土壌診断を実施し、

効果的な施肥改善指導と施肥窒素量を加減するこ

とで経済的に良品質な作物生産が可能であるとい

ったことから、農業振興センター機能の活用も含

めて安全、安心な農作物の生産のため、土づくり

対策を進めてまいります。近隣市町でも堆肥の供

給施設を建設をし、稼働していることから、情報

収集を図りながらＪＡなどの関係機関、生産者の

御意見をいただきながら、調査研究を行ってまい

ります。

小項目５、観光振興についてであります。昨年

策定をいたしました名寄市観光振興計画では、基

本目的を交流人口の拡大による経済効果の拡大と

定めて、それらを達成するために４つの目標を定

めていますが、その中で第１の目標として市民の

満足度アップを掲げております。この目標は、名

寄市民が自慢できるまちが来訪者にとっても魅力

ある地域であるといった考え方に基づきまして、

本市のさまざまな資源の魅力を市民に認知しても

らうことが交流人口の拡大につながるという取り

組みの重要性を述べております。まず、観光振興

計画の初年度であります本年度は、本市のイメー

ジを可視化するためにメーンイメージをモチ米と

星と位置づけまして、それに基づく名寄市観光キ

ャラクターなよろうを誕生させました。このキャ

ラクターは、名寄市の観光宣伝のキャラクターと

して市外のイベントなども優先的に使用する方法

もありますけれども、まずは市民に認知をしても

らい、愛着度を高めることが重要であるといった

認識に基づきまして、市外で開催されるイベント

よりも町内会行事等の市内行事を優先的に貸し出

しをしておりまして、昨年８月末の誕生から５４

件の実績があり、週末はさまざまな団体で使用さ

れている状況で、一定の成果を果たしていると考

えております。また、地域活性化策として市内民

間会社によるキャラクターグッズの製作、販売も

されておりまして、さらなる愛着度の向上を図る

取り組みを行ってまいります。また、市民に本市

の魅力ある資源を再発見してもらうことを目的に

市民モニターツアーを２回実施をいたしました。

このツアーは、親子などさまざまな市民の方に参

加してもらうことを念頭に掲げまして、日曜日に

開催をし、市民が直接資源に触れる機会をつくる

とともに、観光資源という視点から見た意見を聴

取をする取り組みであります。このように市民が

直接ツアーの企画に参加することで理解が深まる

ものと考えております。しかし、名寄市の観光振

興をどのように進めようとしているのか、また市
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民の皆さんがどのようにかかわっていくのかなど、

担当する部署はもちろんでありますが、私も市民

との対話を大切にし、さまざまな機会を捉えて話

をするように努めてまいります。

７番の少子高齢化への対応について申し上げま

す。平成２４年度版の高齢社会白書によりますと、

日本の総人口は平成２３年１０月１日現在１億

７８０万人で、６５歳以上の高齢者人口は過去最

高の９７５万人、前年９２５万人で５０万人

増となりまして、総人口に占める高齢化率は２

３％、ちなみに前年は２０％、我が国はかつて

ない少子高齢化時代に突入をしようとしておりま

す。執行方針でも述べましたが、名寄市の１月末

の高齢化率は２１０％、全国平均を大幅に上回

っている状況でありまして、ますますこの少子高

齢化が進展をすることが予想されておりまして、

さらに今後も団塊の世代が６５歳を迎えることか

ら、そう遠くない時期に３０％を超えるものと思

われます。市政を執行していく中で市民の皆さん

の意見を反映をするために、毎年各地区において

まちづくり懇談会、あるいは各種計画策定に伴う

アンケート調査等により高齢者の皆さんの意見を

施策に反映をさせていただいているところであり

ます。

近年のアンケートの実施については、平成２２

年度に第５期の高齢者保健医療福祉計画及び介護

保険事業計画の策定に伴い、豊栄区、１４区、寺

町区、北栄区の４町内会に住所のある６５歳以上

の高齢者９１８名を対象に調査を行い、８４８名、

９３７％と高い率により多くの方から回答をい

ただいたところでございます。全高齢者を対象と

した調査につきましては、経費や労力、さらには

時間等を考えますと全調査でなくても抽出調査で

対応できるのではないかと考えておりますけれど

も、日ごろから老人クラブや町内会とも交流を図

り、多くの皆さんの御意見をいただいてまいりた

いと考えております。今後におきましても平成２

６年度に予定をされております第６期、これは平

成２７年度から２９年度までですけれども、高齢

者の保健医療福祉計画及び介護保険事業計画の策

定に伴いまして、６５歳以上の高齢者を対象とし

た抽出アンケート調査を行いますので、全国共通

の事項とあわせて名寄独自の項目も取り入れなが

ら、多くの高齢者の皆さんから要望や意見をいた

だき、今後の施策に反映をさせたいと考えており

ます。

以上、私のこの場からの答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

続きまして、私のほう〇教育長（小野浩一君）

から大項目の２、教育行政にかかわってと大項目

５の（６）、スポーツ振興について申し上げます。

最初に、市民の信頼と期待に応える教育行政の

推進についてお答えいたします。今市民が教育委

員会に期待していることとして、大きく学校教育

と社会教育の視点から申し上げます。まず、学校

教育におきましては、確かな学力、豊かな心、健

やかな体など知、徳、体の調和のとれた子供たち

の育成を目指し、学校と家庭、地域が一体となっ

た教育活動が推進されることを期待していると考

えております。また、社会教育においては、市民

一人一人が生きがいのある人生を送ることができ

るよう学習環境や学習機会を充実させ、生涯にわ

たって主体的に学び続けることができる社会が実

現されることを期待していると考えております。

このような認識のもと、新名寄市総合計画基本計

画の趣旨をしっかりと受けとめ、心豊かな人と文

化を育むまちづくりを教育、文化、スポーツ分野

における基本目標として関係部局や関係機関、団

体等との連携を図り、市民の期待と信頼に応える

教育行政を推進してまいりたいと考えております。

また、市民が期待している具体的な内容としま

しては、執行方針に示しましたように学校教育に

おきましては、１つ目は確かな学力を育てる教育

の推進、２つ目は豊かな心と健やかな体を育てる

教育の推進、３つ目は特別支援教育の推進、４つ
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目は安全、安心な教育環境の整備、そして５つ目

は信頼される学校づくりの推進など５つの重点的

な取り組みであると考えております。また、社会

教育では同様に、１つ目は生涯学習社会の提供、

２つ目は豊かな地域文化の継承と創造、３つ目は

家庭教育の推進、４つ目は生涯スポーツの振興、

そして５つ目は青少年の健全育成など５つの重点

的な取り組みであると考えております。このよう

に教育委員会といたしましては、平成２５年度教

育行政執行方針に掲げた１０の重点目標を確実に

実行することが市民の信頼と期待に応える教育行

政であると受けとめ、全力を尽くしてまいりたい

と考えております。

次に、地域の教育資源の具体的活用策について

お答えいたします。地域の教育資源とは、例えば

名寄市では変化に富んだ四季を持つ自然環境、健

康の森、道立公園等の野外施設、スキー場、カー

リング場等のスポーツ施設、天文台、博物館等の

教育施設、さらには地域の多彩な人材などである

と認識しております。また、地域の教育資源の活

用の目的は、学校教育や社会教育においてこれら

を生かして体験的な学習を行うことにより、子供

たちに主体的に学習に取り組む態度や能力を身に

つけさせること、学ぶことの楽しさや成就感を体

得させること、自然を大切にし、郷土を愛する心

を育てることなどであります。これらの地域の教

育資源が持つ意義を踏まえ、具体的な活用策につ

いて申し上げます。自然の活用としては、生活科

において自然を利用して遊ぶ活動等を行う際に身

近な公園や健康の森などを積極的に活用すること、

理科や総合的な学習の時間において環境問題を学

習する際に地域の森林や川などを効果的に活用す

ることなどを促してまいります。人材の活用とし

ましては、生活科において子供たちが身近な人々

とのかかわり合いに関心を持って主体的に活動で

きるようにするために、地域の幼児やピヤシリ大

学、瑞生大学等の方々との交流を推進してまいり

ます。道徳の時間の指導においては、郷土を愛す

る心を育てるために地域の先達の逸話を取り入れ

たり、キャリア教育では望ましい勤労観や職業観

を育てるために地域の産業の専門家等の知識や技

能を生かした活動を推進してまいります。地域の

施設としては、社会科等において地域学習を行う

際に北国博物館を有効に活用すること、体育等に

おいて冬の体力づくりとしてスキー場やカーリン

グ場を積極的に活用するなどを促進してまいりま

す。とりわけ市立天文台の活用につきましては、

名寄市教育改善プロジェクト委員会の教育資源等

の活用に関する研究グループで取り組みを進めて

まいりました。具体的には、市内の各学校で天文

台を活用した授業の実践例を集約し、プラネタリ

ウムなどの効果的な活用についてまとめておりま

す。また、中学校理科で天体の動きと地球の自転、

公転を学習する際に生徒の理解を深めるため、プ

ラネタリウムの活用を位置づけた指導案例を作成

いたしました。そのほか教材提示の仕方等を天文

台と連携してまとめ、ＱアンドＡ方式の手引を作

成したところてございます。今後は、各学校にお

いてこれら作成した指導資料を十分に活用し、よ

り効果的に天文台が活用されるよう促してまいり

ます。教育委員会といたしましては、名寄市教育

改善プロジェクト委員会の取り組みを中心として、

地域の教育資源のより有効な活用を図り、学力向

上はもとより子供たちが星空を眺めて、自分の星

座を見つけたり、名寄の自然のよさを楽しく語っ

たりできるよう豊かな学習環境づくりを進めてま

いりたいと考えております。

次に、風連地区小学校の将来像についてお答え

いたします。最初に、日進小中学校跡地の利用、

活用についてでございます。地域の文化、教育の

拠点として輝かしい歴史と伝統を築いてこられま

した日進小中学校が本年３月をもちまして開校１

０５年の歴史に幕をおろすことになりました。こ

れまで学校を支えてくれました歴代の校長、教職

員の皆様、そして地域の皆様方のこれまでの献身

的な御努力に心より敬意を表し、感謝を申し上げ
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たいと思います。

学校の跡地の利用、活用についてでございます

が、これまで数回地域の方々と話し合いを持って

きたところでございます。以前より体育館につい

てはミニバレー愛好会やテニス少年団などの利用

があり、今後も継続した利用を要望されておりま

すが、校舎を含めた全体的な利用の方策はいまだ

方向性が出ていない現状にあります。教育委員会

といたしましても関係部署と連携を深めながら活

用方法を模索しておりますが、地域においても３

月の初めに日進小中学校跡地利用等検討委員会が

設立され、協議を進める受け皿が整ったことから、

今後は地域の要望を最優先しながら、校舎跡地の

有効活用について庁内の関係部署とともに検討を

進めていきたいと考えているところでございます。

次に、風連地区小学校の将来像についてであり

ますが、風連地区においては現段階で把握してい

る児童数で、新年度では風連中央小学校１５５人、

風連下多寄小学校が８人、東風連小学校１５人と

なっています。特に下多寄小学校と東風連小学校

では、新１年生が入学しないことから、入学式が

行えない状況にあります。また、校舎や屋内体育

館についても下多寄小学校の校舎を除き昭和５６

年以前の旧耐震基準で建築された建物となってお

り、施設整備が急がれているところでございます。

教育委員会では、名寄市立小中学校施設整備計画

において適正配置計画と連動した施設整備を進め

ることを基本方針としておりますが、風連地区の

現状と将来の児童数の推移を見ると、子供たちに

とって良好な教育環境を維持していくには、近い

将来３校を１校に統廃合し、施設整備を図ってい

くことが最善の策と考えているところでございま

す。そのためにも昨年風連地区まちづくり協議会

で現状と今後の課題などについて情報提供をした

ことを今後は各校区単位で行うなど、地域との合

意形成を図りながら進めていきたいと考えており

ます。また、地域合意が得られ、施設整備を行う

段階では、現在名寄市内の小学校において導入さ

れ、響き合い、開かれた教育を目指すために有効

なオープンスペース教室の形態の導入等を念頭に

入れ、教育環境の均等化を図っていきたいと考え

ております。

次に、スポーツ振興についてお答えいたします。

市民皆スポーツは、みずからの健康維持、増進を

図ることはもとより、相互の交流を深めたり、生

涯を通じて年齢や体力に応じたスポーツ活動を楽

しむためにも大変重要なものであります。また、

市民皆スポーツの推進に当たっては、スポーツ施

設等の整備、改修や管理運営の充実など環境整備

は欠かせないものですが、同じく指導者と競技団

体等の育成や各種スポーツ大会、各種スポーツ教

室への支援などの取り組みも大切なものと考えて

いるところでございます。本年度名寄市スポーツ

推進審議会委員と名寄市スポーツ推進委員で取り

組んだ名寄市民のスポーツ環境とスポーツ意識調

査においても安心してスポーツに親しむため、施

設の充実への要望が各性別、年代ともに上位を占

める一方で、スポーツ教室や行事の要望も同じよ

うに多いことから、バランスのとれた振興が求め

られていると認識しております。今後におきまし

ても限られた財源の中ではありますが、市民が安

全、安心に利用できる施設整備に努めるとともに、

体育協会や地域スポーツクラブなどと連携し、市

民スポーツの振興に努めてまいります。

次に、行政改革と市民の健康とスポーツの振興

についてでありますが、平成２３年度に行財政改

革の推進としてスポーツ施設における無料施設の

有料化、有料施設の使用料の見直しが行われまし

たが、教育委員会として青少年の健全育成の観点

から、学校開放、市営プールや風連スキー場にお

いて児童生徒を無料または新たな定期券の新設を

するなど青少年のスポーツ振興に努めてきたとこ

ろであります。また、教育委員会では、本年１月

に今後５年間の社会教育の推進方策を示すものと

して、第２次名寄市社会教育中期計画を策定いた

しました。その中で生涯スポーツの振興策として
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スポーツ施設の整備とスポーツ団体や指導者の育

成、各種スポーツ教室やスポーツ大会の支援など、

スポーツ振興事業の推進を図ることとしておりま

す。市民の健康の維持のためのスポーツ振興は、

市民が明るく健康な生活を送るための原点であり

ますので、行政改革とは別の視点から進めてまい

りたいと考えております。

なお、各種スポーツ大会につきましては、教育

委員会主催事業として、また各協議団体により実

施されておりますが、大会によっては一定の役割

を果たし終えたり、参加者の低迷などで開催方法

の見直しを検討する時期に至っているものもあり

ます。市民の健康維持の推進を図る観点からも、

開催の意義は尊重しつつ、必要に応じて見直しも

図っていきたいと考えております。今後におきま

しても少子高齢化の中にあり、スポーツ人口の減

少が危惧されますが、スポーツや運動の必要性と

継続性、さらに楽しめる機会の場の創造を関係機

関、団体との連携のもとに進めてまいりたいと考

えております。

私のほうからは以上でございます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇９番（佐藤 靖議員）

だきました。私個人としては、代表質問というの

はそれぞれの市長あるいは教育長の執行方針に基

づいて、２５年度を中心にこれからの名寄をどう

つくっていくのかというのが代表質問ですること

であって、個別については一般質問なり、あるい

はこの後予算委員会、また年内には決算委員会が

ありますので、あるいは常設委員会や何かで協議

していくことだと思いますので、とはいっても若

干個別政策に入るかもしれませんので、御理解を

いただきたいと思います。

まず、それぞれ市長から御答弁をいただきまし

た。特にお話の中でもありましたけれども、１つ

は今回の議会の象徴的なこととしては、冒頭、初

日の日に議会としてはＴＰＰについて緊急の意見

書を採択すると。通例なら最終日ということでし

たけれども、緊急性があるということで初日にや

ったと。さらには、議長からも発言がありました。

このＴＰＰに関して、本日夕方安倍総理のほうか

ら一定の方向が示されるだろうと、参加表明がさ

れるだろうということが伝えられておりますけれ

ども、市長として改めてＴＰＰの認識と名寄市と

しての今後の対応についてお聞かせをいただきた

いと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ＴＰＰにつきましては、〇市長（加藤剛士君）

さきの政権、前政権からも議論がなされていたと

ころでありますけれども、私としては国のあり方

をどう中長期的に考えていくのかという議論なの

だろうというふうに思います。その中でこの議論

が十分に尽くされているのか、さらにはさまざま

な情報が錯綜していまして、そのものがどういう

ことなのかというのがなかなか見えにくい状況に

あるなという中で、断片的な情報によればやはり

農業あたりは壊滅的な影響を受けるのではないか

というふうにも思います。名寄市は、とりわけ１

次産業が基幹産業でありまして、１次産業をなく

してこの地域の明るいこれからの将来はあり得ま

せんし、農業そのものがある意味では日本の伝統

文化の象徴的な存在でもあるというふうに思いま

す。農業だけではなくて、さまざまな業界に影響

があるということでありますけれども、非常にこ

のＴＰＰに関しては危惧をしておりますし、これ

は常々反対の意を表明してきたところであります。

政権が困難な状況になりまして、名寄市としても

農業団体を初めそれぞれの団体とも協議をしなが

ら、今後の動きを十分見きわめながらも効果的な

我々の動きというか、活動をどう訴えていくのか

というのを協議を進めていきたいというふうに思

います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

このＴＰＰについては、〇９番（佐藤 靖議員）

一部報道でありますけれども、農業への影響が３

兆円というふうに言われて、きょうも総理が発言
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するのか、関係機関が発言するのかわかりません

けれども、影響試算というのを公表するのではな

いかとうかがえます。では、名寄市としてはＴＰ

Ｐに関して、市長も今お話がありました。議会も

姿勢を打ち出しておりますけれども、全市民的に

訴える取り組みというのはなされない。例えば近

隣なら反対集会を開く。旭川の集会には参加をし

ましたけれども、基幹産業が農業である名寄市と

して、やはり全市民に訴える取り組みというのも

早急に必要ではないかと。これまでも高速道路あ

るいはサンルダムでは集会を開いて、全市民的に

理解を求めて統一行動をしようというふうに訴え

てきましたけれども、ＴＰＰに関してはどうもち

ょっと動きが遅いような感じがするものですから、

市長は今関係機関と協議してという話をしました

けれども、私は早急的に市民にも訴える取り組み

が必要と思いますけれども、改めて見解をお伺い

します。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

改めてこの間ちょっと急〇市長（加藤剛士君）

激に動き出てきておりますので、早急にこれ動き

方を関係機関と協議を進めてまいりたいというふ

うに思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

壇上でもお話しさせて〇９番（佐藤 靖議員）

いただきましたけれども、市長１期目の３年が過

ぎようとしている今、市長に問うのは失礼な話か

もしれませんけれども、民間から３９歳という若

さで市政運営のトップになり、一番率直なところ

をお聞かせいただきたい。就任前と就任後、この

３年間で思いの違い。要するに就任前の思いと就

任してからの思いの違いというのをどこに一番感

じておられますか。今後の取り組みの中では、観

光というのに一生懸命やられて、人のきずななり

つくられてきたというのは一定評価しますけれど

も、就任前と就任後、この３年間を振り返って改

めて違いというのは何か感じておられますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

企業経営、行政経営もそ〇市長（加藤剛士君）

れぞれ与えられたというか、あらゆる地域資源、

経営資源をいかに有効に運用、活用して効果を最

大限発揮していくかというところでは同じなのだ

ろうという認識でありましたけれども、やはり行

政と民間では大きな違いもあるなというのを改め

て痛感もしています。１つには、民間企業はやは

りやった仕事の成果がすぐに数字にあらわれてく

るということでありますけれども、行政はなかな

かそうした部分が見えない。むしろそうした不採

算の部門といいますか、ところを仕事としている

というところも逆に多いということでありますの

で、こうした部分の成果だとか、なかなかそうし

たものが見えにくい。あるいは、成果を出すにも

時間がかかるというものは結構あるのかなという

ことを感じています。もう一つは、民間であれば

決断をすればぱぱっといろんな経営資源を集中し

て、意思決定をしてスピーディーな動きというこ

とができるわけでありますけれども、行政は決ま

りや制約も当然ありまして、またそれぞれ部門間

でのいろんな調整がなかなかしにくい部分もある

なと。さまざまなそうした制約もあるし、手続を

踏んでいくということも大事だというか、いうこ

とを改めて痛感をしているところであります。先

ほどの話でもありましたけれども、そのような中

でやはりみんなでやっていくのだと、オール名寄

だということが大事なのだというふうに思ってい

ます。まずは、庁内で部門間の垣根を超えて共通

の課題認識を持っていこうということ。例えば営

業戦略室を設置しましたが、営業というのはそれ

ぞれ全員が庁内で持っていなければならぬ感覚だ

と改めて思っておりますし、また部局間の横断的

なプロジェクト等もこのたびさまざまな事業で設

けまして、従来のそうした縦割りの排除といいま

すか、みんなで課題を解決していこうということ

に鋭意努力をしてきたつもりでありますし、先ほ

ど観光の話もありましたけれども、観光交流振興

協議会はオール名寄の体制でそれぞれの民間の団
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体とも連携をして、みんなでこの名寄を営業して

いこうということで現在も取り組みを進めている

ところであります。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

多分今市長がおっしゃ〇９番（佐藤 靖議員）

られたことを要約すると、スピーディーな行政と

いうか、そういう意思決定機関を含めて緊急に対

応していくという。それも１つやっぱり民間の発

想を持ってやっていくということだというふうに

理解させていただきます。

もう一つ、市長は名寄市は有形、無形の財産を

誇ると。大きな可能性を秘めたまち、それは答弁

の中でもいろいろるるお話にありましたけれども、

私はある意味で財産というのはもう一つ、一方の

柱としてはやはり名寄らしい衣食住をどうするか

ということがあるというふうに思う。食の部分に

ついては、いろんな議論があっても煮込みジンギ

スカンを含めて新たな食というのが出てきており

ますけれども、衣と住、昔市長も在籍されていた

青年会議所が北方圏ジェットとよく昔やって、北

方圏に行って見てくると衣食住が一定程度確立さ

れているということで、一時期各市町村とも衣食

住というのを重点に置いて取り組んできたわけで

ありますけれども、名寄市も一方ではやっぱり名

寄らしい衣、名寄らしい住というのも考える必要

があると思いますけれども、市長の見解をお伺い

しておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか難しい質問であ〇市長（加藤剛士君）

りますけれども、本当にあらゆる部分での名寄ら

しさを追求していくことがこの地域の振興につな

がっていくというのはもちろんだというふうに思

います。衣食住も含めた地域の文化というのをこ

れからどう再認識をし、磨いていくかということ

にもぜひ尽力をしていきたいというふうに思って

います。

先般３月１３日、テッシ・オ・ペッ賑わい創出

協議会って名寄市が中心となって天塩川流域の１

３市町村で構成をしている協議会で、天塩川のフ

ォーラムが開催されたわけですけれども、改めて

この地域に相当な外からの移住者が実は住みつい

ていて、この地域が大好きで、この地域の歴史文

化、そうしたものに触れて、本当にこの地域の応

援団として活躍してきている皆さんのお話を聞か

せていただいて、この地域はやっぱり我々は住ん

でいてはなかなか気がつかないものの魅力という

のがたくさんあるのだと。そういう人たちがまた

住んでいただいているということで、改めて何か

自信にもつながったところであります。こうした

外からの移住された皆さんからの目線も含めて、

この地域の特色ある文化だとか、そうしたものを

さらに推し進めていくことで地域人口、交流人口

の拡大、移住、定住等さらに進めていきたいとい

うふうに考えています。ぜひ議員の御提言もしっ

かりと受けとめさせていただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

この衣食住について、〇９番（佐藤 靖議員）

名寄はある意味で基礎があるというか、北方圏ジ

ェットをやっているときに１つは帽子をかぶろう

という取り組みをしたらどうだという意見があり、

やはり熱は一番頭から熱が行くということで、冬

見ればロシアの方々というのはほとんど帽子をか

ぶっていらっしゃるというの、あれがある意味で

は北国らしい服装。服からいえばもう一つは、士

別のサフォークみたいにやっぱり地域資源を生か

してしていこうと。もう一方、住のほうを考えれ

ば、名寄はなよろっぽい家づくりという業者の方

が入って組織されているという基礎がありますの

で、ぜひ行政が主導的になるのか、つくられてい

る団体が動くのかは別にしても、衣食住という３

つの３点セットをやはり名寄らしいものにしてい

くと。それがある意味で台湾、雪のない国から名

寄に来たときにやはりそういう文化というのも１

つお伝えできるのかもしれないですし、ぜひこれ

は観光の中で御協議をいただきたいと思います。

次、パブリックコメントの関係でも市長から御
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発言がありました。私は、パブリックコメントに

ついてはさきも述べさせていただきました。会派

の市政報告会の中でもわかりづらいと。ある意味

年配者にしてみれば、広報だとかインターネット

を見ろといったってそれは無理と。その中で１つ

出てきたのは、重要課題についてはやはり以前や

っていたように市民説明会というのをきちっとや

ってもらって、市側の考え方と市民の考え方が一

致するかしないかは別にしても、やっぱり意見を

交わす場というのがだんだん、だんだん少なくな

ってパブリックコメントというふうにいっている

のではないかという御指摘がありました。私も一

方では、重要課題についてはやっぱり市民の皆さ

んと直接お話し合う市民説明会みたいのが必要だ

と思いますけれども、市長はそういう認識で、御

見解をお伺いしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

パブリックコメントにつ〇市長（加藤剛士君）

いてのわかりにくさとか市民説明ということであ

りましたけれども、パブリックコメントについて

は導入２年経過して、初年度が１３件、本年度は

本日現在で１６件と。意見提出もＦＭさんで今情

報発信を、新たな取り組みという、やっていると

いうことで、少しずつ意見もふえてきておりまし

て、先ほども話したとおりパブリックコメントの

さらに効果的な運用ということで、少しずつこれ

らの工夫の成果は出ているのではないかというふ

うにも思っていますが、一方で今のお話のあった、

どうしてもやっぱりわかりにくいという方もいら

っしゃるという声も事実なのだろうと思います。

過去には、市立大学の４大化のときでありますと

か合併のとき、さらに総計のとき等でも市民の皆

さんと一定程度の説明会や懇談会等をやってきて

いるというふうに思います。事案、事案によって、

全てということになると、またこれはその労力と

経費を考えたらどうなのだという話はありますの

で、必要に応じてということになりますけれども、

そうしたわかりやすい市民説明会なるものもぜひ

これは実施検討してまいりたいというふうに考え

ております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

今だからこそ、市民と〇９番（佐藤 靖議員）

の協働の名寄づくりというのが必要。そのために

は何が大切かという意味ではコミュニケーション、

地域の声を聞くと。先ほど６５歳以上の皆さんに

アンケートをとったらいいのではないかという話

を壇上でさせていただいて、日ごろから町内会や

老人クラブの皆さんの意見という話もありました

けれども、やはり一番大切なのはそういうこと。

重要な課題であればあるほどそういう説明会とい

うのをしっかりやっぱりやっていくのが大切。パ

ブリックコメント自体が悪いというふうでは全然

ないですけれども、そのことが新しい名寄市、協

働の社会をつくると思いますので、ぜひ市長を先

頭に必要に応じて市民説明会を開くということも

意識をされていただくことを期待しておきたいと

思います。

次に、健全な財政運営の関係で、地方自治体に

とって欠くことのできない健全財政というのは宿

命のようなものでありますけれども、その意味に

おいて２５年度に負担金及び補助金の見直しとい

うのを行う方針が示されましたが、この見直しの

基本的な考え方についてお示しをいただきたい。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今年度負担金、補助金を〇市長（加藤剛士君）

見直すということで、５年ごとに一定程度の検証

をしてみるということでやらせていただきますが、

これにつきましては会費的な負担、あるいは団体

の運営に対する補助金などを中心に予算査定のヒ

アリングなどを通じて効果的なものか見直しをし

ているといった、その経過を踏んでいます。また、

一方で今後のまちづくりや将来における名寄市の

あり方を考えたときに、これらを推進するために

必要な補助金については、これまでも議会とよく

相談をしながら予算を計上させていただいた経過

もございます。効果的な適切な補助金かどうかの
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一定の判断というのは、サンセット方式等々さま

ざまな手法も考えられます。ぜひ今のところの段

階では、２５年度の見直しはさまざまな側面から

見直しができるように検討していきたいというと

ころでございます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

必要に応じて負担金、〇９番（佐藤 靖議員）

補助金の見直しというのは私も重要な課題だとい

うふうに思いますけれども、その視点においては

いろんな団体の皆さんの活動を阻害するとは言い

ませんけれども、活動を支えるという見地もやは

り持っていただきたいし、そこは活動が逆にこの

見直しで一定程度線を引くのではなくて、いろん

な団体と話し合う機会、先ほども申しましたけれ

ども、コミュニケーションをとる機会というふう

に捉えていただいて進めていただければというふ

うに思いますので、よろしくお願いをします。

日進小中学校の跡地については、基本的に教育

長のお考えはわかりました。教育長、きょう朝テ

レビごらんになりましたか。ＴＢＳ系で今小学校

の廃校が全国で０００校を超えていると。そう

いう中で従来あった補助金を受けておいて、廃校

にしたから補助金返すという制度がなくなったと

いうこともあっていろんな活用策がされている。

紹介されていたのは、民間会社がハムの工場にし

たと。学校は窓が多くて通風性が高いので、一番

いいのだということで紹介されておりましたけれ

ども、一番は潰すということは簡単なことかもし

れませんけれども、施設を有効的に使うというの

も１つ見地ですし、その前提は地域の皆さんとし

っかり話し合うことだと思いますので、ここはひ

とつ焦らずじっくりあの地域を学校がなくなるこ

とで衰退することなく、さらに発展して名寄市の

可能性を追求できる施設にすることをこれはお願

いをしておきたいというふうに思います。

時間の関係もありますので、残る個別課題はこ

れからの委員会でやりたいと思います。１つ、名

寄市立大学の関係でありますけれども、市長御承

知のとおり国公立大学の独立行政法人化というの

が進んでおります。市立大学についても将来的な

一つの課題だというふうに受けとめられますけれ

ども、特に今回はケアの未来を開き、小さくても

きらりと光る魅力ある大学という新たな大学像も

設置されてきたようでありますから、会計制度の

あり方という、従来名寄短期大学の当時は特別会

計。それを一般会計の教育費の中に織り込んでい

る。そういうことが新たにこういう大学、本当に

地域にきらりと光る大学にするためには、この会

計制度も一定程度見直すことも必要ではないかと

いうふうに思いますけれども、市長の見解をお伺

いしておきたい。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

市立大学は、特別会計か〇市長（加藤剛士君）

ら一般会計になったと。そんな経過ということで

ありますけれども、大学の予算、決算は平成元年

まで特別会計で処理しておりまして、一方、国基

準の決算統計では一般会計と合算をして普通会計

として処理していたと。これがいかがなものかと

いう監査の指摘もあって、議決をいただいて特別

会計を廃止をして一般会計に組み入れた経過があ

ると承知をしております。この会計を単純に特別

会計に分離するということでのどうなのかという

ことで、そのことについて特に大学の運営上支障

があるというふうには考えてはおりません。今現

在も区別する形での決算数値も必要に応じて出さ

せていただいておりますし、特別会計で処理した

としても授業料の学生納付金だけで当然大学運営

は全て賄えませんので、交付税も含めた一般会計

からの繰入金で調整をするということになってい

るということであります。一方で、今独立行政法

人化の、独法化の話もございました。これは、大

学運営、経営の自主性を高めるという観点から、

多くの公立大学が独法化をしている現実もありま

して、独法化については今後の大学の経営あるい

は教育、研究活動も含めた点について、ぜひこれ

はこれを視野に入れて研究していかなければなら
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ないと。検討課題だというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

独法の関係はそのよう〇９番（佐藤 靖議員）

に思いますし、今の会計制度に支障があるという

認識は持っていませんけれども、名寄市立大学の

存在意義、存在価値をより認識するため、高める

ためには、もう一回独法を時期を含めて検討され

てもいかがかなという思いで訴えることでありま

すので、今の会計制度に問題があるということで

御指摘をさせていただいたわけではありません。

それと、大学にかかわっては、これも時間の関

係であれですけれども、ことし大学のグラウンド

をああいうふうに排雪で使いました。ことしのよ

うな大雪のときには確かにいい決断だったという

ふうに思いますけれども、このような大学像を持

つ大学として、全国からある意味では学生が集ま

っている大学として、自分の学校の敷地内に排雪

が、雪がずっとたまっていくと。大学のほうでも

あのグラウンドを使ってサークルがあるわけであ

りますので、見ばえも含めていかがかなという感

じはします。今回の特例としていい決断だという

評価はしますけれども、これが恒常的に続くよう

なことではやはりどうかなと。それだったら、や

っぱりもうちょっといろんなところに排雪場所を

やることを考えたほうがいいのではないかと思い

ますけれども、その辺の見解をお伺いしておきた

い。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大学のグラウンドの雪堆〇市長（加藤剛士君）

積についての御質問がありました。議員御指摘の

とおりでありまして、今回超緊急的な対応という

ことで、ダンプも非常に足りない中で、排雪ダン

プの回転率をどうしても高めなければならないと

いうことでの措置でありまして、今期限りの措置

だというふうに考えております。お話しいただい

たとおり、やはり市街地区に新たな堆積場を今も

鋭意努力をして検討しているところでありますけ

れども、そういうことで今後来年度以降は対応し

ていきたいというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、よろーなの関係、〇９番（佐藤 靖議員）

中心市街地の活性化の誘導策の関係でありますけ

れども、その前に１つこれは１２月議会でも御指

摘をさせていただきましたけれども、今のよろー

な３６台の駐車場ではとてもではないけれども、

狭いので、新たな方策をということで御検討がさ

れていると思いますけれども、その経緯について

お答えをいただきたい。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年１２月の第４回定例〇市長（加藤剛士君）

会で佐藤議員、また東議員からもございましたか、

この駅前交流プラザよろーなの駐車場の問題、そ

の隣接する土地の買い上げの問題も含めての御提

言もいただきました。現在先方にそのお話をさせ

ていただいている段階でありますけれども、今の

ところまだ具体的にこうだということをお話しで

きる段階ではありません。改めて皆さんにお示し

できることになりましたら、また速やかに報告は

させていただきたいというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

この課題については、〇９番（佐藤 靖議員）

頓挫はしていないということで御理解をさせてい

ただいて、相手のいるお話でありますし、より利

便性を高める見地で一汗、二汗、三汗かいていた

だければというふうに思います。

ただ、誘導策について御答弁いただきましたけ

れども、本当にそういうことが誘導策になるのか

なと。やはり私は、イベントのときでなくて通常

を含めてどうやってあそこに集まった人たちが中

心街に流れるのかと。そうするときにやっぱり５、

６丁目の商店の個店の協力というのは欠かせない

でしょうし、ある意味では駐車場を確保したとし

ても５、６丁目にある全駐車場を例えばイベント

時に開放すると。そのときにイベントをやったと

きに車まで戻るときに商店街でどうやってお客様

を引き込むのか、あのにぎわいをどうやって戻す
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のかというか、そういう取り組みがやっぱり必要

だと。そのためには、やっぱり商工会議所と、あ

るいは５、６丁目の商店街の皆さんの意識の改革

というのが重要な鍵になると私は思いますけれど

も、市長の見解はどういうふうに考えますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、商店街の皆さんの〇市長（加藤剛士君）

理解と協力も必要だというお話ありましたけれど

も、いわゆる誘導に対しては。何のために誘導す

るかといえば、商店街の皆さんにできるだけ活性

化をしてもらいたいというためでありまして、そ

この主語と述語が逆になってはいけないなと。や

っぱり商店街の皆さんが主導的な立場でよろーな

も含めて利用していただき、誘導していくために

主体的に活動していただく。そのために我々はど

うバックアップできるかということなのだろうと

いうふうに思います。そのために今お話は最初に

させていただきましたけれども、いろんなイベン

トを通じてそうした仕掛けはどうでしょうかと。

我々からも投げかけをしますけれども、そうした

中でぜひ商店街の皆さんからもいろんなアイデア

をいただきながら、さっき言ったオール名寄では

ないですけれども、そうした体制の中で地域のに

ぎわい振興をつくっていくということに尽きるの

かなというふうに思っています。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

私もそうだと思います。〇９番（佐藤 靖議員）

もう一つは、やっぱりシャッターが閉まっている

お店屋さんをどうやって店舗をあけていただくか

と。中に何もないので、あけてもどうしようもな

いのですけれども。そのときにやっぱり名寄市内

は、それは名寄地区、風連地区もそうであり、い

ろんなサークル活動、同好会というのが組織され

ている。そういう人たちの例えば作品展を開いた

り、そういう人たちが自分たちの活動をお知らせ

する場にすると。ただ、名寄の場合はどうしても

店舗を借りると賃借料がえらく高いというのが借

りる側の意向としてあるものですから、そういう

ときに借りやすいように、やっぱりそこで行政は

支援するということも必要だというふうに私は思

いますけれども、市長の考えをお伺いします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

中小企業振興条例の中で〇市長（加藤剛士君）

も空き店舗に対しての助成制度だとかというのが

ありますけれども、なかなかその辺がそうした細

かいニーズにまで使いやすくないものなのかもし

れませんし、そうしたニーズがたくさんあるとい

うことも今議員からも御提言をいただきましたの

で、ぜひこれはまた改めて中小企業振興審議会等

の皆さんにも投げかけをさせていただいて、その

中で議論し、また新しい制度の検討を進めていき

たいというふうに考えます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間の関係もあります〇９番（佐藤 靖議員）

ので、残る課題はまた違う時期と考えますけれど

も、１つ市民皆スポーツの関係でお伺いしておき

たいと思います。今回定例会開会前にうちに、宛

名は私ですけれども、裏は何も書いていない１通

の封書が来ました。あけると北海道新聞の「読者

の声」がただ入っていて、そこに印がしてあって、

このように張り紙がしてあるだけでありますけれ

ども、これは何を書いてあるかというと、富良野

市のスキー場が小中学生にシーズン券を渡したと。

それが非常に親子でスキーができて楽しかったと

いう、その投書を書いて、この方はお名前もわか

りませんけれども、スキー、今はもう市技として

指定はしておりませんけれども、スキーが市技で

あった名寄市としてスキー人口の底辺拡大のため

にこういう取り組みをぜひすべきではないかとい

う話であります。今うちの長男坊が長野県にいま

すけれども、春休みで帰ってきているのですが、

スキー行きたいと。名寄にいるころは片道４００

円、帰りには無料のバスの乗車券くれて、それで

帰ってきたけれども、今４００円、４００円で往

復８００円かかると。あそこまで行って、それは

４時間コース、リフト代にお金かかって、なおか
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つおなかがすいたら御飯食べるとやっぱりいいお

金がかかると。これは、うちはもう大学生ですか

らいいですけれども、やっぱり小中学生にとって、

今特に親御さんが共働きをしている家庭にとって

スキー場に行くということに対する、もっと行き

やすいもの。子供が行けば必ず親も行く時間がで

きるわけでありますので、私は名寄市の独自の取

り組みとして、これは富良野に学ぶことではない

のかもしれませんけれども、やはり小中学生のス

キーの無料化というのも１つは施策として考える

こともあってもいいではないかと思いますけれど

も、市長の見解をお伺いしておきます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

市民皆スポーツというこ〇市長（加藤剛士君）

とで、冬のスポーツの振興につきまして名寄市の

独自の条例であります名寄の冬を楽しく暮らす条

例、こうした趣旨にのっとりましてさまざまな取

り組みを行っています。その中で今スキーの振興

の話ありましたけれども、現在も振興公社に指定

管理委託していますけれども、シーズン中５回ス

キーこどもの日というものを設けて、中学生以下

のリフトの無料サービスを継続しているところで

あります。その他、さまざまな企画をし、子供た

ちに来ていただくような取り組みの中で、私は市

民の皆さんに一定程度周知はできているものとい

うふうに思っています。富良野市の事例挙げてい

ただきましたけれども、富良野市のスキー場は民

設民営であって、その設置背景も全然違いました

し、今までの地域とのかかわりも全く名寄市とは

違ったものであったということで、ここはなかな

か一概に横で比較はできないものなのかなという

ふうに思っているところであります。社会教育、

体育施設の使用料の考え方、受益者負担というの

がやはり基本的な考え方ということでありまして、

しかし全ての受益者負担ということではなくて、

スキー場の例も含めて教育施設、市の税金も入れ

て２５％から３０％の負担をお願いしているとい

うところであります。しかし、新市として２８年

度までに使用料、手数料に関しては全体の見直し

を行うということも示しておりまして、今議員か

らいただいた意見もぜひ踏まえながら、改めて使

用料、手数料の見直しについて行ってまいりたい

というふうに考えています。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

最後に、時間もなくな〇９番（佐藤 靖議員）

りました。名寄市と自衛隊のかかわりということ

で、６０周年の記念の関係は後ほど同僚議員が質

問すると思いますが、１つ、これは全く関係ない

といったら関係ないのですけれども、ことしの自

衛隊の新年交礼会でたまたま同じテーブルに大分

からいらしたという子供３人持っている方がいて、

その方が名寄市に冬の遊び場がないと。サンピラ

ーパークや何かあるのですけれども、町中に例え

ば公園で子供を連れてお母さん方が行く。公園で

触れ合って、いろんなつながりができる。ところ

が、冬になると閉鎖になって遊ぶところがないと。

集まる、集うところがないというお話がありまし

た。そういうところがあれば子育ての問題、生活

上の問題、いろいろお話しできるのだけれども、

どうしても冬期間だけ疎遠になってしまう。また

春から公園が開いてから、久しぶりねということ

になると。ぜひ名寄にそういうところがつくれな

いのですかというお話がありました。実は、２０

年前にも自衛隊の若いお母さんからそういうお話

をいただきました。当時赤部教育長でしたので、

赤部教育長にそのお話をしたときに、初めは文化

センターの多目的ホールで使っていないときにち

ょっと開放しようか、あるいは和室を開放しよう

かというお話もありました。ところが、なかなか

難しいということで、スポーツセンターの格技室

をそれにしようということで、お母さん十五、六

人全員行ってもらって担当職員とお話しするとい

う時間を設定したのですけれども、たまたまその

日が決算委員会を開いていて、教育費の審査で係

長以上全員こっちに来ていて、向こうにいた職員

が全くその話を聞いていなかったので、そんな話
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はできませんということで断って、すごく憤慨を

してお母さん方は全員帰って、そのお話は立ち消

えになっていたのですけれども、今になってもま

だそういうことが名寄はできないのですかという

お話がありました。これは、ある意味で市長がお

っしゃるように名寄市と自衛隊の隊員の皆さん、

全国から来ている皆さんとのつながりを高めるた

めにも私は一定考える必要があると思いますので、

市長と教育長からそれぞれお一言ずつもらって、

終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ市民皆スポーツ、特〇市長（加藤剛士君）

に冬のスポーツということで、いろんな形で冬の

スポーツに触れていただきたいなという思いがあ

りますし、また道立サンピラーパークに関しては

冬期間も遊戯施設等も含めてあると。しかし、遠

いということもあるのかもしれません。市民ホー

ルが今後新しく２６年秋口にオープンをします。

この中のホワイエの中に一部そうした、そんなに

大きくはないかもしれませんけれども、スペース

やちょっとした図書スペースも充実させるという

ことでありますので、ここがまた新たな子育て世

代も含めた多世代の交流の場になれるような仕掛

けもぜひ考えていきたいというふうに思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今市長のお話と大分重〇教育長（小野浩一君）

なりますけれども、教育関係の施設として考えて

みれば、一応図書館の児童室ですか、それと風連

分館の利用が可能なのかなと。そこで読み聞かせ

の実践もやっておりますので、その辺を利用して

いただくのと、あと私ちょこちょこ道立公園のサ

ンピラー交流館行くのですけれども、あれは非常

に子供たちに人気がありますので、その辺の活用

をぜひ促していくことが今の段階では最善なのか

なと。また、市長からありましたように今後市民

ホールで多世代交流スペースありますので、これ

の活用も視野に入れていろいろ検討していきたい

なと思っております。よろしくお願いします。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

市長の基本的政治方針及び財政運営について外

５件を、佐々木寿議員。

ただいま議長から〇１１番（佐々木 寿議員）

御指名をいただきましたので、通告に従い市政ク

ラブを代表いたしまして質問いたします。午前中

の代表質問と重複することがありますが、御答弁

のほどよろしくお願い申し上げます。

まず、第１点目は、市長の基本的政治方針及び

財政運営について伺います。市長就任から３年と

なり、残すところ１年ですが、３年前の政権交代、

そして東日本大震災、さらには昨年末の政権交代

という国の極めて重大な情勢の中での市政執行だ

ったわけであります。市長は、３年前の執行方針

で大きな変革のときを迎えている。このときだか

らこそ、１０年先、２０年先を見据えてあらゆる

力を結集し、まちづくりに臆することなく取り組

むと述べられました。そこで、３年間の評価と最

終年の決意について、市民主役のまちづくりにつ

いて伺います。将来像は、市民が主体的に議論し、

市民的な合意を形成すべきですが、今後のプロセ

スに対する考え方、そして市長の選挙公約で掲げ

ていた民間会社名寄市の検証及び庁内の認識につ

いて伺います。

また、会派の政策要望の認識と反映について、

年末に市政執行に対する要望を提出し、２月当初

回答をいただいたところであります。会派の要望

に対する理解を示され、前向きに検討していただ

くことを期待いたしておりますが、回答の中で北

海道縦貫自動車道剣淵士別から名寄間の早期着手

の要望とは裏腹にいまだ見通しがないこととなっ
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ており、産業、観光、救急医療に大きな支障とな

っております。また、道の駅等の接続に関してど

のような見解をお持ちなのか伺います。

次に、昨年末政権がかわり、長引く日本の経済

低迷から何としても脱却しようと動き出しました。

当市の経済にも大きな変化を期待するものであり

ます。しかしながら、現況は厳しい景気低迷の中

での新年度予算編成が行われました。当市は、地

方交付税の構成比は４１％と高い状況にあり、

さらには自主財源も構成比が２２％と低く、経

済低迷や少子高齢化社会は将来的に厳しい財政状

況と運営を強いられることが予想されます。そこ

で、平成２５年度当初予算編成及び財政運営につ

いて、地方公務員の給与削減に伴い地方交付税の

削減となるが、今後の財政運営の考え方について、

税収環境に対する認識と税源確保の見通しについ

て、長期的財政健全化を図るため、重視すべき財

政運営について伺います。

大きな２点目、保健、医療、福祉行政について。

健康であることが最大の財産です。自然環境、社

会、生活環境が半世紀の間に変化し、保健、医療、

福祉事業がフル回転しております。当市としても

あらゆる対応に努めているところであります。そ

んな中で特に４点について市長の考えを伺います。

健康づくり事業の検証及び推進させるための基本

的な考え、特に健康増進事業について伺います。

次に、低所得者福祉の検証と自己更生の課題に

ついて伺います。低所得者層の生活実態とこれを

取り巻く社会情勢、福祉需要の実態は多岐にわた

っており、多様なニーズについて全てを法的な福

祉サービスでは対応できないと認識しております

が、しかしながら満足度を少しでも上げるような

取り組みとしなければならないと考えております。

当市として特に生活保護受給者の福祉の検証と自

己更生の課題について伺います。

次に、今後市の総合人口減少とともに一層高齢

化が進展することが見込まれます。当市は、高齢

者世話つき住宅に居住する高齢者に対し、名寄市

が生活援助員を派遣して入居者が自立し、安全か

つ快適な生活を営むことができるよう、その在宅

生活を支援する事業となっているシルバーハウジ

ングでの生活援助員派遣事業の検証と評価につい

て伺います。

次に、超高齢化社会の到来に伴い、医療ニーズ

が急速に増大する中で、今後の医療を支えるため

にはより効果的、効率的な医療の提供が求められ

ており、これには医療提供体制の抜本的な見直し

を進めております。その中で看護職に対しても役

割を最大限に発揮することが期待されており、厚

労省において看護師の業務を見直す方向で審議、

検討が行われているところであります。そこで、

医療の中心的で重要な地位と役割を担っている当

市としては、いち早く関心を持って対応を考える

べきと思いますが、医師が頻繁に訪問できない在

宅医療や高齢者医療業務、将来の特定看護師の見

解について伺います。

大きな項目３点目について、生活環境、都市基

盤について伺います。国交省は、昨年１１月１２

日、本体工事が凍結されていたサンルダムの事業

継続を決定いたしました。早ければ２５年度に本

体着工が見込まれています。そこで、サンルダム

本体工事着手を踏まえて、将来の安定、安全、良

質な上水確保及び拡大の構想の実現に向けて今後

の対応について伺います。

次に、下水道整備のピークは既に過ぎており、

今後は老朽化施設、設備の更新が中心となる長寿

命化を推進するため、２４年度からスタートした

第２次下水道事業中期経営計画が初年度の状況か

ら見通して達成可能か伺います。

次に、災害の比較的少ない当市としてもいかな

る災害に対しても被害を最小限にとどめるために

防災対策に一生懸命取り組んでいるところであり

ますが、人はそれぞれ活動する範囲が限られてい

ます。一人一人の特性を考えた防災対策を講じな

ければなりません。防災というのは、ハードとソ

フトの両面が必要ですが、それを実際に担うさま
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ざまな人にとってはそれぞれの役割と戦略があり

ます。その中にあってきめ細やかさという点でど

うしても限界があると思われますが、当市のきめ

細やかな防災対策の検証と評価について伺います。

大きな項目の４点目は、基幹産業として地域の

発展を担ってきた農業、農村の振興について伺い

ます。初めに、全般的な観点で農業労働力、経営

管理能力、資金調達の取り組みの検証と評価につ

いて伺います。

次に、農家の高齢化が進む中、将来の農業を支

えるには若い新規就農者が欠かせません。しかし、

現実には新規就農者にとってさまざまな障壁が考

えられ、思うような推進が図られておりません。

次代を担う若い後継者を確保するための対策、地

域の支えが急務と思われますので、次のことにつ

いて伺います。新規参入者の検証、課題、対応に

ついて、特に農地確保や多額な資金、近所づき合

い等の高いハードルの解消の考えについて伺いま

す。

次に、生産技術を磨いたり、経理、経営、商品

開発等の技術を向上させることにより企業的な経

営を実現できれば、高収益農業を実現する可能性

は十分にあるように思われますし、そのような農

業を実現してこそ、農業は雇用の受け皿にもなれ

るのではないかと考えますが、収益性の高い農業

経営の取り組みの検証、評価、販路拡大、施策の

検証、評価について伺います。

大きな５点目、産業振興策、特に商工業にかか

わって質問いたします。経済、雇用対策の取り組

みの検証について、地域経済を持続可能な産業構

造へとどのように再生、転換を図っていくのか、

構想について伺います。

また、中心街のにぎわい、経済活性化が大きな

課題としてきましたが、改めて中心市街地の活性

化について、これまでの議論の経緯と内容はどの

ようなことだったのか、またまちの顔となる商店

街が衰退の域にあるが、活性化のための対策はど

のような構想であるのか伺います。

次に、企業誘致の取り組みについて伺います。

将来を鑑み、企業誘致構想の議論、そして誘致の

有無はどうなのか、誘致するのであれば企業誘致

は経営であり、地域間競争となり、トップセール

スとしての考えによるところが大きいわけであり

ますが、現状での見解を伺います。

大きな項目６点目、教育行政について。完全学

校週５日制のもと、各学校がゆとりの中で特色あ

る教育を展開し、子供たちに学習指導要領に示す

基礎的、基本的な内容を確実に身につけさせるこ

とはもとより、みずから学び、みずから考える力

などの生きる力を育むということを基本に平成２

３年度から本格実施されている小学校学習指導要

領に基づく児童の学習の実現状況はどのようなも

のだったのか伺います。

あわせて土曜授業のゆとり教育等の導入による

検証と評価は、それに伴う学力向上とコミュニケ

ーションの検証と評価は、今後の推進方針につい

ても伺います。

次に、学校においては学校保健、学校安全、学

校給食のそれぞれが独自の機能を担いつつ、相互

に連携しながら、児童生徒の健康の保持、増進を

図っているところですが、健康教育と安全確保の

検証と評価はどのようなものだったのか、特異な

な課題や今後の推進に当たって留意すべき事項が

あったのか伺います。

次に、総合計画の高等学校教育の振興で施策の

基本的な考え方は、社会情勢や高等学校教育のあ

るべき姿を見据え、関係機関との連携を図りなが

ら魅力ある高校づくりに向けた市民ぐるみの支援

体制を強化し、就学機会の確保に努めるとありま

すが、その取り組みや今後の推進をどのようにな

さるのか伺います。

次に、認証評価の結果、大学基準に適合の認定

を受け、さらに認定期間は２０１９年３月３１日

までとなりました。そこで、大学の評価を踏まえ

た水準向上は、社会貢献の検証と評価はどのよう

に考えているのか、将来に向けて大学運営に関し
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将来考慮すべき特異的な事項について伺います。

以上でこの場からの市政クラブを代表しての質

問といたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木議員からは、大項〇市長（加藤剛士君）

目で５点にわたり御質問いただきました。教育行

政以外に係るところをまず私のほうから答弁をさ

せていただきます。

まず、大項目１、（１）、３年間の評価と最終

年の決意についてであります。市民が主役のまち

づくり、これは私の公約の一つでもありました。

また、本市のまちづくりの基本ルールを定めた名

寄市自治基本条例が目指す地方自治の真の姿であ

ります。このことから、名寄市自治基本条例の具

体化が市民主体のまちづくりを推進する最大の原

動力であると考えておりまして、この間市民への

積極的な情報提供と市民参加を保障するために従

来から実施をしている方法の工夫、充実のほか、

情報提供ではフェイスブックによる情報の提供の

開始でありますとか、市民参加ではパブリックコ

メントを実施をするなど新たな手法の導入にも取

り組んできたところでありまして、今後もさらな

る工夫、あるいは複合的な活用によりまして市民

との連携、協力を進めてまいりたいと考えており

ます。

また、市民主体のまちづくりには地域のコミュ

ニティーが果たす役割が大きいといったことから、

町内会連合会と連携をした取り組みの推進、ある

いは町内会活動への支援のほか、今後の新たな地

域課題への対応として期待をされる地域連絡協議

会への支援を行ってきたところでありまして、今

後とも現状と課題を把握をし、検証しながら取り

組みを継続してまいりたいと考えております。

次に、民間会社名寄市的発想の検証と庁内認識

についてということであります。地域間競争が激

しくなる中で、民間出身の市長としてトップセー

ルスと、また恵まれた財産を生かした観光振興、

交流促進等々により全国へ向けての情報発信、名

寄市を売り込むための各種機構改革による営業戦

略室の設置、あるいは観光振興計画の策定とその

推進、さらには駅前交流プラザよろーなの整備、

各種イベントの開催、フェイスブックの導入、東

京都杉並区への職員派遣、さまざまな取り組みを

進めてまいりました。この間の取り組みと事業の

広がりに確かな手応えも感じる一方、さらなる時

間と一層の取り組みの必要性も感じているところ

でもあります。

また、庁内での認識でありますが、庁議、部次

長会議などの基幹会議を通じて意思の共有、伝達

を図るとともに、職員との懇談により意思の疎通

を図るなど、時間の経過とともに庁内の認識はま

とまっていると受けとめております。

次に、会派の政策要望の認識と反映についてで

ありますが、さきに会派からいただきました市政

執行に対する要望につきましては、本年２月１日

に書面によりまして回答させていただいたところ

でありますが、その内容は行政運営、保健福祉の

充実と環境、経済、建設、農業の振興、教育、国

への要望と６項目から成りまして、広く市政全般

にわたり御提言をいただきましたことに改めて感

謝を申し上げる次第であります。

さて、北海道縦貫自動車道士別剣淵―名寄間の

うち、士別市多寄町から名寄市間の１２キロにつ

いては、平成１５年の国幹会議における見直し以

降いまだいわゆるミッシングリンクの区間とされ

まして、残念ながら現段階では着手の見通しは立

っておりません。しかし、この広大な道北の地に

おける高速交通体系の役割は極めて重要でありま

して、特に１分１秒を争う救急医療にありまして

はまさに命の道ということであり、引き続き関係

機関、団体と連携をして一日も早い整備を国に求

めてまいります。

道の駅との接続でありますけれども、現段階で

は士別市多寄町から名寄間は整備計画区間ではあ

りますが、当面着工しない区間ということで不透

明な状況と言わざるを得ませんが、本市の南の玄



－82－

平成２５年３月１５日（金曜日）第１回３月定例会・第２号

関口でもありまして、情報発信の拠点であるこの

施設の機能を維持するためにも道の駅との接続に

ついて強く働きかけてまいります。

当初予算編成及び財政運営について、平成２５

年１月２９日に総務省自治財政局より示されまし

た平成２５年度の地方財政対策の概要によります

と、議員御指摘のとおり「地方公務員給与費の臨

時特例と緊急課題への対応について」という資料

が出ております。内容につきましては、１つに平

成２５年度７月から国家公務員と同様の給与削減

を実施をすることを前提として地方公務員給与費

を削減、２つに防災、減災事業、地域の活性化等

の緊急課題へ対応するために給与削減額に見合っ

た事業費を歳出に特別枠を設定して計上という考

え方に基づきまして、平成２５年度の地方財政対

策が組み立てられております。普通交付税におい

てどのくらいの需要額が必要なのかを算出をする

際に費用として人件費も見込まれておりますけれ

ども、この人件費に今般示された地方公務員の給

与削減額が反映をされ、結果として普通交付税が

削減をされることになります。また、この削減の

一方で、既に地方公共団体でなされた人件費削減

努力を反映をする地域の元気づくり事業費が創設

をされておりますが、詳細はまだ公表されており

ませんで、地方交付税は減少する見込みで当初予

算を計上をしているところであります。地方交付

税は、平成２５年度当初予算においても一般会計

歳入の約４８％を占める重要な財源であります。

政権交代後景気回復による市税等の増収見込みも

あり、交付税、地方交付税の削減へと方向転換が

されたものというふうに判断をしておりますけれ

ども、地方交付税に大きく依存する名寄市には多

大な影響があります。国の緊急経済対策の効果や

それに付随をする国債発行等による財政バランス

の問題等も地方交付税を初めとする地方財政へ影

響を与えることになりますので、これらの状況を

見据えながら、今後とも的確な情報の収集に努め

てまいります。

税収環境に対する認識と税源確保の見通しにつ

いて申し上げます。市税総額の調定額の推移では、

平成１９年度の調定額３１億７３０万０００

円、平成２１年度では３１億１２１万０００

円、平成２３年度では３０億９１３万０００

円と５年間で８１６万０００円の減少となっ

ております。市税の基幹税であります個人市民税

では、平成１９年度と平成２３年度を比較すると

給与所得者の総所得金額が減少をしております。

個人市民税は、平成１９年度に国からの税源移譲

があり、平成１８年度との比較では調定額が２億

５８０万円増加したものの、その後の経済状況

による所得の伸び悩みから減少傾向にあります。

固定資産税の調定額では、大型店舗の建築などに

より増加をしたものの、３年に１度の評価がえに

よりまして家屋の調定額の減少により厳しい状態

になるものと想定をされます。合併後これまで税

収が落ち込む要因がありながらも、個人市民税で

は税源移譲や扶養控除の見直し、固定資産税では

先ほど申しました大型店舗の建築や長期優良住宅

の建築棟数の増加、たばこ税では税率改正など、

より少ない税収の落ち込みにとどめたものの、少

子高齢化が進展する中で税収については楽観視で

きる状況ではありません。平成１９年度の税源移

譲に伴い、地方税の比重が高まる中、確実に税収

確保を図っていくことが強く求められているとこ

ろであります。平成１９年度の現年度市税収納率

９４６％、平成２３年度では９１２％、年々

収納率は向上をしております。今後も納税相談、

財産調査により担税能力がない、生活に窮してい

る方については、滞納処分の執行停止をするもの

とみなします。また、担税能力があるにもかかわ

らず納入をされない滞納者に対しては、納期内の

納付をされている市民の皆さんとの公平性を確保

することからも、預金の差し押さえ、給与の差し

押さえ等法に基づく滞納処分を中心とした滞納整

理を実施をし、市税の収納強化を図ってまいりま

す。
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将来の財政課題である普通交付税における合併

算定がえでは、平成２８年度から５年間をかけて

普通交付税が徐々に減少し、平成２４年度の普通

交付税算定ベースから推定をしますと、平成３３

年度で約６億５００万円が減少するということ

となります。また、この間の平成２８年度から平

成３２年度の５年間のトータルで普通交付税で１

６億２５０万円が減少するものと推計をしてお

ります。また、総合計画の後期計画では、学校の

改築、大学図書館の建築、（仮称）市民ホール整

備などが予定をされておりまして、ランニングコ

ストも含め中期財政計画を策定をしておりますが、

地方交付税の動向などから必ずしも楽観視できる

財政状況にはないと判断をしております。この間

行革努力などにより各種基金の積み立てを実施を

してまいりました。この合併算定がえの終了を見

据えて、また大型事業の実施や、さらに施設の老

朽化対策なども視野に入れて積み立てを実施をし、

一部は国債運用により果実を積み増しもしており

ます。この基金を有効に活用をしながら事業実施

をしていくとともに、さらに過疎債、合併特例債

といった交付税措置のある起債を活用していくこ

とが不可欠であります。しかしながら、これらの

起債も借金には変わりありませんので、常に公債

費償還財源の確認など的確な公債費管理を実施を

してまいります。

また、将来の名寄市の姿としてさらなる過疎化、

少子高齢化などにより、財政運営においても厳し

さが増していくものと考えております。スピード

感を持った行財政改革の推進は引き続き実施をし

てまいりますが、名寄市の財政状況、将来予想を

される財政問題などについて市民の皆さんに御報

告をしながら、協働のまちづくりの観点からも長

期的視野を持った財政運営を図ることも重要であ

ると考えております。

大きな項目２の小項目１、健康づくり事業の検

証及び推進をさせるための基本的な考え方につい

て申し上げます。急速な高齢化や生活習慣の変化

に伴い、生活習慣病は年々増加をし、脳血管疾患

や認知症などからも介護を必要とする人もふえ続

けておりまして、医療費の抑制や介護予防の視点

からも生活習慣病予防に向けた健康づくり対策が

重要な課題となっております。本市における健康

づくり事業につきましては、名寄市健康増進計画

健康なよろ２１を平成２０年３月に策定をし、市

民一人一人が自分の健康は自分で守るという意識

を持って、生涯を通じた健康づくりができるよう

環境の整備や充実に努めてまいりました。この計

画が平成２４年度で終了することに伴い、平成２

５年度からの２次計画を策定をし、生活習慣病の

発症予防や重症化予防を図ることで、高齢になっ

ても介護を必要としない健康寿命を延ばすことを

目的に生涯を通じた健康づくりの推進を図ってま

いりたいと考えております。その取り組みの一環

としまして、市民一人一人が健康づくりに関心を

持っていただけるように、名寄市民健康づくりチ

ャレンジデー、あるいはなよろ健康まつりのイベ

ントの開催、またなよろ健康あるキングなどを通

じて広く健康への意識啓発に努めております。さ

らには、特定健診やがん検診を中心に各地域の中

における健康教室、健康相談、さらには冬の健康

づくりに向けた健康体操教室などさまざまな機会

を利用し、地域、団体と連携を図りながら、生活

習慣病予防に重点を置いた事業の展開を進めてま

いります。また、生活習慣病はバランスのとれた

食生活や適度な運動を取り入れるなど生活習慣を

見直すことで予防が可能と言われております。そ

のため特定健診においては早い段階から予防対策

を推進していくことを目的に国の制度より１０歳

年齢を引き下げて３０歳から７４歳までの市国保

加入者を対象にして無料で健診を受けられる体制

を図ってまいります。

健康づくり事業の検証については、生活習慣病

発症予防と重症化予防を中心にその効果を検証で

きるように国の指針に基づき今月に策定をされま

す健康なよろ２１第２次計画により健診受診率や
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健診結果をもとに改善率などを数値で評価できる

ものを目標値に掲げ検証を行うとともに、市民、

地域、関係団体と連携を図り、地域全体で健康づ

くりを推進してまいりたいと考えております。

小項目の２、低所得者福祉の検証と自己更生の

課題についてお答えをいたします。当市における

１２月末現在の被保護者数は、２３１世帯３０６

人、保護率は１２パーミルで推移をし、全道３

５市中最も低い数字となっております。生活保護

費全体では、年間約５億円が支給をされておりま

すが、その半分が医療扶助で占められていること

から、高齢者の健康維持への指導強化が必要と考

えております。厚生労働省社会保障審議会基準部

会では、４人世帯での生活扶助費額では低所得世

帯の生活費を１２％上回る、いわゆる逆転現象

が起きていると。一方で、多数を占める６０歳以

上の支給額は一般世帯の生活費よりも低くなって

おり、単身世帯では５％下回っているという報

告がある中で、国は保護費削減を行おうとしてお

りまして、その影響が懸念をされるところであり

ます。年齢別では、１９歳から６４歳までの稼働

年齢層では１１７人おりますが、入院、障害等に

より就労不可と判断をされる方が６４人となって

おります。就労可能な方は５３人で、そのうち２

７人の方が現在就労中の状況にございます。自立

促進に向けては、昨年の５月に名寄公共職業安定

所と就労に向けた協定を締結をし、さらに本年１

月には同所と個人情報の共有にかかわる協定を締

結をして、個々の事情に見合った就労の場を提供

できるように推進をしているところであります。

生活保護制度は、単なる衣食住の提供にとどまる

ことなく、被保護者の就労による安定した生活に

導くといったことがケースワーカーの役目と認識

をしておりますので、新規相談者に対しては当人

の立場を理解をし、適切な対応と法律に基づいた

公平な判断のもとで生活の保障と自立に向けた指

導を引き続き行ってまいります。

次に、小項目３の生活援助員派遣事業の検証と

評価についてであります。シルバーハウジングは、

高齢者世帯が地域社会の中で自立して安全かつ快

適な生活を営むことができるように、バリアフリ

ーなど高齢者に対応した住宅において緊急通報シ

ステムの設置、生活援助員による相談サービスな

どが提供される公営住宅ということになっており

ます。名寄市には、現在市営緑丘第１団地の１４

戸、市営東光団地の１４戸及び道営マーガレット

ヴィラ２３戸の合計５２戸の入居者の安否確認、

生活指導、相談、緊急時の対応等を行う生活援助

員を２名派遣をしております。各年度末現在で平

成２１年から２２年度は９２％、平成２３年度

で９２％の達成率となっておりまして、ほぼ充

足をされていると考えております。今後も引き続

き安全かつ快適な生活が営まれるように支援をし

てまいります。また、名寄市住宅マスタープラン

では、シルバーハウジング等の公営住宅の供給に

つきましては、今後民間等で整備をされますサー

ビスつき高齢者向け住宅等の建設の推移を見きわ

めながら、供給計画を進めてまいります。

次に、医師が頻繁に訪問できない在宅医療、高

齢者医療、将来の特定看護師の見解などについて

申し上げます。病院などの医療機関から退院後、

自宅で療養する高齢者などに対応するために、訪

問診療、訪問看護などがございます。訪問診療で

は、以前より風連国保診療所がみとりを含めた訪

問診療を行っておりまして、平成１９年１２月に

は在宅療養支援診療所の指定を、さらには平成２

４年７月には機能強化型在宅療養支援診療所の指

定を受けて２４時間対応の在宅医療等に当たって

おりますが、市立病院では行っておりません。ま

た、訪問看護については、北海道総合在宅ケア事

業団による訪問看護ステーションが設置をされ、

実施されております。昨年の診療報酬改定は、団

塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を視野に

行われて、重点課題として在宅医療の充実などが

盛り込まれましたので、今後も医療機関、地域包

括支援センター、地域あるいは町内会などとの連
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携をより一層進めながら在宅医療の充実に努めて

まいります。

また、特定看護師についてでありますけれども、

現在厚生労働省で医師の指示のもと特定の医療行

為ができる新しい看護師像ということで検討して

おりますけれども、日本医師会の反対もあり、具

体的な見通しは立っておりません。今後の推移を

見守りながら、特定看護師の制度ができれば役割

等を把握をし、在宅医療の充実に努めてまいりた

いと考えております。

大項目３、生活環境、都市基盤について、小項

目１、サンルダム本体工事着工を踏まえて、将来

の安定、安全、良質な上水確保及び拡大構想の実

現に向けての今後の対応についてお答えをいたし

ます。本市の水道事業は、昭和３２年の創設事業

から始まり、現在は平成３５年度を目標年度とし、

平成７年に第２期拡張事業の許可を受け、新たに

水源をサンルダムに依存して拡張事業を継続中で

ございます。風連地区及び陸上自衛隊名寄駐屯地

などにおける水質の改善や水源からの取水の不安

定さを解消するために、新たに拡張と統合を視野

に入れた名寄市水道ビジョンを平成２０年度に策

定をし、拡張、統合により不足をする水道水源を

サンルダムに１日５１０トンを求めて、風連地

区あるいは陸上自衛隊の名寄駐屯地などへ水道水

を送る計画といたしました。地下水を水源として

いる風連地区では、鉄やマンガン等が含まれてい

るため、その水質あるいは安定的な取水に課題を

抱えております。また、陸上自衛隊名寄駐屯地は

天塩川表流水を水源としておりますけれども、雨

による増水での濁度の上昇など慢性的に抱えてお

ります水源の水質悪化や将来にわたる維持管理費

も増嵩を続けているといったことから、早期の都

市給水が求められております。サンルダムについ

ては、本体工事の凍結による拡張給水計画の影響

を受けておりましたが、平成２５年度政府予算案

について本体工事関連予算が計上をされたことか

ら、２期拡張工事として名寄地区から風連地区へ

の送水管の布設を実施をするための設計費を本年

度、本工事を平成２６年度に着手をする計画とな

っております。また、平成２７年度から平成３１

年度では中名寄、日進地区の配水管布設工事を、

平成３２年度では陸上自衛隊名寄駐屯地、平成３

３年度から平成３５年度では内淵、弥生地区の配

水管布設工事を予定をしておりまして、拡張事業

に伴う配水事業として総事業費約１３億０００

万円の予定をしております。地域住民の安全で安

心な暮らしや将来的に安定をした水源確保などの

市民に与える影響が大きいため、一刻も早いダム

本体着工及び完成を天塩川流域市町村などととも

に連携を図り取り組んでまいります。

次に、小項目２、平成２４年度からスタートし

た第２次下水道事業中期経営計画が達成可能かに

ついてお答えをいたします。名寄市下水道事業で

は、清潔で快適な生活環境の実現、雨水排除によ

る浸水被害の防止、環境の保全を目的に事業を進

めておりますが、持続可能な運営を行うために平

成２４年度から平成２８年度までを計画期間とし

た第２次となる中期経営計画を平成２４年３月に

策定をいたしました。平成１９年度からスタート

をいたしました第１次の中期経営計画では、平成

２１年度に中間報告を、また平成２４年度には最

終報告を行っておりますが、財政の収支計画や経

費の削減の取り組みなど計画がおおむね達成され

た旨報告をしているところであります。名寄市の

下水道事業は、一定の面整備も終了し、今後は維

持管理の時代へと移っていきますが、人口の減少

により使用料の増加も見込めないなど経営を取り

巻く環境、情勢は厳しさを増しております。そう

した中で環境及び処理施設の長寿命化計画の策定

による補助金等特定財源の確保により計画的な事

業展開を進めていかなければなりません。第２次

の中期経営計画は、平成２４年度からの計画であ

りまして、初年度を迎えたばかりでありますが、

今後は業務の一層の効率化による経営基盤の強化

を目指し、より安定的で快適な生活環境を実現す
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るためにも努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、きめ細やかな防災対策の検証と評

価についてであります。災害発生時、まずは自分

の身は自分で守ることが一番の基本であると考え

ております。しかし、災害弱者の避難や洪水発生

に伴う避難については共助、公助も当然行ってい

く中で、各人の立場、状況を考慮して対応する必

要性があります。当市では、昨年から手挙げ方式

での災害時要援護者の支援対策について地域の協

力をいただきながら、できるだけきめ細かな対応

を図り、進めているところであります。こうした

対応は、冬の防災対策にも生かされるものと考え

ております。昨年の１１月に起きました室蘭市、

登別市などの大停電の災害について、名寄市にお

いても決して他人事ではありません。雪害時には、

地域の協力を得て災害弱者への避難支援を行うこ

とや避難所で使用をする暖房器具等の備蓄や電力

の確保などさまざまな事態も想定をした対応にも

努めてまいります。また、避難所でのきめ細かな

対応として、女性等の視点に立って運営をすると

いうことも求められております。こうした指針と

して、東日本大震災の教訓から内閣府で示してお

ります「男女共同参画の視点からの防災・復興の

対応について」の通知もありまして、これまでの

教訓を最大限に生かして、行政と市民の皆さんが

互いの役割をしっかりと共有をしながら、きめ細

やかな災害時対応に努めてまいります。

大項目の４点目、農業、農村の振興について、

小項目１、農業労働力、経営管理能力、資金調達

の取り組みの検証と評価といったことについてお

答えをいたします。新規就農者の状況であります

けれども、近年の後継者及び新規就農者の数は合

計３０名、平成２１年に６名、平成２２年に５名、

平成２３年に９名、平成２４年に１０名となって

おりまして、その内訳は新規学卒者が８名、Ｕタ

ーンが１７名、新規参入者５名と。合計３０名と

なっております。この新規就農者の受け入れに当

たりましては、希望者との面談を実施をして、市

の受け入れ態勢、支援内容を説明し、関係機関で

構成をする名寄市農業担い手育成センターで研修

希望者の内容と受け入れ先について協議をし、取

り進めているところであります。研修期間におい

ては、今後の就農を目指して農地、機械の購入な

どに多額の費用を要することから、北海道農業担

い手育成センターの資金を活用して準備作業を行

っているところであります。研修内容については、

受け入れ農家の皆さんの御協力をいただくととも

に、関係機関とも連携をして適宜名寄市農業担い

手育成センターでの相談を含め取り進めていると

ころであります。

小項目２の新規参入者の検証、課題、対応、高

いハードル解消の考えといったところについてで

あります。新規就農者の募集においては、北海道

農業担い手育成センターのホームページ、また名

寄市のホームページを活用をするほか、札幌や東

京で行われる新・農業人フェアにも出展をし、募

集活動を行うとともに、杉並区派遣職員を通じて

杉並区広報に掲載をするなど取り組んできたとこ

ろであります。また、移住とちょっと暮らし体験、

企業立地、新規就農を紹介する総合パンフを新た

に作成をし、杉並区のイベントにおいて配布をす

るとともに、イベントなどで活用することを目的

にのぼりを作成をしてまいりました。また、新規

就農の取り組みの一環として地域おこし協力隊の

募集を行うなど積極的に取り組みを進めてまいり

ます。

なお、就農対策としては、研修期間に農地の確

保が重要であることから、一定の土地所有者のリ

ストアップを行い、今後関係機関と農地取得につ

いて検討をしてまいります。また、資金において

は北海道農業担い手育成センターの就農資金の活

用のほか、ＪＡの資金、市の振興資金などの活用

を含めて対応をしてまいります。なお、地域との

つながりは就農後の生活などに大きなかかわりが

あるということから、地域の方々の御理解、御協



－87－

平成２５年３月１５日（金曜日）第１回３月定例会・第２号

力をお願いをするほか、研修生には地域に溶け込

む努力を促してまいります。市内の農業者からも

希望のある第三者継承事業においては、全国農業

会議所でも事業展開をしていることから、平成２

５年度において名寄市農業担い手育成センターで

これも検討してまいります。

小項目３、収益性の高い農業経営の取り組みの

検証、評価、販路拡大の施策の検証、評価につい

て申し上げます。収益性の高い農業の確立におい

ては、ＪＡの営農相談、販売戦略が大きな力とな

りますが、近年市内の農家では独自で販路を拡大

してインターネット等を通じて取り組む事例がふ

えております。ＪＡ道北なよろでは、平成２５年

度から５カ年の計画として第３次地域農業振興計

画が策定をされているところでありまして、その

計画内容も含めて今後検討してまいります。

販路拡大の取り組みは、経済団体であるＪＡ道

北なよろが主体的に取り組んでおりますけれども、

市としても積極的にＰＲに取り組んでまいりたい

と考えており、平成２５年度においてはＪＡ道北

なよろと連携をし、９月上旬に杉並区でスイート

コーン物産展を開催をするほか、ゆかりのある企

業などに名寄産の農作物の購入を要請するといっ

たことなど取り組んでまいります。今後とも名寄

産の安全で安心な農作物のＰＲ活動をＪＡ道北な

よろなどとの関係機関と連携をして取り進めてま

いりたいと考えております。

大項目５、産業振興策について、１の経済、雇

用対策の取り組みについての検証であります。名

寄市の地域経済の状況については、地元金融機関

が３月に発表しました地域企業景気動向調査を見

ても管内全体の業況は前年比で改善をしているも

のの、依然として厳しい環境であると分析をして

おります。このような厳しい環境が続く地域経済

の動向を踏まえまして、地域の産業を支える商工

業への支援については、自主的な経営努力を基調

としながらも、商工会議所や商工会、金融機関な

ど関係機関と連携しながら、これまでも側面支援

をしてまいりました。名寄市中小企業振興条例等

により市内中小企業者及び零細企業者への各種助

成事業や融資のあっせん事業によりまして対策を

講じてまいりましたが、関係団体からの要望も踏

まえて地域の経済状況や中小企業者のニーズに応

じた施策の継続や各種助成制度の見直しについて、

名寄市中小企業振興審議会に諮り、関係者による

協議を行い、利用しやすく効果的な制度にしてい

くことにより、中小企業者の経営の安定及び地域

経済の活性化につなげていきたいと考えておりま

す。

雇用対策については、中小企業勤労者福祉推進

事業や季節労働者の支援事業、中小企業通年雇用

化支援事業等による支援や新卒者の対策としては

北海道上川教育局、ハローワークとの合同による

名寄商工会議所への求人の要請、関係機関と合同

で企業訪問の実施や企業説明会、介護就職デイ、

高校１、２年生を対象とした企業説明会など開催

をし、生徒が理解を深める取り組みを実施をして

まいります。また、平成２１年度から実施をして

いる国の緊急雇用創出事業については、今年度は

観光及び物産振興事業において３人を雇用する認

定を受けて事業に取り組んでまいります。名寄市

における商工業の振興による地域経済の活性化に

ついては、国内、国外の経済状況の影響を受けま

す。しかし、地域の自治体として実施可能なこと

への努力は今後も継続をして実施をしてまいりま

す。

次に、小項目２の中心市街地の活性化について

であります。名寄市では、人口規模の補正や将来

の高齢化に対応した中心市街地の再生の必要性な

どから、中心市街地の対象区域を設定をし、高齢

者も子供も暮らしやすいまち、市民と行政の協働

などを目標とする名寄市中心市街地活性化基本計

画を平成１２年５月におおむね１０年間を期間と

して策定をいたしました。その後も全国の地方都

市で中心市街地の衰退に歯どめがかからない現状

を踏まえまして、平成１８年８月に改正中活法が
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施行されたことから、基本的な方針や申請マニュ

アルが公表されまして、国の方針を踏まえて新た

な計画策定作業を進めてきたところであります。

この法律の施行に伴い、新たな中心市街地活性化

基本計画策定作業を商工会議所とともに進めて、

２８の事業を提案をしてきましたけれども、数値

目標を持った事業展開が求められ、民間活力を発

揮する仕組みづくり、また活性化協議会やまちづ

くり会社などの機能などが問われたために、経済

産業局の認定を受けることはできなかったところ

であります。その後名寄地区都市再生整備計画の

認可を受けて、社会資本整備総合交付金を活用し

て現在の事業に取り組んでいるということであり

ます。

次に、商店街の活性化については、魅力ある店

づくりや営業活動など自助努力を基調としながら、

名寄市として中小企業振興条例による支援制度に

より側面的な支援を行ってまいりました。支援策

の現状については、先ほどの経済雇用対策の取り

組みでお答えしたとおりでありますけれども、景

気の動向も重要でありまして、国や道の経済対策、

支援制度を上手に活用し、商工会議所等と協働、

連携をしながら、個店の自主的な経営努力を基調

としながらでありますが、若い後継者も育ってき

ておりまして、意欲的、発展的な取り組みに対し

てはできる限りの支援を行うといったことで中心

市街地、商店街の活性化を図ってまいりたいと考

えております。

企業誘致の取り組みについての御質問がありま

した。企業誘致の取り組みについては、平成３年

に名寄市に誘致をいたしました住友ゴム工業株式

会社、現在まで二十有余年にわたりまして名寄市

の冬期間の気候、特徴を生かしたスタッドレスタ

イヤのテストコースとして、例年１月上旬から３

月上旬までの間地域に滞在していただき、試験、

研究を行っています。特に今シーズンは本社から

池田社長も本市に訪れていただきまして、テスト

隊の皆さんや名寄市関係者とも交流を深めたとこ

ろであります。

平成２３年１０月３１日付で企業誘致の上で有

利な制度が新たに加わっていました。企業立地促

進法に基づく名寄、下川、美深地域の基本計画が

国の同意を受けました。これによりまして、当地

域では今後我が国の成長産業分野を対象に新規立

地等につながる地域の高度な人材養成等に対する

支援を受けることができるといったこととともに、

本地域に立地をしようとする企業は低利融資や税

制などの支援措置を受けるということができます。

しかしながら、近年の日本経済状況等も鑑みます

と、企業が新天地を求めてこの地に進出してくる

といったことには非常にハードルが高いというの

も事実だと思います。名寄市は、地震が少ないで

ありますとか、１次産業がすばらしい、あるいは

自然環境、さらには商業、病院、大学などの都市

機能がしっかりとしているといった名寄市ならで

はの独自性、優位性を訴えていくといったことは

もちろんでありますけれども、プラスアルファの

人のつながりがやはり企業誘致に対しても物を言

うのではないかというふうに思っています。人の

つながりというのは、やはり地域振興、交流人口

の拡大のためのさまざまな動き、セールス、いわ

ゆる営業活動をしていく中で生まれていくものだ

というふうに思います。引き続き名寄市長は、あ

らゆる形で営業活動、トップセールスを私なりに

もしていく中でさまざまなつながりときずなを大

切に育んでいく、そんな中でこの企業誘致に関し

ても可能性を模索をしていきたいと考えておりま

す。また、東京なよろ会の皆様のネットワークや

現在も出向者を出しております東京都の杉並区、

さらには４月からの地域活性化センター、こちら

にはたくさんの民間企業からの出向者もいらっし

ゃるというふうにも聞いております。こうした市

職員のネットワーク、あるいは名寄市の応援団の

力も存分におかりをして、これらの情報収集に努

めてまいりたいと考えております。

教育行政の中の最後、５番目の大学の評価を踏
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まえた水準向上、社会貢献の検証について私のほ

うから答弁をします。全ての大学に義務づけられ

ております認証評価機関による大学評価について、

短期大学部では平成２２年度、名寄市立大学は平

成２３年度、それぞれ大学基準協会の大学基準に

適合していると認定をされました。名寄市立大学

については、大学に対する提言として７つの努力

課題が示され、平成２７年７月までに改善状況を

報告することになっておりまして、平成２４年度

から随時改善をし、その状況を公表をしておりま

す。一方、長所として評価を受けている項目とし

て、社会連携、社会貢献があります。特に道北地

域研究所が市内の農業生産者の協力を得て取り組

んできた地域資源の有効活用を目指した研究や学

生のボランティア活動を推進をする地域交流セン

ターにより実践されている地域交流活動について

は高い評価を受けております。地域との連携、交

流事業による地域シンポジウム、公開講座、講師

派遣事業等の対象地域を今後は定住自立圏域にも

拡大をして、学習機会及び情報の提供を通じて保

健、医療、福祉の領域を中心とした人材の育成、

地域福祉の向上に貢献をしてまいりたいと考えて

おります。また、学生ボランティアによる地域と

の交流活動につきましては、これまでの福祉団体

と連携をした活動、あるいはまちづくり事業への

参加に加えて、教育委員会と連携をした小学生の

学力向上を支援をする取り組みを実践をしており

まして、引き続き学生の活動を積極的に支援をし

てまいります。

以上、私のこの場からの答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

引き続きまして、私の〇教育長（小野浩一君）

ほうからは大項目６の教育行政の小項目（１）か

ら（４）について申し上げます。

平成２３年度から全面実施されております小学

校学習指導要領に基づく児童の学習の実現状況に

ついてお答えいたします。平成２０年３月に小学

校学習指導要領及び中学校学習指導要領が公示さ

れました。この新しい学習指導要領では、１つに

教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏

まえ、生きる力を育成すること、２つに知識、技

能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバ

ランスを重視すること、３つ目に道徳教育や体育

などの充実により豊かな心や健やかな体を育成す

ることの３つの方針が示されたところであります。

この学習指導要領に基づく子供たちの学習の実現

状況について平成２４年度の全国学力・学習状況

調査の結果から申し上げます。今年度の調査結果

については、北海道教育委員会が平成２６年度ま

でに北海道の平均正答率を全国以上とする目標を

掲げていることから、本市の小中学生の学力や学

習状況の傾向を全国との比較で成果や課題として

まとめ、課題については改善策を示して市のホー

ムページに掲載しております。

本市の小学生の学力や学習状況についてであり

ますが、平成２２年度の全国学力・学習状況調査

の結果と比べますと、教科に関する調査の平均正

答率は全国との差が縮まってきております。例え

ば国語では、目的に応じ雑誌や読んだ記事の特徴

を捉える問題や算数では異分母の分数の引き算を

する問題などで全国より成果が見られております。

一方、課題としては、基礎学力の定着と１つ目に

根拠を明らかにして考える、２つ目に物事を関連

づけて考える、そして３つ目に考えたことを条件

に応じてまとめあらわすといった力を身につけさ

せていくことであります。また、児童への質問、

紙調査では全国の状況と比べ家庭学習の時間が足

りないなどの傾向が見られ、継続的な課題となっ

ております。このような課題を踏まえ、名寄市教

育委員会では授業改善と望ましい生活のリズムの

定着を車の両輪と位置づけ、名寄市教育改善プロ

ジェクト委員会を中心として市内の小中学校が一

体となった総合的な学力の向上の取り組みを進め

ているところであります。具体的な取り組むべき

課題といたしましては、１つ目には学習内容を確
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実に身につけさせるために、個別指導やグループ

別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度に

応じた指導など指導方法や指導体制を工夫、改善

し、個に応じた指導の充実を図ること、２つ目に

は思考力、判断力、表現力等を育むために言語に

対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育

成を図る上で必要な言語環境を整え、言語活動の

充実を図ること、３つ目として望ましい生活リズ

ムの定着と学習習慣の定着を図るために早寝早起

き朝御飯運動を継続するとともに、個に応じた課

題を持たせるなどして家庭学習の充実を図ること、

この３つであります。

次に、学校週５日制の検証と評価、これに伴う

子供たちの触れ合いなどのコミュニケーションに

係る検証評価などについてお答えいたします。御

承知のように各学校がゆとりの中で特色ある教育

を展開し、子供たちに基礎的、基本的な内容を確

実に身につけさせることはもとより、みずから学

び、みずから考える力などの生きる力を育むため、

平成１０年に学習指導要領が改訂され、その後平

成１４年度から学校週５日制が完全実施となりま

した。このため学習指導要領では、授業時数の縮

減と教育内容の厳選を行い、総合的な学習の時間

が創設されたことから、真意が伝わらず、いわゆ

るゆとり教育と呼ばれ、学力の低下が危惧される

ようになりました。しかし、平成１６年にはＯＥ

ＣＤ、経済協力開発機構によるＰＩＳＡ調査の結

果が公表され、ほかにも国際学力調査や国内の学

力テスト等の結果が明らかとなり、我が国の子供

たちは諸外国と比べて深刻な学習離れや学習意欲

の低下、また習熟度の低い層が増加し、学力格差

が拡大していることなどが課題となっております。

しかし、文部科学省は学力という面では日本は世

界のトップクラスであるとしております。したが

いまして、学力低下の問題と学校週５日制の因果

関係を直ちに明らかにすることは難しいと思われ

ます。また、子供たちの触れ合いなどのコミュニ

ケーションに関しても特に豊かになったなどこれ

までとの違いは明確にはなっておりません。現在

土曜日の授業実施につきましては、文科省でさま

ざまな議論がなされているようでございますが、

本市といたしましては今後も国の動向を注視して

まいりたいと考えております。

次に、健康教育と安全確保の検証と評価などに

ついてお答えします。これからの社会を生きる児

童生徒に健やかな心身の育成を図ることは極めて

重要であります。体力は人間活動の源であり、健

康の維持のほか意欲や気力といった精神面の充実

に大きくかかわっており、生きる力を支える重要

な要素であります。子供たちの心身の調和的発達

を図るためには、運動を通じて体力を養うととも

に、食育の推進を通して望ましい食習慣を身につ

けるなど健康な生活習慣を形成することが重要で

あります。また、子供たちの安全、安心に対する

懸念が広がっていることから、安全に関する指導

の充実が必要であります。さらに、子供たちが心

身の成長、発達について正しく理解することが必

要であります。こうした現代的な課題に対して学

校における体育、健康に関する指導に子供たちの

発達段階を考慮して学校教育全体を通して取り組

むことが重要であると考えております。

体育に関する指導につきましては、本道の児童

生徒の体力は全国平均を下回っており、引き続き

その対策が大きな課題となっていることから、生

涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践してい

くことと体力の向上を重視し、子供たちがみずか

ら進んで運動に親しむ資質や能力を身につけ、心

身を鍛えることができるようにすることが大切で

あります。このため本市におきましては、教科と

しての体育科において基礎的な身体能力の育成を

図るとともに、縄跳びなど各学校の特色を生かし

た一校一実践の取り組み、スキーやカーリングな

ど地域の教育資源を生かした活動、チームジャン

プやチャレンジデーなどの地域行事への参加を通

して体力づくりに努めてまいります。

健康に関する指導については、子供たちが身近
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な生活における健康に関する知識を身につけるこ

とや活動を通じて自主的に健康な生活を実践する

ことのできる資質や能力を育成することが大切で

あります。とりわけ本道における中高生の薬物事

犯は、大麻等による検挙者が依然として見られる

など予断を許さない状況にあることから、中学校

はもとより小学校においても薬物乱用防止教室を

教育活動の中に位置づけ、計画的、組織的に取り

組む必要があります。今年度は、市内の全小中学

校において薬物乱用防止教室が実施されましたの

で、今後も名寄警察署や名寄保健所など関係機関

との連携を強めながら、薬物乱用防止教室の充実

を図ってまいります。

食育の推進については、自然の恩恵、勤労など

への感謝の心を育て、食文化などについて理解を

深めるため、小規模校において名寄食育推進ネッ

トワークと連携、協力し、農作物の栽培活動等に

取り組むなど成果を上げてきているところであり

ます。今後は、規模の大きな学校においてもこう

した食育の取り組みを一層充実させるよう努めて

まいりたいと考えております。

食に関する指導については、栄養教諭の専門性

を生かすなど教師間の連携に努めております。今

後とも地域の産物を学校給食に使用するなど、創

意工夫を行いつつ、学校給食の教育的効果を一層

引き出すように取り組んでまいります。

安全に関する指導については、校区ごとに組織

しております安全安心会議など地域住民や関係機

関と連携を図りながら、交通安全指導や安全マッ

プの活用による指導を行い、子供たちの通学路の

安全確保に努め、地域１１０番の家の協力や登下

校の見守りなどを通して不審者への対応を行って

おります。今後も地域ぐるみで安全、安心な教育

環境づくりを推進してまいります。また、各学校

においては交通安全、防災に関する指導を重視し、

危険を予測回避し、安全に行動できる能力や態度

の育成に一層力を入れてまいります。特に防災に

関する指導では、子供たちが自然災害等の危険に

際してみずからの命を守り抜くために、災害に対

する正しい知識を習得させるとともに、主体的に

行動する態度を育成することが重要であります。

このため各学校では、各教科において防災教育の

基礎となる知識を習得させております。また、天

塩川上流水防学習やファイヤー探検記事業などを

実施し、みずからの身は自分で守るという自主防

災の意識を高めてきたところであります。

なお、文部科学省発行の学校防災マニュアル作

成の手引を活用して、危機管理マニュアルなどの

見直しを行っておりますが、水害や吹雪などを含

めた本市特有の自然災害に対する計画づくりはい

まだ十分には進んでいないという状況でございま

す。今後想定されます地域の災害事例をシミュレ

ーションしたり、名寄市洪水ハザードマップ等を

活用して本市の災害の状況に応じた防災計画や危

機管理マニュアルを作成し、避難訓練等の充実に

努めてまいりたいと考えております。

なお、来年度の重点的な課題として、全ての小

学校でフッ化物洗口を実施いたします。フッ化物

洗口は、ＷＨＯを初め世界の１５０を超える医学、

歯学、保健専門機関により適切に行われるフッ化

物の虫歯予防方法は安全で最も有効な公衆衛生的

方策であると合意されております。今年度から試

行として名寄南小学校と東風連小学校でフッ化物

洗口を実施しておりますが、事前に教職員説明会、

保護者説明会を開催し、実施の際は保護者への希

望調査も行ったところであります。現在の実施率

でありますが、名寄南小学校は９１％、東風連

小学校は１００％という状況でございます。新年

度は、残り８校の小学校の実施に当たっても十分

な説明を行い、子供たちの健康な歯、口腔づくり

ができるよう努めてまいりたいと思います。今後

も教育委員会といたしましては、学校生活はもち

ろんのこと、家庭や地域社会における日常生活に

おきましてもみずから進んで運動を適切に実践す

る習慣を形成し、生涯を通じて運動に親しむため

の基礎を培うとともに、子供たちが積極的に心身
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の健康の保持増進を図っていく資質や能力を身に

つけ、生涯を通じて健康、安全で活力ある生活を

送るための基礎が培われるよう取り組みを進めて

まいります。

最後に、魅力ある高校づくりに向けた市民ぐる

みの支援体制の取り組みと推進についてお答えい

たします。現在名寄市には、北海道名寄高等学校

と北海道名寄産業高等学校の２校の道立高校があ

ります。名寄高校は、旭川市以北では有数の進学

校として、また美深高校のセンター校として道北

地域の中心校となっております。一方、名寄産業

高校は、道内初の光凌と名農の２つのキャンパス

を持つ職業学科集合型の専門高校として将来の道

北地域の産業を支える人材の育成という役割を担

ってきており、両校とも魅力ある高校づくりに向

けさまざまな特色ある教育活動を展開していると

認識しているところでございます。しかしながら、

平成２５年度の両校の最終出願状況を見ますと、

名寄高校については定員を満たす状況にあります

が、名寄産業高校においては定員１６０名に対し

出願者が１００名となっており、特に酪農科学科

と建築システム学科において出願率が低い状況に

あり、今後の入学者の推移が心配されるところで

あります。道で示されております平成２５年度か

ら平成２７年度までの公立高等学校配置計画の上

川北学区では、間口の減という方向性は出されて

いませんが、その可能性も否定できないことから、

今後の動向を見守り、必要に応じ道教委に意見反

映していきたいと考えております。また、現時点

で御指摘のように間口確保に向けた市民ぐるみの

支援体制を取り組むまでには至りませんが、市内

各中学校において生徒の進路指導の中で反映して

まいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

以上で私のほうからの説明を終わります。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまそれぞれ〇１１番（佐々木 寿議員）

御答弁をいただきましたので、時間の許す限り再

質問をしてまいりたいと思います。今回質問して

まいりましたのは、将来に大きく市民生活に影響

するとか、あるいは避けて通れない少子高齢化問

題、あるいは生命、安全にかかわることについて、

あるいは政権交代による地方自治体の取り組みに

ついて御質問してまいりました。こういう観点か

ら質問して、これからも質問してまいりたいと思

います。したがって、政策のいいとか悪いとかと

いうことではなくて、市長の、あるいは教育長の

そのものの考えを率直にお答えいただきたいと、

このように思います。質問に当たっては、所管が

それぞれにまたがるところもあると思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。

まず、市長の３年間の評価と最終年で、ある程

度というか、それなりの一定の成果が上がったと

いうことであります。私は、この３年前の、ある

いは２年前にやった、あるいは市長の所信表明で

示された、去年あたりも２４年度からの総合計画

がスタートして市民ホールや大学図書館、大型事

業が予定されて健全な財政運営のもとで着実に進

める。それから、観光事業などによる交流人口の

拡大。それから、１次産業の充実にも努める。去

年はそういうふうに御答弁を。この中でやはりこ

れからの名寄というのは、市長が本当にリーダー

シップをとってこられた。これからもそういうよ

うな感じでとっていかなければならないと、こう

いうふうに考えています。この３年間、実現でき

れば本当は責任をとってどの程度まで名寄の政策

を引っ張って、自分の責任をどこまで果たすのか

ということをちょっと聞きたいとは思いますけれ

ども、今の時期はそういう段階ではないと思いま

すので、あと残り１年残した関係でしっかりとし

た信念を持って先ほど所信表明でされたことを実

現されることを私どもも議論しながら支援してま

いりたいと、このように思っております。

一番気になるのは、市長がことしのブログで、

ことしのブログ出したのですけれども、その中身

私もちょっと読まさせていただきました。名寄市
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だけの小さな物差しだけではなくて、北海道、日

本、そして世界中での名寄市、大きなステージで

名寄市をアピールすること。このことが地域の力

となり、あらゆる地域振興や福祉増進にもつなが

っていくのだと。そのために小さなことからでも

挑戦する姿勢が大事だと。やってみること、挑戦

して失敗をどんどんしてみようと。挑戦しないで

失敗することは論外だと。我々市職員のパフォー

マンスに自治体の浮沈がかかっている、こういう

ふうにブログで述べられている。私は、これは本

当にそのとおりだと思います。したがって、先ほ

ど質問しました職員も本当に同じ方向に向いてい

るのかという、私は疑問に思ったので、庁内の認

識はどうなのか。最初のときは、本当にあれ、市

長がこういうふうに考えているのにどうも職員の

ほうがその方向に向いていないかなというふうな

感じを受けました。しかしながら、今は大分その

認識に立っているという御答弁をいただきました。

そこでまたさらに、私は会派の要望のことにつ

いてちょっと触れたいと思いますけれども、先ほ

ど縦貫道のことにも触れました。もう一つ、国に

対する要望、あるいは自衛隊の創立記念行事につ

いても会派から要望を出しました。これは、４高

群の存続であり、あるいは自衛隊の増強、あるい

は周辺事業を強く求める要望。特に今回６０周年

記念行事については、前向きに支援をしていくの

だという御答弁をいただきました、２月の初旬に。

このたび名寄駐屯地６０周年記念行事の協賛会を

設立していただいて、さきの１２日に駐屯地に対

して記念行事の市街地開催を要請していただきま

した。これは、私どもも大いに賛同して評価する

ところでございます。そして、自衛隊は皆さん御

存じのとおり２８年から駐屯して、数々の実績を

残して、そして地域振興に多大な貢献をしてまい

ったわけであります。しかしながら、この間にさ

まざまな情勢の中にあっても任務を見失うことな

く、黙々として遂行してまいったわけであります。

そして、今では自衛隊の存立さえも余り気づけな

いような雰囲気も、本当に当たり前のことのよう

になっております。そして、私が言いたいのは、

この駐屯地の今まで駐屯地内でやっていた創立記

念行事は本当は一般の方も全部見ていただきたい

のですけれども、その中でほんの一部の方しか見

ていただけなかった。これはいい機会だと。本当

に自衛隊の真の姿、あるいはありのままの自衛隊

を身近に感じてもらいたい、こういうふうに私は

思いまして、日ごろの活動をやっぱり御紹介して

いただいて、理解を深めていただけたらというこ

とで、本当にそういうふうに思っております。市

長、この要請に対して改めて簡単に所信をお願い

したいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

自衛隊出身の議員として、〇市長（加藤剛士君）

その熱い思いを受けとめさせていただきました。

もう報道等でも御案内のとおりでありまして、１

２月に答弁して以来いろいろと市民の皆様方の意

見も慎重にお話を聞かせていただく中で、先般二

十数団体の御協賛もいただき、名寄市のみならず、

名寄市以外のそれぞれの主要な団体の皆さんもぜ

ひここは６０周年の節目に観閲行進を、市内での

パレードといったことも含めた節目となる行事を

行ってほしいという御意見をいただきまして、先

般駐屯地のほうに赴きまして、要請をさせていた

だいたところであります。自衛隊協力会の会長と

いう立場からもこれまで自衛隊と名寄市の培って

きた関係をこれからも一緒になって引きつないで

いくと。一緒にともにまちづくりをしていく、と

もに支えていくといったことの観点から、ぜひ６

０周年がすばらしいものになるようにもっと支援

をしてまいりたいというふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうござい〇１１番（佐々木 寿議員）

ます。

次に、いよいよ本題に移りたいと思いますけれ

ども、まずこの３年間で大型施設の建設が多くあ

ったわけでありますけれども、市長はたまたま私
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の代でこのようなことに至ったと。長年の努力の

成果だと。しかし、トップの決意と懐ぐあいがマ

ッチしていなければ不可能ですし、戦略も財政管

理がしっかり担保した根拠を持って臨んだ結果だ

と私は思っております。そこで、合併特例債、そ

れから過疎債が５年間延長になりました。それで、

そのことも先ほど答弁にございましたけれども、

これ延長に伴う基本的な考え方というのは、市長

の考え方はどういうような考えを持っておられる

のか伺いたい。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

議員からの御質問のとお〇市長（加藤剛士君）

りでありまして、合併特例債、過疎債につきまし

ては本来平成２７年が期限のところ、平成２８年

から３２年までの５カ年延長となったということ

でありまして、先ほどの答弁もさせていただきま

したけれども、平成２８年度から合併都市の特有

の課題であります合併算定がえも削減が始まると

いうことでありまして、当然２８年度から本来と

いうか、財政が厳しくなってくる時期でありまし

て、この時点で合併特例債と過疎債、有利な起債

が使えるということは本市にとっても非常に財政

状況は有利に働くというふうに考えております。

この間、総合計画の後期計画から第２次総合計画

に移行する時期でもございます。そうしたことも

含めて必要な事業の厳選あるいは財源についてこ

れらの起債を有効に活用させていただくとともに、

その償還財源にも十分注意をしながら財政運営を

行っていきたいという考えでございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

いずれにいたしま〇１１番（佐々木 寿議員）

しても、将来にやっぱりこれは借金でございます

ので、御承知のとおり。これはしっかりと検証し

た上で進めていただきたいと。今も大体７０％ぐ

らいもう使っているのだと思いますけれども、し

っかりと進めていただきたいと、こういうふうに

思います。

それと、もう一つ、中期財政計画の中に一番下

のほうに人件費ということがございました。これ

は、２６年度から職員の再任用、これをするとい

うことになっているのですけれども、国から今年

度４月から出される改正高齢者雇用安定法との関

係で、これを踏まえてのことですか。全く別の問

題でこれはやろうとしているのか、それも踏まえ

た上で再任用を考えておられるのかお聞きしたい

と思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

議員お話しのとおりであ〇市長（加藤剛士君）

りまして、年金支給開始年齢の延長に伴いまして

再任用制度というのを平成２６年度から採用する

といったことを想定をして、中期財政計画の人件

費を推計しています。具体的には、２５年度の退

職者の約８割が平成２６年度の１年間に再任用さ

れるとした推計をしているということであります。

同様に平成２６年度以降の対象者も再任用として

残る形で、２８年度までの中期財政計画の人件費

の推計をしているところであります。この人件費、

市役所職員のスリム化が進んでいる状況の中で急

激な人員の削減に伴う行政執行の能力の低下を避

けるといった意味も含めた対策が必要だというこ

と、こうした観点も鑑みまして再任用制度を活用

することでこの課題解決を図るといったことも含

めて地域財政計画の推計に盛り込んでいるという

ことでございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、臨職もパ〇１１番（佐々木 寿議員）

ート職員も同じような考えでよろしいのですか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

財政計画で見ている〇副市長（佐々木雅之君）

のは、いわゆる名寄市の正職員が再任用になると

きに３カ年ごとに１年ずつふえていくものですか

ら、今回の地域財政計画では２６、２７、２８の

３年間、１年ずつ退職者が出て再任用になって、

おやめになって次の再任用の方が出てくる、こう

いう仕掛けになっています。

なお、臨職、嘱託の関係については、雇用の関
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係で、例えば６３歳まで働くとか６０歳まで働く

とかということで条件をつけて、期間的な中で雇

用させていただいておりますので、正職員の再任

用とはちょっと違う形になっていますので、御理

解お願いします。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１１番（佐々木 寿議員）

それとまた、財源についてちょっとこのごろ新

聞等でも言われていますけれども、消費税の引き

上げ、これについてはやっぱり今の消費税は１％

は地方になっています。それから、４％のうちの

８％ですか、これはまた地方の中に入るという

ことで、今ですと５％になるとやはり合計します

と１８％相当分が地方に来ている。今度８％に

なりますと、地方税１％相当分、あるいは１０

％になりますと７２％相当分が地方に配分され

るわけです。これは、こういうことをしっかり市

民の方がわかっていないといけないと思いますし、

この運用もしっかりわかっていないといかぬと思

うのです。例えばこの消費税は何のために上げる

のかということを考えますと、これやっぱり例え

ば国の場合の財源は社会保障制度の４事業に。で

は、地方は何するかと。地方は、これは国保とか、

あるいは高齢者日常生活の支援、あるいは保育園、

あるいは予防接種、この地方の単独事業に関する

社会保障制度の充実、こういうことをやるために

消費税が上がったわけです。これをやはり市民の

方にしっかりとお示ししないと、ただ上げるだけ

で取っているのではないかというふうな誤解もあ

るのではないかなと思います。その辺は、これか

らもしっかりと広報していただきたいのと、それ

からやはり使途を明確にしっかりとしなければい

かぬと思いますが、この運用の仕方について、こ

れからの取り組みについて市長はしっかりとその

辺を踏まえていただくように、市長の考えをお聞

きしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘のとおり、今の５〇市長（加藤剛士君）

％から１０％に消費税を段階的に上げるというこ

との中で、最終的には１０％分のうちの地方分で

は７２％が充てられ、社会保障の財源化という

枠組みが示されていますけれども、いまだ詳細な

制度設計は出てきていないということで、ここは

しっかりと研究していかなければならない。消費

税の引き上げの目的の一つは、お話しのとおり社

会保障の充実と安定化でありますので、これら国

の示す制度設計を研究しながら、その上で自治体

ができる事業を検証、効率的な運営を図り、その

ことを通じて具体的になった段階で市民の皆さん

にもしっかりとした形で方法をお示しをしていく

ということになろうかと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後間もなく来年〇１１番（佐々木 寿議員）

の４月からなるわけでありますから、しっかりと

その辺は誰に聞かれてもわかるような職員の対応

をしていったらいいのではないかなと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。この予算、

財政につきましては、後ほど予算審議もございま

すので、そのほうで細部うちのほうからも総括と

かいろいろと御質問があると思いますが、よろし

くお願いしたいと思います。

次に、先ほど健康について、健康長寿、これは

非常にやはり大切なことだろうと、これから。名

寄市にとってやっぱり先ほども御答弁にありまし

たけれども、医療費の削減をするという観点から

いえば、本当に健康であることが幸せであるとい

うことでもあろうかと思います。当市の人口高齢

化は、本当に将来的に８０も９０もやっぱり超え

てもいらっしゃる中でも、その目先の方も大分お

られます。やはりこれも健康だからこそ、こうい

うようなことになるのだと思いますが、健康づく

りは本当に私も毎日やらないと、これは健康づく

りにならないのです。それで、毎日やっぱり自分

でやることの継続をすることによって楽しさが湧

いてくる。それが継続すると。これは、一番簡単

なのは朝のラジオ体操だと思うのですけれども、
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名寄市の毎日ラジオ体操奨励について、何か市長、

そういうようなことをこれからやろうとは思いま

せんか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

高齢化が進む中で、生涯〇市長（加藤剛士君）

を通じた健康づくりというのは大変重要なことだ

というふうに考えています。その中でラジオ体操

という話がありましたけれども、名寄市でも既に

市民健康づくりチャレンジデーの中でも市内事業

所、町内会に呼びかけをして早朝のラジオ体操会

を実施をしていまして、健康づくりの普及啓発に

努めてきております。ラジオ体操は、御承知のと

おり身近に、簡単にできる健康体操であるという

ことでありますから、こうしたチャレンジデーを

きっかけに毎朝、あるいは各事業所、町内会にお

いても継続してできるようにという働きかけも含

めた取り組みというふうに認識しておりますけれ

ども、まだまだ広報、ＰＲが足りないということ

でありましょうから、さらに各地域で実施をして

おります健康教室等でも朝ラジオ体操等も含めて

効果をＰＲをし、継続的な体操をやっていくと。

普及をしていくということに努めていきたいと思

います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

私のことで恐縮で〇１１番（佐々木 寿議員）

ございますけれども、うちの町内会は１カ月奨励

期間あるのですけれども、もう一カ月延ばして２

カ月やっているのです。それが癖になりまして、

本当に私も朝絶対６時半にはもう起きようと。起

きてまず体操しようということで心がけておりま

す。これやめられなくなるのです、やり始めたら。

皆さんも笑っていらっしゃるのですけれども、ぜ

ひやってみたらいいと思います。やめられなくな

ります。そんなことでぜひ簡単なことから健康長

寿を奨励を宣伝をしていただきたい、こういうよ

うに思います。

それから、先ほど特定健診について御答弁あり

ました。特定健診は、先ほど御答弁があったよう

に本当に大切なことなのですけれども、これは受

診率がかなり低いというふうなことになっていま

すけれども、この受診率の向上に向けてやっぱり

考えなければいけないと思うのですけれども、何

か市長のこれからの取り組みについて考え方があ

りますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

特定健診の受診率であり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、平成２３年度名寄市は２２％、

全国平均３７％よりも低く、全道平均は２５

％、これよりも高いというところであります。ま

た、どうしても若い世代ほど受診率が低いという

傾向があるということでありまして、生活習慣病

というのは若い段階からやっぱり生活習慣を改善

をしていくということで予防が相当可能になると

いうことで、若い世代の方たちの受診をさらに促

していきたいということで、先ほど佐藤議員の答

弁にもお話をさせていただいたと思うのですけれ

ども、２５年度から特定健診の受診対象年齢を３

５歳から３０歳に引き下げるということをやって

いきたいというふうに思います。このことにより、

ぜひ若いときから自分の健康状態を確認をして、

生活習慣の改善、予防に向けた取り組みができる

ように健診体制の充実を図って、受診率の向上に

努めていきたいというふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはり事前に自分〇１１番（佐々木 寿議員）

で悪いところを発見してもらうというのは、これ

は無料ですから、本当に真剣になって１００％を

目指してやっていただきたいと、こういうふうに

取り組んでいただきたいと、こういうふうに思い

ます。

それから次に、いっぱいあるのですけれども、

きめ細やかな防災について伺いたいと思いますけ

れども、これは先ほど答弁がございました。夜間、

冬あるいは女性の立場、この辺が今までどうして

も防災に関しては余り考えられていなかったので

はないかと思いますが、俄然注目されてきたのは、
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やはり身近に起こった場合にそういうものを発見

して出てくるということで、これはもっと身近に

知ってもらうためには本当に避難訓練をやってみ

たらいいのではないかと思いますけれども、これ

は学校現場でも教育長にもこのことについて、こ

れからの取り組みで避難所訓練、これは市長のほ

うにも聞きたいと思いますが、これの取り組み、

見解についてどう思われていますか。これは、多

分例えば避難訓練をやることによって今まで日常

生活でやっていなかったことが発見できる。例え

ば電気もない。本当に家庭で今まで日常生活でや

っていたことが不便になって、これは実際に自分

で体験する。あるいは防災の例えば必需品を持っ

ていっても本当にこれは使えるのかと。これがや

っぱり防災必需品を持っていてもしっかり機能す

るように、ちゃんと自分で使いこなせないと何も

ならないわけです。したがって、避難所訓練を一

回体験するような、今まで防災訓練をやっていま

すけれども、本当に学校現場でも体験するような

ことに取り組んでいかなければと思いますけれど

も、その辺の見解について市長、それから教育長

にお伺いしたいと思いますけれども。やれるのか、

やれないのか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

防災訓練を毎年、昨年は〇市長（加藤剛士君）

智恵文でしたか、その前は風連地区でそれぞれ起

こり得る災害を想定して、あらゆる関係機関と連

携をして災害訓練やっているわけですけれども、

その中で避難所訓練的なものも実際に地域の皆様

方と連携をしながらやってきた経過がありますの

で、今後も防災訓練を通じて避難所訓練というの

も引き続きやっていきたいと。そうしたより実践

的な避難活動訓練が行われるということは、議員

御指摘のとおり大変重要なことだというふうに思

いますので、継続し、またより改善できる方法も

あればその御意見も承りながら、より的確な、充

実した防災訓練にしていきたいというふうに思い

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

学校での避難訓練とい〇教育長（小野浩一君）

うのは、今現在現実的に対応しておりますのは火

事に対する避難訓練と、それと地震に対する避難

訓練、この２つしか現実的にはされておりません。

それで、いつでしたでしょうか、佐々木議員がお

話ししていたように子供たちの途中、下校、それ

と登校中の避難訓練の必要性も指摘受けたのです

けれども、それについても私本当真剣にちょっと

考えていたところですが、そういう登下校中のこ

とを含めて避難訓練を拡張していくと、どうして

も地域による防災会議、防災訓練というところに

行き着くわけですので、やはり今市長もお話あり

ましたように学校だけでは限界があります。ただ、

学校では子供が避難訓練で動くというノウハウは

持っていますので、その辺と地域での取り組みと

連携しながらやっていくというか、そういう取り

組みは必要ではないのかなと、そんなふうに思っ

ているところでございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはりこれは、実〇１１番（佐々木 寿議員）

践をすることによってしっかりと一回やったらも

う忘れません。例えば本当に御飯でもそうですけ

れども、今指一本で御飯炊けるのですけれども、

そういうことから始まって、やはり避難所でしか

できない訓練というのがあるのだと思います。こ

れは、本当に当たり前のようなことですけれども、

いざ実際に御飯を例にとると御飯が炊けるかとい

うとなかなか炊けないのではないかと。やはりそ

ういうふうなこともしっかりと、我々の世代です

とどういうふうにやるのかというのは大体わかっ

ているのですけれども、若干我々よりお若い方は

余りそういうような自分で火をおこして、水を入

れて米もといでと。米入れたら、洗剤を入れて回

して米といでいるようなことでは、本当の意味で

実践訓練、避難所での生活ができないのではない

かと思いますので、できればそういうような実践

訓練をこれから導入していただいて、本当に何か
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の場合でも生活ができるというふうなことをみん

なが知っていただきたいなと思っています。

それから、先ほど学校関連でいきますけれども、

先ほど土曜復活については、土曜日授業と、それ

から週５日制ということは結びつかないのではな

いかということでありましたけれども、それは中

央というか、東京あたりは本当に５日制ではもう

学力が間に合わないということで、もう既に文部

省が考えている時点で取り入れていると。それで

もやっぱりいろいろ弊害があるわけです。もちろ

ん学校の先生方も５日制ですから、次にやるとい

ったら先生方をふやさなければいかぬとか、いろ

んな弊害があると思うのですけれども、先ほどで

いったら当市は当分国の動向を見ながら対応をし

ていくということですけれども、学力アップ、あ

るいは昔といいますか、取り入れられ、導入する

前は本当に学力のアップになっていたのか、ある

いはゆとり教育で週５日制になって学力が落ちた

のかという、その検証というのは学校のほうでは

なされているのですか。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどもちょっとお話〇教育長（小野浩一君）

し申し上げたのですが、学校週５日制になったこ

とによって子供たちの学力に影響を及ぼしている

か、及ぼしていないかというところでございます

が、これ平成１４年、１５年、１６年あたりにい

ろいろ新しい学力テストも始まりましたので、Ｐ

ＩＳＡという国際調査も始まりまして、いろんな

国際的な調査に対して日本も参加していったわけ

ですけれども、ちょうどもうそのときには完全学

校週２日制に入っているわけですけれども、ただ

その学力調査等で検証した結果は子供たちの学力

は落ちていないのです。当時学校週２日制になっ

た段階で、学力低下を危惧する人方はかなりその

ことに問題点を見出しながら、文部科学省何とか

しないといけないぞというような、そんな論議に

なったのですが、結局最終的には各種調査見た結

果、５日制による学力低下は見られないというよ

うな結果になったのがこれが現状でございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１１番（佐々木 寿議員）

最後に、もう時間が来ましたので、いじめ対策

についてちょっと伺いたいと思います。これいじ

め対策については、やっぱり子供が安心して生活

して学ぶ、そういう環境をつくっているのは学校

現場の１丁目１番地だと。これが今いじめ対策に

ついて条例を制定しているところ、あるいはこれ

から考えているところ、これいろいろありますけ

れども、これについての条例の制定に関してどう

いうふうな考えを持っているのか、簡単に。もう

時間ないので、教育長から、市長もある程度後で

伺えたら。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今回は、いじめに直接〇教育長（小野浩一君）

かかわるような御質問はなかったのですけれども、

いじめの問題は大切な段階に入っておりますので、

簡単にちょっと御説明したいと思います。

いじめの問題につきましては、この間も議会で

問題になりましたが、どの子供にもどの学校にも

起こり得る問題であって、学校教育に携わる全て

の関係者が改めていじめの問題の重大性を認識し

て、いじめの兆候をいち早くして迅速に対応する

ということがこれが鉄則であります。また、いじ

めの問題が生じたときには、その問題を隠すこと

なく、学校と教育委員会が一体となって対応する

と。これも非常に大切なことかと思っております。

これまで名寄市では、いじめの問題の早期発見や

早期対応を図るために、子供たち全員対象に北海

道教育委員会で行っていますいじめの問題の実態

把握の調査を行ってきております。この調査では、

今もこのいじめは続いているのかと回答した子供

たちに教員が一人一人全部対応いたしまして、そ

してその解消に向けた取り組みを名寄市では行っ

ているところでございます。

私が一番今大事だなと思っているのは、この間

もお話しいたしましたけれども、いじめは絶対に
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いけないことだと思う子供たちを１００％にした

いのだということであります。それで、基本的に

私いじめというのは社会の教育問題だと思ってお

ります。決してこれからなくなることはないので

はないだろうかと。それは、人間の本性にかかわ

る問題だと思っているのです。だから、人間とい

うのをどう捉えるかによって、いじめに対する対

応の仕方も非常に変わってくるのではないかなと

思っております。私も現場にいたとき一番大事だ

なと思ったのは、よりよい人間関係づくりを基盤

とした集団づくりが非常に大事だと。どういう集

団をつくるかでいじめが発生しにくくなったりす

るわけですので、今学校に対して児童会だとか生

徒会があるのですけれども、その自治活動として

いじめの取り組みをやってくれと。だから、いじ

めが起こったからだめだよというのではなくて、

子供の日常の活動の中にいじめ対応ということ、

仲よし学級づくりだとか、いじめのない学校づく

りだとかという、そういう考え方を浸透させよう

ということで、子供たちの児童会、生徒会活動の

中での取り組みを強化するように今新たな取り組

みをまたスタートさせようとしておりますので、

そんなことを通して保護者から信頼ある学校づく

りに努めていきたいなと、そんなふうに思ってい

るので、御理解いただきたいと思います。

以上で佐々木寿議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

加藤市長の市政執行から外４件を、大石健二議

員。

新緑風会の大石健二で〇４番（大石健二議員）

す。議長より御指名をいただきましたので、これ

より会派を代表して質問を行ってまいります。

最初に、加藤市長の市政執行から順次お聞きし

てまいります。加藤市長は、平成２２年４月に合

併後の第２代名寄市長に就任し、今春で任期最終

年の３年目を迎え、平成２５年度は文字どおり第

１期加藤市政の総仕上げの年となります。

さて、加藤市長は過ぐる３年前の５月１１日に

開会された平成２２年第１回市議会臨時会におい

て初就任の所信を述べています。この中で加藤市

長は、市政運営は初めてでありますが、まちづく

りへの市民の皆様の思いをしっかり受けとめ、検

証を行い、公正、公平に進めること、みずから先

頭に立ち、新たな決意と情熱を持って名寄市の発

展のため全力で取り組んでまいりますと初めて臨

む市政への決意を述べ、私は民間出身のため、行

政は徹底した簡素、効率化を行い、市民の皆様に

は情報の共有をした上で、協働のまちづくりに知

恵と汗をともに流していただき、一歩一歩着実に

自主性と自立性の高い行財政運営に取り組んでま

いりたいと言葉を継いで市政運営の基本的な考え

方を述べています。平成２２年の就任に際して述

べた指針、所信がどこまで実現を見たのか、総仕

上げに向けてどのような総点検が行われているの

かお示し願います。

次に、観光振興策についてお聞きをいたします。

平成２４年度にスタートした名寄市観光振興計画

は、平成２８年度までの５カ年計画となっていま

す。計画期間の名称は、名寄の代表的イメージで

あるひまわりの成長過程になぞらえて平成２４年

度の戦略スケジュールの位置づけを種をまく播種

期とし、到達目標に道内外における名寄市の知名

度向上による観光ＰＲの相乗効果を目指すとして

いますが、果たして当初のもくろみどおり目標到

達が成ったのか否か、その成果についてお答え願

います。

また、４月１日よりスタートする２年目の戦略

スケジュールは育成期と位置づけ、到達目標に道

内外から交流人口拡大を目指すための受け入れ態

勢の整備、観光資源開発試験事業の展開を掲げて
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いますが、そのもくろみについてもあわせて御答

弁をお願いいたします。

次に、新年度予算編成とその過程についてをお

聞きいたします。名寄市の平成２５年度予算案は、

２月２１日に行われた加藤市長の記者発表により、

翌２２日の新聞各紙上でその概要が報道されまし

た。この平成２５年度予算案の編成から報道発表

までの一連の過程を振り返ってみますと、昨年の

１１月１日付で加藤市長名の訓令と同日付の扇谷

総務部長名の事務連絡が部内向けに発令されてい

ます。そして、年が明けた１月２３日には新聞各

紙で市長査定が始まるとの見出しが躍り、さらに

一月ほど後に加藤市長の新年度予算案の記者発表

が行われ、ここへきて初めて私たちは新年度予算

案の概要に接することができました。この一連の

新年度予算編成の過程を改めて振り返り、果たし

て市民の皆さんへの情報開示と共有、説明責任等

について十分に果たし得たのかどうなのか、この

検証結果を踏まえてお答えをいただき、あわせて

新年度予算編成に際しての財政健全化への取り組

みについても御答弁をお願いいたします。

次に、生活弱者への生活援護についてお尋ねを

いたします。生活保護事業は、生活に困窮する人

に対し、その困窮の程度に応じて最低限度の生活

を保障するとともにその自立を促すことを目的と

していますが、現在国で生活保護基準の見直しが

進められています。見直しの内容の詳細は不明で

すが、生活保護費の生活扶助費を新年度の平成２

５年８月から平成２７年度までの向こう３年間で

平均で６％、最大で１０％引き下げるとしていま

す。名寄市における生活保護費の支給状況は、平

成２３年度末現在で保護率は１２パーミル、パ

ーセントに直しますと２％、延べ人数１万５８

９人、扶助費総額は約４億１００万円となって

います。今回の引き下げは、保護で最も多い生活

扶助４３７人と年末に支給される冬期薪炭費７

４２人の延べ１７９人が対象と推定されます。

生活困窮者にとって生活保護は最後のとりでであ

り、今後さらに生活の窮迫が予想される保護費受

給者への対応について御答弁をお願いいたします。

また、この生活保護の引き下げにより学用品費

や給食費、修学旅行費が支給される就学援助制度

にも影響が及び結果として支援を受けられなく児

童生徒が出てくることも予見されます。現在名寄

市で就学援助を受けている児童生徒は、小学生で

要保護、準要保護の計２４１人、中学生が計１４

６人で合計３８７人となっています。就学援助は、

経済的に苦しい家庭の小中学生を対象にしており、

対象となるかどうかは生活保護費の支給基準を基

本にしており、援助の大半は名寄市の事業であり、

名寄市の対応についてもあわせてお答え願います。

また、就学援助制度と同じように生活保護費を

収入基準に設定している除雪サービス制度の対象

条件となる基準の見直しについてもあわせて御答

弁をお願いいたします。

次に、名寄市の行政運営から、最初に名寄市の

人事評価制度について質問してまいります。名寄

市の人事評価制度は、当初の計画からおくれて平

成２１年に１カ月間、平成２２年度から７カ月間

の考課期間を設けて管理職者を対象にスタートし、

本年度をもって試行期間おおむね４カ年、試行回

数４回が実施されています。本来の人事評価制度

は、職務遂行能力とその職務遂行度を職務基準で

評価し、評価結果をもとに本人と上司が面接を行

い、評価について統合を図り、結果として給与や

賞与、昇進にしっかり反映されることが望ましい

と考えます。計４回に及ぶ試行回数で得られた現

状と課題を踏まえ、新年度以降の人事評価制度へ

の取り組みについて御答弁をお願いいたします。

次に、名寄市の行政運営から、選任、諮問、同

意の人事案件についてお聞きいたします。さて、

名寄市が議会の同意を求める選任、諮問、同意の

人事案件は、副市長を初め教育委員会委員、監査

委員等のほか、候補者の推薦同意を求める人権擁

護委員の皆さんなどとなっています。これまで新

たな選任による同意人事案件が示されても、その
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候補者の人となりやどのような所信や所感、使命

感を持ってその任に当たられようとしているのか

などが不明のままに審議に臨むことも少なくござ

いませんでした。人事案件は、候補者の人権、人

格にかかわることも十分に想定できる極めて繊細

な案件ではありますが、今後は同意人事案件の提

出後に候補者の所信聴取、聞き取りが行えるよう

新たな機会や聴取の場を設けることについての所

見について御答弁をお願いいたします。

次に、名寄市の行政運営から、３点目の民生委

員児童委員の一斉改選についてお聞きをいたしま

す。名寄市の民生委員児童委員は、今年１１月に

任期満了に伴う一斉改選が行われます。民生委員

児童委員８８人、主任児童委員１０人の皆さんは、

生活困窮者や高齢者の見守り、そして子育ての相

談業務など文字どおり多忙な毎日を送っていらっ

しゃいます。名寄市の高齢化率は、本年１月末現

在で２１％、間もなく３人に１人が６５歳以上

の高齢者となりますが、民生委員児童委員の世界

にも高齢化の波が押し寄せています。民生委員児

童委員の皆さんの定年は７５歳で、主任児童委員

は５５歳となっていますが、後任の引き受け手が

なかなか見つからず、地域の中には定年を過ぎて

も活動を続けている民生委員児童委員の方も少な

くございません。とりわけ大雪に見舞われた今冬

は、受け持ち地区の対象者を見守る活動も深い雪

に足をとられて難渋するなど、肉体的にも過酷な

負担を強いられたのが実情でございます。今冬の

一斉改選に向けた担い手後継者対策について御答

弁をお願いいたします。

次に、行政運営から、４点目の名寄東病院の管

理運営についてお尋ねをいたします。質問に入る

前に卒爾ながら、まず名寄市立総合病院の佐古和

廣院長に感謝とお礼を申し上げなければなりませ

ん。ここ３年余り不在が続いていた名寄東病院の

院長に本年度末で市立総合病院を退職される佐古

院長の英断により、平成２５年度より東病院長と

して診療及び運営に当たっていただけることとな

り、名寄地域医療のますますの拡充化につながる

ものと大いに御期待を申し上げるところでござい

ます。

さて、名寄東病院は御承知のとおり公設型民営

により指定管理者の上川北部医師会が診療及び管

理運営に当たっていますが、その契約期間が平成

２５年度末をもって満了いたします。私は、昨年

６月の第２回定例会で契約期間満了後の東病院の

診療体制及び管理運営体制についてお聞きをいた

しました。そのときいただいた答弁では、平成２

４年度中に関係機関とも協議の上、決定をしたい

とのお答えでした。名寄東病院の今後の診療体制

と運営について御答弁をお願いいたします。

次に、名寄市の市民生活の環境整備と改善から、

最初に今冬の除排雪対策を総括してを質問してま

いります。ことしの冬は、旭川気象台の観測デー

タによると３月７日現在で累積降雪量は６５０セ

ンチ、つまり５メートルで平年時７３８センチ

の平年比８８％となっており、積雪の深さは１１

６センチで平年比１３３％となっています。数字

だけを見ると意外な感じもいたしますが、実態は

例年にない寒波で雪解けが進まず、雪そのものが

圧縮されているために実際の積雪深と計測深とは

異なるようです。今冬は、１２月から年明けにか

けて猛威を振るった冬将軍の断続的な降雪で名寄、

風連両地区市街地の生活道路及び幹線道路、通学

路で当初の除排雪体制では間に合わず、ロータリ

ー車とグレーダー、ダンプなどで編成されたセッ

トを新たに組み直すなどの対応に追われました。

本日以降もまだまだ大雪に見舞われる可能性も高

く、予断を許さない状況が続く平成２４年度の除

排雪体制ですが、今冬の除排雪対策をどのように

総括し、来シーズンの除雪体制に反映していくの

か、御答弁をお願いいたします。

また、今冬は屋根の雪おろし作業や落雪などに

よる死傷事故が相次いでいます。まだ予断を許さ

ないものの、寒さのピークは過ぎたと見られ、今

後は暖気が一気に緩んで起きる屋根雪の落雪に歩
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行者が巻き込まれるなどの事故も懸念されます。

こうした死傷事故を防止する未然の対策としてど

のような施策をお考えか、御答弁をお願いいたし

ます。

最後に、名寄市の経済施策から、まず環太平洋

連携協定、ＴＰＰの交渉参加についてお聞きして

まいります。新政権が環太平洋連携協定、ＴＰＰ

の交渉参加の意向を示したことに連日危機感を持

って推移を見守っているところですが、報道によ

ると本日１５日にも米、麦、牛肉及び豚肉、乳製

品、甘味資源作物の例外５品目の関税撤廃を認め

ないことを前提条件に交渉参加の表明が行われる

模様です。この聖域なき関税撤廃を原則としてい

るＴＰＰに万が一にも参加した場合、名寄農業に

与える損失、影響などについての試算についてお

知らせを願います。

また、あわせて今後の政府のＴＰＰ交渉参加表

明に向けた阻止運動、道との共同歩調をあわせた

運動を展開していくことになるだろうと類推しま

すが、今後の具体的な取り組みについて御答弁を

お願いいたします。

次に、商工業振興策についてお聞きをいたしま

す。平成の徳政令と呼ばれた中小企業金融円滑化

法が３月末に終了いたします。中小企業円滑化法

は、中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に

返済負担の軽減を申し入れた際にできる限り貸付

条件の変更等を行うことに努めることなどを内容

とする法律で、平成２０年秋以降の金融危機、景

気低迷による中小企業の資金繰り悪化等への対応

策として、平成２１年１２月に約２年間の時限立

法として施行されました。しかし、その後期限を

迎えてもなお中小企業の業況、資金繰りは依然と

して厳しいという観点から、平成２５年度３月末

まで延長された経緯があります。新年度以降は、

再延長しないとの方針が示され、事業主の皆さん

から不安が広がっているとの声も聞こえており、

同法終了に伴う相談窓口の開設や代替融資制度の

説明などについてどのような対応をとられるのか

御答弁をお願いいたします。

以上でこの場からの代表質問といたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大石議員から大項目で５〇市長（加藤剛士君）

点にわたり質問いただきました。まず、大項目の

１、小項目１、ア、任期最終年の総仕上げに臨ん

でにつきましてお答えいたします。

平成２２年４月に市長に就任をし、はや３年の

月日が過ぎようとしております。この間私は、公

平、公正はもとより民間で培った経験を生かし、

まちづくりへの意欲と情熱を持って責任あるリー

ダーとして市政推進に邁進をしてきたところであ

ります。その市政の推進に当たりましては、次の

６つの基本施策を所信として表明をし、取り組ん

できたところであります。１点目は、民間会社名

寄市的発想での行財政運営でございます。私は、

市役所は市内最大のサービス業であり、民間的な

発想が必要といった思いから、この間観光振興、

交流事業などを通じ推進をし、みずから足を運ぶ

トップセールスで本市のＰＲを図り、南相馬市あ

るいは台湾を初めとする交流事業の広がり、さら

には西田敏行さんや玉山鉄二さん、有森裕子さん

らの著名人との結びつきが生まれました。また、

市民が主役のまちづくりとしまして、パブリック

コメントの実施、総合案内窓口の設置、行財政改

革や職員提案によるゼロ予算事業の実施、東京都

杉並区への職員派遣など意識改革あるいは人材育

成にも努めてまいりました。

２点目は、基幹産業農業の推進についてであり

ます。モチ米やアスパラを初め地域の利を生かし

た安全、安心でおいしい農畜産物はまさに地域の

ブランドであり、本市の財産であります。この間

ＪＡ施設への支援を初めエゾシカの焼却施設や食

肉センターの整備など安定生産をさせてきたほか、

油用ひまわりや薬用植物など新たな作物の振興に

も着手をしてきたところであります。

３点目は、名寄市立総合病院のさらなる充実に

ついてであります。市民の安心はもとより地方セ
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ンター病院として地域の医療の確保、充実を図る

ため、精神科病棟の改築を初め計画的な施設整備

を進めるとともに、この３月に勇退をされる佐古

院長に多大な御貢献をいただき、地方病院が厳し

い環境に置かれる中で、医療スタッフの確保や安

定経営がなされてきたところであります。

４点目は、財産を生かしたまちづくりについて

でございます。本市には、市立天文台、道の駅、

道立サンピラーパークなど多くの財産があり、指

定管理者の導入やイベント開催などにより施設の

魅力を発揮をして交流人口の拡大に努めてきたと

ころであります。また、市立大学では地域社会を

支える幅広い職業人を養成し、地域や社会に貢献

する大学として、大学図書館の整備など教育環境

の充実に努めてまいりました。

５点目は、陸上自衛隊名寄駐屯地の堅持であり

ます。名寄駐屯地は、本市においてなくてはなら

ない存在でありまして、この間市内外の関係機関、

団体と連携をしてその堅持を強く国に働きかけを

してきたところであります。

最後に、市民福祉の充実であります。この間民

間が実施をする全国住みよさランキングにおいて

常に道内上位にランキングをされておりまして、

本市の医療や子育て支援、高齢者、障害者福祉、

消防や防災などの安全、安心対策、あるいは教育

など、これら地道な取り組みが評価されてのもの

と受けとめております。残された任期はあと１年

と少しとなりましたけれども、引き続き明るく元

気なまちづくりを目指して全力で取り組んでまい

る所存であります。

小項目２、観光振興策についてお答えをいたし

ます。平成２４年度スタートいたしました名寄市

観光振興計画では、１年目を播種期と位置づけま

して、道内外における名寄市の知名度向上による

観光ＰＲ相乗効果の可能性について取り組むこと

としております。まず初めに、市民に対する取り

組みとして、観光振興計画の中でも定めておりま

すが、本市の観光のメーンイメージをモチ米と星

と位置づけまして、それを可視化させるために新

たに観光キャラクターなよろうを誕生させ、当初

の目的のとおりなよろうが多くの市民に理解と愛

着を持ってもらうため、市内行事を優先的に貸し

出しをし、市民から多くの御利用をいただいてお

ります。さらには、地域活性化策として民間活力

によるグッズの販売などの動きもあり、当初の目

標どおりの成果があったものと考えております。

次に、対外的な取り組みとして、本市の夏の象

徴でありますひまわり事業についてでありますが、

一昨年は試験的に実施をいたしましたひまわりの

ライトアップを今年度から本格的に一定の期間中

実施をすることにより、天文台とあわせた名寄で

の宿泊旅行商品が販売されるなどの新たな動きも

ありました。また、市民ホスピタリティーの醸成

という目的で国道２３９号線でひまわりボランテ

ィア事業も行いました。交通安全の視点から、背

の高いヒマワリはだめと。あるいは、雑草が予想

以上に多かったことや干ばつの影響で発芽が大幅

におくれて開花がそろわなかったことなど、予想

外の反省点もありましたが、多くの市民の皆様に

参加をしていただき、次の展開につながるものと

考えております。

次に、ご当地グルメＰＲ事業として北海道遺産

でもありますジンギスカンの道内各地での食べ方

の違いに焦点を当て、名寄地方独特の食べ方を表

現しやすいネーミングにした煮込みジンギスカン

を本市のフードツーリズムの可能性について道内

外の方々の反応を伺う取り組みを行いました。そ

の結果、特に道内はもとより道外でのお客様の反

響が大きく、今後も創意工夫は必要でありますが、

本市の優位な観光資源の一つになる可能性も見出

せたところです。

次に、交流人口の拡大の視点から、昨年総務省

の緑の分権改革調査事業の採択を受けることがで

きました。本市の特産品であるモチ米を原料とし

て使用している三重県伊勢市の株式会社赤福、群

馬県の群馬製粉株式会社、岡山県の株式会社廣榮



－104－

平成２５年３月１５日（金曜日）第１回３月定例会・第２号

堂の企業に職員研修の一環として本市での農業体

験などを組み入れた企業交流プログラムの開発を

行い、企業と生産者とのきずなの確立による相乗

効果を目指すための実証実験を行い、新しい交流

人口の拡大策の可能性を見出すことができました。

さらには、本市のひまわりが御縁でオリンピック

マラソンメダリストの有森裕子さんに本市のスポ

ーツ及び教育振興など元気なまちづくりに寄与し

ていただくために、名寄市ひまわりまちづくり大

使を委嘱をいたしました。このことにより本年７

月にも有森さんの思いを盛り込んだ名寄の特色を

出したひまわりイベントの構想も検討をされてお

ります。ほかにもさまざまな取り組みを平成２４

年度中に実施をいたしましたが、私の率直な感想

としては本市の観光振興の可能性を秘めた種は十

分まくことができたと感じているところでありま

す。

次に、平成２５年度から始まる観光振興計画の

中での育成期についてでありますけれども、到達

目標として道内外からの交流人口拡大を目指すた

めの受け入れ態勢の整備、観光資源開発試験事業

の展開と定めております。育成期の具体的な取り

組みとして、観光振興を図る上でもＮＰＯなよろ

観光まちづくり協会が担う役割は大きく、宣伝誘

致業務体制の強化を図るとともに、観光振興戦略

拠点として駅前交流プラザよろーなを位置づけ、

観光物産情報の集約、交流人口拡大事業発信基地

として機能させるための環境体制整備を構築をし

てまいります。また、交流人口の拡大策として新

たに教育旅行の受け入れ態勢整備として交流都市

であります杉並区からの強力な御支援もあり、道

内への外国人観光客として最大の入り込み数であ

る台湾に焦点を当てまして、平成２６年度の本格

的実施に向けた台湾教育旅行関係者モニターツア

ーを平成２５年度の夏に実施をする予定でありま

す。さらには、観光振興と両輪である物産振興に

ついて、今まで全市的な視点に立った総合物産窓

口がなかったことから、平成２５年度からＮＰＯ

なよろ観光まちづくり協会が物産業務体制を整備

していただくということになっております。ほか

にもさまざまな取り組みを実施をする予定をして

おりますが、平成２４年度の播種期にまいた種が

芽を出し育っていくための環境づくりが育成期の

最重要課題となってございますので、それらを達

成するための観光事業及び物産事業など受け入れ

態勢の整備を中心に取り組んでまいります。

新年度の予算編成に対する情報公開についての

お問い合わせがありました。平成２５年度予算編

成の編成過程につきまして、平成２４年１１月１

日付で市長訓令、総務部長事務連絡を出しまして、

１１月３０日に各課からの要求を締め切り、その

後財政課長査定を経て平成２５年１月１５日から

２８日にかけまして副市長、市長による上部査定

を実施をし、さらに計数の整理を経て平成２５年

２月２１日、新年度予算を記者発表させていただ

いたところであります。今回の予算編成におきま

しては、国による地方財政対策の発表がおくれた

ことに加えて、平成２４年度予算の前倒しの実施

など通常の予算編成に比較すると時間がかかった

ところであります。予算案は、各課からの予算要

求から最終案の決定までその事業の必要性、ある

いは他の事業との整合性、今回の予算であったよ

うな国の補正予算をどのように組み立てをして実

施をしていくかなどさまざまな議論と計数整理を

加えて、複雑な過程を経て決定をしてまいります。

このため過程を追いながら予算の編成の過程を報

告するということは非常に困難な作業となり、ま

た間違った情報を発信をしてしまうといった危険

性もあるため、全ての予算案がまとまった時点で

議論経過などの情報公開を実施をすることとして

おります。

次に、小項目２の生活弱者への生活援護につい

てということで申し上げたいと思います。まず最

初に、生活保護費の生活扶助費減額に伴う受給者

への支援と影響についてということで申し上げま

す。これは、全国的な被保護者の増加と保護費の
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増大が大きな社会問題となっておりまして、政府

は平成２５年度から３年かけまして保護費を約

３％削減することを決定をしております。生活扶

助基準額は、一般国民の消費動向と前年度までの

消費水準との調整によって決定をされました。こ

の水準は、単に必要な衣食住の充足だけではなく

て、社会的費用も確保をされ、一般国民の生活水

準と均衡がとられているものと認識をしておりま

す。しかし、この基準額が他の福祉制度等にも使

用されているということから、大幅な引き下げが

実施された場合には他の低所得者に対しても影響

が及ぶことが懸念をされているところです。引き

下げが実施をされた場合の被保護者への影響であ

りますけれども、生活扶助額の３％で単純計算

では老夫婦世帯で月約２００円の減額というこ

とになりますが、当市の３級地での試算では４人

家族で最大１万０００円の減額、６０代の単身

では０００円の増額ということで、家族構成や

年齢により大きく異なることになりますけれども、

保護世帯の多い高齢者世帯においては月０００

円から０００円程度の減額となると思われます。

削減の詳細通知がないので、今のところ申し上げ

られませんけれども、この額が適正かどうかの判

断は今後の物価の上昇や消費税率の引き上げを含

めて検討されるというふうに思いますけれども、

名寄市においては平成２５年４月１日から１年間、

５件の被保護世帯における家計簿調査が実施をさ

れることから、その結果次第では道や国に対して

適切な額の支出を強く要望していくなど、適切な

対応をしてまいりたいと考えております。

次に、低所得者への就学援助による生活支援等

の対策についてであります。生活保護費と連動す

る施策として、就学援助、住民税の非課税世帯、

介護保険料、障害者福祉サービスの負担の軽減、

高額療養費の所得区分などへの影響が懸念をされ

ておりますけれども、国からは影響を受けるそれ

ぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分に考慮をし

ながら、できる限りその影響が及ばないように対

応することを基本的な考え方とすると。この旨の

対応方針が示されておりまして、地方単独事業に

つきましても国の対応方針の趣旨を踏まえて適切

な対応が望まれております。平成２５年度の就学

援助につきましては、切り下げ前の基準を用いる

ため影響はございませんけれども、平成２６年度

以降につきましては平成２５年度の生活保護基準

を用いるために影響を受ける準要保護児童生徒が

出ることも考えられるといったことから、これは

不利益をこうむらないように平成２４年度の基準

を用いるなど名寄市児童生徒生活就学援助要綱、

この要綱の改正も検討をしてまいります。また、

当市の単独事業であります除雪サービス事業につ

いても、これも生活保護基準額を適用しておりま

すが、これは対象収入額は平成２４年度中の収入

や必要経費を参照としておりまして、個人の住民

税の賦課決定と同様の期間を基準とするというこ

とで、平成２５年８月改定予定の基準見直しの影

響は平成２６年度以降となる予定であります。

なお、平成２６年度以降につきましては、具体

的には減額の詳細が判明してからの検討となりま

すけれども、影響は数世帯あると見込んでおりま

す。ほかに関係する事業、制度におきましてもそ

の取り扱いが市町村長の判断に一任をされるなど

の対応措置が示されておりますので、検討の上、

より少ない影響の中で事業が進められるよう考え

ております。

行財政運営の人事評価制度についてであります。

行政需要の高度化と厳しい財政状況を背景に地方

自治体には簡素で効率的な行政システムの構築が

求められ、限られた職員で継続的に行政サービス

を提供するために効果的に職員のレベルアップを

図る仕組みが必要となっております。このように

人材育成とともに組織の活性化、行政機能の強化

を図るためにも人事評価制度を進めていくことが

必要と考えております。本市の人事評価制度につ

きましては、平成２１年度に５部の課長職を対象

に１カ月間の試行を実施をして以降、２２年度に
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は課長職の範囲及び部次長職への拡大、期間をま

た７月から２月までの８カ月間として制度施行の

基礎固めを図ったところです。２３年度は、評価

方法の見直しに着手をし、シートの改良、具体的

には評価項目のうち役割達成度に重点を置きまし

て、次に能力、性格にかかわる評価を低くするウ

エートの手法を取り入れた評価方法に改良をして

きております。本年度は、さらに業務改善を図る

ために課内目標を設定シートを用いまして個人の

評価から一歩進め、評価期間の当初に課の目標を

設定し、期末には結果として構成員それぞれがど

う役割を果たしたのかを考察をし、次につなげて

いくよう改めたところであります。

また、今年度は評価結果の個人への開示も行い、

レベルアップを図るための仕組みを整備をしまし

た。このように毎年改良を重ねてより制度の高い

人材育成の観点から人事評価の試行を継続をして

いるところでありますが、成果主義の導入には目

標設定の際の難易度の調整をどう図るか、あるい

は難易度と達成度で計算を行って客観的評価がで

きる体制をいかに構築していくかということが課

題になってまいります。試行における課題、問題

点をより見直し、より精度を高めて人材育成とと

もに組織の活性化、行政機能の評価が図られる制

度の取り組み、制度の構築に向けて引き続き取り

組みを進めてまいります。

同意人事案件についてのお尋ねがありました。

同意人事案件については、法令等に基づいて行っ

ておりまして、選考に当たりましてこれまでの経

歴等を参考としながら、その人格や各分野におけ

る豊富な経験と高い見識を持っている方を適任者

と判断をし、議会の同意を求めているところであ

りまして、したがいまして議員から御指摘のあり

ました候補者からの所信聴取につきまして、現段

階では考えておりません。

次に、大きな項目の３、小項目３、民生委員児

童委員の一斉改選より、少子化、長寿化に向けた

取り組みについてのお答えであります。複雑化す

る社会で福祉の増進と健全な社会づくりに日夜努

めておられる民生委員児童委員の皆様には、心か

ら敬意を表するところであります。

さて、少子高齢化が進行する中で町内会の役員

や民生委員など社会基盤の構築に欠くことのでき

ない方々のなり手不足は大きな社会問題となり、

今後も高齢者の増加は続くものと推測をされ、そ

れに比例して見守り体制を強化する上からも民生

委員の業務がますます増加をしていくものと認識

をしております。この問題につきましては、一斉

改選に向け全国的にも波及しておりまして、民生

委員みずからの高齢化も例外ではありません。当

市の民生委員児童委員の平均年齢は６８歳とな

っておりますが、北海道の審査会の指針において

は年齢制限を緩和するといったことなど定員確保

に向けての手段が講じられております。当市の民

生委員児童委員連絡協議会におきましては、平成

２４年度において組織機構改革を実施をし、民生

委員本来の業務に専念ができるように、これまで

の連絡協議会主体の活動から地区協議会主体の活

動に転換する旨の規約改正を行ってまいりました。

平成２５年度からは、地域に見合った活動が推進

されるものと期待をしているところであります。

さて、当市の充足状況では、年間４人から５人

程度の退任者があり、その都度該当する町内会の

御協力をいただき、補充をしておりますけれども、

現在９８名中１名が不補充の状態となっておりま

す。本年１２月１日付の一斉改選に向け、後任候

補者の推薦についてはこれまで同様に町内会から

の推薦が適切な方法と考えておりますけれども、

推薦困難な町内会にありましては町内会、民生委

員、福祉関係者等で構成をする推薦準備会を設置

すべく、去る１月１８日に開催をしました推薦会

議において提案をさせていただいて、広く皆さん

の御意見をいただきながら、人材の発掘に努める

よう準備を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目４、名寄東病院の管理運営につい

て申し上げます。名寄東病院は、道北における慢
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性期医療機関として内科、リハビリテーション科

の医療を提供しており、地域密着型の病院として

症状が安定をし、その後も長期療養が必要な患者

が療養生活を送るための慢性期医療機関として運

営をされており、今後においてもこれらの診療体

制を継続してまいりたいと考えております。この

地域の医療体系は、今後におきましても大きく変

わることがないことから、現有の医療資源を最大

限に活用して、市内のプライマリーケア、いわゆ

る初期診療、かかりつけ医を担う国保診療所や開

業医と急性期医療を担う市立総合病院、慢性期医

療を担う名寄東病院、それぞれが医療機能の分担

を図ることが必要なことから、平成２６年度以降

につきましても維持管理などに必要な費用につい

ては市が責任を持ち、現行の指定管理者制度を活

用し、継続することが望ましいと考えております

ので、現在関係機関、いわゆる上川北部医師会と

協議を進めているところであります。今後の予定

につきましては、相手方の機関決定を経て手続に

入り、９月の定例会では指定管理者の管理の期間

の一部改正、１２月定例会では指定管理者の指定

について提案をしてまいりたいと考えております。

さらに、平成２２年４月から３カ年間不在となっ

ておりました院長が着任をするということになり

ましたので、さらなる道北地域における慢性期医

療機関としての役割をしっかりと果たしてまいり

たいと考えております。

大項目の４、市民生活の環境整備と改善から、

小項目の１、今冬の除排雪の対策を総括してお答

えをいたします。今年度は、初雪が根雪となりま

して、１２月８日に降った雪が５６センチと過去

最大で、積雪が１２５センチに達し、前日と比べ

て一気に４４センチも積み上がった状態となりま

した。その後平均気温が低い日が続き、雪が解け

ることなく雪が多く残った状態となりました。こ

れまで経験したことがない１２月の降雪状況とな

って、多くの市民の皆さんに大変御苦労をおかけ

をしたところであります。降雪に伴う除排雪作業

につきましては、１２月１３日から幹線道路の通

学路の排雪を２班体制で開始をして、１２月２９

日に終了したところであります。明けて１月４日

より生活道路に排雪が入り、１月７日から３班体

制で排雪作業を進めてまいりました。生活道路の

排雪が終了したのは２月１９日でございます。こ

の間排雪ダンプ、運搬台数も９００台の計画に

対して１万１００台の実績となり、６２％の増

加となったところでありました。１２月の降雪が

平年に比べて異常であったことの確認ができたと

ころであります。また、前年に排雪をした幹線道

路、通学路の排雪必要路線を確認をして、２月２

７日までに２回目の排雪作業を終了いたしました。

排雪作業に当たり現場に応じて機械構成は多少変

わりますけれども、排雪機械、一般の機械構成は

ロータリー車が１台、タイヤショベルが２台、グ

レーダーが１台、排雪ダンプ１３台と交通誘導員

が５名、これで１班として進めております。例年

生活道路の排雪は２班体制で行っておりましたが、

ことしは３班体制としたことから、ダンプ台数が

不足をし、他管内からの協力により排雪作業を終

えることができたというところであります。これ

まで降雪パターンは、１２月までは少しずつの降

雪が積み重なり根雪となり、１月末から２月にか

けての吹雪、そして３月に入り融雪と降雪といっ

た形で春を迎えるのが通常と想定をしていたわけ

でありますが、今冬は全国的な異常気象による降

雪状況となっていることから、例年の除雪体制で

はなくて異常降雪にも十分耐えられる準備が必要

だと認識をさせていただきました。しかしながら、

近年の豪雪に対応した除雪体制、いわゆる除雪機

械や作業員の増強といったことを維持し続けると

いうことは現段階では難しいと判断をしておりま

す。今後は、本年度の降雪状況に伴う除排雪の検

証を行い、次年度に向けて研究をするとともに、

市民の協力が必要と考えております。次年度につ

いては、早い時期からの道路除雪に対する市民周

知や除雪事業者を初めとする関係機関と協議を行
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い、安全、安心な冬の道路環境の整備を行ってま

いります。

市民生活の環境整備と改善から、雪害がもたら

した市民生活の影響より、屋根の雪おろし事故の

防止対策についてであります。今冬上川管内にお

いて雪による事故が増加をしております。３月４

日現在、管内では雪おろし中に屋根から転落をし

たり、落雪に巻き込まれるなど除雪中の事故など

で８人が死亡、道の統計が残る２００５年度以降

で最多となっております。負傷者数も７５人が重

軽傷を負っておりまして、昨年度の９５人に次ぐ

ペースとなっています。道では、融雪期を迎え、

屋根からの落雪や雪崩などによる雪による事故に

注意を呼びかけているところでございます。名寄

市では、今冬の豪雪により２月２日と２月４日に

落雪事故により２名の方が亡くなりました。また、

負傷者数は昨年度の７件に対し３月９日現在１１

件と事故が多発をしております。屋根からの落雪、

屋根の雪おろし作業中、除雪機操作などで発生し

ております。名寄消防署が雪による被害で救急搬

送した者は今シーズン１３名で、うち１２名が５

０歳以上、死者が２名、重症が２名、軽症が９名

ということであります。屋根からの落雪や除雪作

業における事故防止対策としては、安全な服装で

命綱をつけることや気温が高くなる午後は屋根の

雪の緩みに注意をすること、雪おろしは１人で行

わず、２人もしくは家族や隣近所に声をかけるな

ど、命を守るためには十分な備えをすることが必

要であります。また、高所や積雪量によっては業

者に依頼をするなど、安全策をとることも必要と

思います。今後とも雪おろし等の作業中の安全を

確保するため、地域住民や事業者等への周知につ

いて、関係各機関と連携をし、広報やホームペー

ジ等により注意喚起に努めてまいります。

名寄市の経済産業施策から、ＴＰＰ参加交渉に

よるお問い合わせがありました。ＴＰＰにおける

名寄市の農業への影響額でありますけれども、米

が現状の１割程度、豆類は大豆が壊滅で４割程度、

麦類は秋小麦が壊滅で３割程度、バレイショは生

食以外は壊滅し５割程度と。てん菜壊滅、牛乳は

飲用以外は壊滅し２割程度ということで、現在８

０億円の農業生産額が３４億円になるといった試

算がされておりまして、関連産業も含めると地域

経済に及ぼす影響は多大であると考えます。市議

会においても平成２２年第４回定例会で反対決議、

さらに平成２３年第４回定例会及び本定例会でも

意見書が採択をされております。今月１１日には、

北海道農民連盟主催の集会が０００人規模で開

催をされておりまして、名寄市としてもこれまで

の反対の方針に変更はございません。国では、私

どもの想定以上に交渉参加への取り組みが進めら

れていることから、ＪＡを含めて農業関係者、市

町村関係者等と連携をして、今まで同様反対姿勢

を貫いてまいりますし、今後の対応も検討してま

いりたいと考えております。

次に、商工業施策の中での中小企業、零細企業

等の現況と課題についてであります。名寄市の地

域経済の状況については、地元金融機関が３月に

発表した地域企業景気動向調査を見ても管内の全

体の業況は前年比で改善しているものの、依然と

して厳しいといった環境であると分析をしており

ます。御質問のございました中小企業金融円滑化

法終了後の相談窓口の開設、あるいは代替融資制

度の説明等の対策については、名寄市においては

金融を専門とする職員の配置がありませんので、

地元金融機関及び名寄商工会議所並びに風連商工

会などと連携をして情報収集に努めて、中小零細

企業の支援をしてまいります。

なお、地元金融機関では、この法律が施行され

る前からみずからのコンサルティング機能を積極

的に発揮をし、中小企業等の立場で相談体制をと

ってきましたが、期限到来後も引き続き資金需要

や貸し出し条件の変更などに対応する旨地元紙ほ

かで報道されているところでありまして、他行に

ついても同様の対応を行う旨の情報を得ておりま

す。また、名寄商工会議所では本年１月中旬以降、
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特別相談窓口を中小企業相談所に開設をして相談

に対応しているところであります。

名寄市の中小零細に対する支援では、名寄市中

小企業振興条例により融資のあっせん事業により

対策を講じてまいりましたが、中小企業金融円滑

化法が終了することから、名寄商工会議所、風連

商工会から支援の要望もあり、平成２５年度から

新たに制度を創設をし、小規模事業者が多く利用

する小規模事業者経営改善資金の利用者に対する

利子補給制度により支援をしてまいります。

以上、この場からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ加藤市長から〇４番（大石健二議員）

御答弁をいただきました。ありがとうございます。

それでは、いただいた答弁をもとに再質問を行っ

てまいりたいと思います。再質問は必ずしも通告

順ではないので、入り繰りがあろうかと思います。

あらかじめ御承知おき願います。

最初に、残すところあと１年となった加藤市政

への総仕上げについてお聞きをしてまいります。

答弁の中で残り１年、６つの基本姿勢、施策につ

いて完遂に向けて今後も取り組んでいくというよ

うなお答えがございました。とりわけ加藤市長、

基本政策である民間会社名寄市という、そういっ

た発想の中で、トップセールスマンとして名寄市

の観光資源や物産を国内外に積極的に売り込み、

地域の活性化を図ると決意のほどを述べておられ

ました。私も行政視察あるいは政務調査等で市内

外に赴くことがあるのですけれども、最初の訪問

先では十分名寄市の調査研究をされていて、そん

なに戸惑いはないのですが、その訪問先で２次的、

３次的な訪問先を訪れたときに名寄市ってどこに

あるのというふうに言われるケースが少なくない

のです。そのたびに名寄市もまだまだだなという

ふうに胸のうちで呪文を唱えるのですけれども、

まずはこの方から名寄市を知っていただこうとい

うことで、名寄市の地理的位置や美しい四季折々

の季節に彩られた名寄のまちについて御紹介をし

ていくのですけれども、先ほど市長のほうから御

答弁があって、南相馬市を初めいろんろなところ

に足を運んで知名度を上げるために奔走している

というお話でございましたけれども、私も名寄市

を効果的にＰＲするために一生懸命セールストー

クを考えるのですが、市長が常套句で用いられる

ようなセールストークがあればぜひ御紹介をして

いただきたいと思うのですけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

これだということではな〇市長（加藤剛士君）

くて、先ほどからいろんな地域資源がある中で、

その場、その場でいろいろなセールストークを使

っているつもりであります。場面によっては、最

北の公立大学であったりとか、雪質日本一である

だとか、星が日本一きれいに見えるまちでありま

すとか、さまざまな切り口でみんなそれぞれの地

域資源が積み重ねてきた歴史と伝統があるので、

一つの切り口でなくて、そうしたことがいろんな

角度から見えてくる中での地域ブランドが創出さ

れていくというのが私のイメージであり、今まさ

に観光交流振興協議会を通じてやっていることだ

というふうに認識をしております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

私も郷土が輩出をした〇４番（大石健二議員）

名寄岩だとか、あるいは伊勢神宮の名産となって

いる赤福、原料のモチ米、全部が全部名寄ではな

いものですから、大方という言い方をしながら、

赤福の原料は名寄が多いのですよというような話

をしながら、また先ほど市長もおっしゃられた国

内で第２位の口径を持つ天体望遠鏡と。天文台き

たすばるを織りまぜてお話をするのですけれども、

どうもやっぱり反応のほうがいま一つだなと、大

変申しわけないのですが、私は率直にそう思って

おります。加藤市長は御存じかどうかわからない

ですが、今九州、四国のほうでその地の名産、特

産、名跡、そういったもの、あらゆるものを動員

して、本来の自治体名にかわる代名詞、例えば大

分県であれば温泉が５００あって、１分間のお
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湯の湧出量が８００リットルだとか、そういっ

た温泉を前面に出して日本一の温泉県と。大分県

ではなくて温泉県というふうに称して、これは商

標登録もしたと。昨年の１２月です。そういった

地元の、地場の名産、名品、名跡、何でもいいの

ですけれども、その地を代表するものを新たに代

名詞として、その地名として使っている。例えば

先ほども申し上げましたが、今度は四国のほうで

は香川県は讃岐ですから、うどん県というふうに

名乗っている。同じく香川県の丸亀市は骨付鳥市

というふうに、丸亀市以外の中で骨付鳥市西５条

南１丁目であれば手紙が届くのだそうです。同じ

くお隣の観音寺市もうどんのだしに使う特産のい

りこからいりこだ市、非常にわかりやすいなと。

あと、香川県の東かがわ市ではてぶくろ市、岡山

県の岡山市は桃太郎市と。ただ、岡山県の岡山市

の桃太郎市は何かトラブルがあって、少し今小休

止状態なのですけれども、こうした名寄市の特産、

名産、旧跡、名跡、こういったものを動員して、

名寄市ではどうしてもまだインパクトが弱い。イ

ンパクトが弱いのだから、名寄市を売っていけば

いいではないかと言われればそれまでなのですけ

れども、こうした取り組みに倣って名寄市も１つ

代名詞にかわるような観光振興の観点から、ひま

わり市というのはいかがですかということで御提

案を申し上げたいのですが。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

御提案ありがとうござい〇市長（加藤剛士君）

ます。ひまわり市ということでしたけれども、ひ

まわりも１つ大きな名寄市の重要な地域資源とい

うことでありますけれども、それぞれいろんな地

域資源がある中で観光キャラクターもひまわりで

なくてモチと星ということになったという経過も

ありまして、私がここで一存でひまわり市でいく

ぞという話はなかなかちょっと乱暴な話でありま

すが、地元の地域資源を生かした新たな名前の売

り込み方という観点ではおもしろい角度からの御

提言だというふうに思いますので、今オール名寄

で協議をしております観光交流振興協議会だとか、

ぜひこれは皆さんの意見をお聞きをしてみて、今

後対応を検討してまいりたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間がないので、次の〇４番（大石健二議員）

質問に入ってまいります。ＴＰＰお伺いをします。

私のほうで事前にいただいた影響度の試算表拝見

しますと、米が３１億０００万円のところ、Ｔ

ＰＰ導入後は９割減の３億０００万円、損失額

は２８億０００万円、このほか大豆、秋まき、

甘味資源作物のバレイショ、てん菜、豚肉、加工

に回る牛乳はいずれも壊滅、ＴＰＰによる関税が

全て撤退された場合は、名寄農業の損失額は８０

億円の５５％に当たる４６億円というような試

算結果になりましたが、ただこの試算表をいただ

いたのですが、ここ２３年２月というふうに、ち

ょっと２年ほどたっているなと。改めて再試算を

行う考えはございますか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

大石議員のほうから〇経済部長（高橋光男君）

改めて再試算をしてはどうかという御質問です。

御指摘のとおり、２年前にホクレンの中央会で試

算をしていただきました。現在進められている交

渉内容に従いまして、例外５品目だとかと今言わ

れていますので、その部分を含めて今後改めてホ

クレンの中央会に影響額等の試算の要請をしてま

いりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

まだ再試算はやってい〇４番（大石健二議員）

ないと。中央会のほうに要請をしていくのだとい

うことですから、再試算の結果、損失額はふえる

可能性があるのかないのかについてはいかがです

か。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上げま〇経済部長（高橋光男君）

したように、例外５品目の関係がありますので、

その部分を考慮しますと影響試算額は前の部分と
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比べて少なくなってくるのではなかろうかという

ふうに現在のところ判断をしております。前の試

算については全て、例外なき関税撤廃の部分で計

算をさせていただきましたので、影響額は少なく

なるものと今のところ判断しております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

今のところ農業生産物についての影響だったの

ですが、ＴＰＰが導入されると農業従者、いろん

な呼び方があって大変だなと思ったのですけれど

も、こういった農業関係あるいは関連産業の雇用

のほうというのは数値として出ているものなので

しょうか、雇用の影響の関係というのは。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

詳細については、今〇経済部長（高橋光男君）

手元に資料はないのですけれども、先ほどの２年

前の計算では農業だけではなくて関連産業も含め、

医療、それから自動車関連も含めての名寄市にお

ける影響試算額ということで計算しておりますの

で、御理解を賜りたいというふうに思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。それで〇４番（大石健二議員）

は、今後もちょっと目を離せないＴＰＰでありま

すけれども、ぜひとも道と、あるいは地元には道

議会議員もいますので、こういった方々も動員を

して、ＴＰＰ交渉参加の阻止、要請行動をとって

いただきたいと、こういうふうに考えます。

続いてまいりたいなと思うのですが、生活保護

についてお聞きをしてまいります。生活保護の生

活扶助の引き下げについては、今のところ確たる

状況はないということだったのですが、１点だけ

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。

ことし８月から３カ年の期間で生活扶助費を漸減。

削減、減額していくことによって、生活扶助の受

給者、あるいはもちろん保護基準によって影響が

及ぶであろう生活困窮者の皆さん、先ほどの就学

援助、除雪サービスはそんなに、数人程度の影響

しかないというお話ではございましたけれども、

こうした方々に対して名寄市独自で法律外という、

法外で援助を行っていくというような考えはある

かどうかについていかがでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員からの御〇健康福祉部長（三谷正治君）

質問で扶助費の部分でございますけれども、現在

名寄市では近年におきましては扶助費は大体５億

円程度ということで、御存じのようにそのうちの

２５％が市の負担になるということでございます。

生活保護制度につきましては、生活保護法により

まして日本憲法でもうたわれておりますように、

生活の困窮者、最低限度の生活の維持ということ

でうたわれてございますので、この制度以外のも

のを当市で単独で行うということになりますと平

等性を欠くとともに、名寄市民の負担が増になる

ということを考えますと、やはり名寄市民だけが

負担の増ということを考えますと市民の合意が得

られないのではないかという考えを持っています。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

合意を得られないかど〇４番（大石健二議員）

うか提示してみないとわからないというところで、

ぜひかなり厳しい生活を強いられている方々ばか

りですから、何とか救済の道をどこかで考慮して

いただきたいなというふうに考えます。

次に、民生委員のほうに移ってまいりますが、

これは、当初再質問のほうでお答えいただくよう

なものが最初の質問で答弁で出ていましたけれど

も、市長、どなたかの答弁の中で間もなく名寄市

が高齢化率が３０％になるというふうにおっしゃ

っていましたが、実は国立社会保障・人口問題研

究所というところが資料を出していまして、２年

後には３９％です。ですから、高齢化率という

のはそんなに遠い先ではなくて、もう３人に１人

が６５歳以上ではなくて、間もなく２人に１人と

いうふうになっていくふうに階段を急速に上って

いるとところであります。ぜひとも民生委員の皆

さんの長寿化に担い手が見つかるよう、何か具体

的に実践的な選考委員会を設定するということで
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すが、これはかなり効果的に担い手というのが見

つかっていくことにつながりますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御心配のよ〇健康福祉部長（三谷正治君）

うに、町内会の役員のなり手不足及び民生委員児

童委員さんのなり手不足というのはもう全国で共

通認識をされているところだと思います。先ほど

市長の答弁にありましたように、名寄市の平均年

齢が６７５歳ということになりまして、そのう

ち年齢構成で見ますと一番多いのが６０歳から７

０歳が一番多くて、次が５０歳から６０歳、次に

７０歳以上。経験年数でいきますと、一番多いの

は３年未満。ということは、前回の改選時期で約

３割、三十数名の方の改選がありましたので、そ

の部分が一番多くて、次に３年から６年、２期で、

それから１０年から２０年が３番目というような

形で、やはり名寄市におきまして非常に高齢化が

進んで、今現在５つのブロックで会長さんになっ

ていただいている。その会長がそれぞれやはり７

０歳以上という形の中が実態でございます。

それで、基本的には議員御存じのように民生委

員児童委員にはそれぞれ兼任をしてはだめですよ

という項目が言われております。その中の一つと

しては、市会議員の兼務はだめですとか、いろん

な項目がございますけれども、先ほど市長の答弁

にありましたように年齢制限が非常に緩和された

のも１つであります。基本的には６５歳、それか

ら７５歳という例につきましては原則が、原則と

いう項目が外される。６５歳という項目もできる

だけ地域の理解が得られて、地域の情報がわかっ

ている方というような形で、年齢制限も非常に緩

和された。しかしながら、それでもやはり３年に

１回の改選のときには、前回のように名寄市にお

いても３割程度が改選すると。それにプラス毎年

四、五人の方が体調不良、または家庭の事情で退

任されるという状況がございますので、そういう

部分を含めますと、今の実態の中では町内会長さ

んも兼任でされている方が何人かございますけれ

ども、できるだけやはり町内会長さんですとか、

ほかの兼職のない方にお願いするのが我々では一

番だと考えております。その中でもやはり町内会

の中で今言った高齢者の役員不足も含めて、民生

委員がなり手がいないということで、先ほど市長

答弁あったように準備会という、今の選考委員会

の下に１つ民生委員及び町内会及び福祉団体等々

のメンバーによる準備会をつくらさせていただき

まして、これも先ほどの１月１８日の選考会議の

中で承認をいただきましたので、今回の改選に間

に合うような形で要綱をつくって、準備会をつく

って進めさせていただければ、幅広い御意見が、

例えば教員の情報等を含めて幅広い情報があって、

選任されるのではないかと期待をしているところ

です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

幅広いということで、〇４番（大石健二議員）

選任手続が進むだろうというお話でした。

次に、人事評価のほうへちょっと移ってまいり

たいと思います。最初にお聞きしようかなと思う

のですが、名寄市の人事評価の試行期間というの

は一体いつまでなのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

この間試行を続けて〇総務部長（扇谷茂幸君）

おりまして、いつまで試行を続けるかということ

でありますけれども、私どもの人事評価、考え方

としましては、単に人となりを評価をするという

ことではだけではなくて、しっかり業務改善なり

人材の育成と、そこに結びつくような人事評価に

したいという、そんな思いがあります。そういう

ことでこの間の試行含めてさまざまな取り組みを

随時加えておりまして、まだ私どもはそういう意

味では人事評価、これというものを見つけるに至

っていないということでありまして、いましばら

く試行を続けながら、ぜひ私どもが望むべき人事

評価制度をつくり上げていきたいというふうに考

えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）
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明確にいつまでという〇４番（大石健二議員）

ふうには出ないのだなということなのですね。い

ましばらくというのは、期間的に数値であらわす

ことはできるのですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在のところ、平成〇総務部長（扇谷茂幸君）

何年までという期限は切っておりません。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ずっと試行期間かもし〇４番（大石健二議員）

れませんが、ちょっと聞いてまいりたいなと思い

ます。私平成２１年度のやっていた人事評価ある

いはシートですか、そういったものもいただきな

がら見ていったのですけれども、当初は２１年及

び２２年の人事評価は知識や技能や評価や企画力

など１０項目から成る職務、行動評価の人事評価

シートと業務の目標を設定して達成度を評価する

目標達成シートの２本立てで行われていました。

２３年度、２４年度の２つのシートとも改良はさ

れているのですけれども、評価項目の評価基準、

シートでは着眼点という言葉を使われていました

けれども、例えば知識、技能の評価基準は所管す

る業務に関して専門的な知識、技能を有している

と、こう書いてあります。これを５段階評価する

のですけれども、私見て所管する業務に関して専

門的な知識、技能を有しているというのを、これ

を５段階評価でやるというのですけれども、一体

どこからどこまでが５で、どこからどこまでが４

で、中葉の３はどこからどこまでで、一番下の１

というのはどこからどこまでという、そういう目

盛りというか、物差しがよく見えないのですが、

この点はいかがなのですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

評価の仕方につきま〇総務部長（扇谷茂幸君）

しては、この間個人的な評価を含めて、あとは自

分の目標を持ちました業務に係る、いわゆる課長

さんなりのやり方、手法、そこに至る結果、そう

いったものをできれば総合的にしっかり判断をし

たいと。言えば個々人の性格にかかわる部分につ

いてはできるだけ避けるといいますか、そこのと

ころはできるだけウエートを小さくしながら、ど

れだけ目標に対して力を発揮をしていただいたか

というところにウエートを大きく持って評価をす

るということであります。仕事のありようを含め

て細かな設定をするということはなかなか難しい

ことでありまして、まさにそこのところも課題と

思っておりますけれども、一応一般的な人事評価

の整理の中でそれぞれ知識、企画力、判断力、指

導力、折衝力等大枠で設定をさせていただいてお

りまして、これにつきましても今後の試行の中で

また一歩踏み込んだ形で少し整理をさせていただ

いて、もう少し成果がしっかり客観的に評価でき

るような、そんなものをつくっていきたいと考え

ております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今扇谷部長のほうでで〇４番（大石健二議員）

きるだけという言葉が随分頻繁に使われていたの

ですが、評価というのは絶対評価で、ある程度の

ステップに行くと相対評価というのが出てくるの

かもしれませんけれども、人事評価が試行期間を

抜けるというのはかなり長いトンネルの中に入っ

たままなのだなというのがよくわかりましたけれ

ども、いっそのこと各部、各課、課長、次長職な

のでしょうけれども、今おやりになっている方々

の職務、仕事の内容を洗い出しをして、課長、次

長、課長はこの程度の仕事という、まず出してみ

て、次長はこの仕事ができる。これは、職務の遂

行ですよ。そちらのほうに限っては、今やってい

る仕事を洗い出しをして、課長から次長へステッ

プアップするときにはこういった仕事ができなけ

ればならないのだという目標が見えなければ、課

長さんあるいは係長さん、これから落としていく

のかもしれませんけれども、課長、次長になるた

めにはどうしたらいいのだというのが見えてこな

いうちではなかなか人事評価は難しいなというふ

うに思います。

あと、私の大好きな方で堀田力さんという元東
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京地検の特捜部の副部長やっていた方で、今さわ

やか法律事務所というのを東京で開設している方

の人事と組織の管理学で「おごるな上司」という

本があるのです、新書版で。その中では、部下は

自分の能力を３割増しで見ていると。上司は部下

の能力を３割減で見ていると。都合６割の差があ

るのです。これを今のような曖昧な物差しの選考

では、なかなか評価基準では、名寄市の評価制度

というのはかなり長い道のりをたどることになり

そうだなというのを申し上げて、鋭意改善に努力

をしていただきたいというふうに思います。

次に、同意人事のほうに移らせていただきます。

私名寄市の同意人事案件がどのくらいあるのかな

と思って、平成２２年度からさかのぼってちょっ

とカウントしてみました。そうすると、選任が１

４人、諮問が４人、推薦が４人の計２２人いらっ

しゃいました。もちろん選任、諮問、推薦される

に際して、先ほど法律に基づいてやっていると。

副市長は地方自治法でというふうに決まっている

のですけれども、いずれの方も人格、識見、専門

性。専門性というと教育委員会の教育委員という

のはレイマンコントロールというふうにいって、

一般市民の方がなって合議制をやっていくという

ふうになっていますから、必ずしも全部が全部専

門性にたけているということではないだろうとい

うふうには思いますが、いずれにしても指名され

た方々は全てが最適任者なのだろうなと思いつつ

も、こういうふうに２２人も同意案件が重なって

きますと、私の自戒と反省も込めて申し上げるの

ですけれども、正直言ってお名前と顔も存じ上げ

ないという方が中にはいらっしゃいました。こう

した方々の中で同意をせざるを得ないというのは、

なかなか不自由というか、苦渋があるのですけれ

ども、これまでを見ていますと再任、留任の方は

一気に議案で出てきます。新任の方は、議会前の

代表者会議等でＡ４の経歴書１枚があって、こう

出てくると。これでは、候補者の方がどのような

所見あるいは所感、使命感を持ってその任に当た

られようとしているのかというのがなかなか見え

ないというのが正直に申し上げるところなのです

けれども、以前私名寄市の教育委員会に対して御

質問したことがあります。ちょっと探してみまし

た。平成２２年第４回定例会の一般質問で、教育

委員会と市民のかかわりについてということで、

顔が見えないというお声の中で、教育委員の皆さ

んのお顔の写真と教育にかける所信についてホー

ムページ等で掲載されるお考えはありませんかと

いうふうにお聞きしたのですが、その後何か検討

された経過があるでしょうか。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

教育委員の紹介につい〇教育長（小野浩一君）

ての件でございますけれども、教育委員会のほう

ではこれまで毎年発行しております「教育なよ

ろ」、これで教育委員の顔写真と、それからお名

前等掲載しております。もう一つは、ホームペー

ジで教育委員会議の議事録ですか、これを掲載し

ております。ただ、その２点だけでしたので、今

後なのですが、新年度から教育委員の所信表明で

すか、それと活動内容等を掲載していく予定にな

っておりますので、お知らせをしておきたいなと。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

お時間はかかりました〇４番（大石健二議員）

が、やっていただけるということで、教育に関す

る、お子様をお持ちの御父兄の方から、この方が

私の身近なところにいらっしゃる教育委員会の方

なのだなというふうにわかっていくだろうという

ふうに思います。教育委員会は、こういうふうに

努力されていると。では、市長部局はどうなのだ

というふうに、今教育委員会のほうの取り組みに

ついて踏まえた上で、再度御答弁いただけますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

副市長を初め庁議メンバ〇市長（加藤剛士君）

ーといいますか、そうしたところの定例の庁議等

は既にホームページに公開させていただいていま

すし、また副市長以下、これは６部長、ホームペ

ージでそれぞれの顔のビデオ、動画での所信とい
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いますか、それを公開をしておりまして、毎年度

更新しますけれども、そうしたことでみずからの

考え方なり意気込み等、既にこれも公開をしてい

るところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。なかな〇４番（大石健二議員）

か重い腰は上げていただけないなと思いますが、

部長職についての動画サイトについては後でお聞

きすることがあるので、部長、副市長については

公開をしていると。その他の選任、諮問、諮問は

いかがかなと思いますが、選任について今のとこ

ろ取り組む考えがないということを確認させてい

ただきました。

次に、予算についてお話を聞いてまいりたいな

と思いますが、先ほどるる市長のほうからも御答

弁をいただきました。予算の編成過程、私も一連

の予算編成過程を経て予算書を手にしたのが３月

４日でした。つい最近です。これはいかに何でも

ちょっと遅くはないでしょうかということなので

すが、予算書が来てから初めて、予算の全部目通

すわけにいかなかったものですから、フレームだ

けなのですけれども、拝見をして、つくづくべら

べらととじのきつい予算書を見ながら、いつ出る

かということもわからない予算書を見ていて、余

りにも情報の提供と共有というのがなっていない

というふうに感じた次第でありますが、そこでち

ょっと突き詰めてまいりたいなと思うのですけれ

ども、自治基本条例を持ち出して大変申しわけな

いのですが、自治基本条例の第２０条第３項には、

市長らは予算の編成及び執行に当たって、その内

容に関する十分な情報を市民に提供するよう努め

なければならない。少なくても今回平成２５年度

の予算の情報については、１１月１日の市長の訓

令と総務部長の部内の事務連絡、そしてその後１

１月３０日に、これは口頭でしたが、予算要求を

締め切るのだというようなお話と、その後年が明

けてから市長査定が始まりました。そして、２月

２１日に記者発表、翌２２日に報道発表という経

過でした。これで果たして本当に自治基本条例の

第２０条第３項、ほかにも市民の知る権利、第７

条とか、いろいろあるのですけれども、第２０条

第３項に、新年度予算の情報の提供と共有という

ことに対して内容にそごを来してはいないですか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

どうも大石議員は、〇副市長（佐々木雅之君）

予算が２月なり３月の記者発表、予算書が手元に

行かないと予算の全貌がお見えにならないという

ふうな感じにちょっと見えるのですけれども、実

は予算編成というのは年度が始まりましてから、

さまざまな機会を通じて、例えばまちづくり懇談

会であるとか、町内会長さんとの会合を聞きまし

て、その中で地域要望等を確認させていただきま

した。市長も先ほど述べていましたけれども、５

カ年、５カ年の前期計画、後期計画の総合計画を

実はお示しをして、その中で具体的に３年ローリ

ングということで、今後３年間の事業、特に次年

度の事業の関係について、遅くても年内、１２月

ぐらいまでには議員の皆さん方にも議員協議会と

いう立場を通じましてお示しをさせていただいて

いるというふうに考えています。その内容につい

てもホームページに載せてあります。それから、

行政の予算の組み立て方というのは、国が求めて

いるシビルミニマム、国民として、市民として必

要な施策については、教育であったり、文化であ

ったり、それから福祉予算であったりということ

で、おおむね毎年求められているものについては

一定規模のものの予算が当然そこには出てくるよ

うになりまして、特殊なものについては必要な箱

物であるとか、新規施策を中心にして毎年毎年の

予算査定を実は行っております。その段階でも市

民の皆さん方の目線に触れるという面では、行政

評価という形でこれもお示しをして、その結果等

についてもインターネット環境で提示を、公開を

させていただいております。

それと、この間いろいろ何回も説明させてもら

っているのですけれども、１つは地方交付税に大
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きく依存をする市町村の行財政運営というのは、

国から出される交付税の総額、地財対策がどのよ

うな形になってくるかと連動しながら予算査定を

行っておりますので、予算編成というのは大きな

意味で捉えると年度が始まるとそこからもう次年

度に向かって住民の要望も把握もしながら、同時

進行で進めているということで、今の言っている

のは成果品として本になったものについて、大石

議員には３月４日、その前には記者発表の資料と

いうことで新聞等を通じまして市民の皆さん方に

もごらんいただけるようなものを実は提示をさせ

ていただいています。ここがほかの市と比べて自

治基本条例を持っていながらかなり遅いという御

指摘なのですけれども、現実的には予算編成とい

うのは一定の時期でないとお尻が決まらないとい

う状況ありますので、決まってからはできるだけ

速やかに議員の皆さん、それから市民の皆さん方

のほうにも、報道記者発表も通じながら、予算の

全体的なフレーム、新規的な事業とか、そういう

ものについてもお示しをしておりますので、十分

かどうかは別にしましても、決して自治基本条例

の条文に触れるようなことについてはないのでは

ないかなという認識を私は持っております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

おっしゃることはよく〇４番（大石健二議員）

わかってはいるのです。わかっていながら聞いて

いるのですが、ただ１１月末で例えば各部各課か

ら予算要求上がってきている。その段階でも名寄

市の概算要求というのはこういうふうに上がって

いますよという、知らしめていいだろうと私思い

ます。その後財政課長なり副市長査定、あるいは

市長査定というのは経ていくのだろうと思うので

すが、ただこういったものが上がってきていると

いう段階でもいいだろうと私は思うし、名寄市の

予算編成のスケジュールはこうなっていますよと。

こういったものでもいいだろうと。簡便なもので

いいだろうというふうに思っているのですが、残

念ながら名寄市の予算というホームページを見て

も全然出てこない。少なくても１１月１日付の市

長と総務部長の文書しかないというのが実態です。

年が明けて記者発表のレジュメが出ていましたけ

れども、最初は市長のホームページから入らない

と出なかったと。予算のほうからはなかなか入れ

ないというホームページの設定だったのです。こ

れおわかりかどうかわかりませんけれども、かく

してなかなか入り方によっては記者発表したレジ

ュメが見えないというようなところもありました。

ですから、私は何も難しいことを言っているので

はない。だから、まずは名寄市の平成２５年の予

算、例えばまずこういったスケジュールでいきま

すよと。１１月３０日と。これはもう部内でしか

わかっていないことですから、名寄市の予算のこ

ういうようなスケジュールでいきます。１１月３

０日には、各部各課から概算要求がこんなふうに

上がってきました。全てが予算化されるわけでは

ありませんよという前置きをしながら、例えば財

政課長段階でこうなっていきました。副市長、市

長査定ではこうなっていきましたという、順次追

ってもいいだろうと私は思っているのです。です

から、全てを知らしめるということではなしに、

先ほど３月４日に出てきたというのは初めて予算

書なりというものが手に渡ったのが３月４日の議

会初日のお昼どきだったということです。

ちょっと時間がなくなってまいりましたので、

最後に健全財政のところで、自主財源、歳入額に

ついて、これまでも何回か申し上げてまいりまし

た。これまでのことをちょっと振り返りますと、

公有地の空き地に看板や広告塔を立てて使用料、

利用料を徴収したらどうだと。あるいは、８００

人近い市の職員がいらっしゃる名寄市の市の職員

が利用されている駐車場に月額で駐車料金の御負

担を願ってはどうだろうというようなことも申し

てまいりました。こうした中でいろいろ私なりに

名寄市の新たな財源確保ということで、どうかな

というふうに見ていく中で、今回の市政報告書、

その中でも使用料、手数料の見直し、受益と負担
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の原則というようなのございましたけれども、ち

ょっとお聞きしてまいりたいのですが、名寄庁舎

の北側１階に市職労の書記局がございます。こち

らの事務所の賃料、光熱費というのはどういうふ

うに扱われているのかお教えいただけますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

職員組合の事務所に〇総務部長（扇谷茂幸君）

関する経費については、全て免除しております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

免除の根拠は何でしょ〇４番（大石健二議員）

うか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

労働組合法というの〇総務部長（扇谷茂幸君）

がございまして、この中で最小限の広さの事務所

については便宜供与が認められております。私ど

もの職員組合につきましては、労働組合法に係る

組合ではなくて地方公務員法に係る、いわゆる職

員団体という扱いになっておりまして、基本的に

は同じ扱いをしていくという判断のもとでそうさ

せていただいているということであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

労働組合法の第７条は、〇４番（大石健二議員）

たしか不当労働行為の中で触れているのですが、

その第３項の中に最小限の広さの事務所の供与は

不当労働行為に当たらないとちゃんと書いてあり

ました、確かに。ただ、最小限の広さの事務所の

供与は不当労働行為には当たらないけれども、賃

料についてまでは言及していないですね。あまつ

さえちょっとお聞きすると、光熱費についても免

除しているというお話でございましたけれども、

これについてこの費用というのは組合の運営費の

援助にはならないのですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

使用料の免除の考え〇総務部長（扇谷茂幸君）

方についてでありますけれども、職員団体の役割

として、この辺については地方公務員法に記載も

されておりますけれども、いわゆる職員の勤務条

件の維持でありますとか改善を図るということで

あります。一部福利厚生に係る部分もございます。

私どもとしては、職員の勤務状況、それから福利

厚生等含めて、この間職員団体とさまざまな交渉

の中で一定程度対応してきているということがご

ざいますので、そういった観点から、あえて賃料

については考えていないということであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

今交渉で一定程度とい〇４番（大石健二議員）

うお話だったのですが、実は先日組合で要職にあ

る方とこのことについてお話ししてみました。私

たち地域の中で生活をし、地域の中で活動して、

そして地域の皆さんに支えられて活動を展開して

いるのだというお話でした。ただ、昭和４３年８

月ですか、この庁舎ができたのは。そのころから

入居しているらしいのですけれども、４４年から

４５年たっているというお話でしたが、その当時

は無償供与されていた最小の広さの事務所ではあ

るのだけれども、当時はよくても時代や社会が変

わってきて、地域の住民の皆さんからそれはおか

しいよという声が上がってくれば、それは俎上に

のせて協議していくのはやぶさかでないというふ

うにお話をされていましたが、いかがですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

確かに時代はどんど〇総務部長（扇谷茂幸君）

ん、どんどん進んでおりますけれども、厳然とし

てこの間労働組合法なり地方公務員法に係る職員

組合の役割というのは実は余り変わってはおりま

せん。実態として先ほども申し上げましたとおり、

職員の勤務条件とか、いわゆる役割、改善を図る

部分につきましては、私どもとさまざまな交渉を

進めながら、この間人事管理についても一定程度

対応させてきていただいたという経過がございま

すので、入居当時と現在と基本的には私どもの認

識というのは変わっていないということでありま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうすると、例えば市〇４番（大石健二議員）

職労のほうは考え方が進んでいるなと私は思うの
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ですが、これからいろんなまた新しい施設も出て

くる。その中で使用料、手数料、そういったもの

を御負担いただくというときに市役所の庁舎の中

で労働組合法の不当労働行為に当たらないという

最小の広さの事務所を供与するということについ

て、使用料、手数料をいただかないと。考える考

えはないと。一方の市職労のほうでは、時代の変

化と社会が変わってくれば話し合いの場に、俎上

にのせていただいて構わないと。話をしていく場

はあるのだというふうに言っている。これはいさ

さか、これから使用料、手数料を御負担いただく

市民の皆さんに果たして納得のいくことになって

いくのだろうかなというふうに深く疑問に思うわ

けですけれども、たまたまなのですけれども、調

べてみました。ちょっとまた本州かというふうに

言われそうなのですが、奈良市では平成２５年度

から賃料３６９万円、兵庫県の高砂市は昨年度か

ら、また福井県の越前市、あるいは東京の町田市、

これも賃料の徴収に向けて組合との協議が始まっ

ているという文面を見ました。こうした時代の要

請あるいは社会の変化に伴って、一方の供与され

る側は俎上にのったら協議に応じる考えはあると

いうふうにおっしゃっているのに、こちらでは俎

上にのせていく考えはないというのは、いかに何

でもちょっと市民の理解が得られるかどうかと私

は不安なのですが、いかがですか。

ここであらかじめ会議〇議長（黒井 徹議員）

時間を延長いたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

職員組合の庁内事務所に〇市長（加藤剛士君）

ついて、全国的に今特にとりわけ関西圏において

かなり一部で訴訟問題にもなっているということ

で話題になっているのは十分承知をしているとこ

ろであります。私としては、組合活動は福利厚生

活動の一環ということもあって、今の最小限の庁

舎内の事務所で無償供与ということも福利厚生の

観点からいいのではないかという判断をしており

ましたけれども、今議員からもそうした御指摘を

いただきましたので、改めてこれは職員組合とも

議員のいただいたお話も受けて、ぜひ協議をする

ことも検討していきたいというふうに考えている

ところであります。

以上で大石健二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

明日３月１６日と明後〇議長（黒井 徹議員）

日３月１７日は休日により休会です。

３月１８日は午前１０時から会議を開きます。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時５７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 高 橋 伸 典
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平成２５年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２５年３月１８日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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１４番、佐藤勝議員か〇議長（黒井 徹議員）

らおくれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

ＧＩＳ（地理情報システム）による情報の共有

化について外１件を、上松直美議員。

おはようございます。〇３番（上松直美議員）

議長より御指名いただきましたので、さきの通告

に従いまして、本定例会において大項目２点につ

いて質問をしてまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目のＧＩＳ、地理情報

システムによる情報の共有化について質問いたし

ます。ＧＩＳ、ジオグラフィック・インフォメー

ション・システムとは、地理情報システムのこと

で、地理的位置を手がかりに位置に関する情報を

持ったデータ、空間データを総合的に管理、加工

し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を

可能にする技術です。全国の自治体では、ＧＩＳ

もしくは類似のシステムが導入されていますが、

本来の活用とはほど遠い現状にあります。このシ

ステムのメリットは、既存のシステムデータをそ

のまま流用可能で、統合化ＧＩＳの拡張性の高さ

は言うまでもありません。情報の共有化による業

務の効率化、政策判断の基準、または戦略的な政

策立案に活用する有効な手段と考えます。地図上

の視覚的情報を的確にわかりやすく表示する各層、

レイヤーごとの情報を重ね合わせることによる総

合的なデータ構築にすぐれていること、必要なデ

ータを絞り込んで簡単に視覚的に表示することが

容易であること、操作性や拡張性に富んだシステ

ムだと考えます。情報の共有化による行政の見え

る化の推進、既存システムの有効利用、地図情報

の低価格化、情報ネットワークの既存システムと

の整合性を考えても統合型ＧＩＳの導入に向けて

しっかりとした方向性を出し、情報システムの有

効活用を進めることが行政改革の核となると考え

ます。ハード的な構築は一切必要なく、データベ

ースがあるものについてはデータの整備も必要な

い。ソフトの導入によりすぐ利用可能であるメリ

ットを最大限に生かせるものと考えます。住基シ

ステム、防災ハザードマップ、防犯情報、要援護

者情報、道路管理情報、観光情報、さまざまな情

報をセキュリティー管理し、情報の共有化を推進

すべきではないでしょうか。

まず１点目に、名寄市におけるＧＩＳの現状に

ついてお聞かせください。

２点目、政策判断の基準としての標準化につい

て、優先順位の客観性、説明責任の観点からお聞

かせください。

３点目、名寄市における統合型ＧＩＳの導入と

可能性についてお聞かせください。

最後に、４点目、情報の共有化による行政の見

える化について市民の合意形成と協働参画の観点

からお聞かせください。

次に、大項目２点目、地域コミュニティーの再

生について質問してまいりたいと思います。地域

の問題を地域住民で解決の方法を考え、そこに行

政がどのようにサポートしていくか、地縁型コミ

ュニティーとテーマ型コミュニティーのパラダイ

ムシフトがどのように進み、新しいコミュニティ

ーのあり方を考えねばなりません。自由と安心の

バランスを求める時代であり、人のつながりも変
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化している現状で、ある一定のかかわりを持ちな

がら安心を保障してくれることを望む世代がふえ

ているのも現実であります。今までのような深い

つながりを余り持たず、安心する居場所をじっく

りと時間をかけてのんびりと求めている人がいる

ことを何となく感じるところであります。最近コ

ミュニティーデザインという言葉を聞くことが多

々あります。人々のかかわりやアクティビティー、

活動をデザインすることをいうそうです。あくま

でソフト面でのデザインをコミュニティーの中で

実践しているコミュニティーデザイナーと言われ

ている人々が全国で先進的なコミュニティー活動

の仕掛人として活躍しています。名寄市において

も新しい観点に立って、新しいコミュニティーの

拠点をどのようにプロデュースするか問われてい

るところだと思います。

以上の観点から、１点目に名寄市における地域

コミュニティーの現状と課題についてお聞かせく

ださい。

２点目に、新しい取り組みと方向性についてお

聞かせください。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

上松議員からは、大項目２点にわたる質問をいた

だきました。まず、ＧＩＳ、地理情報システムに

よる情報の共有化についてでありますが、名寄市

における地理情報システムは現在３つの部署でそ

れぞれ個別のＧＩＳを活用をしております。まず、

農務課では平成１６年から農業者が所有する農地

や作付状況などの情報を地理情報システムで管理

しており、同じく農業委員会でも地理情報を基本

とした農家台帳システムを稼働させております。

これは、旧風連町が構築したシステムとなってお

ります。また、税務課でも同システムを補助的に

活用し、家屋や土地の評価業務に活用しておりま

す。さらに、この３業務とは別に庁舎内ネットワ

ークで運用されている地理情報システムがありま

す。これは、住宅地図を基本としたＧＩＳで、全

職員がそれぞれの業務で汎用的に利用をしており

ます。

次に、政策判断の基準としての標準化について

でありますが、ＧＩＳの大きな特徴としましては、

デジタル地図上にさまざまな情報を重ね合わせる

ことが可能で、これをもとに資料の視覚化を行い、

業務分析や進捗状況の確認など業務の効率化に有

効であると考えております。また、政策決定の判

断材料として、複数案の提示や比較など課題の評

価が容易となり、とりわけ統合型ＧＩＳではさま

ざまな分野の情報を共有することが可能なため、

その中から政策判断に必要となる複数の情報を抜

粋し、効率的に可視化ができるとされます。その

一方で、政策判断には最新のデータが必要であり、

データの収集や作成あるいはマッピング作業にお

くれが生じると判断材料の信憑性に欠くことが考

えられますので、標準化という観点に立ちますと

この点についてしっかりとした横の連携と体制の

整備が不可欠と考えます。

次に、統合型ＧＩＳの導入と可能性についてで

ありますが、統合型ＧＩＳのメリットとしては１

つ目に統合型ＧＩＳは庁内横断的なシステムであ

ることから、データの効率的利用と迅速な情報共

有による行政事務の効率化と住民サービスの向上

が図られると考えます。２つ目には、ＧＩＳデー

タをインターネットなどで公開することで、市民

への情報公開という観点でのサービスの向上が図

られると考えます。３つ目には、さきの質問で申

し上げましたとおり政策判断における活用が期待

されるという点であります。一方のデメリットで

ありますが、ＧＩＳアプリケーションの購入や地

図データあるいは航空写真を市単独で整備するに

は大変大きな投資が必要となることが挙げられま

す。また、既存の紙ベースのデータを電子データ

に変換するなど作業量が膨大になることから、職

員の負担増や業務委託等の財政負担が増大するこ

とも考えられます。また、導入の前にも稼働後の
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潜在的なニーズを把握し、計画的な運用を行わな

ければ統合型のメリットを生かすことができず、

個別システム化してしまい、過剰な投資となるこ

とも考えられます。今後名寄市における統合型Ｇ

ＩＳの導入については、以上の点を踏まえるとと

もに各業務に対する必要性や各部署のニーズ、あ

るいは費用対効果も十分に勘案した上で導入の検

討をする必要があると考えます。現時点では、各

業務に対する必要性や各部署のニーズを把握して

おりませんので、今後ニーズの把握や導入経費の

調査などを行い、内部議論を進めてまいりたいと

考えます。

次に、情報の共有化による行政の見える化につ

いてでありますが、市民と行政との協働によるま

ちづくりを具現化するためには行政情報の提供と

共有化が欠かせません。そのためには、さまざま

な手段を用い、市民に対し情報収集の機会を提供

することが必要です。とりわけインターネットを

活用した情報提供は、スピーディーさと視覚に訴

える見やすさを得意とすることから、情報の見え

る化を実現するにはすぐれた手段と考えておりま

す。ＧＩＳからつくられる電子地理情報は、ホー

ムページを通じて公開することができますので、

文字情報を地図情報に変換して市民の皆さんに提

供することは可能であると考えます。しかし、こ

うした情報提供に当たっては統合型ＧＩＳの導入

が前提となりまして、さらに各種の内容を作成し、

更新するための体制づくり、さらには情報公開に

係る基準の策定なども必要となります。今後導入

に係るさまざまな課題を整理し、また先進的な事

例も参考としながら対応を検討してまいります。

続きまして、大項目の２番目、地域コミュニテ

ィーの再生についてであります。次に、地域コミ

ュニティーの現状と課題についてお答えをいたし

ます。現在市内には８２の町内会が組織されてお

り、それぞれの町内会では安全、安心な住みよい

地域を目指し、自主的に取り組んでいるところで

すが、近年は少子高齢化や生活様式、価値観の多

様化により地域の連帯感が薄れるなど新たな課題

が発生をしております。昨年町内会連合会と合同

で実施をしました町内会に関するアンケート調査

の結果では、町内会への未加入者の増、行事への

参加減少、役員のなり手がいないなどさまざまな

課題が明らかとなっております。一方で、単位町

内会では取り組めなくなった事業、町内会の枠を

超えた活動を地域連絡協議会に求める御意見もい

ただいておりまして、地域によって活動に温度差

が生じている状況を活性化させることが課題とな

っております。

次に、新しい取り組みと方向性についてであり

ますが、市としましては歴史的に形成された地縁

型の町内会をコミュニティーの基本と考えており

ます。しかし、先ほど申し上げましたように町内

会では取り組みが難しくなった事項や既存の枠を

超えた活動など町内会活動の補完や新たな目的に

取り組むことなどを地域連絡協議会の役割として

期待をするものであります。このことから、町内

会活動への支援はもとより、地域連絡協議会内に

おける町内会などが複数集まった事業を支援の対

象とするなど制度を拡充し、対応してまいりたい

と考えております。また、目的や内容に応じまし

ては、まちづくり推進事業でありますとか、各財

団などによる支援事業も考えられるところであり

ますので、一層の周知に努めてまいります。

以上、答弁といたします。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

答弁ありがとうござい〇３番（上松直美議員）

ました。再質問のほうに入りたいと思います。

ＧＩＳというと何かぴんとこないという感覚で、

私も１カ月ほど前にＧＩＳという言葉を改めて知

ることになりまして、東京のほうに出向いて早稲

田大学のゼミのほうに行きまして、シンポジウム

に参加してまいりました。ＧＩＳというものがま

だまだ現状の中で、皆さんの中で、本当にどうい

うものかということを今回やっぱり私も勉強しな

がらやってきました。現状の中では、いろんな情
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報システムが庁内で存在しております。しかし、

もっとわかりやすく、もっとその情報をほかの課

とかほかの部に共有しながら、何か違った形のも

のが見えてくるのではないかと。今情報システム

の現状の中で運用していて、問題点とか課題とい

うものがやっぱりあると思います。どのように情

報システムの問題点を捉えているのか、まずお聞

きしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今お答えをしました〇総務部長（扇谷茂幸君）

けれども、情報の共有ですとか、それからまさに

業務の効率化、またそれらをしっかり市民の皆さ

んにお伝えをする、いわゆる市民の皆さんに情報

を提供するという面では非常にわかりやすい情報

のあり方だというふうに考えておりますけれども、

現状お話ししましたとおり、個別の対応にまだお

さまっていると。なかなか私どもも情報の共有の

仕方に余りなれておりませんで、それぞれの業務

で一定程度効果は出して活用はされておりますけ

れども、一方共有をするという考え方に立ちます

と、さまざまなレイヤーの組み込みが必要になっ

てくるということもありまして、費用の面からも

実は少し尻込みをしているという状況もございま

すので、今後さまざまな活用、先進的な事例もあ

るという御指摘もいただきましたので、そこにつ

いてはしっかり研究をしてまいりたいと考えてお

ります。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

問題点とかいろいろあ〇３番（上松直美議員）

ると思いますけれども、先進的な事例ということ

でちょっとお話ししたいのですけれども、あるま

ちというか、糸魚川市における事例なのですけれ

ども、街路灯の設置についてどのように判断して

やっているかというと、これはＧＩＳに基づいて

地図上に街路灯の位置とか不審者出没位置、こど

も１１０番の家、防犯パトロールのルート、注意

看板の設置位置、２４時間営業の店舗等、ビジュ

アルというか、見えるようにして地図上に全てイ

ンプットされている。それによって市民の皆様の

こういうところにつけてほしいという要望を受け

る。そのときにこの情報に従って、今現在優先順

位はこのようになっていますというきっちりとし

た政策判断に基づいた、根拠に基づいた対応がな

されていると。そして、優先順位はそこの場所で

は低いという説明とか、または優先順位が一番に

なりますという説明をきっちりとできる。まさに

ＧＩＳ化によって行政の見える化がそこにあり、

そして行政の説明責任と政策判断が人がかわるこ

とによって変わるのではなくて、担当者がかわる、

首長がかわる、課長がかわるではなくて１つの判

断基準が１つに出てくると。ＧＩＳ化によって、

すばらしい事例だと思います。また、高齢者の雪

おろしの対策としてもこのＧＩＳを使っている。

いろんなことに使っておりました。災害弱者の救

出、救助についてもこのＧＩＳを使って地図をた

だの地図ではなくてやはり有効に働く情報として

いろんな人に共有してもらって、庁内だけではな

くて市民の皆様といろんな関係者の人たちに情報

を共有化することによって、今何をすべきかとい

うことを瞬時に判断できる。ある自治体では、被

災証明の発行に５０倍の効率化を達成したという

ところがありました。５０倍の効率ってどういう

ことなのかと。すばらしいと思います。というこ

とは、ＧＩＳ化を推進してきたまちはやっぱり防

災に強いまちということになると思います。私た

ちもやっぱりそういう防災意識に基づいたＧＩＳ

化の推進と庁内の連携の強化による行政の見える

化を推進していくためにも、ただ問題だ、問題が

いっぱいあるではなくて、どうやってＧＩＳ化に

取り組んでいくかが必要だと思います。この件に

ついてちょっとまたよろしくお願いいたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘いただきま〇総務部長（扇谷茂幸君）

したように、さまざまなメリットがあるというこ

とは私どもも一定程度理解をするというところで

ありますけれども、なかなか体制の整備含めて課
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題が多いということをまた改めて申し上げなけれ

ばなりません。御指摘のあった一つの例として、

例えば一つの事業をどういう進捗状況になってい

るかということを含めて市民の皆さんに情報提供

すると。そういったことで一定程度政策判断の状

況なりがしっかり市民の皆さんに周知をされると

いうことでいけば、相当わかりやすい情報の提供

になるだろうというふうに考えておりますけれど

も、ただしかしながら災害情報等におけるものに

ついては、特に緊急性を要するもの、ある意味リ

アルタイムで情報を発信しなければいけないとい

う、そんな形になるのだろうと思います。そうす

ると、実際情報を更新する私どもの体制づくりと

いうものをしっかり考えてやっていかないといけ

ないと。１つは費用の面、さまざまありますけれ

ども、そういった総体的な費用対効果含めて検討

するべきというふうに考えておりますので、これ

は決して研究をしないということではありません。

まさに時代に合った情報の提供のあり方は議員お

っしゃるとおりでありますから、その辺はしっか

り先進事例含めて研究をさせてもらいたいと考え

ております。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

ＧＩＳ化によって結構〇３番（上松直美議員）

経費がかかるというふうに先ほども言っていたみ

たいですけれども、私の認識としてはＧＩＳ化に

よって経費というのは、１０年も１５年も前から

ＧＩＳ化というのが取り沙汰されておりまして、

技術的な進歩とか、パソコンとか、コンピュータ

ーの情報の処理能力の速さとか、いろんな変化に

よって今ソフトウエアの価格もかなりリーズナブ

ルになってきている。それと、既存のエクセルの

データをそのまますとんと利用できる。まさに今

使っているシステムを無駄にするのではなくて、

今あるシステムを有効に推進していく意味でもＧ

ＩＳ化が必要だということなのです。ＧＩＳ化に

よって何ができるかというと、やっぱり先般の大

雪のときにもあったと思うのですけれども、道路

情報を共有化していられないという現状がありま

す。国、道、市町村のもっと密な道路情報を共有

化して、きちっと道路の管理をできれば、９人の

皆様の犠牲が無駄にならないのではないかと。あ

あいう事例をもとに今現在自治体ができる道路の

管理情報をＧＩＳ化しているかということなので

す。ＧＩＳ化していないというふうに、先ほどの

答弁からいうと道路管理も除雪にしても整備にし

ても見える形で、どこまで進捗しているかもわか

る、やっぱりきちっとした道路管理システムをＧ

ＩＳ化によって防災も含めてやるべきでないかと

いうふうに思います。この件について答弁お願い

いたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今まさにおっしゃっ〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおりでありまして、国はさまざまな形で道路

情報を発信をしておりまして、災害時における通

行どめ等の箇所がある意味リアルタイムに見られ

るような形にもなっております。そういう意味で

は、国道関係は随分進んでおります。しかしなが

ら、御指摘のとおり国は進んでおりますけれども、

北海道、道道でありますとか、市道の状況がある

意味リンクをされていないということでありまし

て、まさに市は特に手作業でさまざまな道路情報

を市民の皆さんに提供せざるを得ないという、ま

だまだちょっと寂しい状況というのがございます。

まさに必要性については十分理解をしていまして、

今後国と北海道、そして市のさまざまな道路情報

なりをあわせまして災害情報なりがどういう形で

リンクをしてある程度情報として出し得るのかと

いうところは、まだまだ私ども国から、もしくは

北海道のほうから具体的なそういう考え方なりの

すり合わせというのも行った事例がないわけであ

りまして、今後１つ研究するテーマとしてぜひ考

えてまいりたいと考えております。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひもうＧＩＳ化とい〇３番（上松直美議員）

うか、せっかく３つの部署で３つの個別ＧＩＳが
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運用されていて、それをなぜ統合化に向けて進め

ていかないか。やっぱり垂直のラインでしか考え

ていないのではないか。各部の垂直のライン、も

っと横の水平のラインでつながりを深めていって、

隣の部の人、隣の課の人がどういう仕事をどのよ

うにやっているかも逆に見えるのではないかと。

私は、ただ問題はあるけれども、やっぱりメリッ

ト。デメリットよりもメリットが多いと思います。

デメリットは、本当に少しのデメリットしかない

と思います。デメリットのうちの航空写真を撮っ

たりとか、既存の地図を電子化するのにお金がか

かったりとか、財政、そういう問題言っています

けれども、航空写真等にしても国土交通省のほう

からダウンロードできるものもあるし、または今

かなりグーグルとか、いろんなものを使ってコス

トダウンができる。地図情報についてもまさに今

すぐやろうと思ったらできることなのです。例え

ばグーグルのマップを利用しながら、自分たちの

必要な情報をそこにピンドロップしていく。ピン

ドロップしておけば、そこに情報がちゃんと見え

る化になる。その情報をどうやって使うかは、や

はりどうやって使うかという目的によって変わっ

てきますけれども、簡単に今はもうとにかくお金

かけなくてもできるやり方、ＧＩＳ化というもの

があると思います。だから、とにかく低コストで

できるＧＩＳ化、まず各部にＧＩＳ化を検討して

みてください。その点でどうでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

１つは、費用が随分〇総務部長（扇谷茂幸君）

低く抑えられるような、そんな汎用のさまざまな

地図情報も含めてあるという御指摘もちょっとい

ただいております。ただ、現状それぞれ３つの部

で活用しています地図、特に農業用のさまざまな

情報を入れた農務課でつくっているシステムがご

ざいますけれども、実は今年度中山間地図情報シ

ステムのデータ更新を行いまして、改めて航空写

真等を撮り直したということがあります。この内

容につきましては、それぞれの土地における傾斜

地、どのぐらいの角度をもった傾斜地なのかとか、

そういったものをしっかり地図上で色分けをして、

土地の利活用に活用すると。そういう内容になっ

ておりますけれども、これ航空写真撮るだけで実

は０００万円以上の費用がかかっていると。個

別それぞれの部署で活用されているシステムは、

単独の機能をより特化しようという形で、やっぱ

り結構お金をかけて更新をしているという事情が

ありまして、なかなかそういったものをしっかり

連携をとって同じような形で活用できるかという

と、一定程度これは１つは使い方の問題もあるの

でしょうけれども、この辺につきましてはしっか

り研究をする必要があるということであります。

それから、グーグル等含めて無償で使える地図

情報の提供システムもございますけれども、まず

はこれをどういう形で活用していくのかという１

つ概念的なものをしっかり私ども持たないと、な

かなか活用には至らないということがありますの

で、やはり統合型の地図情報システムをしっかり

活用するという。どういった理念で活用していく

かという、まさに方針づけのところから始めない

といけないということもありますので、この辺に

つきましてはしっかり研究を含めて庁内で対応し

てまいりたいと考えております。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

まさに航空写真を各部〇３番（上松直美議員）

署で撮るのでなくて、まず農務のほうで使うので

あればその航空写真をもう名寄市全体が使える。

情報の共有化、それによってコストダウンが図れ

るという考えなのです。ＧＩＳというのは、まさ

に各ばらばらでやっている仕事を一つにまとめて、

無駄な作業とか、無駄な仕事を省きましょうと。

そして、そこに見える仕事。行政が見える。そし

て、いろんな災害時に緊急時にでもデータがスム

ーズに利用できるということだと思います。まさ

に防災についてもやっぱりもっとＧＩＳ化もやっ

ていくべきだと思いますし、レーザーの測量とか、

いろんな面でコストがかかる部分も出てくると思
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います。さまざまなデメリットもあると思います

けれども、きっちりとした方向性と何でＧＩＳが

必要なのかということをいま一度考えてもらって、

市長のほうに答弁をよろしくお願いいたします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

今総務部長大分いろ〇副市長（佐々木雅之君）

いろなさまざまな検討も含めてということで答弁

させていただきましたけれども、実はＧＩＳ、地

図情報をコンピューター化したものを使って行政

に生かしたというのは、平成元年ごろに横浜市と

神戸市で家屋がないのに固定資産税がかかってい

ると。それがたくさんありましたので、課税体系

の根幹を揺るがすものだということで、一気に総

務省が普通交付税の算定のところに地図情報シス

テムを使った固定資産の台帳の整備と。それと、

毎年毎年写真を撮って現地確認作業をということ

で始まった経過があります。その後消防の住宅情

報関係とか、さまざまなところに防災、消防も含

めて使われるようになったというふうに考えてい

ます。たまたま名寄市は、その以前から農業関係

で水田の形が大規模化することによって、航空写

真を使って状況の把握なんかに使ったものについ

てもそれを税務課で使ったりとか、それぞれ企画

のほうで使ったりということで、まちづくりの観

点からでもペーパー情報、写真情報だったのだけ

れども、使ってきた経過もあります。今なぜかと

いうと、コストの関係につきますと大都市であれ

ばさまざまな検討をして複合的にうまく使うとい

うことが可能なのですけれども、名寄市の場合に

ついては毎年飛行機を飛ばして固定資産の家屋の

荒廃状況とか新築状況とか増築状況とかというこ

とを確認するだけのコストをかけた割にはメリッ

トが少ないという、こういう状況でもあります。

この辺できるだけコストの安い地図情報システム

をどのように構築をして利用するかについては、

さまざまな検討が必要だということにつきまして

は、総務省今述べましたけれども、平成元年から

一定の期間がたっていることによりまして、それ

にかわるような仕事の仕方が既に構築をされてい

て有効活用しているという部分もあります。それ

と、先ほど農務課の撮った写真については税務課

のほうにもうまく連動させるような形の作業も進

めておりますので、できるだけ無駄にしない。そ

れから、名寄市においては大都市がするほど業務

の効率化については難しいという側面があります

けれども、防災の観点からでいうともう少し上手

な活用の仕方とか、市民の命、財産を守るために

もう少し有効な活用とコストの低減ができないか、

この辺については先ほど総務部長が述べましたよ

うにしっかり先進事例につきましても検証しなが

ら、できるだけ有効活用とコスト削減に努めてま

いりたいと考えています。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇３番（上松直美議員）

ＧＩＳ化というのは、既存システムをやっぱり

有効に使えるというところだと思うのです。今ま

でのやっているいろんな先進的な取り組みも情報

処理として今もう電子化されていると思います、

庁内においても。それをただ、今のままではなく

てＧＩＳ化できるのか。ＧＩＳ化しなくてもその

ままでいいという場合もあると思います。しかし、

ＧＩＳ化によってもっともっと効率的に業務が推

進したり、市民の人たちにわかりやすいシステム

になるのではないかというふうに思います。既存

システムを有効に生かしながらＧＩＳ化というの

がやっぱり大事だと思います。政策判断の基準と

いうのは何かということなのですけれども、客観

的なデータに基づいて、ただのエクセルの台帳み

たいのをただ見せられてではなくて、やっぱりも

うちょっとビジュアル的に簡単に、簡潔に説明で

きるものがあれば本当に理解しやすいと。客観的

なデータに基づく独自の政策判断をちゃんと立案

しながら、判断基準はそこにあるのだというふう

なものにもなっていくと思います。人がかわった

り、担当者がかわったりしてやり方が変わるとい

うものではなくて、きちっとしたデータに基づく
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誰でもわかるような情報を管理するという形では、

ＧＩＳ化がもうベターだと私は思います。そして、

進化するシステムだというふうに思います。ただ、

一回つくったものがそのままではなくて、自分た

ちが使いやすいように改修もできるし、カスタマ

イズもできるというふうに聞いています。そして、

行政情報の提供のツール、オープンガバナンスと

いうか、開かれた行政をきちっとやる意味でもＧ

ＩＳ化というものがやっぱり大事になっていくと

思いますので、ぜひただの地図ということではな

くて、今持っているデータが地図になったときに

どういうだけの効果が発揮できるかという意識改

革を職員の皆さん、または幹部の皆さんもまずし

てもらいたいと思います。そのためには、ＧＩＳ

というものは何なのかとか、ＧＩＳ化によってど

のようなことができるかということをもっともっ

と勉強会とか、そういうものを開いて、研修制度

とかも使ってやっぱり今の業務のデメリットとメ

リットを洗い出して、できること、できないこと

をきっちりとやってもらいたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

これまでも地図情報〇副市長（佐々木雅之君）

につきましては、さまざまな形で利用させていた

だいておりますので、なぜそれが統合型にうまく

いかないかについては、複層型にすることによっ

てデータの保守管理にかなり時間がかかるという

こともありまして、コストも相当かかります。こ

れからも従前も政策判断については必ず写真情報

とかについてコンサルのほうからいろんな提供し

てもらったり、内部にある航空写真図等を使いな

がらさまざまな政策判断もしておりますので、職

員のほうにつきましては一定のそれを使っての政

策判断とか政策立案とかについてはやっているつ

もりをしております。ただ、そこのところを全て

の市民の皆さん方に見ていただくような状況にな

っているかというと、そこはコストの関係とか使

い方のことも含めてそこまでは至っていないので

はないかなと思っておりますので、統合型になっ

ているか、なっていないかは別にしましても、そ

ういう写真情報、地図情報等については利活用さ

せていただいておりますので、今議員のおっしゃ

るとおり一定程度職員研修も日常的に使っている

セクションとそうでないセクションもありますの

で、さまざまな活用方法について職員のほうにも

しっかり周知をしてまいりたいと思っています。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いいたし〇３番（上松直美議員）

ます。

ＧＩＳ化したとすると。そうすると、情報のア

ップデートについてやっぱり問題が出てくるとい

うふうに当初から言われていますけれども、いわ

ゆる地図情報でありますから、引っ越ししたとか、

そこに入ってきたとか、情報がいろいろ変わって

きます。住民基本台帳をもとにいろんな情報がリ

ンクしながら、そこにやはり自動的にアップデー

トできるような方法もあるのではないかと思いま

す。そのためにもやはり横の情報の共有化、各部

署がデータを共有化することによっての業務の効

率化が図られると思います。その点についてどう

でしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

私は、資産税時代に〇副市長（佐々木雅之君）

地番図の中に登記図面の家屋を全部１棟１棟入れ

まして、それに基づきまして現地確認をして家屋

の評価をしたことがありました。その情報を市民

課のほうに、ペーパー情報だったのですけれども、

住民登録されるときにその情報を使っていました。

それを先ほど扇谷部長言いましたように、戸籍、

住民基本台帳のほうにも、そういう図面情報とい

うのを今コンピューターで使っていまして、市民

の皆さん方が、転入者が来たときにどこの何条何

丁目というのはこの辺なのですよとかいうことの

住民サービスも実は既にやっておりますので、既

存のあるものについては市民の皆さんについても

有効活用してもらえるように、わかりやすい住民

サービスをするための一つのツールとして使って
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いる事例もありますので、これから農地情報とか

につきましては農業委員会とか林務とかさまざま

な場所で住民の皆さん方の相談業務にも使ってお

りますので、それら一層よりわかりやすい、使い

やすいシステムのほうに構築してまいりたいと考

えています。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

すごく今やっているこ〇３番（上松直美議員）

とも前からやっていることも理解できるのですけ

れども、やはりもっと積極的なワンストップサー

ビスに向けて何ができるかということです。やっ

ぱり一つの課に行って、うちではないからこちら

に行ってください、こちらではないからこちらへ

行ってくださいというのではなくて、一つの部署

に行ったらそこでぽんと用を足せるというか、そ

ういうメリットというのも絶対ＧＩＳ化には出て

くると思います。そして、まさに行政というもの、

国でも道でも市町村でも同じ、いわゆる申請主義

というか、申請しなければ全ての許可もおりない

のですけれども、やはりもっと積極的な行政にチ

ャレンジする意味でも、情報があればあなたはこ

ういう法律に基づいて今回こういう手当てが受け

られますという、申請しなくてもできるような方

向づけもできると思います。これは、今国でやっ

ています共通番号、背番号制の導入にもやっぱり

かかわってくると思います。ワンストップサービ

ス、積極的な行政を可能にするという、一つの一

人一人が持っている権利をきっちりと保障する意

味でも情報をきちっと共有化して有効に使ってい

く。それがまさにＧＩＳだと思いますので、名寄

市には道北、上川北部の中心市の役割を担って、

ＧＩＳ化によっていろんなさまざまな情報を各市

町村とも共有しながら、先進的な取り組みに結び

つけてほしいと思います。これでＧＩＳについて

は終わります。

続きまして、地域コミュニティーの再生につい

て移りたいと思います。地域コミュニティーの再

生というと何か漠然としているのですけれども、

要は町内会の活動とか地域の活動が今まさに少子

高齢化の中でいろんな問題を含めて問題を持って

いると。今私思うのは、地域コミュニティーとい

うのが昔と今では変化しているというふうに思い

ます。地縁型コミュニティーという言葉と、もう

一個、テーマ型コミュニティーというのがありま

す。地縁型というのは、従来の町内活動とか自治

会の活動、子供会の活動なのですけれども、テー

マ型というのはまさに町内を超えた枠組み、地域

全体とか、地域外から入ってきた人たちの参加に

よるある目的を持ったコミュニティーなのです。

それがどのように今社会が変化しているかという

ふうに考えると、やはり両方のいい面を生かしな

がらやっていかなければだめだと思います。地縁

型には地縁型のいいところもあるし、テーマ型に

はテーマ型のいいところもあります。それをどの

ようにコーディネートをしていくかというのが大

事なところだと思いますので、そういう意味でも

やっぱりフィールドワークとか調査に基づいた客

観的なデータを出していって、その地域にはどれ

だけの老人がいるのか、どれだけの子供がいるか

ということもデータ上きちっと捉えて、その中で

どういうコミュニティーが大事なのかということ

が出てくると思いますけれども、客観的なデータ

とか、そういう収集とか調査というのは行われて

いるのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁いたし〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましたとおり、なかなか町内会活動も課題が多い

という現状がこの間アンケート調査なりで明らか

になっております。そして、枠を超えて、ある意

味単一の町内会ではなかなかもう取り組みが難し

いというものについては、この間何回も議会でも

お話をさせていただいておりますけれども、いわ

ゆる地域連絡協議会、これを何とか活用しながら、

やはりコミュニケーションの醸成を図っていけな

いかという取り組みをしてきております。現状私

どもは、１つは地縁型のこれまでのコミュニティ

平成２５年３月１８日（月曜日）第１回３月定例会・第３号



－129－

ー組織を重視してきたという経緯がありまして、

議員御指摘のテーマ型の新たなコミュニティーの

醸成の仕方もあるというお話もいただきました。

テーマ型のコミュニティーに関しては、私どもな

かなかこの間手をかけてきたということが実はご

ざいませんで、いろんな情報を見ますと確かに都

会のほうではさまざまな新しい取り組みがなされ

ているということがありますので、この件に関し

てはしっかり私どもも研究をして、今後の私ども

の名寄における新しいコミュニティーのあり方を

含めてぜひ研究をしてまいりたいというふうに考

えております。

それで、個々の町内会におけるさまざまな情報

のデータの扱いについてでありますけれども、な

かなか細かいところまで私ども行政として押さえ

ているということではありません。必要に応じて

町内会連合会含めて細かい情報はいただくという、

そういう手はありますけれども、現状具体的な町

内会の個人的なデータについてはちょっと押さえ

がなかなかできていないというのが現状でありま

す。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどにちょっと戻る〇３番（上松直美議員）

のですけれども、やっぱりそういった情報もＧＩ

Ｓ化しておけば簡単にわかるというところだと思

います。だから、やっぱり地域コミュニティーの

データにしてもそういった客観的なデータに基づ

いてどういう政策が出されるかということも大事

だと思います。

２番目に、ちょっともう一点について聞きます。

今人々はどういうことを望んでいるかということ

なのですけれども、先ほども言ったように自由と

安全のバランスってどういうふうに捉えているか、

そしてコミュニティーデザインをどのように行政

としてサポートしていけばいいのかということを

お聞かせください。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティーにお〇総務部長（扇谷茂幸君）

ける自由と安全の確保ということでしょうか。こ

の間町内会では、いわゆる災害時における要支援

の対応ですとか、実際防災上におけるさまざまな

対応については町内会もしくは市全体の中で取り

組んできた経過があるということであります。こ

の間町内会では、隣組のいろんな、いわゆる連携

含めて私どもの見えないところでもさまざまな助

け合いが行われてきたという状況はあるというふ

うに押さえております。私どもの具体的な取り組

みは、現状そういったところにまだおさまってい

るということであります。

それから、先ほど答弁をいたしましたデータの

扱いでありますけれども、個別のデータの押さえ

は余りされていないという話をちょっとしました

けれども、私どもには住民情報が集まってきてお

りまして、福祉は福祉、それから住基情報等さま

ざまなデータがあることは確かでありますけれど

も、それをいわゆる具体的にコミュニティーの醸

成にかかわって活用しているというような状況に

はなかなかないということであります。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇３番（上松直美議員）

自由と安全のバランスという観点というのは、

私はこういうふうに思うのです。ある程度の人と

人のつながりは、今距離を持ってつながりたいと

いう人がふえていると思います。しかし、その中

にはでも誰かとかかわりながら、ちょっとは自分

の安全をどこで委ねるのか。だから、やっぱりあ

る程度の距離を置いて、でもしっかりとした安全

の担保も欲しいという、そういう人がふえてきて

いる。いわゆる地域の活動には参加は余りしたく

ないのだけれども、安心、安全は担保してほしい

というような人々がやっぱりふえているのが現実

だと思います。だから、そういう人たちがどのよ

うにして地域コミュニティーの中に入ってくるか。

どうやって誘導するかということが大事だと思い

ます。だから、余りにも型にはめないで、目的と

かを決めないで、自由にちょっと参加してくださ
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いと。ちょっとお茶でも飲みましょうという形の

中で、その中からいろんな意見とかアイデアが出

てきて、そしてこれが地域のためになるのかとか、

自分なりの考えを出したりとか、自分も何かこの

地域の中に貢献できるのではないかという居場所

が発見できると思うのです。そういう居場所をや

はり自治体が、行政がどうやってつくっていくか

という、サポートしてつくり上げるかということ

だと思います。だから、今実際には全国でコミュ

ニティーデザインということで注目されているコ

ミュニティーデザイナーという人たちがやっぱり

いろんなワークショップや研修会みたいのを開い

て、地域の問題を地域の皆さんで解決してくれと。

それに対してオブザーバーみたくしてついていっ

て、それ見守るような形で、そしてファシリテー

ションというか、いわゆるいろんな方向に、いい

方向に誘導していくというか、そういう役目にな

っています。ただ、誘導する形をきちっと出すた

めにもソフト面でのデザインとか、やっぱりつな

がりとか活動支援のデザインをきっちりと出して

いくことが大事だと思うのです。そのためには、

リーダーの研修会とか、連合町内会でもよろしい

ですし、いろんな地域の集まりの中でそういった

先進的な活動をしている人を呼んで、そこでどう

いうワークショップをやるかということだと思い

ます。雪の問題もそうだと思います。みんなで話

し合って、地域の力で雪を解決したい。行政に全

て委ねて、ただクレーマー的な発言をするのでは

なくて、住民自身が責任を持ってこの問題をどう

やって解決するか。それがまさにコミュニティー

デザインにかかわってくると思います。その件に

ついてどのように考えているでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

確かに時代とともに〇総務部長（扇谷茂幸君）

町内会のコミュニティーのあり方もある意味少し

さま変わりをしているというところがあります。

古い人間ばかりということではありませんけれど

も、新しいさまざまな考えの方がどんどん、どん

どん入られて、特に若い人方と、それからお年寄

りの方の考え方の違いだとか、また運営方法一つ

とっても違いがあるのだろうというふうに思いま

す。そういう意味では、やっぱり価値観が多様化

しているということで、ある意味そういったもの

を受け入れながらコミュニティーをつくっていく

ような、そんな時代に入っているのだろうと思い

ます。一方では、少子高齢化が進んでおりまして、

なかなか単一の町内会ではコミュニティーの醸成

が難しいというような状況もありまして、それで

地域連絡協議会という、１つ枠を大きく広げなが

ら新しい取り組みをしていこうと。議員御指摘の

新たなコミュニティーの考え方もその中で１つい

ろんな形で出てくるのではないかと、そんな期待

が実はございます。まさにそういう期待を持ちな

がら、地域連絡協議会についてはぜひ新しいコミ

ュニティーのあり方について、何かしらのやっぱ

り展望なりをしっかり持っていただければという

期待もございます。実際に町内会連合会では、さ

まざまなコミュニティーの研修会を行っておりま

して、なかなか私どもでは１つ枠を飛び出すこと

ができないような取り組みをされている先進的な

事例もたくさんございます。そういった先進的な

事例含めて、やはり研修会の中でもいろいろ勉強

されているというふうに聞いております。そうい

った機会をしっかり大事にして、またより多く持

ちながら、やはり今後の名寄市における一番いい

コミュニティーのあり方というのをぜひ探ってい

きたいというふうに考えております。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ地域連絡協議会を〇３番（上松直美議員）

もとに新しいコミュニティーのあり方を模索しな

がら、きちっと地域の問題は地域住民の皆さんの

力で解決できるという方向に持っていってもらい

たいと思います。

最後に、地域コミュニティーの再質問について、

地域と大学との連携についてちょっと質問したい

と思います。先般私もちょっと東京のほうに行き
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まして、港区の芝に行ってきました。そこでは、

港区の補助メニューで昭和の地域力再発見事業と

いうものをやっています。何かというと、地域の

大学というと、芝というと三田なのです。三田と

いうと慶應大学です。慶應大学の学生と地域の住

民の皆様の協力に基づいて、こういうことです。

子供たちが伸び伸びと遊び、お年寄りが安心して

暮らせるような、人々がお互いに支え合うという

関係をつくるために、一つのコミュニティー拠点、

コミュニティーの発信拠点として芝の家というも

のを運営しておりました。この芝の家というもの

がどういうものかというと、地域地縁、いわゆる

昭和３０年代に隣近所の地縁のよかった時代に戻

そうというような取り組みだそうです。そして、

ただ違うのはそこに携わっている人は芝に住んで

いない人もいました。いわゆる遠くから電車に乗

って、ボランティアとして支えてくれる人、まさ

に先ほど言った地縁型とテーマ型のいわゆるコラ

ボレーションと言ったらおかしいですけれども、

新しい形でのやっぱり取り組みだと思います。名

寄市においても名寄大学と連携しながら、この新

しいコミュニティーの拠点として、一つの考え方

の中で大学との連携の中で新しいコミュニティー

拠点ができないものかということをお聞かせくだ

さい。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市立大〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

学では、平成２０年度に文部科学省が実施してお

ります質の高い大学教育推進プログラムというの

がございまして、このプログラムを活用しまして

人口減少地域における人口減少地域の中心市街地

を元気にする大学づくりを目指して、異世代交流

と体験学習を軸とした教育改革の取り組みという

ことで、この質の高い大学教育推進プログラムに

申請を行った経過がございます。この申請の主な

内容は、中心市街地の空き店舗を活用しまして異

世代交流の場として整備を図り、本学の特色ある

教育活動の拠点としようとしたものでございます。

高齢者、子供、それから障害のある方と学生との

交流や体験活動学習を通じまして、本学の教育活

動の特性をより高めようとしたものでございます。

残念ながらこの申請した取り組みにつきましては、

教育プログラムとしての未熟さもございまして、

採択には至りませんでした。しかしながら、昨年

９月に実施されました商店街あそびの広場では、

名よせ通商店街、それからサンピラー商店街、そ

れから名寄名店街をフィールドにいたしまして、

この空き店舗や商店街の広場を活用いたしまして、

短期大学部、それからこの３つの商店街、それか

らＭＯＡ美術館北の児童作品展実行委員会、ひま

わりの絵コンクール実行委員会などの団体が協力

をいたしまして、児童絵画の展覧会ですとか、人

形劇、それから絵本の読み聞かせ、茶の湯の体験、

生け花体験、それから昔遊びやパフォーマンスな

ど３日間にわたりまして交流活動を通じた商店街

の活性化事業に取り組んだという経過がございま

す。地域コミュニティーの形成ということは、大

学としてはそれを教育プログラムに組み込んでい

くというのは少し難しい面もありますけれども、

今後いろいろ多方面にわたりまして関係機関から

の要請に応じまして協力をしていきたいというふ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

再度ちょっとまとめて〇３番（上松直美議員）

いきたいと思います。地域コミュニティー、本当

に新しい形で大学と地域が連携した形の中で、新

しいやっぱり発信拠点、中心街の空き店舗を利用

した中で誰もが行けて、そこで弁当食ったり、い

ろんなこともできる、子育ての支援もできる、イ

ベントもそこでやれるような、少し小さな形でも

いいですから、新しい形での拠点をぜひ強く求め

ておきたいと思います。

これで終わります。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどからいろいろと貴〇市長（加藤剛士君）
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重な御提言いただきまして、ありがとうございま

す。大学と地域の関係については、それぞれが高

め合う仕掛けというのがやっぱり必要なのかなと

いうふうにも思います。大学生にもそんなに負担

をかけない。しかし、しっかりと地域の中に入っ

ていって勉強ができるような、そして地域にも喜

ばれる仕掛けというものを商店街やいろんな施設

も含めて考えていきたいというふうに思います。

また、先ほどＧＩＳの関係で、いろいろこれも

貴重な御提言をいただきました。情報を全て統合

していくというのは、多分いろんなメリットも、

しかしデメリットもあるのだと思いますが、デー

タをしっかりと生かし、活用して、それを地図上

に落とし込んで戦略的な政策に使っていくという

のは全くそのとおりでありまして、今の地域のコ

ミュニティーの話にしても、町内会の人口動態の

データだとか高齢化率だとかのデータを色別に落

とし込んでいって、わかりやすくその情報を地図

上に落としていろんな戦略に使い込んでいくとい

うのは非常に大事な提言だというふうに思います

ので、ぜひこれはきょういただいた提言持ち帰っ

て、できるところからしっかりとやっていきたい

とふうに思いますので。ありがとうございました。

よろしくお願いいたします。

以上で上松直美議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

雪対策（冬のみちづくりプラン）について外３

件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１０番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいりたいというふうに思います。

まず、大きい項目の１番目、雪対策、冬のみち

づくりプランについてお尋ねをいたします。今年

度異常気象、また低温のため降り積もった雪が解

け切らず、積もった雪が道路に積もり、狭く、交

通または安全対策に大変支障を来しております。

ある札幌から転勤された方がこのように言われて

おりました。名寄は、除雪は本当にすばらしい除

雪をするのに、なぜ住民が雪を道路に捨てるのか。

雪を出す人もいるし、自分の雪を向かいに出す方

もいると。また、除雪を請け負っている業者がそ

の除雪の雪を民地に置かず、道路に雪を押しつけ

ていく。その道はＳ字に湾曲し、車や人間が通行

に大変支障を来しております。この冬の除雪対策

を取り巻く状況というのは、高齢社会の進展や除

雪作業員の高齢化という担い手不足のため、建設

業者の経営の縮小、また経営の体力の低下などの

課題と市民ニーズの多様化など、社会環境の中で

満足度の高い除雪体制を進めるためには、行政だ

けではなく、市民や企業との協働での取り組みが

必要であると考えられております。雪対策は、現

状の取り組みや体制やルールやマナーを広報また

は新聞でＰＲ活動しております。また、業者には

除雪ルールを降雪前に説明会を開催しております

が、一部の関係者や関係業者がルール違反、マナ

ーを必ずしも守らないのが現状であります。その

ようなこともあり、名寄にも札幌市のように冬の

市民生活のルールの確立が必要と思われますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

また、本年の雪の状況を見るに道路等に雪を出

す行為をされないためにも、地域の雪は地域で、

地域の処理を行うためにも雪投げ場の確保をする

必要があると思われます。例えば既存の公共用地

の公園や使用されていない公共用地または民有地

を利用して可能な限り拡大していくことはできな

いのでしょうか。札幌においても民有地の確保に

向けて、土地所有者に対して優遇策を行っており

ます。本市も民有地拡大のためにも優遇制度をつ

くり、各地域の土地を確保し、除雪体制を進める

必要があると思いますが、理事者の御見解をお願

いいたします。

市民に対しても堆積スペースの確保や雪を踏み

固めるなど敷地内、駐車場内、また庭先等などに

雪を処理する工夫や指導を進めることが必要と考

えますし、建築確認申請時を活用して可能な限り

敷地内の雪は敷地内で、自分の雪は敷地内で処理
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するためにも堆雪スペースを確保し、市の除排雪

助成で雪を投げる体制の仕組み等々の啓発が必要

と思われますが、理事者の御見解をお願いいたし

ます。

また、限られた予算や除雪車、除雪機械などで

今後とも市民、行政が満足の高い雪対策を推進し、

安定的に除排雪作業を実施するには、市民の除雪

のルール、マナーの徹底も必要かと思われます。

そのためにも雪対策の基本計画、早期の策定が必

要と考えられますが、理事者の御見解をお願いい

たします。

大きい項目２点目、障害者の自立のため、就労

支援の取り組みについてお尋ねをいたします。障

害者優先調達推進法が昨年８月に成立をいたしま

した。本年４月１日から施行されております。同

法は、国や地方公共団体、独立行政法人に対し障

害者が就労施設でつくった製品の購入や掃除など

業務委託を優先的に行うよう義務づけるとともに、

地方公共団体に対しても障害者施設の受注機会の

増大を図るよう努めることを求められております。

障害者優先調達推進法が４月１日から施行され、

本市も就労施設等の受注機会の積極的な取り組み

が必要と考えられますが、理事者の御見解をお願

いいたします。

自治体は、障害者就労施設等々の受注機会の増

大を図るために必要な措置を講ずるという今回の

法の努力義務が課せられておられます。このこと

を実行するためにも、１つには物品の調達目標を

定め、調達方法を策定し、公表しなければならな

い。２つには、その方針に即して調達を実施する。

３つには、調達実績を取りまとめ、住民に公表す

ることと法律で成立をされております。本市の目

標、取り組みについてお知らせをいただきたいと

いうふうに思います。

現在国や北海道、市町村などの商品購入や業務

委託に際し、競争入札による契約が原則になって

おります。民間企業に比べ競争力の弱い障害者就

労施設が契約するのは大変厳しい実情であります

し、現状であります。また、施設や自宅で働く障

害者がふえる一方、景気低迷により民間企業から

の仕事依頼は減少しております。さらには、障害

施設の発注が不安定であるため、行政からの安定

した仕事を求められる声が国からも求められてお

りますし、障害施設からも求められております。

各地方公共団体や独立行政法人では、ハート購入

法の制度を本市でも導入する必要があると思われ

ますが、理事者の御見解をお願いいたします。

次に、大きい項目３つ目、名寄市立病院の改善

についてお尋ねをいたします。前回も定例会で名

寄市立病院の駐車場問題は質問をさせていただき

ました。今回もやるつもりはありませんでしたが、

市民からの苦情等がちょっと多いものですから、

今回入れさせていただきます。駐車場、ビル風、

待合室の仕切り、調剤薬局までが遠い等々の皆さ

んの御意見がありますので、まとめてお尋ねをさ

せていただきます。今回駐車場問題が出ましたの

は、工事が始まり、なかなか駐車場にとめる方が

とめづらいというふうに言われておりました。そ

れで、患者さんが駐車場にとめられないのであれ

ば、親族または友人、知人の方に病院まで送って

いただくということで言われまして、今前のほう

にはおりられるものですから、北側の裏口に皆さ

んが患者さんを送り迎えをされております。その

部分で入る際に大変強いビル風が起きているとい

う苦情をお聞きをいたしました。これは、結核患

者で結核の手術をした方、本当にもう呼吸が困難

になりそうになったというふうに言われておりま

す。また、小さい幼児、赤ん坊を抱えたお母さん

があそこに入る際に本当にもう大変な思いをして

入られたという部分がありましたので、このビル

風等についての改善ができるのかどうかお伝えい

ただきたいというふうに思います。

また、駐車場に関してはこの工事区間で、病院

内、病院外で３００ぐらいの駐車ができるように

なっておりますが、今回工事が始まり、なかなか

病院に車をとめられないという部分で大変苦情を
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いただきました。朝回ってみると、やはり花園公

園、そして幼稚園の横等々、また病院の古い医師

住宅の裏、またはお菓子屋さんの横はもう朝にな

るとびっちりになっていると。私たちが行ったと

きには、もう駐車場がないという状況になってい

るということで言われております。そのため裏側

の精神病棟にとめる方が多いものですから、そこ

から調剤薬局まで歩く距離が大変長いと。この名

寄市立病院へ行くのは、私たちは体が弱くて行く

のですよと。健康で行く人はいないのですという

ふうに言われて、改善はできないのかというふう

に言われております。

また、もう一点は、待合所の仕切り、やはり裏

から入る回数が多くなったので、人に見られるの

が恥ずかしいという方がいると。この部分を言わ

れておりますので、本市としてこの改善ができる

のかどうかをお答えいただきたいというふうに思

います。

最後に、大きい項目４番目、名寄東病院のこと

についてお尋ねをいたします。きのう大石議員が

言われておりましたけれども、私もその部分をお

聞かせをいただいて、この場からの質問を終わら

せていただきます。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま高橋議〇建設水道部長（長内和明君）

員から大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１、雪対策、冬のみちづくりプラ

ンについては私から、大項目２の障害者の自立、

就労支援の取り組み及び大項目４の名寄東病院の

運営については健康福祉部長から、大項目３の名

寄市立総合病院の改善については病院事務部長か

らの答弁とさせていただきます。

大項目の１、雪対策、冬のみちづくりプランに

ついての小項目の１、冬の市民生活のルールにつ

いてお答えをいたします。市民への周知として、

雪が降り始める前に広報やホームページで道路に

雪を出さないように呼びかけていますが、なかな

か理解が得られない現状にあります。また、道路

パトロール中に道路に雪を出している市民を直接

見かけた場合は口頭で注意をしていますが、さま

ざまな理由で協力を得ることがなかなかできない

現状でもあります。また、町内会にも御協力をい

ただき、雪出し禁止の看板やのぼりを設置して対

応をしてございます。今後におきましては、年間

を通した広報活動を通じて、除雪や利雪・親雪の

理解を高めるほか、市民一人一人のマナーの向上

のために協力と理解をお願いしてまいります。

次に、小項目の２、雪置き場対策についてでご

ざいます。名寄市では、天塩川河川敷など７カ所

を雪置き場として設置をしております。また、近

隣市町村においても公園を雪置き場として使用し

ている例もありますが、名寄市の場合は各町内会

に維持管理をお願いしてきた経緯の中で、道路除

排雪の雪については公園に搬入しないことを現在

も双方で約束を継続しているところであります。

また、他市では民有地の空き地を活用する事例が

ありますが、名寄市の場合ではまとまった空き地

を確保することが難しいことから、これまで特段

の対策は行っていない現状となってございます。

雪置き場対策としては、平成２２年度から雪印跡

地を借り入れて利用していますが、異常気象によ

る大雪の対応として新たな雪堆積場の確保が急務

となってきておりますので、新年度に向けて確保

してまいりたいと考えております。

次に、小項目の３、敷地内の処理対策について

であります。札幌市では、一部都市計画区域内に

地区計画を設定して雪の堆積スペースを確保する

よう制限を設けている例がありますが、名寄市に

おきましてはスペース確保の指導は行っておりま

せんが、新築住宅については平成４年から勾配屋

根の雪の落雪による雪どめ設置指導基準を設け、

隣地との敷地境界までの建物の離れについて、建

築計画の段階で確認し、指導をしております。近

年は、北国の住宅建築について寒地建築技術講習

や北方型住宅技術指導講習などで使われるテキス

トでも冬の暮らしづくりのサンプルとして敷地計
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画と雪処理について堆積スペースの設け方などが

示されているものがあり、冬に暮らすための建築

計画を行う建築業者の配置計画はこれらを参考と

されることや建築基準法で規定する敷地に対する

建築面積の割合による制限があるため、常識的な

範囲の空きスペースが必然的に設けられるため、

この建蔽率のチェックを行うこと以外に雪処理に

関する指導は行っておりません。また、堆積スペ

ースがない場合の融雪槽の設置ができる仕組みな

どにつきましては、平成８年から８年間民間住宅

の融雪施設設置への資金貸付事業を行い、一定の

実績がありましたが、現在は敷地に対する雪処理

対策としては排雪ダンプ助成等事業で対応させて

いただいております。個人住宅建設に当たり、建

築基準法以上の規制をかけることは難しいと判断

をしており、個人の敷地内雪処理については個人

負担を伴うことになりますが、今後におきまして

も引き続き市民に協力をいただけるよう情報発信

を行ってまいります。

次に、小項目の４、雪対策の基本計画の策定に

ついてお答えをいたします。名寄市においては、

平成元年に住みよい雪国都市を目指すために名寄

の冬を楽しく暮らす条例が制定されております。

条例では、行政と市民の果たすべき役割について

も定められており、この条例の精神に鑑みながら、

目前に迫った高齢化社会や除雪事業者の担い手不

足、限られた財源の中でどのような施策を展開さ

せていくことができるのか、また市民との協働の

推進を図るための情報発信やソフト事業の導入な

ど雪対策に関する具体的な計画について、研究を

行っていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目２と４について申し上げます。

初めに、大きな項目の２の障害者の自立、就労

支援の取り組みについて、小項目で３点の御質問

をいただきましたが、関連しておりますので、一

括して申し上げます。最初に、当市における障害

者雇用の現状について申し上げます。障害者の自

立に向けた就労継続支援は、市内６事業所におい

て行われており、一般企業との間で正規雇用契約

を結んだ事業所で行われるＡ型が２事業所、リハ

ビリを主な目的とし、賃金体制や労働法規などの

法令適用外となるＢ型が４事業所となっておりま

す。これらの事業所での生産、販売部門では、シ

イタケ、蜂蜜、パン、カレー、チーズ、お弁当な

どの食品提供が主なものとなっており、他の部門

では清掃、除雪、資源分別作業などの事業に従事

され、事業所全体では１日約１６０人の障害を持

った方々が就労している状況になっております。

また、一般の民間企業での雇用状況では、平成２

３年３月末現在で７３人の雇用があり、雇用率達

成企業は６２％となっております。この数字は、

全国平均４７％、北海道平均５３％を上回ってお

り、現在も微増の傾向にあると認識しております。

第３期名寄市障害福祉実施計画における就労継続

支援の目標数値では、Ａ型においては１カ月の利

用目標人数１１０人に対し１０８人、Ｂ型におい

ては６０６人の目標に対し８２６人となって

おり、本年３月１日付で市内に新たに就労継続支

援Ａ型事業所が定員２０名規模で開設されたこと

に伴い、今後さらに雇用の拡大が推進されるもの

と期待しております。

御質問の障害者優先調達推進法及びハート購入

制度への取り組みにつきましては、現在事業所で

の生産物には市が必要とする物件がないため予定

はありませんが、地方自治法施行令第１６７条の

２に定める障害者自立支援法に規定する障害者支

援施設に該当する事業所等で随意契約にて発注す

る事業については、継続して実施してまいりたい

と考えております。今後障害者総合支援法に基づ

く事業者や施設並びに在宅就労障害者等の提供可

能な物品、サービスの状況を見据え、市としての

調達方法について検討してまいりたいと考えてお

ります。
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なお、障害者の自立促進に当たっては、ＮＰＯ

法人なよろ地方職親会が主催するジョブコーチ養

成研修も大きな力となっており、また名寄市立大

学におきましても平成２６年から精神保健福祉士

の養成課程設置に向け準備が進められており、精

神障害者の社会復帰に向けた取り組みが一層推進

されるものと考えております。

次に、大きな項目４の名寄東病院の現状と将来

展望について申し上げます。さきの代表質問の答

弁内容と一部重複することを御了承いただきたい

と思います。名寄東病院は、道北における慢性期

医療機関としての役割を果たすため、平成１５年

１２月に国から移譲を受け、国から示されている

病院形態の用途指定を１０年間委託、管理を指定

することとし、名寄東病院の管理運営の委託に関

する基本協定書を名寄市と社団法人上川北部医師

会で締結しております。名寄市病院事業の設置等

に関する条例第１６条の規定により、平成１８年

９月から平成２５年度末までの指定管理の管理期

間となっております。名寄東病院は、開設当初か

ら指定介護療養施設サービス６０床を提供してき

ましたが、医療制度改正により療養型病床の再編

を先取りし、平成１９年７月に介護療養型病床の

指定を返上し、全床１０６床を療養病床に変更い

たしました。慢性期医療機関として、内科、リハ

ビリテーション科の医療を提供しており、地域密

着型の病院として、症状が安定し、その後も長期

療養が必要な患者が療養生活を送るために慢性期

医療機関として運営されております。平成２３年

６月から常勤医３名を確保することができ、週末

当直を月１回から２回出張医に依頼し、診療体制

を維持しており、現在も地域密着型の病院として

より地域の方々に必要とされる病院づくりを目指

しております。

名寄市は、名寄東病院の円滑な運営を図るため、

名寄市病院事業の設置等に関する条例第１４条の

規定に基づき指定管理の指定を受けた上川北部医

師会に対し、地方自治法第２３２条の２の規定並

びに名寄市補助金等交付規則及び名寄市名寄東病

院診療交付金交付要綱の定めるところにより、予

算の範囲内で病院の管理に要する経費のうち病院

に勤務する職員の人件費に相当する額を交付し、

健全経営に努めております。この地域の医療体制

は、今後におきましても大きく変わることがない

ことから、現有の医療資源を最大限に活用し、市

内のプライマリーケア、初期診療、かかりつけ医

を担う国保診療所や開業医と急性期医療を担う市

立総合病院、慢性期医療を担う名寄東病院、それ

ぞれが医療機能の分担を図ることが必要なことか

ら、平成２６年度以降につきましても維持管理な

どに必要な経費につきましては市が責任を持ち、

現行の指定管理制度を活用しての継続が望まれる

と考えておりますので、現在上川北部医師会と協

議を行っているところであります。今後の予定に

つきましては、相手方の機関決定を経て手続に入

り、９月定例会では名寄市病院事業の設置等に関

する条例の一部改正を行い、１２月定例会では指

定管理者の指定について提案したいと考えており

ます。さらに、平成２２年４月から３カ年間不在

となっておりました院長が着任することとなり、

さらなる道北地域における慢性期医療機関として

の役割を果たしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目３点目の名寄市立総合病院の改

善について、（１）の駐車場、調剤薬局の問題に

ついてからお答えをいたします。

精神科病棟の改築工事によりまして正面駐車場

が減少し、周辺駐車場も点在しておりますことか

ら、御利用の皆様には大変御不便をおかけしてお

ります。来院者へ駐車場を案内するために誘導員

を配置しておりますが、近いところからの駐車場

が満車となるため、歩行がつらい症状をお持ちの

方でも少し離れた駐車場を御利用いただくしかな

いのが現状となっております。御指摘のありまし
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た救急入り口正面駐車場に駐車をし、調剤薬局で

薬を受け取り、また戻るのがつらいという場合に

は、医事課会計のところに各調剤薬局のファクス

コーナーも設置されておりますので、御希望の調

剤薬局を選択され、お車での御帰宅の途中でお受

け取りいただくことも一つの方法ですので、御利

用をいただければと思います。

また、現在医師寮の解体工事を行っておりまし

て、３月２５日から５月の連休明けぐらいまでの

予定で約４０台の駐車が可能になります。夏に再

び本格的に駐車場として整備を行いますが、工事

終了後は病院正面にも近く、調剤薬局にも近いと

ころに駐車場が拡大できる予定ですので、御理解

と御協力をお願いしたいと思います。あわせて２

月２３日から休日も正面玄関に警備員を配置して、

午前７時から午後６時まであける対策をとり、８

号通側から病院周辺を回って調剤薬局へ行かなけ

ればならない御不便は、時間内については解消す

ることができました。

次に、調剤薬局付近の路上駐車が多いという点

につきましては、病院周辺を含めまして名寄警察

署からも指導があり、セーフティーコーンの配置

や看板の設置、誘導員の巡回、院内放送などで駐

車禁止の呼びかけを行っております。工事開始以

前からも法規やマナーを守らない駐車が見られま

して、日ごろよりお願いを申し上げておりますの

で、今後も引き続き啓発活動を行ってまいります。

次に、（２）の裏口、救急出入り口のビル風対

策についてお答えをいたします。現在の救急出入

り口は、平成１９年から２０年度に救急棟を増築

した際に改修を行っておりますが、建築に関する

法令等により既存建築物の本院を全面改修しなけ

れば本院と全面で接合した増築はできないことか

ら、現状の通路を設置いたしました。天候により

強風時には、片屋根であることと周辺の建物の構

造から風が巻く現象が見られることがあります。

精神科病棟の改築工事中は、救急出入り口の利用

が多くなることから、自動ドア化と通路の風除室

化を検討し、事業者の積算を依頼いたしましたが、

救急待合室付近の暖房能力強化などを含めて全体

で２００万円程度の費用が見込まれ、院内協議

の結果、断念をしたところであります。さらには、

テント材料などにより通路を覆う構造についても

検討しましたが、通路側の不足と強度の面で仮設

物は設置しないことといたしました。また、車椅

子等の利用者の皆様には配置している誘導員がド

アの開閉の援助を行うなどの対策も実施しており、

現状での運用を行っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

次に、救急外来の待合室の件でありますが、救

急外来の利用状況につきましては１月以降インフ

ルエンザの流行もあり、多い日には１日１００名

を超える患者数の日もありました。そのような混

雑時期には、廊下にも席を用意するなどして対応

しておりますが、重篤な状態で搬送された患者さ

んの御家族や事故などで関係者の方がお集まりに

なるなどした際には、医療スタッフとの調整もあ

り、待合を仕切って対応することは困難な状況で

あります。また、事務当直者が救急の受付業務と

お見舞いの御家族や来院者、職員の出入りも管理

することから、現時点で入り口の横などをカーテ

ンで仕切ることは安全管理上からも支障があると

考えております。

なお、救命救急センターの指定に向けた協議の

中で待合室等の改修が必要になる場合には、改め

て協議をする事項であると認識をしておりますの

で、御理解をお願いしたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

答弁をいただきまし〇１０番（高橋伸典議員）

たので、再質問と要望をしてまいりたいというふ

うに思います。

まず、冬の除雪体制についてちょっとお尋ねを

いたします。今冬は、やはり大変に雪が多いとい

うか、雪が降っても解ける日がなかったものです

から、累積降雪量が２月１０日ぐらいで７０２セ
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ンチと。まだまだ解ける能力がないと。前年度よ

りも５７センチ、平均で６５センチ多いというこ

とで、大変な思いをして、今回は除雪業者の方々

も苦労されたかなというふうに思っております。

今回札幌から来た人がいまして、本当にその方の

会計士の方が名寄というのはどういう状況なので

すかというふうに言われまして、札幌では罰せら

れているみたいなのです。敷地内の道路に雪出し

をしないということで、道路法の４３条、道路交

通法の第７６条、道路交通法の施行細則の第１９

条だとか、路上駐車をしないだとか、河川に雪を

投げないだとか、下水道、雨水桝に投雪をしない

ということで下水道法第１６条等々があって、罰

せられている状況みたいなのです。その方は、本

当にもうここまで、私は毎年市民にもルールや何

かは広報等で言っていますし、業者にもこの除排

雪前に集めてこういうふうに道路に雪を投げたら

いけないよというふうに指導しているのですと言

ったのですけれども、その指導はどうなっている

のですかというふうに言われております。その中

でやはり私は、ここのルールまでは、条例までは

必要ないと思うのです。本当やはりこの市民のマ

ナー、また業者のマナーがしっかりしていれば、

ここには投げてはいけないなと。そのときに言わ

れたのが市職員はうちの斜めにいるのですけれど

も、その方が私の向かいに雪を投げるのですと言

われたのです。その名前は知りませんよ。名前は

知らないですけれども、そう言ったのです。だか

ら、本当やはりマナーをしっかりするためには、

市としてはどうしていけばいいのか。先ほど広報

等でしっかりとやっていくと言ったのですけれど

も、先ほど言ったように雪をダンプで投げている

方には市では指導していますというふうに言って

も、やっぱり聞いてくれないと。札幌では、町内

会、そして警察、行政が一緒になって回って、排

雪をしている方々に対しては、排雪って道路に投

げている人だとか、除雪業者が道路に投げている

ところというのは、その３者で指導しているみた

いなのですけれども、名寄はそういう取り組みと

いうのはできないのかどうか、ちょっと教えてい

ただきたいというふうに思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

職員の雪出しと〇建設水道部長（長内和明君）

いうことでは、まことに申しわけなく思っており

ます。

先ほどもちょっと答弁させていただきましたけ

れども、シーズン初めに実は１回しか周知をして

いないという、これ本当に申しわけないのかなと

思っておりまして、なかなか１回では理解してい

ただけないのかなと思っております。まずは、市

民の理解が必要ということで、年間を通して広報

活動、２５年度からやろうということにまず重点

を置いていきたいなと思っております。その上で

議員が言われている札幌の冬のみちづくりプラン、

これをお手本にさせていただいて、今言われてい

る警察、町内会、それとできれば関係機関も含め

て協議、研究などしていきたいなと思っておりま

す。単に先ほど言いました交通法で、罰則規定は

まさにあります。これは、条例でも規則でも使わ

なくても交通法で罰金刑になっておりますので、

わかればそうなりますけれども、まずうちのほう

は周知が足りなかったというものも含めて、こと

し１年そこを重点的に頑張っていきたいなと思っ

ております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひこの周知はお願〇１０番（高橋伸典議員）

いしたいなというふうに思います。本当私警察と

町内会、行政が一緒に回るというのは、これは必

要だと思うのです。先ほど言ったように、やっぱ

り行政だけで行くと何だというふうになりますの

で、警察が１人入ればまずいのかなというふうな

状況になるのかなというふうに思いますので、そ

の体制は一応つくっていただきたいなというふう

に思います。

市として排雪業者、または今排雪業者ではなく

民間の住宅の出入り口を朝除雪されたものを、重
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いものをこうやってはねる業者がたくさん出てき

ております。その中で何件かの方だと思うのです

けれども、業者でもやはりはねるところの逆に住

んでいない土地だとか何かあると、そこに投げる

業者がいるのです。そこがやっぱり湾曲にこうい

うふうに道路がなってしまったりなんかするので

すけれども、そういうパトロールというのは市と

して、朝やりますから、朝５時だとか４時だとか

３時だとか出てきっとはねていくので、どこの業

者が出たというのわからないと思います。でも、

それを見つけてやはり指導をしていかない限り、

今の現状ではずっとそのままになってしまうとい

うふうに思うのですけれども、そういう部分とい

うのはどういう対策をされるのか、ちょっと教え

ていただきたいと思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

民間の除雪では、〇建設水道部長（長内和明君）

今議員言われたとおり敷地がある場合については

民間の除雪を受けていただきたいということで、

敷地がない場合については受けないようにという

ことで、敷地がない場合については当然排雪して

いただくという、これが原則でありますけれども、

実質上議員言われたとおり確かに業者の方が堆積

場ないときに雪というか、ちょっとしたスペース

でも置いていくというのは、それは私も確認をし

ております。これパトロールで見つけるというの

は非常に難しいことなのですけれども、これも先

ほど言いましたとおりシーズン初めと、それと事

あるたびに業者のほうにはお話はさせていただい

ているのですけれども、なかなかこれも理解して

いただけないという部分が１つありますので、そ

こも含めて先ほどの協議ばかりになりますけれど

も、してまいりたいなと思っておりますし、でき

ればパトロールも朝早いものですから難しいので

ありますけれども、そこら辺も何かそういう工夫

をしていきたいなと思っております。御理解いた

だければと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。業者にもいろいろありまして、名寄市で年前

にやる講習会に出ていない業者も何件かあるもの

ですから、その辺もやはり排雪業者に聞けばあそ

こもやっているよ、ここもやっているよというの

がわかりますので、シーズン初めのときにはその

わからない業者も入れてしっかりやっていかない

限り、これはずっと終わらないなというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

あと、土地の確保なのですけれども、今公園等

は先ほど言われたように町内会が管理しているも

のですから、排雪機械で入れるというのはやって

いないで、本当に人で入れるような形では入れさ

せるだとかという協定はある程度ありますけれど

も、札幌のようにここは土地がないわけではない

ですからいいのですけれども、しっかりとしたあ

る程度の投げるところの確保だけはしっかり道づ

けをつけていただきたいなと。町内会でも、８号

なのです、一番。８号、毎回一番最初にあそこは

道路が狭くなります。そして、排雪をします。排

雪をして、次の日の朝にはもとに戻ってしまうの

です。それはどういうことかというと、西小から

向こうはほとんど道路の幅員幅がもとのところで

すから、８メーター以下だとかというところもあ

るものですから、皆さん８号道路の排雪が終わる

と向こうから持ってくるのです。そして、次の日

の朝になるともう同じような状況になってしまう

という状況になります。だから、ああいう町内会

に対しては、あいている敷地を利用していただい

て排雪する体制をやっぱり。あそこは寺町なので

すか。寺町地区だとか、ああいう部分というのは

町内会でしっかり話し合っていただかない限りも

う本当に終わらないと思うのです。道路の排雪終

わったら雪を出せばいいなという状況で進んでし

まうような状況なのですけれども、そういう部分

というのは行政として進められているのかどうか、

ちょっと教えていただきたいというふうに思いま

す。
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長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員が言われ〇建設水道部長（長内和明君）

ました８号道路、それとこれは市道でありません

けれども、道道、１５線もまさにそのとおりで、

排雪した後はすぐ雪で道路が真っすぐでなくなる

という状況になってございます。個人の堆積場に

つきましては、きょうの答弁の中にもありました

けれども、個人住宅の中では一般には建蔽率とい

うものがありまして、一般的な住宅では１０分の

４から１０分の５、１０の６だとか、例えば一番

きついところでは１００平米で４０平米の建築の

面積しか建てられません。そうすると、６０平米

スペースができます。それは、法の中では住環境

ということで、木を植えたり、芝とかということ

になっておりますので、そこを先ほども言いまし

たけれども、法以上の規制をかけるというのは非

常に難しい状況になります。そうしますと、地区

ごとにどうするかといいますと、今言われたとお

り町内会のほうでそういうスペースがあれば一番

いいのでありますけれども、先ほども言った寺町

もそうですし、西町もそうですけれども、空間ス

ペースがほとんどない状況なのです。そうします

とどうするかといいますと、先ほど言いましたと

おり個人住宅の中で一定程度堆積スペースを設け

ていただいて、それでたまった場合は排雪ダンプ

で排雪してもらうというのが今の状況になってお

ります。今現在私の頭の中ではそこしか解決方法

はないかなと思っておりますけれども、一定の全

道的なそういう堆積スペースも含めて調査研究と

いうのはこれからやらなくてはいけない。ちょっ

と自分としては遅いかなとは思いますけれども、

やっていかなければならないのかなと思っており

ます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願い〇１０番（高橋伸典議員）

します。そういうところは、やっぱり民間のスペ

ースを活用するしかないかなというふうに思いま

すし、そのためにも土地の所有者に対して優遇措

置、そういう部分はつけるだとかするのがいいの

かなというふうに思いますので、ぜひ努力をして

いただきたいというふうに思います。私は、建築

申請時にしっかりと雪対策の堆積スペースはとっ

ていただくようにしていただかないと本当にもう

いろんな部分で大変なのかなという部分がありま

すので、この部分でもしっかり指導をしていただ

きたいなというふうに、この指導できないのが今

なのですけれども、やはりこういう条例をつくる

ことによってそれを解消できると思うのです。国

ではそういう条例だけれども、本市ではこういう

ふうになっておりますよという。道州制や何かも

これからどんどん、どんどん進みそうですし、そ

ういう部分も活用してこの雪対策を進めていただ

きたいと思います。

最後に、この除雪の体制なのですけれども、今

除雪業者も含めていろんな部分をやられています。

先ほど言ったように、除雪をする方の人材がもう

６５を超えて７０歳の方もおられて、この除雪ダ

ンプに乗る方を募集したと。そうしたら、ある業

者は１人しか来なかったと。除雪の経験がありま

すかと言ったら、ダンプはあるけれども、除雪の

排土板で除雪をしたことはありませんという、こ

とし１年は除雪の機械の助手席に乗せてどういう

ものか見せなければだめだという業者もいました。

そういう企業もいますし、今までこれ一番公共工

事の最盛のときから今約半分になっています、公

共工事が。企業も機械も減らした、人も減らした、

企業も縮小している中で、これからの名寄市も高

齢化率も今２８％、これからどんどん３０、３５

までいくようになってくると思いますから、本当

に除雪の体制が大変だなと思いますけれども、名

寄市としてこれからの除雪体制どう考えているの

か。ちょっと具体的というか、長内部長さんの思

いなのか、本当に思いがこれからどんどん行けば

いいのですけれども、思いを言っていただいて、

除雪に対しては終わらせていただきたいなという

ふうに思います。
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長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

途中から自分の〇建設水道部長（長内和明君）

考え方になるかもしれませんけれども、今議員が

言われたとおり夏場の公共事業、これの縮減によ

って、経営環境の改善なんかによりまして、重機

やダンプ、あるいは先ほど言いました作業員が非

常に減ってきております。当然ながら業者による

機械力の低下、あるいは運転手の高齢化、それに

伴う若年運転手の確保、それとそれに伴う育成に

係る時間が非常に多くなろうかと思っております。

しかしがら、これは何とかクリアしていかなけれ

ばならないと思っておりますので、これまで名寄

市的にはハードな部分で協議を、検討を行ってま

いりました。先ほど来言われているいろんな計画

も含めて、ソフトもこれから重要なことではない

かと。それと、雪出しも含めてそういった部分で

研究をしてまいりたいなと思っておりますし、そ

の中では早急な対応として２５年度からやるとき

には、まずダンプが少ない、作業員が少ない、そ

れと交通整理人がいないということでは排雪体制

が整わないというのが１つあります。これをどう

するかということで、いろいろ今の段階で２５年

度についての研究しかしておりませんけれども、

東西南北に雪堆積場を設置して、今堆積の部分で

は１カ所しかあけないで、そこにそれぞれ排雪ダ

ンプを持っていくと。そうすると、ダンプは非常

に混雑をして、そこにもまた時間かかるというこ

とになってございます。それで、２５年度から何

とか東西南北に地区ごとに決定しまして、堆積場

を確保して、そうすることによって回転率を上げ

ようと。ここしか今のところはないのではないか

ということで、これは２５年とりあえず取り組ん

でみようということで今ちょっと検討させていた

だいている最中です。そのためには、堆積場の確

保というのはこれ最重要課題になってくると思っ

ていますので、そんなことで進めてまいりたいと

考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１０番（高橋伸典議員）

す。残った部分は、熊谷議員のほうに託したいと

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、障害者の雇用についてちょっとお尋ねを

いたします。先ほど言われました部分、民間企業

で７３名雇用されているというふうに言われまし

た。そして、事業者の雇用率が６２％、北海道

は５３％ですから、十何％ぐらい高いというふう

に言われて、Ａ型の今回の雇用が、Ａ型というの

は年間雇用でしっかりした就労、金額をもらえる

人たちだと思いますけれども、この７３名という

のは業種別にどのようなところにお勤めになって

おられるのか、ちょっとお聞かせをいただきたい

なというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問にあり〇健康福祉部長（三谷正治君）

ました７３名につきましては、事業の部分でいき

ますと１９企業ということで、この数字につきま

しては平成２３年３月３１日現在のハローワーク

なよろのデータによるものでございます。基本的

には、それぞれの業者がございますけれども、一

番多いのはやはり卸売、小売業という形になって

ございます。それ以外には製造業、さらには総合

サービス業、医療、福祉というような形の数字に

なっているところでございます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

これ何社なのでしょ〇１０番（高橋伸典議員）

うか。名寄には、障害者雇用の部分が何社あって、

何社の確率でこの７３名が雇用されているのか。

この障害者雇用促進法があって、今８でしたか、

身体等含めて。１８年度からは、障害者、精神障

害の方も含めての雇用体制に入ってくると思いま

す。ことしは、身体や何かは２％にはね上がるの

ですけれども、名寄には何社ぐらいこの雇用業者

があるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

データによりま〇健康福祉部長（三谷正治君）
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すと１９企業と聞いております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

１９企業ということ〇１０番（高橋伸典議員）

は、民間の企業は何社入っていて、きっとこれ民

間の企業でしたらほとんど何社も障害者を雇用さ

れていない状況なのかなと。２％というのは、き

っとその会社の職員に対しての２％の方を雇用し

なさいという部分だと思いますから、雇用してい

るのは、１９社の中にきっと陽だまりだとか、あ

あいうところも全部入って１９社だと思うのです

けれども、本当の民間企業というのは何社なので

しょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

このデータによ〇健康福祉部長（三谷正治君）

りますと、産業別雇用の状況で障害者を１人以上

雇用することが義務づけられております一般の民

間企業ということのデータでございます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

それなら、私はまだ〇１０番（高橋伸典議員）

まだ上がってくると思うのです、きっと会社的に

は。１９社では済まないというふうに思うのです

けれども、いいです。

それで、その雇用に対して今回障害者優先調達

推進法ができまして、市としても目標等が決めら

れるというふうに思いますし、これからどういう

ふうに進んでいかなければいけないのかというの

も先ほどは出ませんでした。今までやっているこ

とが出ていたのですけれども、そういう部分を出

さなければいけないというふうに思いますし、私

はこの１９社ではきかないと思いますので、しっ

かりと障害者就労施設という形で民間企業にもＰ

Ｒをされたほうがいいのかなというふうに思って

います。最後に言ったハート購入制度導入がやは

りその制度だと思います。その中で障害者の雇用

努力企業ということで、このハート購入制度を活

用することによって、うちの会社には障害者、職

員が１０名ですけれども、２％ですから２人の方

を雇用していますと。努力企業ですから、うちか

ら企業としても行政としても物品等々を買っても

いいというような形のハート購入制度もあるみた

いなのですけれども、この部分というのは三谷部

長はどういうお考えなのか、ちょっとお聞かせい

ただきたいなというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁で〇健康福祉部長（三谷正治君）

申し上げましたように、現在名寄市でそれぞれの

障害の部分で製造等々をされている分は先ほどお

話ししましたように食品が主だということで、名

寄市で例えば物品で何か欲しいという部分は、今

つくっておられる、またはそういう企業というか、

事業所が残念ながら今のところないと。ただ、就

労でいきますと名寄市総合福祉センターの清掃関

係ですとか、名寄公園の清掃管理の部分、例えば

この市役所でいきますと庁内食堂、陽だまりさん

が入っているだとかというような形でそれぞれの

雇用の部分はありますけれども、物品については

今つくられている部分は名寄市では要求というか、

欲しいという物品には残念ながら該当しておりま

せんので、ただ、今議員お話がございましたよう

に、先ほどの答弁のように今後購入については研

究、検討してまいりたいと考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。

時間がありませんので、次に参りたいというふ

うに思います。次に、市立病院の部分お願いいた

します。やはり２００万円かけて直せとは私も

なかなか言いにくい部分もありますので、これは

言えないのですけれども、先ほど言ったようにテ

ント式を検討したということで、強度上どうのこ

うのと言われましたけれども、テント式でも私は

可能なことは可能なのかなと。今の構造をちょっ

とあそこへ行って見てきたのですけれども、テン

ト式でも可能なのかなという部分があったもので

すから、テント式であればそんな何千万円もいか

ないで数百万円で済むのかなという部分があった
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ものですから、このような話をさせていただきま

した。

調剤薬局のファクスコーナーはわかりました。

ぜひ病院等々の会計のときにも説明をしていただ

きたいですし、そういう方がおられますので、お

願いいたします。

あと、医師寮に４０台できるということでお聞

きしました。しかし、あそこの４０台ができたと

してもまだまだ。名寄市立病院は、住民の医療の

提供を理念として、１つには患者が中心だと言わ

れております。患者が中心というのは、やはり患

者がとめるスペースをつくらなければいけないと

いうふうに思うのです。そして、今名寄のスポー

ツセンターに車をとめるということで職員が行っ

ておりますけれども、何十台ぐらいそちらのほう

にとめておられるのか、ちょっとお聞かせいただ

きたいなというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

主に〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

職員用としましては、今議員から御指摘がありま

したスポーツセンターと、あと民有地を２カ所借

りておりまして、全部でスポーツセンターは１０

０台程度確保しております。毎日正確に確認はし

ておりませんけれども、スポーツセンターには五、

六十台、数十台はとまっているのではないかなと

思っております。また、周辺にはつぼみ保育所利

用者ですとか、そういう病気を持った方などは花

園公園の一部と民間の駐車場を優先的に配慮をし

て割り当てをしております。

以上です。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。数十〇１０番（高橋伸典議員）

台はとまっているようにはちょっと見えないので

すけれども、とりあえず部長のことを信じておき

たいというふうに思います。ぜひ市民が、患者が

中心の病院にしていただきたい。なっていると思

うのですけれども、そういう形でやはり進めてい

ただきたいなというふうに思います。この部分、

もう時間がないので、ぜひその部分で進めていた

だきたいと思います。

最後に、名寄東病院についてお尋ねをいたしま

す。慢性期医療の本当にもう治療を進めるために

も、東病院は重要な施設であります。そういった

部分で、私は１２月にここの病院がちょっとなく

なるというふうにお聞きして、患者さんと看護婦

さんが言われていたものですから、この話をさせ

ていただきました。きのう市長が言われた、本当

にもう来年度継続して上川北部医師会にやってい

ただくということで、安心しております。しっか

りとした名寄の医療をつくるべく、進めていただ

くようお願い申し上げ、質問を終わらせていただ

きます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

いじめのない学校と社会を外２件を、川村幸栄

議員。

通告順に従いまして、〇１番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず初めに、いじめのない学校と社会をについ

て質問をさせていただきます。日本共産党は、昨

年１２月にいじめのない学校と社会をとの提案を

発表したところであります。子供たちの深刻化す

るいじめを解決していくために、社会全体で力を

合わせようと提案しています。研究者の丹念な統

計によれば、標本誤差を最大限に見積もってもい

じめのない学級は２割を上回ることはあり得ない

といいます。相当の数の子供たちがいじめたり、

いじめられたり、その模様を目撃して育っている

のではないでしょうか。そこで、子供の命を守る

ためにお考えを伺いたいと思います。いじめはい
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かなる形をとろうとも人権侵害であり、暴力です。

目の前のいじめから子供たちのかけがえのない命、

心身を守り抜くこと、子供の命最優先でともかく

子供を救おうということが大切だと考えます。さ

らには、根本的対策としてなぜここまでいじめが

深刻化したのかを考えて、その要因をなくしてい

こうという社会的な取り組みも必要です。

さて、教育行政執行方針でいじめの問題の実態

把握及びその対応状況等調査を実施し、早期発見、

早期対応に努めると述べられていますが、どのよ

うな方法、対応を考えているのかお伺いします。

子供たちへの対応、教員への対応についてお知ら

せをいただきたいと思います。

また、大津市の第三者調査委員会が同市の市立

中学校で起きたいじめ事件について出した調査報

告書、ここから学ぶことは多いのではないでしょ

うか。どのようにお考えか伺いたいと思います。

次に、子供の権利条例制定の考えについて伺い

ます。平成２３年第３回定例会の一般質問でも取

り上げさせていただきました。そこでは、その実

効性を高めることが求められますので、内部で研

究を重ねながら検討してまいりたいとの答弁をい

ただいていますが、改めてお考えをお伺いしたい

と思います。子どもの権利条約の精神に立って、

子供の声に耳を傾け、子供たちが学校運営や社会

のさまざまな場面に主役として参加できるように

することが求められます。隣の士別市では、条例

制定に向けての取り組みが進められています。昨

年進捗状況等含め視察をさせていただいてきまし

た。子供を常に真ん中に置いた取り組みとして学

ぶ点が多いと思います。こども委員会の設置、そ

して子ども議会へとつながっているのではないで

しょうか。お考えをお聞かせをいただきたいと思

います。

大きな項目２点目、高齢者の暮らし支援につい

て伺います。最初に、風連地区のごみ収集につい

てお伺いします。風連地区のごみ収集については、

平成２３年４月から家庭ごみの収集回数がふえ、

風連地域の方々から喜ばれているところでありま

す。最近高齢の方を中心に名寄地域で行っている

個別収集を望む声が寄せられています。風連地区

のごみステーションの活用は、地域住民のつなが

りを深めながら行われてきたものと理解していま

す。しかし、年齢を重ねるごとにごみステーショ

ンの管理等、特に冬期間の雪はねなどの負担が重

くなってきているのではないでしょうか。アンケ

ート調査も行われているようですが、風連地区の

ごみ収集についてのお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

次に、コミュニティバスの運行について伺いま

す。高齢期に入り、運転することに不安を覚え、

運転免許を返上する、車を手放す方がふえていま

す。バスに乗ったことがないので、乗り方を教え

てほしい、バス停の場所や時間を調べておかない

とねと、こんな声をよく耳にするところでありま

す。公共交通機関としてのコミュニティバスの重

要性が増してきています。冬期間の利用も多く見

受けられます。検証、改善を行うとのことですが、

お考えをお聞かせいただきたいと思います。今現

在建設が進んでいる北斗団地、高齢の方々も多く

なっていると思います。現在のバス停へは随分と

遠くなっています。病院、公共施設へのアクセス、

町中をどう結びつけるか、まちづくりにもかかわ

ると考えます。今後のコミュニティバスのあり方

についてお考えをお聞かせください。

大項目３つ目、平成２５年度予算編成にかかわ

って伺います。地域の元気臨時交付金の有効活用

についてお聞かせをいただきたいと思います。昨

年末発足した安倍政権下での平成２４年度補正予

算において、地方の資金調達への配慮と緊急経済

対策の迅速な実施として地域の元気臨時交付金の

創設が行われました。元気臨時交付金の活用で一

般財源の縮小がなされるわけですが、さきの市政

執行方針の中では基礎的自治体としての公共サー

ビスの的確な執行とともに、新総合計画後期計画

の具現化を最優先とした予算編成を行ったと述べ
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られています。一般財源の縮小部分の活用をどの

ようにされようとしているのか伺いたいと思いま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

川村議員からは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目で３点の質問をいただきました。大項目１の

小項目１は私のほうから、小項目２は健康福祉部

長から、大項目２の小項目１は市民部長から、大

項目２の小項目２と大項目３は総務部長からの答

弁となります。

大項目１、いじめのない学校と社会をの中から

小項目、子供の命を守るために、いじめをなくす

取り組みについてお答えをいたします。いじめの

問題は、どの子供にもどの学校でも起こり得るも

のであり、学校教育にかかわる全ての関係者が改

めていじめの問題の重大性を認識をし、いじめの

兆候をいち早く把握をして迅速に対応する必要が

あります。また、いじめの問題が生じたときには

その問題を隠さず、学校と教育委員会が一体とな

って対応するとともに、家庭や地域と連携をして

対処するなど、いじめの解決を図る取り組みの徹

底が強く求められております。これまで本市では、

いじめの問題の早期発見、早期対応を図るため、

市内の小中学校の全児童生徒を対象に北海道教育

委員会のいじめの問題の実態把握及びその対応状

況等調査を実施をしてきております。この調査で

は、今でもそのいじめは続いていますかと回答し

た児童生徒に教員が内容を聞いて事実を確認をし、

校内で検討した結果、いじめであると認知した場

合には学校と教育委員会が連携をして解決に向け

た取り組みを行ってきております。この調査のほ

か、各学校では教育相談を適宜あるいは定期的に

実施をするなど、いじめの未然防止、早期発見、

早期対応に向けて努めております。

また、いじめをなくすためには、児童生徒に思

いやりの心や態度、命を大切にする心や態度を養

うことが大切であります。各学校では、地域の特

色を生かしたさまざまな体験活動を実施をし、児

童生徒の豊かな心の育成に努めておりますし、道

徳の時間の指導や性に関する指導などを通して生

命を尊重する心や態度の育成を図っております。

さらに、予防対策としては、よりよい人間関係

づくりを基盤とした集団づくりが大切なことから、

現在各学校に対しては児童会、生徒会活動による

いじめ防止集会やいじめ防止の標語、ポスターづ

くりなどを一層工夫をして児童生徒の自発的、自

治的な取り組みによるいじめを絶対に許さない学

校づくりを強力に推進していくようお願いをして

いるところであります。

なお、大津市のいじめの問題に対する第三者調

査委員会の報告につきましては、調査委員会みず

からが調査活動に限界があったことを述べており

ます。この調査委員会の報告内容が正確であれば、

大津市教育委員会の対応は適切さを欠いており、

まことに残念であります。この事案を教訓とする

ならば、第三者調査委員会を組織しなければなら

ない状況に陥る前に教育委員会では学校と保護者、

関係機関等と連携をしていじめの問題の解決に全

力を尽くすべきであったかと考えております。今

後も名寄市教育委員会といたしましては、いじめ

の未然防止、早期発見、早期対応に向けて取り組

みを徹底をしてまいります。そのためこれまで実

施をしてきましたいじめの問題の実態把握及びそ

の対応状況等調査などの結果を効果的に活用する

などして、日ごろから積極的に学校の実態把握に

努めてまいります。なおかつ、いじめの問題が起

きた場合には、学校、保護者、教育相談センター

などとの連携を十分に図りながら、迅速に対応し

てまいります。また、個人情報の取り扱いには留

意をしつつ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行

いながら、適切な情報提供を行うなどして、保護

者や地域住民の信頼を確保してまいりたいと思い

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

小項目２の子供の権利条例制定の考え方について

申し上げます。

平成２３年第３回定例会において川村議員より

子供の権利条例制定の考え方についての御質問を

いただいており、次世代育成支援後期行動計画の

着実な具現化に向け取り組みを進めていること、

また子供の権利条例制定につきましては実効性を

高めることが求められることから、内部で研究を

重ねながら検討を進めると答弁させていただいた

ところであります。次世代育成支援後期行動計画

には、次世代の育成に向けた重点課題として少子

化への対応、子育てニーズの増大、多様化への対

応、地域の子育て機能の低下への対応の３項目を

掲げ、さらに基本施策を１５６細項目に分け、庁

内の各担当課で対応してまいりました。平成１６

年度に策定した名寄市次世代育成支援行動計画の

平成２１年度の進捗状況は、１５６細項目中１３

９細項目、８１％を実施し、１７細項目が未実

施であり、次世代育成支援後期行動計画の平成２

２年度の進捗状況は１５６細項目中１４３細項目

の９７％を実施し、１３細項目が未実施の状況

であります。今後におきましても引き続き未実施

の細項目の検証に努めてまいりたいと考えており

ます。

士別市におきましては、平成２５年４月１日よ

り士別市子どもの権利に関する条例が施行されま

す。士別市の条例は、こども委員会を立ち上げ、

小中高生の話し合いを尊重し、大切にすることを

うたい、優しい条例であると考えております。名

寄市においては、子ども・子育て関連３法に基づ

くニーズ調査をすべく、国の動向を注視している

ところでありますが、次世代育成支援後期行動計

画の検証結果を踏まえ、計画との整合性を図りな

がら、家庭、地域、事業所、学校等のそれぞれの

役割と行政の役割をしっかり位置づけ、子育てに

優しい環境づくりが必要と考えております。

また、重点課題として、子供を中心とする取り

組みを進めるなどの行動計画を策定する必要があ

ると考えております。今後におきましてもここで

育って、ここで育ててよかったと言えるまちづく

りを目指して、さらなる次世代育成支援後期行動

計画の着実な具現化に向け取り組みを進め、子育

てに優しい環境づくりを目指してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇市民部長（土屋幸三君）

２、高齢者の暮らし支援について、小項目１、風

連地区のごみ収集についてお答えをいたします。

ごみの収集方法につきましては、定例会におき

まして何度か御質問をいただきました。合併後の

平成２１年第３回定例会においては、収集方式を

同じにすべきではないのか、名寄地区をステーシ

ョン方式にするほうが経費の削減につながるので

はないかという御意見もいただきました。個別方

式、ステーション方式ともそれぞれ長所、短所が

ございます。名寄地区では主に個別方式、風連地

区ではステーション方式で収集を行っています。

これは、地域の形態、住民意識、地縁的なつなが

りなど地域事情を踏まえて長年にわたり現在の方

式を採用してきたところでございます。風連地区

におけるステーション及びリサイクルステーショ

ンは、旧風連町時代に設置し、以降管理は町内会

で行っており、現在約１５０カ所のステーション

と１９カ所のリサイクルステーションがあります。

ごみの分別、資源ごみの回収など地域住民に浸透

してきており、ステーション方式は住民のコミュ

ニティーの上で成り立っているものと考えており

ます。市では、リサイクルステーションの維持管

理に対する費用として１カ所２万０００円の助

成をしているところでございます。

御質問のありましたように、高齢者や身体が不

自由でステーションへのごみ出しが困難な世帯が

ふえております。こういった御相談に関しまして
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は、名寄地区、風連地区にかかわらず、福祉関係

部署とも協議をして個々に対応させていただいて

いるところでございます。一般的にステーション

方式から個別方式に変更すると、収集業務作業員

の人件費と収集時間の延長、収集車両燃料費等で

３割程度経費が増額になると言われています。ま

た、現在使用しているステーションも無駄になる

と考えられます。収集方法につきましては、常に

ベターな方式をと考えておりますが、変更するに

は広く住民の意見を聞き、説明し、理解と協力が

なければできるものではありません。現在風連地

区町内会連絡会では、資源物収集に関するアンケ

ート調査を町内会長及び各班長を対象にして行っ

ております。その結果を参考とさせていただきな

がら、地域住民と十分に協議を行い、将来の方向

性を検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、まずコミ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ュニティバスの運行についてお答えをいたします。

高齢化社会に対応したバス文化の創造と利便性

の高い公共交通サービスの提供を目的に昨年７月

から実証運行を実施して８カ月が経過をいたしま

した。実証運行では、名寄駅を起点とし、従来の

東西線と市内循環線の再編を行い、徳田線などの

既存路線とのつながりについても考慮しながら、

運行ダイヤの調整を図ってまいりました。再編後

の昨年７月からことし２月までの８カ月間の乗車

状況については、前年同期比で市内東回りで６

６３人、３２％の増、市内西回りでは１万２９

６人、３２％の減となっておりますが、現在冬期

間の運行となり、利用者数は当初に比べ伸びてい

る状況が確認をされております。この間多くの利

用者の方々からさまざまな御意見をいただき、ま

た利用状況調査もしくは聞き取り、さらにはアン

ケート調査を実施し、これらの結果を今後の実証

運行に反映すべく検討を進めております。とりわ

けこの４月１日より駅前交流プラザよろーながオ

ープンし、市民会館から貸し会議室機能が移行す

ることから、多くの市民の皆さんがよろーなへ足

を運ぶことを想定し、昼間の便数をふやし、乗り

継ぎの利便性をより向上させるべく対応を急ぎた

いと考えております。また、各公共施設間などの

つながりや東西間の一体運行などこれまで伺って

いるさまざまな課題につきましては、新たな路線

見直しにも及ぶことから、今後公共交通活性化協

議会や専門部会で検討いただき、対応を進めてま

いります。

なお、路線の設定に当たりましては、交通安全

上の確保が図られることが前提となりますので、

道路幅員が狭い場所等への乗り入れは運行許可を

受ける上で一定の制約が出てくることを御理解を

いただきたいと思います。

続きまして、平成２５年度予算編成にかかわっ

て、地域の元気臨時交付金の有効活用についてお

答えをいたします。国は、日本経済再生に向けた

緊急経済対策を平成２５年１月１１日に閣議決定

をしております。この経済対策において公共投資

を補正予算等において追加して実施することとし

ておりますが、この追加される公共投資の地方負

担が大規模であることや国の予算編成がおくれて

いる中で円滑な経済対策の実施を図る必要がある

などの理由により、特別の措置として国の平成２

４年度補正予算において地域の元気臨時交付金が

創設されたところであります。この地域の元気臨

時交付金につきましては、その対象となる公共投

資事業は建設地方債の対象事業とされております。

このため単なる維持補修にとどまる事業はこの交

付金の対象とはならず、少なくても現況の施設、

設備の機能向上を図る事業が対象となるものであ

ります。しかしながら、国の補正予算成立後、い

まだ詳細な情報が出ておりません。地域の元気臨

時交付金の交付額の計算方法やより詳細な対象と

なる事業のリスクなどが示されておりませんけれ

ども、平成２５年度当初予算におきましては建設

地方債の対象となる事業、また機能の向上などに
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つながっていく事業を中心に対象となる事業を選

定し、交付金を充当することで一般財源の圧縮を

図っていくこととしております。

地域の元気臨時交付金は、建設地方債対象事業

への充当とされておりますので、当然ソフト事業

は対象とならず、ハード事業が対象となりますが、

その中でも充当できる事業が絞り込まれていくと

いう特徴があります。地域の実情を踏まえ、緊急

性の高い事業、真に必要とされる事業を厳選して

いく必要があると判断をしております。今後は、

地域の元気臨時交付金の総額がどれぐらいになる

のか、また一時的に基金に積み立てをし、平成２

６年度までの事業に充当することが可能という情

報も得ておりますので、スケジュールを組み立て

ながら必要に応じ予算化を進めてまいります。先

ほど述べましたとおり、この元気臨時交付金を使

うことは、結果的に一般財源の圧縮につながって

まいります。平成２５年度の予算編成においては、

地方交付税が削減される中、非常に厳しい予算査

定となりましたが、元気臨時交付金を使いながら

新規のソフト事業も予算化することができたと判

断をしております。この元気臨時交付金を使い、

また圧縮された一般財源が充当される対象として、

どのような事業を実施していくべきかにつきまし

ては、その事業の必要性など多方面から総合的に

判断をし、やはり真に必要な事業の厳選が重要と

考えております。また、将来の財政運営において

必要となる財源を確保していくということも重要

でありますので、事業を拡大せず、基金積み立て

という選択肢もありますので、状況を勘案し、適

切に判断をしてまいります。

以上、答弁といたします。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問等させていただきたいと

思います。

まず最初に、いじめのない学校と社会をについ

てお伺いをしたいと思います。今鈴木教育部長の

ほうから御答弁いただきました。いじめの問題、

例として大津市の第三者委員会が出した調査報告

書を出させていただいたところなのですけれども、

隠さずに教育委員会、学校、地域、家庭というと

ころら辺でみんなで連携しながらという御答弁だ

ったかと思いますが、隠さずというのが非常に重

要だなというふうに思っているところであります。

みんなで考えていかなければならないのだという

ふうに思っているのですが、この調査の結果をど

うするのかというところら辺がなかなか具体的に

伝わってこなかったなというふうに思っているの

ですが、実は臨床心理士で元北海道大学の教授で

あった横湯園子さん、この方が大津市の問題を取

り上げているのですが、いじめを目撃していた生

徒たちに今回調査委員会が丁寧に聞き取りをされ

ていると。いじめを見ている生徒たちも同じよう

に間接的に被害者であり、傷ついているのだとい

うことです。いじめたり、いじめられたり、そし

て見ている子供たち。それでまた、北海道教育大

学の教授である福井雅英さんは、いじめた子供へ

の見方やケアについても大事だと、このように指

摘をされています。この部分についてお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

再質問の部分につい〇教育部長（鈴木邦輝君）

てお答えをさせていただきたいと思います。

まずは、大津市の第三者委員会の報告書の中に

もございましたが、問題点としては学校とか、そ

れから教育委員会が事後対応が非常にまずかった

という部分につきまして、まず問題点を指摘して

おりますし、また事実解明の中途半端さがあった

ということも指摘をしております。ただいまの質

問にあったとおり、直接いじめた子供も、また間

接的にいじめを見過ごした子供も、いろんな意味

で心にストレスを負ったのではないかなと考えて

おります。教育委員会といたしましては、まず教

員の方には日ごろから児童生徒との触れ合いを細

かく対応して、観察をして、一つの問題が起きた
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ときにはクラス単位とか、みんなで話し合いなが

ら解決をしていくということが大切かなと考えて

おります。また、もう一つは、名寄市は中学校で

心の教室相談員等を配置をしておりますけれども、

学校のカウンセリング力、学校自体もしくは教職

員のカウンセリング力の向上などがこれらにきち

っと対応するための一つのキーワードになってく

るのではないかなと考えているところであります。

いずれにしましても、いじめが発生したときには

危機対応をきちっとして、正確な情報をみんなで

共有するということに尽きるのではないかと考え

ているところであります。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

みんなで共有をしてい〇１番（川村幸栄議員）

く。大事だというふうに思います。しかし、教員

の方々のお話がされましたけれども、本当に今先

生たち非常に忙しいということです。いじめ対応

の時間が足りないということなのだというふうに

私は思っているのですが、ある先生はもう文書報

告が優先されていて、ゆっくり児童生徒の話を聞

く時間がとれないのだというふうにして、そのこ

とで非常に悩んでいるというようなことでありま

す。それから、子供とゆっくり遊んだり、そして

向き合って小さなことでも見つけ出す、そういう

余裕がなくなっているのではないかというふうに

思っているのです。この部分については、以前か

ら何度か指摘をさせていただいているのですが、

その部分での支援についてお聞かせをいただきた

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校教育の現場にお〇教育部長（鈴木邦輝君）

きましては、教科、カリキュラム以外にも子供た

ちの頭の先から足の先までの健康の問題等で教員

は大変忙しい時間を過ごしているというのは議員

御指摘のとおりでございます。教育委員会でもい

ろいろな調査物について、文書等の部分で教員の

方の負担を減らせるように一定程度整理をして報

告を願うというような工夫、それから校内での各

会合、会議等もなるべく同じようなテーマのもの

をまとまって時間をとって解決するような部分で

のお願いをしているところではあります。触れ合

う時間を少しでも多くすることが教員と子供たち

の信頼関係を大きくするもとと考えておりますの

で、今後も教育委員会として各学校等にお願いを

していきたいと考えているところです。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど議員御指摘のよ〇教育長（小野浩一君）

うに、いじめを見ている子供たちにも問題がある

というようなことをお話しいたしましたので、そ

こをちょっと補っておきたいなと思います。

これある調査でございますけれども、日本とイ

ギリスとオランダで調査した結果がちょっと出て

おりますので、これをもとにお話ししたいのです

が、いじめる者、いじめられる者、そして傍観者、

それと仲裁者。特に仲裁者にかかわってのお話で

ありますけれども、各国とも小学校の時代という

のは、仲裁者というのですか、いじめがあったら

やめなさい、いけないよと周りで仲裁する子供が

小学校のときのほうが高いのです。５年生ぐらい

から減ってくるのです、どこの国も。ずっと減っ

てくるのですけれども、ところが中学生の時期に

なるとまた仲裁者がふえてくるのです。ところが、

日本はそのまま下がっていくというのような、そ

んな状況があるのです。これは、やっぱり集団づ

くりに問題があるのでないかと今指摘されている

ものですから、このことの事実についてはもう１

０年も２０年も前から指摘されていて、２０年ぐ

らいのいじめの問題のときはどんどんその対応を

してきたのです。それで、先ほど鈴木教育部長の

ほうからありましたように、防止対策としてより

よい人間関係づくりを基盤とした集団づくりが大

事だというお話ししたと思いますが、今そういう

傾向を捉えて名寄市としても中学校を中心に、集

団で子供たちの自治的な活動による取り組みを進

めてくれというような話をして、これから強力に

推進していこうと思います。そのことを通してい
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じめを絶対に許さない学校、学級づくりを進めて

まいりたいと考えておりますので、お知らせをし

ておきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今教育長のほうから集〇１番（川村幸栄議員）

団でいじめを許さない、よりよい関係をつくる集

団づくりが必要と。私もそう思います。子供の力

を信頼する。信頼して、そして自己肯定感情を深

めていく。これが求められているのだなというふ

うに思っています。そういった意味でも先ほどち

ょっと紹介した士別市での取り組みなんかも、こ

ども委員会を設置し、そして子ども議会も開かれ

ているというような、こんなこともやっぱり学び

ながら、名寄の子供たち、しっかり見守っていき

たいなというふうに思っているところであります。

あと、先生方の支援も非常に必要かなというふ

うに思いまして、先ほど御紹介した臨床心理士の

横湯先生がこう言っているのですが、実は国連子

どもの権利委員会の日本政府への第３回の勧告で、

子供にかかわる全ての専門家に子供の人権に関す

る研修が必要だと、こんなふうに述べています。

やっぱりいじめ問題の研修も必要ではないかとい

うふうに思っています。名寄では、名寄大学があ

って専門家もいらっしゃいます。だから、教師や

小児科医であったり、カウンセラーの先生方であ

ったり、そういった方々とともにいじめ問題の研

修も必要ではないかというふうに考えるのですが、

その点についてお考えをお聞かせください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市立大学には、〇教育部長（鈴木邦輝君）

スクールカウンセリングの専門家の先生もいらっ

しゃるということを聞いておりますので、今まで

も特別支援も含めて名寄大学とは連携をしてきま

したけれども、いじめ問題に関する研修も含めま

して大学と連携をして、いい形での研修活動を進

めてまいりたいと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひそこのところを進〇１番（川村幸栄議員）

めていただきたいと思います。

先ほど集団づくりの中でいじめを絶対に許さな

い学校づくりというお話がありました。ある先生

のお話を聞くと、いじめと認識させる。いじめは

いけないのだよと認識させることは必要であるけ

れども、認識したからといってとめられるかとい

うとそうではないのだというふうに指摘していま

す。だめだということで懲罰を与えたり、何かす

ることだけで本当の解決にはならないと。非常に

難しいところだけれども、本当に解決にならない

と。だから、そういったいじめた子供への見方や

ケアも必要だと。そういう部分では、今話があっ

たいじめ問題への研修が非常に大きなウエートを

占めていくのかなというふうに思っています。子

供のことを学校や地域や社会の各分野で語り合っ

て、いじめのない学校と社会をつくるために力を

合わせていきたいということを申し上げて、次に

移らせていただきたいと思います。

２番目に取り上げました高齢者の暮らしの支援

についてであります。風連地区のごみ収集です。

今アンケートも行って、広く住民の皆さんの意見

を聞いたり、協議を行っていくというお話でした。

住民合意が非常に大切だというふうに思います。

よいところは残しながらも進めていただきたいと

いうふうに思うのですが、ただ以前にも質問があ

ったように、取り上げられていたように、名寄地

域との格差といいますか、差があることについて

の思いもやっぱりあるのかなというふうに私は捉

えているところであります。また、収集のコース

を変更する。ステーション収集から戸別収集に変

更することで負担が３割増というお話もありまし

たけれども、やはりこのごみ収集こそ基礎的自治

体としての公共サービスの的確な執行かなという

ふうに思っているところであります。その部分に

ついてお考えをお聞かせいただければと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど申し上げまし〇市民部長（土屋幸三君）

たとおり、現在の収集方式につきましてはそれぞ
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れ名寄地区、風連地区につきまして歴史的経過を

踏まえて現在に至っているわけであります。今ア

ンケート調査等で行っておりますけれども、以前

にも何名かの方に収集方法を統一してはといった

ような意見も伺っているところでありますが、現

在までこうなったのはやはり風連地区においては

ステーション方式を支持する方が多いという判断

のもと、こうやってきたところでございます。先

ほど言いましたように、収集する側の費用もステ

ーションから戸別に変えるとふえてまいりますけ

れども、各世帯個人個人でまたごみ箱を用意して

いただくとか、ポリバケツを用意していただくと

か、実はそういった世帯ごとに個人負担といいま

すか、負担もふえてくるという事情もあります。

先ほど申しましたとおり、町内会連絡会のアンケ

ート、これらを踏まえてまた検討してまいりたい

というふうに考えているところでございます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上げまし〇１番（川村幸栄議員）

たように、住民合意が非常に重要だというふうに

思いますし、将来を見据えながら、よいところは

残しながらも皆さんの思い、大変さ、先ほど高齢

でどうしてもごみステーションまで行けない方へ

の支援なんかもあるというふうにお知らせいただ

きましたけれども、そういった部分ももっと皆さ

んにお知らせする中で、ごみの収集について前向

きな検討を進めていただくことをお願いして、次

にいきたいというふうに思います。

コミュニティバスの運行についてであります。

今検証を進めているところではありますけれども、

随分いろんな声が出されているところであります。

ちょっと御紹介をさせていただきたいというふう

に思うのですが、昨年私視察に訪れた盛岡市です。

ここでは、視察項目ではなかったのですが、循環

バスがあったものですから、乗せていただきまし

た。ワンコインバス、１００円です。右回り、左

回りで大体一周すると３５分から４０分ぐらいと

いう状況なのですが、１００円というので非常に

びっくりして、視察項目でなかったものですから

市の職員の方にこっそりお聞きしたのですが、最

初は１００円ということで異論も多かったという

ことだったのですが、１００円にしたことで乗車

率が非常に高く、好評を得ているというようなこ

とでした。こういった部分も参考にしていただけ

ればなというふうに思いますし、またちょっと遠

いのですが、大分市、７０歳以上の方々にバスの

パスが出ていて、１００円で乗れるということな

のです。これを７０歳以上だったのを６５歳以上

にしようと。今するところだそうです。また、高

齢者のワンコインバスの目的のところが高齢者が

気軽に外出できる環境づくり、自立した健康的な

生活や積極的な社会参加を促進することで生きが

いを持って暮らせる元気な高齢者づくりを目的と

すると。それで、あわせてまちの活性化とバス利

用の促進を図るのだということで、７０歳以上の

５割の方々が申請をしてカードを持っているとい

うふうなことでありました。大分市では、公共交

通機関を、バスを利用してもらおうということで、

小学校へ出向いて乗り方教室も行っているという

ことです。また、帯広市でもせんだってＮＨＫで

やっていました。十勝バスが利用者の把握、また

バス停の移動なども考えながら、乗り方の説明も

しながらということで、乗車する方々、お客様を

ふやそうという取り組みを行っているところです。

このようにして住民の皆さんの利便性を高めるこ

とというのが非常に必要だというふうに思ってい

るのですが、ことしの冬の大雪で道幅が狭くなっ

たところで車が行き交うのに大変だったのですか

ら、こういったときに大量輸送が可能な公共交通

機関、バスが利用されるのは必要かなと、力が発

揮できるのでないかなというふうに考えるのです

が、その辺についてのお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年の７月から実証〇総務部長（扇谷茂幸君）

試験運行を始めまして８カ月がたったということ
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で、この実証運行自体は平成２７年３月３１日ま

で予定をしておりますので、期間としては２年と

７カ月という期間の中で将来におけるいわゆる利

便性の高い公共交通などを確立していこうと。そ

の礎をつくろうということで取り組みを進めてま

いりました。この間東西線の再編ですとか、市内

循環線の再編を行いまして、より利便性の高いよ

うなルート変更も含めて対応しておりましたけれ

ども、実はさまざまな御意見をいただいておりま

す。乗り継ぎという新しい状況が出てきましたの

で、その辺の周知を含めてやはり課題が多いなと

いう感じが実はしております。おおむね１年間少

し実証運行の様子を見ながら、やはり改善すべき

ところはその時点でしっかり改善をしていこうと

いうふうに思っております。特にことしの冬は大

変な大雪で、バス運行にも大きな支障が出たとい

うことで、この乗り継ぎというところでやはり大

きな不便さというか、苦情をいただいておりまし

て、おおむね１年間の実証運行の中で冬場も含め

て次にどんな形がいいかというのをちょっと見き

わめて、新しい形をぜひ取り入れてやっていきた

いなということであります。今議員のほうからワ

ンコインというお話もありました。それから、７

０歳以上のバスの割引と、１００円というのもあ

りましたし、いわゆるバス利用に関して乗り方の

教室もという話もありました。御承知のとおり、

名寄は平たんなまちで、碁盤の目に非常に整然と

町並みが形成をされているということもあって、

なかなかこれまでバス文化というのは実は余り浸

透しておりませんでした。ですから、今後高齢化

社会に向けてしっかりとした本当に利便性の高い

公共交通のあり方というのをやっぱり私ども見つ

けないといけないということで、先ほどちょっと

申し上げましたけれども、おおむね１年間、夏場

ぐらいまで１年間で一通り夏場、冬場の運行状況

が大体押さえられるというふうに考えております

ので、この間さまざまな御意見をいただいている

ことを含めて、ぜひ新しい形での実証運行に入っ

ていきたいと。その中で今御指摘をいただいたよ

うな料金の関係も含めて、ぜひ検討してまいりた

いと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど部長からもよろ〇１番（川村幸栄議員）

ーなのオープンということで、交流人口の増への

取り組みです。外から来ていただいた方々に市内

をぐるっと見てもらうためにも、やっぱりバスが

重要だなというふうに思っています。乗り継ぎの

問題も今出されていましたが、ルートの変更とい

うことも、先ほど紹介した盛岡ではちょっとこう

なりながらも一周なのです。ですから、そういう

ふうにして右回り、左回りという形でいくと、非

常に便利なのかなというふうに思っています。さ

っき北斗団地のところのルートのことも申し上げ

ましたけれども、そういった部分も含めてルート

の検討も非常に必要かなというふうに思っていま

す。皆さんの苦情も含めて御意見たくさん来てい

るかというふうに思うのですが、そういった皆さ

んの意見も反映させながら、利便性の向上のため

にそれぞれで知恵を絞りながら、乗りやすいコミ

ュニティバスのために、私もいろいろ研究をさせ

ていただきながら、提案もさせていただきたいな

というふうに思っていますので、よろしくお願い

いたします。

次に、３つ目の２５年度の予算編成にかかわっ

てであります。先ほど扇谷総務部長から御答弁あ

りましたように、今回の元気臨時交付金はソフト

面では利用ができないというようなことですけれ

ども、しかしこの交付金を活用することで一般財

源が圧縮というふうなことであります。その分に

今国が出した緊急の経済対策ということでありま

すので、やっぱりその部分を大いに発揮しながら、

ソフト面での大いなる活用が必要だろうというふ

うに思っています。個別事業については、これ次

に始まる予算特別委員会で取り上げさせていただ

きたいというふうには思っているのですが、ソフ

ト面でも多くの事業を盛り込んだというふうなこ
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とでしたけれども、大枠が３億円。はっきり出て

いないということなのですが、３億円を超える中

での圧縮部分をどう市民に還元し、活用していく

のかというところら辺がなかなか見えてこないの

かなというふうに思います。もう一度御答弁をい

ただければというふうに思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回国の経済対策と〇総務部長（扇谷茂幸君）

して平成２４年度の補正予算の中で元気交付金と

いうような形が出てきたわけですけれども、今私

も答弁させていいただいたとおり、適債事業でな

いと該当しないという使い勝手の悪い、かなり狭

い交付金ということであります。かといって使い

勝手が悪いといいましても、大きないわゆる適債

事業、私ども抱えております。さきの定例会とい

うか、今回の定例会の冒頭で補正予算を出させて

いただきましたけれども、特に市民ホールの建設

事業につきまして何とか該当になるのではないか

ということで、国のほうに実は出させていただい

ております。こうした前倒しをすることによって、

２５年度の中でやはり一般財源の一定程度の圧縮

につながっているということは、これは事実であ

ります。そういった中で、いわゆる新規のソフト

事業もそれぞれ入れさせていただいたという経過

が確かにございます。しかしながら、また予算特

別委員会の中で改めて御説明を申し上げますけれ

ども、そうであっても実は私どもの財政状況とい

うのは決して豊かではないということでありまし

て、今回の予算の段階でもやはり相当な収支不足

が発生をしているということでありまして、特に

その部分を財調の基金をもって２億６００万円

という大変多額な基金の取り崩しを行わざるを得

ないというような財政状況もありますし、政権交

代とともに交付税の減額にも一定程度足が踏み込

まれたという認識を持っておりまして、今回元気

交付金はできればしっかり活用するというような

方向性は持っておりますけれども、なかなか私ど

もの財源総体としてある意味豊かになっていくと

いう状況ではないということも御理解いただきな

がら、しっかり一般財源が浮いた部分については

事業を厳選して対応してまいりたいと考えており

ます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

事業厳選は当然必要だ〇１番（川村幸栄議員）

というふうに思っているのですが、ある障害をお

持ちの方からこんなふうに言われました。福祉に

対する思いが全然伝わってこないというふうに言

われました。私もそのとおりだというふうに思っ

ています。やはりこういう機会だからこそ、今ま

で懸案だった福祉への思いやりをあらわしていた

だきたかったなというふうに思っているところで

あります。また、基金の問題も基金にもというふ

うに、積み立てもというふうなお話でしたけれど

も、国の説明では緊急経済対策の趣旨に鑑みて早

期実施を通じて経済への効果が一日も早く発揮さ

れるようということで、２年間が猶予されている

のかなというふうに思うのですけれども、ただ返

済のためになるのか、ちょっとどの部分に基金と

いうふうに、積み立てというふうにおっしゃって

いるのかわからないのですが、やはり市民のため

に使っていただく。全部市民のためなのですけれ

ども、福祉のために使っていただくことが非常に

望まれるところだというふうに私は強く思うとこ

ろなのですが、その部分についてもう一度御答弁

をいただければと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の交付金の考え〇総務部長（扇谷茂幸君）

方、扱いにつきましては、一定程度国の公共事業

対策ということもありまして、なかなかこの財源

そのものが目的として福祉のほうに使われるとい

う状況にありません。ただ、議員御指摘のとおり

一般財源で浮く分についての扱いも含めてのお話

だと思いますけれども、この間福祉、特に扶助費

の扱いについては毎年増嵩しております。この間

人件費だとか、さまざまな費用の削減を私ども進

めてきておりますけれども、扶助費はそれとは逆
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の右肩上がりの状況になっているということであ

ります。福祉を取り巻く状況につきましては、国

の施策もありまして、私ども単独で踏み込むとい

うのはなかなか難しい状況もありますけれども、

こうした福祉対策の充実につきましては、この間

私どもも国にさまざまな形で要望させていただい

ているということもありますので、今後の制度の

ありようにつきましてはまた議会の中で御議論を

いただきまして、私どもも国にしっかり要望すべ

きものは要望していくというような対応を図って

まいりたいと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今国が示している執行〇１番（川村幸栄議員）

スケジュールの中になかなか沿わず、交付決定も

おくれているということでありますけれども、こ

れは交付金が出るというのは決まっていますので、

しっかりと市民の皆さん方が喜ばれる施策をぜひ

考えていただいて、実行していただきたい、その

ことを強く求めまして、私の質問を終わります。

ありがとうございます。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市の農業振興施策について外２件を、山田

典幸議員。

議長より御指名をいた〇５番（山田典幸議員）

だきましたので、これより通告に従い順次質問し

てまいります。

初めに、名寄市の農業振興施策についてお伺い

をいたしますが、その前に名寄市の農業または地

域経済に大きな影響を及ぼすＴＰＰについて、農

業者としての立場からも一言申し上げることをお

許しいただきたいと思います。先日３月１５日、

安倍総理はＴＰＰ、環太平洋連携協定への交渉参

加を正式に表明いたしました。同時に日本がＴＰ

Ｐに参加した場合、農林水産生産額が約３兆円減

少する一方、消費や工業製品輸出が増加し、全体

で実質国内総生産を３兆０００億円押し上げる

とする政府の統一試算を公表しました。このこと

は、交渉参加による農業を含めた国内１次産業へ

の甚大な影響を明言したもので、１次産業切り捨

てともとれる発言であり、極めて遺憾であります。

また、その影響に対しての国としての対策、方針

などの議論が全くない中での交渉参加表明であり、

到底容認できるものではありません。改めて言う

までもありませんが、農業を基幹産業とする当市

においてもその影響は非常に大きく、また医療、

保険、金融などの分野においても影響が及ぶとさ

れており、地域経済にはかり知れない影響を与え

ることが懸念されます。これから農業振興施策に

ついて伺いますが、幾ら真剣に議論をしても国の

農業政策が間違った方向に進むということになれ

ば、その議論も意味をなさなくなります。当議会

においては、今定例会初日の３月４日、ＴＰＰ交

渉参加断固阻止を求める意見書を緊急に採択し、

提出したところでありますが、当市としても関係

団体等と十分に連携して交渉参加反対の意思を貫

き、国に正しい判断をするよう要請していただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本題に入ります。１点目、国の新年

度農業予算に対する考え方と今後の取り組みにつ

いて伺います。先般閣議決定された国の新年度予

算案において、農林水産関係予算は新政権が重要

政策課題に挙げた攻めの農林水産業の実現に向け、

予算総額２兆９７６億円と１３年ぶりに増額と

なり、２４年度補正予算を合わせたいわゆる１５

カ月予算では３兆０００億円を超える予算規模

となりました。特に農地基盤整備、施設整備関連

予算の大幅増額に加え、競争力強化、担い手・農

地総合対策、農家の経営安定対策の分野に重点的

に予算配分されていることに関しては一定の評価

をするところでありますが、最終的には私ども末

端の生産者が今後の国の農業政策への期待と将来

の地域農業に対しての希望が実感できるものでな

ければなりません。行政としてもこれらの国の政

策を的確に捉え、地域の実情に応じた事業の有効

活用策の検討、生産者への情報提供などの取り組
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みが非常に重要になってくるものと考えるところ

ですが、次の３点の事業に関して当市としての考

え方、取り組みについて伺います。１番目に強い

農業づくり交付金事業について、２番目に鳥獣被

害防止対策事業について、３番目に担い手・農地

総合対策事業について、どのように対応できるの

かお伺いをいたします。

小項目２点目、農業振興センターの機能拡充に

ついてお伺いいたします。当市においては、農業

技術の改善、普及と農業情報等を提供する施設と

して名寄市農業振興センターを設置し、各作物に

おける新品種、新技術などの実証試験、土壌分析、

組織培養などの事業に取り組み、地域の農業振興

の拠点施設としての役割を担ってきました。地域

農業を取り巻く環境は依然厳しく、農産物価格の

低迷による農家所得の減少、農業従事者の高齢化

に伴う担い手不足等さまざまな課題を抱えている

現状の中、それらの課題の解決に向けて今後農業

振興センターにおいて既存の事業に加え、期待さ

れる機能として農業技術指導機関としての機能、

新規就農者を含めた担い手の育成、研修機関とし

ての機能が求められていると認識をしております。

とりわけ担い手の育成、研修機関としての機能に

ついては以前にも質問をさせていただいており、

その際農業振興センターの研修施設としての活用

方法や受け入れ態勢の検討などを進めていくとの

御答弁がありましたが、その後の検討の経過、今

後の取り組みについてお知らせをいただきたいと

思います。

次に、大項目２点目、名寄市食育推進計画につ

いてお伺いいたします。平成１７年６月、国が制

定した食育基本法に基づき、市民がより健康的な

食習慣を身につけ、地域の食文化を大切にし、健

康の保持、増進が図られるよう名寄市食育推進計

画が平成２０年度から平成２４年度までの５カ年

間の計画期間で策定され、当市においても食育の

推進に向けてさまざまな取り組みがされてきたと

ころです。今年度は、第１次計画の最終年度であ

り、平成２５年度からは第２次計画に基づいた取

り組みが始まりますが、第１次計画の検証に基づ

く評価について、その結果による第２次計画にお

ける取り組みについてお知らせをいただきたいと

思います。

大項目３点目、生涯スポーツの振興についてお

伺いいたします。初めに、市民スキー大会につい

てでありますが、昭和５５年から３３回にわたっ

て開催されてきた市民スキー大会が今年度の開催

を待たずに廃止されることが先般の地元新聞社の

記事により明らかになりました。旧名寄市におい

ては、昭和５４年２月の冬季スキー国体の開催を

機に市技にスキーを指定し、翌年の昭和５５年２

月、スキー市技指定、国体開催記念第１回名寄市

雪の祭典市民スキー大会が開催され、以後この大

会を通して市技スキーの市民への浸透を図ってま

いりました。平成１８年の合併により市技の指定

はなくなりましたが、当時全国的にも例のない名

寄の冬を楽しく暮らす条例を制定し、スキーを中

心とした冬のスポーツの振興を図ってきたところ

ですが、市民スキー大会については近年参加者が

減少傾向にあり、大会のあり方が改めて問われて

いた状況でもありました。そのような状況の中に

おいても開催内容、競技種目等の見直しを図り、

試行錯誤を重ねながら、雪質日本一をうたうまち

の冬のスポーツとしてのスキーを普及、発展させ

ていくという考えのもとに今後も回を重ねていく

ものと考えておりましたが、今回の例年開催され

る時期を目前にしての廃止の決定には理解しがた

いものがあります。また、２４年度予算において

大会開催経費が計上されているにもかかわらず、

本年度に大会が廃止され、開催されないことに対

しても違和感を持たざるを得ません。改めて廃止

に至った経緯、議論の経過についてお知らせを願

いたいと思います。

次に、各種スポーツ大会の現状と課題について

ですが、前段申し上げました今回廃止に至った市

民スキー大会を初め市の主催または共催によりス
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ポーツの大会が各種行われておりますが、それら

の大会における現状と課題についてどのように認

識をされているのか、あわせて各種スポーツ大会

の開催、運営を含めた名寄市としての今後の生涯

スポーツの振興の考え方と取り組みについてお伺

いをいたしまして、この場からの質問とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員からは、大〇経済部長（高橋光男君）

項目で３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１と２は私から、３は教育部長からの答弁と

なります。

まず初めに、大項目１、名寄市の農業振興施策

について、小項目１、国の新年度農業予算に対す

る考え方と今後の取り組みについて申し上げます。

平成２５年度農林水産省事業予算は、総額２兆

９７６億円となっており、平成２４年度は２兆

７２７億円で、前年度比１０７％の予算額とな

っているところです。御質問をいただきました３

つの事業について、その概要と考え方について申

し上げます。強い農業づくり交付金につきまして

は、平成２５年度予算額は２４４億円となってお

ります。事業内容につきましては、農業所得の大

幅な減少、農業従事者の高齢化など我が国農業の

危機的状況を打破し、消費者、実需者ニーズを踏

まえた国産農畜産物の安定供給体制の構築が喫緊

の課題となっており、これらの課題解決に向けた

取り組みの推進に必要となる共同施設の整備など

に事業費の２分の１以内の支援となっております。

予算額も増額されており、平成２５年度において

は道北なよろ農業協同組合が事業主体となるカボ

チャの選別機械の整備を現在申請しているところ

であります。次年度以降も各種の施設整備が予定

されているほか、加工グループの施設建設も検討

されております。

鳥獣被害防止総合対策交付金につきましては、

平成２５年度予算で９５億円となっております。

事業内容につきましては、野生鳥獣による被害の

深刻化、広域化に対応し、地域ぐるみでの被害防

止活動や侵入防止柵の整備などの鳥獣被害防止対

策を総合的に支援するもので、ソフト対策では１

つ、鳥獣被害対策実施隊などによる地域ぐるみの

被害防止活動、２つとして都道府県が実施する広

域捕獲活動、３つとして鳥獣被害防止活動の地域

リーダーや捕獲した鳥獣の食肉利用の研修などの

事業並びにハード事業では１つ、捕獲した鳥獣を

地域資源として活用するための処理、加工施設、

２つとして焼却施設などの事業において２分の１

以内の支援があり、名寄市でも活用しながら被害

防止に取り組んできたところであります。事業活

用の要件であります名寄市鳥獣被害防止計画は、

平成２４年度で第１次計画期間が終了することか

ら、平成２５年度からの第２次計画策定に向けて

関係機関との協議を現在行っているところであり

ます。

また、平成２４年度補正予算では、鳥獣被害防

止緊急捕獲対策１２９億円が措置されました。こ

の事業は、野生鳥獣による被害の深刻化、広域化

に対応するため、緊急捕獲活動や侵入防止柵など

への支援となっており、平成２５年度から２７年

度の３年間の期間として野生鳥獣の捕獲目標を３

０万頭に設定して実施されるものであり、捕獲し

たものへの頭数に応じた捕獲活動経費の支援が受

けられることから、この事業を活用するために必

要な緊急捕獲等計画の策定を名寄市有害鳥獣農業

被害防止対策協議会などの御意見を伺い、現在取

り組んでいるところであります。

担い手対策では、人・農地問題解決推進事業と

して新規就農・経営継承総合支援事業は平成２５

年度予算額２３８億円となっております。事業内

容については、青年の就農意欲の喚起と就農後の

定着を図るため、青年就農者、経営継承者に対し

て就農前の研修期間及び経営が不安定な就農直後

の所得を確保するため、年額１５０万円の給付金

が交付されます。さらに、担い手への農地集積推

進事業は、平成２５年度予算額１６５億円が措置
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されております。事業内容は、１つとして農地集

積協力金は土地利用型農業からの経営転換、相続、

高齢によるリタイアなどを契機として農地利用集

積円滑化団体等を通じ、人・農地プランに位置づ

けられた地域の中心となる経営体に農地が集積さ

れることが確実に見込まれる場合は、それに協力

する者に対し面積に応じて３０万円から７０万円

の協力金が交付されます。２つとして、規模拡大

加算は、農地の受け手が農地利用集積円滑化団体

を通じて面的集約するために利用権を取得した農

地の面積に応じて１０アール当たり２万円が交付

されるものです。平成２５年度においては、農地

保有合理化事業における利用権設定においても対

象の見込みであります。この事業要件でもありま

す名寄市人・農地プランにおいても地域での懇談

会を開催しながら、見直す作業を行ってきたとこ

ろであります。新規就農対策では、地域おこし協

力隊の事業を活用し、広く募集を行ってまいりた

いというふうに考えております。また、地域の農

業を守っていくため、耕作放棄地を出さない取り

組みを関係機関と連携して今後も進めてまいりた

いというふうに考えております。いずれにしまし

ても、今後も国の施策を有効に活用し、農業経営

の安定化を図ってまいりたいというふうに考えて

おります。

次に、小項目２、農業振興センターの機能拡充

について申し上げます。農業振興センターにつき

ましては、農業の振興を図るため農業技術の改善、

普及と農業情報を提供する拠点施設として平成３

年度に設置されました。平成２４年度においては、

実証試験展示圃事業、新技術の各種試験展示につ

いては関係機関と連携し、各生産部会からの問題

提起または名寄市農業振興対策協議会、振興セン

ター部会での要望を検討し、取り組んできたとこ

ろです。事業内容につきましては、例年公表され

ております名寄市農林業施策の概要にも記載され

ておりますが、水稲品種現地試験、直播栽培実証

試験、初冬まき春小麦の品種決定試験、地域振興

作物でありますアスパラの新系統の品種比較試験、

花卉生産組合との連携試験として有望品種の育種、

新品種比較試験、カボチャ部会からの要望で施肥

栽培法試験、透排水性改良材を活用しての土壌改

良試験、医療用ひまわりの施肥栽培法試験、高設

栽培試験による夏、秋イチゴ栽培技術試験、種苗

の安定確保に向けたニンニク、高設イチゴ、花ユ

リ、サンダーソニアの有望品種の育種を目的とし

た組織培養技術の確立、さらには土づくり推進と

して土壌診断に基づく施肥法の改善など農家経営

の向上に取り組んでおります。これまでの取り組

みでは、振興作物の栽培試験とは別に新品種、新

技術の各種試験展示栽培は３年から５年程度の試

験で取り組み、過去においてはアスパラガス栽培

法の実証試験、さらには大苗供給による養成期間

の短縮、収益性の向上改善、さらに大根、露地ナ

ガネギ、花ユリなどの品種比較試験による有望品

種の確立、近年はスイートコーンの品種比較試験

によりゴールドラッシュ、ピクニックコーンなど

の選定に寄与しております。新名寄市農業・農村

振興計画後期実施計画では、農業振興センター機

能を活用した新規就農者の研修受け入れなどにつ

いて研修生の要望も聞き取り、取り組むこととし

ております。今後とも関係機関を初め道北なよろ

農業協同組合と連携を図り、品質の向上と生産コ

ストの低減、農業所得の確保、向上を目指して取

り組んでまいります。

次に、大項目２、名寄市食育推進計画について、

小項目１、第１次計画の検証と評価について申し

上げます。名寄市食育推進計画は、平成１７年６

月に食育基本法が国において制定され、食育推進

計画が示され、北海道においても北海道食育推進

計画が策定されたことから、名寄市民がより健康

的な食習慣を身につけ、地域の食文化を大切にし、

健康の保持、増進を図るため、平成２０年度から

平成２４年度までの５カ年の計画として策定しま

した。第１次計画の検証と評価については、健康、

福祉、教育、経済、各分野ごとの庁内食育推進担
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当部局によりこれまでの学校や各団体、地域にお

いての取り組み状況の把握を行い、第１次計画に

おける効果と今後の課題について整理し、名寄市

食育推進協議会において検証と評価についての検

討をいただきました。食育の具体的な普及啓発や

イベントなどを通した実践では、各関係機関や団

体、学校などで創意工夫され、行われており、そ

れぞれの分野において各種の取り組みが実践され

ており、年々活発な取り組みを行っている団体も

多い状況となっております。特に名寄市は、農畜

産物の宝庫であり、新鮮で安全、安心な旬の野菜

などすぐ手に入る環境にあることから、食育ファ

ームなどでは生産体験や収穫を通し食の大切さを

身をもって学んでおり、第１次計画における目標

達成度については各関係機関の協力により、年次

ごとの食育の取り組み状況はおおむね達成してい

る状況となっております。

続いて、小項目２、第２次計画における取り組

みについて申し上げます。第２次計画は、第１次

計画の総括から、食育のさらなる推進を市民全体

の力で強力に推し進めるべく具体的な行動計画を

持って進めることとしております。第１次計画で

は、食育についてさまざまなイベントや各団体の

取り組みを通して周知を行い、市民レベルの浸透

を図ってきました。第２次計画においては、その

食育を具体的に実践することを推進し、広く市民

に取り組んでもらうこととしております。第２次

計画の推進目標は、１つ、家族と一緒に食事をと

りましょう。２つ、朝御飯は一日の活力の源、毎

日しっかり食べましょう。３つ、お米が中心の日

本型食生活を食卓に取り入れましょう。４つ、栄

養バランスのよい食事で、自分の健康を見直しま

しょう。５、農業体験を通して、感謝の心と食の

大切さを学びましょう。６、今が旬、名寄の新鮮

な農畜産物を食べましょう。７、名寄は食材の宝

庫、食に関する正しい情報、知識を身につけまし

ょう。以上、７つの目標を設定して周知から実践

を大きな柱として取り組んでまいります。計画の

概要は、今後名寄市のホームページにアップする

ほか、市内全戸にダイジェスト版を配布して周知

を図ってまいります。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の３、生涯スポーツの振興につきまして答弁

をさせていただきます。

まず、小項目１、市民スキー大会についてお答

えをいたします。市民スキー大会は、昭和５４年

に旧名寄市において第３４回国民体育大会冬季大

会スキー競技会、いわゆるまごころ国体が開催さ

れることとあわせて、スキーが市技として指定を

され、１３年前より開催をされてきた市民スキー

大会にスキー市技指定記念を冠し開催をされてま

いりました。平成１８年の合併時に新市としては

スキーを市技として指定しないということとした

ことによりまして、平成１９年に第２８回市民ス

キー大会と名称を改めて今日に至っているところ

であります。市民スキー大会は、昨年で３３回の

回数を重ねてまいりましたが、全道的にスキー離

れが進む中、名寄市におきましても同様の状況と

なってきており、ピヤシリスキー場でも平成１０

年前後ではシーズン中１０万人程度の入り込みが

５年前では８万人弱、近年では６万人台にまで減

少しております。市民スキー大会の参加者もここ

５年ほどは延べのエントリー者が２００人を切る

状況となっておりました。参加者の拡大を目指し

まして、これまでも何度か競技内容の改善を行い、

平成１８年度にはアルペン競技とクロカン競技の

タイムの計測方法の改善、平成２０年度にはスノ

ーボード競技などにオープンの部を設置新設をい

たしました。昨年度は、競技性をより薄くし、レ

クリエーション的な事業を多くするなど工夫をし

てまいりましたが、実質的な参加者の増加にはつ

ながらず、ここ２大会ではアルペン競技では参加

者が５０人前後、クロカン競技においては２０人

前後となっている状況でありました。教育委員会
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といたしましては、市民スキー大会のあり方につ

きまして平成２３年度の名寄市スポーツ振興審議

会などに諮るなどして検討を重ねてまいりました

が、本年１月に名寄地方スキー連盟と名寄振興公

社との実行委員会を開催をして、本年度の市民ス

キー大会の取り扱いについて検討した結果、本年

度は市民スキー大会としては開催をせず、競技性

のある事業につきましては今後スキー連盟等で検

討をしていただくこととし、スキー普及と振興に

つながる事業につきましては名寄市振興公社がピ

ヤシリスキー場で行う行事にあわせてできるもの

を検討するということとさせていただいたところ

であります。

なお、今回の市民スキー大会の終了につきまし

ては、長年にわたり開催をしていた大会を終える

に当たって判断の決定時期と、加えまして皆さん

への周知が大変遅くなりました。市民の方々、ま

た関係者の皆様に御迷惑をおかけしたことを深く

おわびをしたいと思っております。

次に、小項目２点目、各種スポーツ大会の現状

と課題についてであります。各種スポーツ大会に

つきましては、例年教育委員会が主催をしている

大会が３大会、共催、支援をしている大会が７大

会、そのほか昨年度の天皇杯全日本スキー選手権

大会のように隔年で開催されている大会、さらに

名寄市体育協会が加盟団体へ助成している大会が

２４大会とさまざまな大会が開催をされておりま

す。人口の減少及び少子高齢化に伴いまして、総

じて各大会の参加者数が減少傾向にありますが、

あわせて主催及び主管される競技団体の役員の高

齢化や指導者の減少が進んでいる状況となってき

ております。各種大会につきましては、回数を重

ねることにより一定の役割を果たし終えたり、参

加者の低迷などで開催方法や内容の見直しを検討

する時期に至っている大会もございます。本年３

月に開催をされました第３１回の名寄ピヤシリ歩

くスキー大会につきましては、競技団体の役員の

方々の状況等にあわせて内容を大幅に見直してい

ただき、大会運営負担等の軽減化を図りながら開

催をされまして、本年は１００人ほどの参加者の

増加を見るに至ったところであります。こうした

事例も踏まえまして、市民の健康維持の振興を図

り、参加者の目的意識を高め、大会の開催意義は

尊重しつつ、同時に今後は事業の見直しも必要な

ものと考えているところであります。

次に、小項目３点目、今後のスポーツのあり方

と取り組みについてでございます。今後のスポー

ツ振興につきましては、本年度名寄市スポーツ推

進審議会委員と名寄市スポーツ推進委員で専門部

会を設置していただいて取り組まれた名寄市民の

スポーツ環境とスポーツ意識調査におきまして、

スポーツや運動の必要性と継続性、機会や場の創

出の大切さが指摘をされております。同じく本年

度は、社会教育委員会委員の会から答申を受け策

定をいたしました第２次社会教育中期計画におい

て生涯スポーツの振興としてスポーツ施設の整備

とスポーツ団体や指導者の育成、各種スポーツ教

室や大会の支援などスポーツ振興事業の推進を図

るものとしているところでございます。新年度の

具体的な取り組みといたしましては、スポーツ施

設や施設改修として市営球場のグラウンド及びバ

ックスクリーンの整備やスポーツセンタートレー

ニング機器の更新などスポーツ環境の整備に努め

ます。また、本年度６０回の記念大会として実施

をいたしましたなよろ憲法記念ロードレースにつ

きましては、市内外から多くの参加をいただける

よう申し込みやタイム計測方法の改善を加えて、

ハーフ部門を新設するなどして参加者の距離の選

択をふやすなど実施内容を改めます。今後におき

ましても引き続き各事業の推進を図るとともに、

体育協会や地域スポーツクラブなどと連携をしな

がら、スポーツの普及振興に努めてまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（山田典幸議員）
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だきましてありがとうございます。それでは、再

質問に入らせていただきたいと思います。

今回順序を逆から行きたいと思います。生涯ス

ポーツの振興についてということで、教育部長の

ほうから御答弁いただきました。市民スキー大会

に関して、このことに関しては私も以前決算委員

会等で大会のあり方について検討をされてはとい

うような発言もさせていただきましたし、数年前

からも複数の先輩議員からもそういった同様の質

問があったのかなと理解はしております。御質問

申し上げましたけれども、私は何でもかんでもこ

れはいいことだから行政がさあ、やりなさいとい

うつもりは全くないのです。ただ、今回のことで

私が一番気になるのは、やはり教育委員会の中で

スキーということに対して本当に真剣に議論をし

てきたのかということなのです。市技の指定は合

併でなくなったとしても、やはり雪質日本一のま

ちを象徴するスポーツと位置づけて取り組んでき

たと私は思っていますし、市民スキー大会の参加

者が年々減少してきているという状況は、それは

承知していますし、ただ名寄、このまちにとって

のスキーというスポーツをどうしていくのかと。

そうした本質的な議論がなされてきたのかと。そ

こがやはりどうも見えてこないというのが本当に

一番気がかりなことでありました。本当に急な廃

止で、私もいろいろとスキーに関して御質問して

おきながら、実は今まで大会には参加したことが

なかったものですから、これは偉そうに言えた義

理ではないなとちょっと反省をしまして、ことし

は出場しようと思いまして、ただスキー場で聞い

たら、１月の末だったと思います。日程がまだ何

も連絡が来ていないと。おかしいなと思って、２

月に入ってまたスキー場に行って改めて聞いても

まだわからないと。まさかと思っていたら、あの

報道です。言い方は、本当に申しわけありません。

悪いかもしれませんが、やはりなし崩し的に廃止

ということになってしまったのではないかと、こ

う受け取らざるを得ないのかなと思っています。

もう少しきちんとした形で廃止、仮に同じ廃止す

るにしてももう少しきちんとした形がやはり必要

ではなかったのかなと。こうこうこういう事情で、

やむを得ず今年度で廃止となってしまうけれども、

次年度からはそれにかわってこういうことをやっ

てスキーの振興を図っていきますというような形

は少なくてもとるべきではなかったのかなと思っ

ております。

１点ちょっと確認なのですけれども、スキー大

会に関して新年度、２５年度の予算説明書には大

会経費昨年同様計上されていると思うのですが、

そのことに関してどういう。廃止になったのにス

キー大会の８４万円が計上されていたので、ちょ

っとそのことについて教えていただけますか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、議員から御指〇教育部長（鈴木邦輝君）

摘いただきました今回の終了の判断につきまして、

連盟、それから振興公社等へのお話が１月になっ

たというのが最大まずい点であったかなと思って

います。少なくてもスキー連盟の年次大会が開か

れる昨年の１１月ぐらいの段階できちっとしたお

話をさせていただけばよかったのだなと思ってい

る点、反省点でございます。

来年度の部分につきまして、答弁でもお話しさ

せていただいたとおり、スキー大会としての開催

については本年度をもって終了という判断をさせ

ていただいたところでありますけれども、スキー

の振興を図るという部分も含めまして、来年度の

部分につきましては予算については議員御指摘の

とおり、そのまま額を計上させていただいており

ます。これにつきましては、今後行政主導の大会

は終了いたしましたけれども、体育協会に加盟し

ている競技団体のスキー連盟において、１つは競

技性の高い、主にアルペンスキーを中心とした大

会の来年度の開催について検討していただきたい

と考えております。委員会としては、それに対し

ての支援を行いたいと考えております。また、も

う一つは、スキー場を利用していただくと。ゲレ
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ンデで子供たちがにぎわうという観点から、１つ

には本年行いましたピヤシリスキー場でのテクニ

カルコンテストの開催、それから３月１６日、一

昨日でありますけれども、振興公社がシーズン５

回行っておりますスキーこどもの日にあわせまし

て、今回大会を開催しないということで、名寄市

民スキーの日というのを開設させていただきまし

た。これにつきましては、お子様はもちろん無料

ですけれども、保護者等につきましても市民の方

は無料ということで、実績では１日で１１０人の

方が御利用をいただいたところであります。特に

この中でも３０代、４０代の方の利用が７０人超

えましたので、多分お子さんを連れてきて一緒に

リフトに乗ってスキーを楽しんだという方がふえ

たという部分では、こういった親子のスキー利用

を含めた部分の実施状況を見ながら、スキー振興

を図っていきたいと考えておりますので、御理解

いただければと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

２５年度の大会経費と〇５番（山田典幸議員）

いうのは、そういう意味合いでよろしいのですね。

今競技性の高いものはスキー連盟さんにと。ま

た、振興公社においてはことしスキーテクニカル

コンテストという催しもありましたけれども、来

年度からということではなくて、できれば今年度

せっかくスキー場の４０周年記念でああいった行

事が開催されるということが早い段階でわかって

いたわけですから、やはりそことどう一緒にくっ

ついて、何も本当に私は市民スキー大会がああい

う形で廃止されたとどんと報道されなくてもよか

ったのではないかなと。形を変えて、スキー場で

スキーを含めた冬のスポーツのイベントが行われ

ているという形がやっぱり望ましかったなと思い

ます。御説明はある程度理解はしますけれども、

部長のほうからもお話ありましたけれども、改め

て庁内でこの名寄市においてスキーというスポー

ツの位置づけというものをしっかりと認識しても

らわないと、どのスポーツにおいてもというか、

スキーに限らず今後そういったことも懸念される

のではないかなと思いますので、次年度以降それ

ぞれのスキー連盟さん、振興公社さんに物事を振

るということではなくて、やはり本当にスキー場、

スキーを通じたそういった市民が楽しめるような

行事つくりというか、イベントにしていっていた

だくように、改めて次年度以降検討していただき

たいと思います。そのあたり改めて御答弁いただ

けますでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘のように、委〇教育部長（鈴木邦輝君）

員会内部、また名寄市全体として、市技そのもの

は外れましたけれども、名寄市は雪質日本一を持

つピヤシリスキー場を抱えるまち、まさに地域資

源が冬のスポーツ振興に向いているというところ

でありますので、きちっと議論をしていきたいと

考えております。

また、スキーの部分につきましては、条件さえ

そろえばスキーをしたいという市民の気持ち、大

会参加者は決して多くなっていない現状がありま

すけれども、各種スキーの教室であるとか、いわ

ゆる資格を取るバッジテストなんかの参加者につ

いては相当な伸びもあるということを聞いており

ますので、名寄市民にあってはスキーそのものが

離れているとは考えてもおりませんので、その辺

も含めまして協議をしていきたいと思っておりま

す。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今部長からもお話あり〇教育長（小野浩一君）

ましたけれども、今回の市民スキー大会の終了に

つきましては、終了の決定時期及び周知等につい

ては大変遅くなりました。そんなことで多分に誤

解を招いたことと思いますし、市民の皆さん、関

係者の皆さんに大変御迷惑をおかけしましたこと

を心からおわびを申し上げたいと思います。

また、雪質日本一の名寄にとってスキーを含め

ウインタースポーツは大変重要なものであるとい

う認識はしておりますので、今後もそのことを十
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分考えて適切な対応をとらせていただきたいと思

いますので、御理解いただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひそういった形でよ〇５番（山田典幸議員）

ろしくお願いしたいと思います。何かことしは、

スキー場で若い人が中心に企画して、九度山祭と

いうようなイベントも行われたようです。関心は、

本当に先ほど部長のお話にもありましたけれども、

バッジテストに臨む子供たちの数なんかは実際減

っていないわけです。そうった関心は、逆に高ま

ってきている部分もあると思いますので、やはり

そこをうまく利用するという言い方はおかしいの

かもしれませんけれども、うまく一緒にやれるこ

とはやっぱり一緒にやって、いいイベントという

か、いい冬のスキーも含めたイベントをつくって

いっていただきたいと思います。

関連して、済みません。各種スポーツイベント

に関して名寄―下川駅伝について１つ伺っておき

たいと思います。これも先般新聞報道されたわけ

ですけれども、廃止されるということで報道があ

りました。立て続けにこういうことがあると、申

しわけありませんが、本当に次はどの大会が廃止

されるのだとか、何でもやめて済まそうとしてい

るのではないかとか、実際市民の声として当然出

てくるわけです。正直私もそう感じざるを得ない

部分はあるのですけれども、この駅伝に関しては

理由はスタッフ不足が主な理由ということであり

ますけれども、これもあらゆる手を尽くしての結

果なのでしょうか。話の中には、名寄と下川それ

ぞれ教育委員会で認識が違うというような話もあ

るようですけれども、そのあたりいかがでしょう

か。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

名下駅伝につきまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

てお答えをさせていただきたいと思います。

先ほど各種スポーツ大会の現状と課題の中にも

お答えさせていただきましたけれども、教育委員

会が主に主催もしくは主管をする大会の中の３つ

の大会の中に名下駅伝等も入ってございます。市

民スキー大会につきましては、今議論の中で終了

の判断をさせていただきました。また、答弁の中

でもお答えさせていただきましたけれども、憲法

マラソンにつきましては大会内容を改善して、よ

りよい、たくさんの方が来ていただくようにとい

うことで改良、改善を加えているところでござい

ます。

また、もう一つ、今御質問のありました本年４

０回を数えました本年度名寄―下川間往復駅伝競

走につきましては、これまでも競技のあり方につ

きまして主催者である名寄市と下川町の両教育委

員会で検討を重ねてきた経過がございます。最終

的には、議員がおっしゃったように大会役員及び

主管をいただく道北陸上競技会名寄支部のタイム

計測等を担う役員等の充足が賄い切れずに、本年

度で終了させていただくという判断をさせていた

だきました。これが最大の理由でありますが、副

次的に言えばまだ何点かの理由がございます。１

つは、大会そのものについて、数年前よりハーフ

部門を設置をさせていただいたのですけれども、

フルの部門が減少する中でハーフ部門が少しずつ

ふえる傾向ではありますが、フルマラソンの部分

での駅伝というのが今回駅伝の競技の趣旨からい

ったら一番の部分でございますので、その部分に

ついて若干検討の時期が来ているのかなというこ

と、また参加対象の中で中学生、それから女子の

部門につきましてずっと１桁、５チーム内の参加

が低迷になっているということもございます。ま

た、もう一つは、当然国道を走行する競技大会の

ため、毎年所管する警察署のほうからは交通安全

と、それから事故防止対策として交差点等での警

備員等の配置の強化を求められているという部分

がございます。こうした中、近年主催者である両

教育委員会においても競技スタッフとか、ボラン

ティアスタッフの確保が困難になってきていると

いう、こういった複合的な理由から、今後の継続

開催するのが難しいと判断をして、終了させてい
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ただく判断をさせていただいたところでございま

す。

マラソンの振興につきましては、憲法マラソン、

それからもう一つは、夏に有森裕子さんがゲスト

ランナーで来られるひまわりリレーランという大

会は実行委員会形式で開催を今予定をされていま

す。ジョギング、マラソン人口の拡大という部分

では、このリレーランにつきましてはお一人２キ

ロのコースをタイム申告制、つまり競技性を余り

持たせずにタイム申告制で４人のチームでリレー

をするという、少し駅伝に準じた方法の開催を予

定しておりますので、こういった部門での底辺拡

大等が図られればいいかなとも考えております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

今有森裕子さんのひま〇５番（山田典幸議員）

わりリレーランのお話が出ましたけれども、それ

はそれとして、私かえって有森さんとの名寄市と

しての御縁ができたからこそ、やはりなおさらこ

の大会継続していく価値があるのではないかなと

思っているのです。例えば参加チーム自体は減っ

ていないですよね。ですから、まだそういう有森

さんを通じて陸上をやる方が例えばふえるですと

か、子供たちの、女子のチームがほとんどないと

おっしゃっていましたけれども、子供たちのチー

ムもふえてくる可能性もあるかもしれない。私は

そういう逆の考えというか、有森さんとの御縁が

できたから、何としてでもと言ったらおかしいの

かもしれません。やっぱりいろいろ手を尽くして

続いていくように検討すべきではないのかなと思

います。いずれにしても、一度完全にやめてしま

うとやはり再開というのは困難になってくると思

いますので、私は今後廃止ということではなくて、

スタッフ確保の問題ですとか、いろいろとそれぞ

れの教育委員会が何か認識も違った部分も見聞き

している中ではあるのかなというところもありま

すので、ちょっと時間をかけて、例えば２５年度

は休止するけれども、次年度の開催に向けて何と

か検討していくというような形でないと、参加者、

また市民の方からの理解も得づらいのかなと思い

ますけれども、そのあたりの考えを最後に１つだ

け。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄―下川間駅伝競走の〇市長（加藤剛士君）

関係は、名寄市の主催ということで、最終的には

私が判断したという経過もあって、今回の判断に

関しては私の責任もあります。先ほど来十分な説

明が市民になかったのではないか、あるいは継続

のための努力をどこまでしたのかということ、お

言葉真摯に受けとめさせていただきたいと思いま

す。決してマラソン大会だとか、スキーもそうで

すけれども、名寄市にとって大切なスポーツ振興

だと思っていますし、これからもそのスポーツ振

興のために力を注ぎたいという気持ちは変わりま

せん。しかし、マンパワーの問題等もあって、で

きるだけ形を変えて見直すものは見直していかな

ければならないということも事実なのだろうとい

うふうに思っています。その中で今回陸上部門に

関しては、１つやめますけれども、新たに１つ、

夏場に駅伝競走、新たに新設するということでし

たが、この間市民の皆さん、きょう傍聴に来てい

らっしゃる方もいらっしゃいますが、多くの御意

見もいただきました。そのことも含めて、今先ほ

どありましたけれども、陸上競技協会だとか、そ

れぞれの組織の皆さんと改めてこれらきょう議員

からもいただいた意見をしっかりと検討させてい

ただいて、新しい事業もやるので、その底辺の拡

大も含めてこの１年間議論させていただいて、次

年度以降にどんな仕掛けをしていくのかというこ

ともまた改めてここで結論を出していきたいとい

うふうに、私が言っていいのかわかりませんけれ

ども、教育委員会ともよく協議をして進めていき

たいというふうに思います。教育という観点のみ

ならず、たくさんの方がひょっとしたらこの地に

訪れていただけるということも含めると、いろん

な意味での地域振興にもつながるというふうにも

思いますので、総合的な観点からまた検討させて
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いただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうことでよろし〇５番（山田典幸議員）

くお願いいたします。

すっかり時間がなくなってしまって、農業の関

係、もう２分しかありませんが、新年度予算に関

しては理解しました。ＪＡのほうからもカボチャ

の施設の関係、要望が来ているということで、ま

た加工グループの施設なんかも予定されていると

いうことで、いずれにしても国の事業、幾つか新

たな事業もあるようですから、改めて内容ですと

か調査研究していただきまして、的確にやはり情

報発信をお願いしておきたいと思います。

振興センターについても理解させていただきま

す。１つだけ確認させてください。お答えの中に

もありましたが、昨年地元企業から出る石炭灰の

疎水材としての実証試験をやっていたかと思いま

す。その効果についてどのように把握されていま

すか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

今山田議員からの再〇経済部長（高橋光男君）

質問で、地元企業から出る炭殻の部分の土壌改良

材としての検討、２課題に絞って実施をしてまい

りました。１つ目は畑作物の、既存畑ですけれど

も、それの暗渠疎水材としての活用、２点目には

土壌改良材としての可能性、透排水性改良材とし

ての活用ということで、２点に分けて実証試験を

取り組んでまいりました。１点目の暗渠疎水材と

しての活用については、振興センター内の既存畑

約１０アールに４５メートルの暗渠管２本を暗渠

施工して実施してまいりました。既存の疎水材、

ビリ砂利ですけれども、これにかえて暗渠坑内に

炭殻を活用し、長期間にわたり同様の効果が得ら

れるかどうかを検討する内容となっております。

試験結果につきましては、数年後に土壌における

炭殻の変化を含め、経過観察による疎水性の確認

が必要なため、今のところ公表できるものとはな

っておりませんので、１点目については御理解を

いただきたいというふうに思います。

それから、２点目の土壌改良材としての可能性

ですけれども、これについては振興センター圃場

の特性である重粘土土壌における土壌改良材とし

て炭殻の施用区と無施用区を設けて、大豆などを

栽培をして収量調査等を行ってまいりました。結

果的には、炭殻自体はｐＨが非常に高いもので、

塩素置換容量も非常に低い状態の物質で、肥料分

の保持力が低い性質であるというふうに思います。

圃場に厚さにして約４センチ程度をまぜて土壌診

断後、昨年は大豆をまいて栽培試験を行いました。

その結果、たまたま６月が降雨が少なかったのと

７月の中旬以降もまた雨が少なかったということ

で、圃場の水分不足、それから炭殻の疎水効果に

よりまして乾燥状態になったということで、生育

不良のはね品が多く収穫されたという結果になり

ました。今後については、炭殻の施用量とそれに

見合う施肥量、通常の栽培様式による効果の検討、

炭殻の経年効果、土壌改良コスト等の検討が必要

と考えておりまして、次年度以降の課題としたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いしたいというふうに思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 黒 井 徹

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 佐々木 寿
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平成２５年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２５年３月１９日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案の訂正について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

追加日程第１ 議案の訂正について

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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本日の会議に５番、山〇議長（黒井 徹議員）

田典幸議員からおくれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 上 松 直 美 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

活力あふれる観光開発について外２件を、山口

祐司議員。

おはようございます。〇１７番（山口祐司議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告に従

いまして、一般質問をさせていただきます。

初めに、大項目１番目、活力あふれる観光開発

についてでありますが、まず着地型観光振興につ

いてお伺いをいたします。上川総合振興局は、２

０１３年度道予算案に盛り込んだ独自事業、地域

政策推進事業を発表し、その中で地域の食を観光

資源とするフードツーリズムの推進などの新規事

業を掲げ、着地型観光の担い手や受け皿の構築を

進めるため、地域の農業者や食品業などの生産者

に聞き取り調査を行うとしています。現在名寄市

でも煮込みジンギスカンやモチ米などご当地グル

メとして食を観光の一翼として進めていますが、

上川振興局のフードツーリズムの推進を踏まえて

着地型観光を市としてどう受けとめ、どう対応し

ようとするのかお伺いをいたします。

次に、天塩川流域のにぎわい創出についてお伺

いをいたします。昨年５月に設立された１３市町

村で構成するテッシ・オ・ペッ賑わい創出協議会

が先月移住モニターツアーを実施し、首都圏を中

心に５人の方の参加があり、名寄市ではきたすば

る天文台での天体観測、スノーモービル体験、そ

して除雪体験など天塩川流域の市町村それぞれが

アイデアに工夫を凝らし、地域の魅力をアピール

したと新聞報道がありました。今後の天塩川流域

のにぎわい創出に向けての方向性と課題をどのよ

うに考えておられるのかお伺いをいたします。

次に、観光誘致宣伝についてですが、名寄市と

してもホームページ、パンフレット、ポスター作

成など積極的に行政努力をされているとは思いま

すが、市民参加型の観光イベントから国内外観光

客に向けての情報発信、宣伝の考え方と方向性を

お伺いいたします。

大項目の２番目、環境保全と新エネルギー案策

定についてお伺いをいたします。初めに、太陽光

発電についてですが、市民が安心に生活していく

ために環境に優しいエネルギーは重要な課題であ

ります。再生可能なエネルギーを検討する中、太

陽光発電に及んだ経緯と地域特性に即し、有望視

できるとした背景は何かをお伺いいたします。

次に、１月末まで実施されたパブリックコメン

トの状況はどうだったか、どのような反応があっ

たのか、お知らせをいただきたいと思います。

また、市民の自主的な行動も含め、初期段階と

してどのような検討を加えて推進を図られるのか

もお聞かせをいただきたいと思います。

今回の策定に当たっては、市民、行政、民間諸

団体との連携しての省エネルギー推進を目標に掲

げていますが、モデル地区の設定などは視野に入

れておられるのかどうか、具体的な方向性と普及

促進策についてお伺いをいたします。

大項目３番目、特別支援教育についてでありま

すが、特別支援教育とは障害のある幼児、児童生

徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを

支援するという視点に立ち、幼児、児童生徒一人

一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高
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め、生活や学習上の困難を改善または克服するた

め、適切な指導及び必要な支援を行うものです。

文科省は、平成１９年４月から特別支援教育が学

校教育法に位置づけされ、全ての学校において障

害のある幼児、児童生徒の支援をさらに充実して

いくこととなりました。そこで、現在名寄市内に

は小学校１１校、中学校４校ありますが、この中

で特別支援学級の状況はどうなのかお伺いをいた

します。

次に、特別支援学校教諭免許状の取得状況につ

いてですが、小中学校の特別支援学級の担任は当

然教員免許が必要ですが、特別支援教育の免許は

法律上必要とされていないと聞きましたが、実際

はどうなのかお伺いをいたします。

特別支援教育の免許を持たない教員で十分な対

応ができているのか、教育委員会としての見解を

お伺いいたします。

次に、名寄市立大学との連携についてですが、

教育長はさきの教育行政執行方針の中で名寄市立

大学教授と専門的知識を有する教員で構成する特

別支援教育専門家チームによる巡回教育相談を実

施するとしていますが、具体的にどのような内容

になるのかお伺いをいたします。

また、名寄市立大学は道内公立大学でただ１校

特別支援教育の免許を取得できる大学と聞いてい

ますが、現在までに市立大学での特別支援教育の

教諭免許状の取得状況はどのようになっているの

かお伺いをいたします。

以上、この場からの質問といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようござい〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ます。山口議員からは、大きな項目３点について

御質問がありました。大項目１点目は私から、大

項目２点目は総務部長から、大項目３点目は教育

部長からの答弁となります。

大項目１、活力あふれる観光開発について、小

項目の１、着地型観光振興についてお答えをいた

します。着地型観光は、観光庁で旅行者を受け入

れる側の地域側、つまり着地側がその地域でお勧

めの観光資源をもとにした旅行商品や体験プログ

ラムを企画、運営する観光の形態を着地型観光と

定義づけています。地元の人たちが知恵を出し、

工夫を凝らし、その地のことを深く知ることがで

きる魅力的なプログラムの前提が必要で、地元の

人にとってはふだん何げない日常の中に宝物が潜

んでいるものを新たな視点と感性で新しい旅が創

造されることから、その地域ならではのさまざま

な体験ができ、各地域の魅力を味わう上でも観光

庁が推奨し、全国でさまざまな取り組みがされて

います。その中で新しい地域の取り組みの一つと

して、フードツーリズムという旅行形態が注目を

集めています。旅行の動機づけとして、見る、触

れる、食べるは３大要素として位置づけられてお

りますが、これら３大要素をバランスよく提供す

ることが観光客の増加につながることは御承知の

とおりであります。フードツーリズムは、３大要

素の食に特化し、食材、景観、サービス、食器、

歴史などが観光資源としてそれが組み合わさって

食文化となり、食が動機づけとなる観光旅行とし

て、食を楽しむことが旅行者にとって観光体験と

なることがフードツーリズムの定義となります。

フードツーリズムを提供する側として、まず外部

からのお客様に食を提供する場所を設けることが

第一歩となり、それに付随する食文化を知らせる

ツールの整備も同時に行う必要があります。現在

昔から食べられているご当地グルメとして、煮込

みジンギスカンを手始めとしてＰＲしていますが、

そのほかに名寄市独自の食や食文化の可能性につ

いても模索し、これらに天文台、雪質日本一の雪、

ひまわりなどの優位な観光資源と有機的に組み合

わせたフードツーリズムを目指すべきあり方であ

る魅力ある景観の中で食を楽しむことができる観

光体験も着地型観光の重要な要素でありますので、

実現に向けて北海道からの情報を注視し、観光交

流振興協議会の中で検討してまいりたいと考えて

おります。
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次に、小項目の２、天塩川流域のにぎわい創出

についてお答えをいたします。天塩川流域の取り

組みについては、これまで道の道北連携地域政策

展開方針における天塩川「環境・交流」リンケー

ジプロジェクトの一環として、上川総合振興局に

おいてさまざまな取り組みが進められてきました

が、今年度から地域が主体となって広域に連携し

て取り組むために、昨年５月、当市を事務局とし

て天塩川周辺の１３市町村でテッシ・オ・ペッ賑

わい創出協議会が設立されました。この協議会に

おいては、日本で４番目に長く、北海道遺産でも

ある天塩川の恵みを地域住民が再認識し、この地

域を訪れる方々に天塩川をより一層理解していた

だくことを目的に道の地域づくり総合交付金を活

用して平成２４年、平成２５年度の２カ年事業を

実施しているところです。協議会の取り組みとし

ては、これまでにエフエムなよろで９月からの毎

月最終金曜日に３０分間のラジオ番組「天塩川も

のがたり」の放送や秋には首都圏でのプロモーシ

ョンを実施したほか、１１月、１２月には地域づ

くりに熱心な方や地域おこし協力隊を含む移住者

の皆さんが地域の魅力を語り合うワークショップ

を開催いたしました。また、１月にはさらなる情

報発信を図るため、フェイスブックを開設したほ

か、２月にはこの地域の移住を考えている方を対

象に冬の魅力や雪かき体験などを盛り込んだ移住

モニターツアーを実施いたしました。さらに、さ

きの３月１３日は今年度の取り組みを締めくくる

フォーラムを開催し、ワークショップ参加者によ

るパネルディスカッションでそれぞれの地域の魅

力を活発に討論するとともに、この魅力を盛り込

んだ住民再発見ツアーを来年度の実施に向けて発

表したところです。新年度は、１３市町村の住民

がお互いをもっと知るための住民再発見ツアーを

実施するほか、夏の移住モニターツアーなどを実

施する予定です。さらに、年度末には２年間の取

り組みを締めくくるフォーラムを開催するととも

に、北海道初の上質な地域情報誌「チビスロウ」

を発行し、全道書店やコンビニを初め全国の主要

書店での販売により広くこの地域の魅力を全国に

発信することとしています。今後の課題としては、

天塩川が十勝や富良野といった北海道を代表する

ブランドイメージとなるよう知名度をさらに向上

することのほか、この地域の恵みをもたらす豊か

で貴重な資源である天塩川を基地区とした取り組

みを道からの支援が終了する平成２６年度以降も

引き続き広域的に連携して取り組む必要性の機運

を醸成することであると考えております。

次に、小項目の３、観光誘致宣伝についてであ

ります。観光誘致宣伝については、名寄、風連の

両観光協会と連携し、パンフレットやポスターの

作成やホームページのＰＲなどを行っています。

特に当市の重要な観光資源であるひまわりについ

ては、開花情報をホームページや道の駅で日々更

新するなど、積極的に情報発信をしております。

さらに、名寄市観光振興計画初年度である今年度

は、７月に名寄市観光キャラクターなよろうを決

定し、８月に着ぐるみを作成し、市内外や友好都

市、東京都杉並区のイベントに登場して多くの皆

様に親しんでいただくことに、名寄市の観光ＰＲ

に努めているところです。海外に向けては、道北

観光連盟において今年度は英語版のパンフレット

を作成しました。新年度は、引き続き中国語及び

韓国語の３カ国語版のパンフレットを作成する予

定です。特に当市が来年から誘客を進める台湾に

対しては、本年１０月に台北で開催される台北国

際旅行博に名寄市として初めて出展し、雪質日本

一の雪や夏のひまわりなど名寄市を積極的にＰＲ

し、まず名寄市の知名度を上げ、北海道を訪れる

海外からの国、地域の中で一番多い台湾から名寄

市への誘致を図ることとしております。今後も外

国人観光を前提とした情報発信に取り組んでまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇総務部長（扇谷茂幸君）
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２、環境保全と新エネルギー案策定について申し

上げます。

まず、小項目の１、太陽光発電についてであり

ますが、本年度地球環境への負荷軽減、市民生活

の安定確保と地域の持続的な発展、さらには地域

特性を生かした再生可能エネルギーの活用による

地域経済への波及効果を目的とし、新エネルギー

の導入、省エネルギーの推進により家庭並びに公

共における二酸化炭素の排出量削減を目標とした

新エネルギー・省エネルギービジョンを策定をい

たしました。本ビジョンでは、新エネルギーの賦

存量による可能性、設置、運転費用による経済性、

二酸化炭素削減から見る環境性、導入に伴う地域

への影響による地域貢献、普及の可能性の５つの

観点から、太陽光、風力、中小水力、地熱、木質

系を含むバイオマス４種、雪氷熱、バイオディー

ゼルの１０種類の新エネルギーにつきまして利活

用の可能性を検討した結果、賦存量が多く、気温

が低いほど発電効率がよいなどの利点がある太陽

光発電を非常に有望と評価し、優先して導入を進

めることとしたところであります。

次に、パブリックコメントの状況についてであ

りますが、昨年１２月２０日から本年１月２１日

までの３２日間にわたり新エネルギー・省エネル

ギービジョンに係るパブリックコメントを実施し、

お一人の方から３件の意見をいただいたところで

あります。意見の内容につきましては、市におい

ても技術開発が必要のほか、家畜廃棄物系のバイ

オマスを推進すべきなどとなっておりましたが、

技術開発につきましては市町村レベルでの実施は

困難であること、また家畜ふん尿を活用する畜産

系バイオマスにつきましては資源の収集運搬や残

渣処理、設置費用など課題が多く、今後検討すべ

き新エネルギーとしていたことから、ビジョンの

修正を見送ることとさせていただきました。

次に、市民の自主的な行動を含めた初期段階の

推進策及び今後の具体的な方向性と普及促進策に

ついてでありますが、省エネルギーの推進につき

ましては広報折り込み等を活用した啓発活動のほ

か、市民や民間諸団体と連携をし、家庭での節電

モニターを募集する省エネルギーモニター事業で

ありますとか、体験型展示によります新エネ、省

エネルギー展などを実施をし、市民の省エネルギ

ーに対する意識の向上を図ってまいりたいと考え

ております。また、新エネルギーの導入につきま

しては、新たに一般住宅等における太陽光発電の

設置を促進する補助制度を創設し、その実施を通

じて普及促進に取り組んでまいります。

なお、これらの事業実施に当たりましては、市

全体での取り組みが可能でありまして、また公正

かつ有効と考えておりまして、特段のモデル地区

等の設定は行わない予定でありますので、御理解

をお願いをいたします。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇教育部長（鈴木邦輝君）

３、特別支援教育についてお答えをさせていただ

きます。

まず、１点目の市内小中学校の特別支援学級の

状況について申し上げます。現在市内の小中学校

では、合わせて４０の特別支援学級に８０人の児

童生徒が在籍し、５１人の教員が指導に当たって

おります。特別支援学級の内訳ですが、小学校が

３０学級で教員は３８人、中学校は１０学級で教

員は１３人です。学級の区分は、知的が小学校１

０学級、中学校４学級、情緒が小学校８学級、中

学校４学級、肢体不自由は小学校５学級、中学校

はありません。言語は小学校４学級、中学校２学

級、病弱は小学校３学級で中学校はありません。

なお、上川管内全小中学校の特別支援学級数は、

平成２４年４月１日の統計では４８７学級、在籍

児童生徒数は５０３人、担当教員数は６５４人

となっております。

次に、２点目の特別支援学校教諭免許状の取得

状況について申し上げます。特別支援学校教諭免

許状につきましては、特別支援を担当する教員に
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あっては免許を義務づけてはおりますが、免許法

の経過措置として基礎免許があれば当面はなくて

も担当が可能とされているところであります。現

在市内の小中学校の全教員のうち特別支援学校教

諭免許状を取得している教員の割合は、約２０％

であります。また、特別支援学級を担任している

全教員のうち特別支援学校教諭免許状を取得して

いる教員の割合は約３６％で、ちなみに全道平均

は４０％、全国平均は３０％となっております。

このうち今年度名寄市立大学で講座を受講して特

別支援学校教諭免許状を取得した現職の教員がお

一人おります。

次に、３点目の特別支援学校教諭免許状の取得

についての教育委員会の対応について申し上げま

す。市内小中学校の教員が特別支援学校教諭免許

状取得をできる名寄市立大学の教職員免許法認定

公開講座は、平成２３年度から実施され、新年度

で３年目を迎えます。平成２３年度で１４人、２

４年度で１０人の市内の教員が受講をしておりま

す。新年度からは、北海道教育委員会の後援も得

て行われるとのことですので、引き続き参加を各

学校に働きかけてまいります。今後も教育委員会

といたしましては、児童生徒一人一人の教育的ニ

ーズに応じて適切な指導及び支援を行うために、

特別支援教育についての専門スキルを高めるよう

研修会等への参加を促してまいりたいと考えてお

ります。

次に、４点目、名寄市立大学との連携について

申し上げます。平成１９年４月に交わしました名

寄市立大学との連携協定に基づき、特別支援教育

学生ボランティア派遣事業といたしまして今年度

は市内４つの小学校へ学生ボランティアを派遣い

ただき、教科の学習等におきまして困り感のある

児童への支援体制を整えてまいりました。また、

幼稚園や学校などのニーズに応じまして、名寄市

立大学の先生を委員長とする１７人から成ります

特別支援教育専門家チームによる巡回教育相談を

市内の幼稚園、小中学校で２０回以上実施をし、

困り感のある児童生徒への適切な支援のあり方な

どについてアドバイスをする取り組みを続けてお

ります。また、今年度は名寄市の特別支援教育の

現状と課題について共通理解を図り、支援体制を

一層充実するため、本年１月に市内の小中学校の

全管理職を対象に名寄市立大学の先生を講師に招

きまして、特別支援教育研修会を開催し、３２人

の方が参加をしております。新年度は、この研修

会に加えまして名寄市に転入した教員や新たに特

別支援学級を担当する教員などを対象とした研修

会を実施し、名寄市立大学の協力、連携のもと名

寄市の特別支援教育についての理解の促進、教員

の実践的な指導力の向上を図ってまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁いた〇１７番（山口祐司議員）

だきまして、大変どうもありがとうございました。

何点か再質問をさせていただきたいというふうに

思います。

まず初めに、観光開発について質問させていた

だきたいと思いますけれども、先ほどの答弁の中

で情報発信、宣伝の部分で今後海外に向けてのパ

ンフレットも作成していきたいというお話がござ

いました。ホームページ、ポータルサイトを見ま

すと、市長の名寄市の紹介の中では４カ国でした

か、４カ国語で名寄市の紹介をされているという

ふうに思いますけれども、今後台湾のお話もあり

ますし、ホームページ自体をやはり海外に向けて

発信できるような形に直していかなければならな

いなというふうに思うわけでございます。旭川市

のホームページを見ましても、それから観光地、

ニセコ町のホームページを見ましても、ニセコあ

たりは英語と中国語、それから台湾は広東語にな

るのでしょうか、同じ中国でも違いますけれども、

それから韓国語という４カ国のホームページにな

っています。ですから、今後やはり名寄市に観光

として来られる方も当然ですけれども、海外にい
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てでも名寄市の状況がわかるという形のホームペ

ージにしていかなければならないのではないかと

いうふうに思いますけれども、その辺の今後のお

考えを聞かせていただければというふうに思いま

す。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ホームページの〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

外国語表記関係ですけれども、山口議員おっしゃ

られるとおり今外国語表記しているのはホームペ

ージでも名寄市の紹介という部分だけです。そこ

については、今お話ありましたように英語、ロシ

ア語、中国語、韓国語の変換ができるようになっ

ておりますが、全部を外国語表記にはなっており

ません。新年度に向けまして、全てが外国語表記

ということも必要ではないという部分に思います

ので、観光の部分ですとか、施設の紹介だとか、

そういった部分にある程度特化をして４カ国語の

対応ができるように、庁内も含めて検討したいと

考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひそういう方向で〇１７番（山口祐司議員）

早目に進めていただければなというふうに思いま

す。

先日、３月１３日のフォーラムがありました。

私も参加させていただいて、時間が足りなくてパ

ネルディスカッションの途中で抜けてしまったも

のですから、最後まではちょっとよくわからなか

ったのですけれども、非常に名寄を愛してほかの

地から住んでいらっしゃる方ですとか、それぞれ

の地域、市町村にほれ込んで住んでいる方々のお

話を聞かせていただきましたけれども、本当にそ

ういう我々がふだん感じない魅力を、地元にいる

人間がまた感じない魅力をそういう人たちが発見

してくれるのだというようなことをつくづくと感

じたところでございます。滞在型交流観光という

形の中での七條先生ですか、のお話も本当にこれ

からの地域の観光というものの考え方をあらわし

てくれたのかたというふうに思っています。どう

してもこの地域は、高い山があるわけでもないで

すし、温泉といいましても天然の温泉があるわけ

でもないですし、やはり先ほど言いましたように

食をもとにした今までの地域の文化というものを

表に出した中で観光資源として売り込んでいくの

がこの地の今後の観光の進め方ではないのかなと

いうふうに、フォーラムを聞かせていただいてそ

う思ったところでございます。やはりほかから来

た人に教えられる分というのは、本当にあります

よね。地元の人間は当たり前だとは思っているの

で、当たり前の世界ではあるのですけれども、そ

ういうものを機会あるごとに掘り起こせるような

形というのは今後必要かなというふうに思います

ので、ぜひともそういうものを進めていただけれ

ばなというふうに思っています。

それから、観光、名寄市だけでは売り込んでも

どうしても売り込む数が少ないといいますか、地

域も狭いですし、やはり今回１３市町村が手を組

んでそれぞれのいいところをお互いに売り込むと

いいますか、自慢し合うというような形で、今後

そういう形の観光というのが必要になってくると

いうふうに思います。そういう中でちょうど中心

にある名寄市というのはやはり中核的な存在で、

今後そういう牽引をしていかなければならないの

ではないかなというふうに思うわけですけれども、

そういう部分で再度名寄市の今後の進め方といい

ますか、そういうお話を聞かせていただければと

思いますけれども。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

今のお話の内容〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

としては、名寄市だけということではなくて、広

域での観光というものも重要であろうという御意

見だったと思います。今現在天塩川流域の１３市

町村で進めておりますテッシ・オ・ペッ賑わい創

出協議会の中でも観光についても特に特化して実

施をしております。今回冬のモニターツアーとい

うことで、２月２２から２５の間での３泊４日で

道内外の方７名の方にお越しいただきました。そ
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の中での御意見の中でも要するにこの地域のこと

を知らなかったという方が大半であります。もち

ろん道内、札幌からの参加者もありましたけれど

も、場所は知っていても詳しい今回のような体験

ツアーで体験をできたということでのすごく感動

を持っていただけたということがあります。広域

観光というのは、地元、我がまちがということで

はなくて、それぞれの地域が連携をしないとでき

ないということははっきりしておりまして、その

ことを今後それぞれの市町村が理解をし合って、

観光のそこの地域全体としての魅力を発信しなけ

ればならないというふうに考えています。平成２

５年度ももう一年道の補助を受けながら実施して

まいりますので、さらに広域連携を深めてまいり

たいというふうに思っています。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

観光の部分でいいま〇１７番（山口祐司議員）

すと、もっと売り込みなさい、頑張りなさいと言

ってみてもなかなかそれが形にあらわれないとい

うのは、本当に歯がゆい部分というのはあるので

すけれども、ただやはり地域と行政との、行政の

力の入れようといいますか、行政が先頭を切ると

長続きしないよと言われる方もいますけれども、

私はそうではないと思うのです。ある程度の一定

の時期までは、行政としてやはりがむしゃらに力

を入れていただくと。そして、その中でバトンタ

ッチをしていくというような、もっと名寄市とし

て行政が表に出てもいいのではないかなというふ

うに思うのですけれども、その辺いかがでしょう

か。もっと表に出るような形で進めていただきた

いのですけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

観光振興に対しての熱い〇市長（加藤剛士君）

思いをいただいていまして、ありがとうございま

した。先般の天塩川のフォーラムにおきましても

広域観光の重要性ということが非常にうたわれて

おりまして、とりわけ賑わい創出協議会もそうで

すけれども、名寄は道北観光連盟の事務局になっ

ているということでありまして、議員がおっしゃ

られるとおり一つのコンテンツ、名寄市だけで見

るとなかなか魅力的に見えないものも、いやいや

朱鞠内にもいろんなものがあったり、例えば下川

へ行けば何があってというふうに、そうした形で

広げていくことで物すごくまた魅力的なものとし

て売り込むことが可能になるのではないかという

ことは、もう全くそのとおりだというふうに思っ

ています。名寄市が積極的に音頭をとりながら、

できれば今度できます観光案内所あたりは名寄市

のみならず地域の広域での観光の案内窓口として

もぜひ力を発揮してもらいたいなというふうに思

っているところであります。行政がもっと前に出

ていくというお話がありましたけれども、やはり

ここは当然今観光振興を強力に推し進めていく中

で、行政も力を入れていかなければならないとい

うふうに思っていますけれども、我々の考え方と

してはやはりこれからも永続的に民間の皆様が主

役になって、先頭になって引っ張っていくと。我

々はその強力なバックアップを、後押しをしてい

くのだという姿勢の中で名寄市あるいは地域の広

域観光をしっかりとこれからもやっていきたいと

いうふうに思っていますので、ぜひ御理解よろし

くお願いいたします。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。民間でできる部分とできない部分というのが

ありまして、行政だからできる部分、宣伝にして

もそうなのですけれども、やはりそういう部分で

行政のできる仕事をもっともっと進めていってい

ただければなというふうに思います。

観光については、この辺にさせていただきたい

と思いますけれども、新エネルギーの件について

質問させていただきたいと思いますけれども、今

後モニターですとか、それから今回今年度の予算

として約５００万円程度予算を計上されているわ

けなのですけれども、隣の士別市ではもう同じよ

うな補助制度をやっているわけでして、キロワッ
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ト当たりの補助金が約７万円で、上限が２１万円

という形でやっておられます。それから、下川で

は１件当たりに３０万円という補助金をつけてや

っております。道からの補助はないですから、国

と市町村という形になるとは思うのですけれども、

名寄市としてはどういうような補助を設けていく

のか、それから中身的にどのようなものにしてい

くのか教えていただきたいと思いますけれども。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今士別のお話もちょ〇総務部長（扇谷茂幸君）

っとされましたけれども、私どもも士別と同じよ

うな補助内容になろうかと考えておりまして、士

別が補助制度を導入した段階ではおおむね一般家

庭のいわゆる設置キロ数が３キロワットぐらいと

いうことでありまして、それで７万円にしますと

大体２１万円程度ということになります。今現在

一般家庭の設置キロワット数が４キロワットが平

均になりつつあるということで、私どもは１キロ

ワット当たり７万円という単価は基本的に変えな

いというふうに思っておりますけれども、大体そ

れがおおむね４キロワットということで、１家庭

当たり大体２８万円程度の補助にしたいというふ

うに考えております。国も補助制度を持っており

まして、大体３万円から３万０００円程度の補

助は持っていらっしゃいますので、それとあわせ

てぜひ普及促進を図っていきたいというふうに考

えております。

それで、当面私ども新エネ、それから省エネル

ギービジョンをつくらせていただきまして、そし

て補助制度も新たに設定をさせていただいて、そ

れで何とか太陽光の導入促進を図りたいというふ

うに考えておりまして、これが１つ基本的な考え

方になりますのがやっぱり全道の普及率でありま

して、現在全道あたり０００世帯で数字が出て

おりますけれども、道内０００世帯当たり３

件という数字が出ておりまして、名寄市では０

００世帯当たり１件ということですから、非常

に低い状況にありますから、今後４年間、総計に

あわせまして２８年度までの計画になっておりま

すから、ぜひこれまでに全道平均を上回るような

普及促進を図ってまいりたいと考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

約５００万円近い予〇１７番（山口祐司議員）

算計上されていて、今回ワット当たり７万円で、

４キロワットで２８万円ということですから、単

純に言いますと約２０件程度を想定されていると

いうことになるのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

一応予算的には、単〇総務部長（扇谷茂幸君）

年度１５件を一つの目標にしたいと考えておりま

す。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後やはり住宅建て〇１７番（山口祐司議員）

かえられる方ですとか、そういう部分でそういう

方向に向かっていく方も十分おられると思います

し、北電の数字によりますと名寄地方というのは

全道の中でも日照量が少ない地域に入るようなの

です。特に１２月あたりは、ほぼ日照がないぐら

いな、十勝地方だとか、あちらのほうと比べると

本当に非常に日照はないわけなのですけれども、

そういう部分で今回それでもやはり太陽光発電が

有力だったという、そこにたどり着いたといいま

すか、そういう数字的なものというのは検討され

た部分があるのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回先ほどの答弁で〇総務部長（扇谷茂幸君）

も申し上げましたとおり、実はさまざまな再生可

能エネルギーの賦存量を調べさせていただきまし

た。そして、まさにいわゆるこの地に合った一番

普及しやすいというもので、ある意味太陽光とい

うのはこの地にあっても結構な賦存量になるとい

うふうなことでありましたので、ぜひそれなら太

陽光、まず優先をして普及促進に努めようという

ことになっております。確かに雪は降りますけれ

ども、一定程度発電効率が極端に悪くなるという

状況にはならないだろうと踏んでおりまして、な
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おかつ太陽光パネルの一つの性質としまして、先

ほど申し上げましたけれども、気温が低いとある

意味発電効率が少し上がってくるというところが

あります。まだまだいわゆる屋根に設置をする場

合ですとか、それから平地に一定程度の架台を設

置しまして設置する場合ですとか、また壁に直接

に直角的に張るという、今試行といいますか、さ

まざまな形もそれぞれ取り入れられておりまして、

全体通して寒冷の地にあってもやはり一定程度の

発電効率は確保できるという、他の都市のそうし

た事例も参考にさせていただきながら、太陽光パ

ネルの選定に至っているというところであります。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後ますますそうい〇１７番（山口祐司議員）

う方向に向かっていくのかなというふうに思って

いますので、これからまだまだ研究されていく部

分もあろうと思いますので、名寄市としてもそう

いう方向というのは見詰めていきながら、進んで

いただきたいなというふうに思っております。

それでは、３番目の特別支援教育について何点

かお願いをしたいと思いますけれども、特別支援

学級の状況等、名寄市の状況というのは先ほど御

答弁いただいたわけですけれども、全道と名寄市

との教員の割合といいますか、資格を持っている

方の割合というのが全道に比べて低いというのは、

どうして低いのかという部分がわかれば教えてい

ただきたいのですけれども。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど答弁の中で名〇教育部長（鈴木邦輝君）

寄市は３６％、それから全道では４０％、全国平

均では３０％ということですから、全道と全国と

の中間ぐらいにあるかなということを認識をして

おります。結果としての数字が現在この数字で、

その要因については教育委員会としては直接分析

をした部分がちょっとない状況なので、はっきり

とは申し上げられませんが、名寄市は平成１７年

度から文科省、それから平成２０年度も文科省の

いろいろな推進事業等を受けて体制の整備を図っ

てきたところがございます。こうした中で免許法

の経過措置があるとはいえ、教員の特別支援学級

の免許の取得率が思うように伸びていないという

のは、研修会等への参加、それから道が行ってお

ります札幌での道主催の講習会等への参加を促し

た経過がありますが、地理的にもどうしても遠く

て参加できなかったという状況があろうかと思い

ます。答弁の中にもお話しさせていただきました

が、幸いにも２年前から名寄市立大学で講座がと

れるようになっております。これは、夏休みを利

用しておりますので、教員の方が長期休業中とは

いえ忙しい中、なかなか１年では取れない状況が

あるというのも聞いております。２年間、３年間

通って免許を取得したという方もいらっしゃいま

すので、そういう取得に向けまして、なるべく学

校では研修に出せるようなお願いをしてきて、地

元でせっかく開催している講座の中で免許の取得

を、取るように促していきたいと考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

名寄の市立大学で免〇１７番（山口祐司議員）

許の取得もできるという、そういう環境の中にあ

る名寄市でございますので、ぜひともそういう機

会をもっとふやしていただければなというふうに

思っています。やはりそういう特別支援学級とい

う部分では、今回ちょっと私もデータを見てみま

すと年々生徒の数がふえている部分があるのです

けれども、その要因というのはどのように捉えて

いるか、お知らせいただきたいと思いますけれど

も。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

特別支援学級につき〇教育部長（鈴木邦輝君）

ましては、名寄市だけでなく全道的に対象となる

児童がふえています。それに伴いまして学級数も

ふえているという状況であります。障害の程度等

につきましては、就学のときに就学指導委員会等

で判定等を行うわけですけれども、いわゆるＬＤ

とかＡＤＨＤと言われる子供たちも含めた中で、

困り感のある子供たち、それから特別支援学級に
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通う基準の子供たち、その部分のボーダーライン

の子供たちも含めていろんな検査の中で結果が出

る中で、続く学級の中で個々のニーズに応じた支

援を行うか、もしくは特別支援学級に入ってもら

って行うかというのを保護者の判断も含めまして

判定をしているという状況の中で、結果としてふ

えているという状況があろうかと思いますので、

御理解いただきたいと思います。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか難しい部分〇１７番（山口祐司議員）

があろうかなというふうには思うわけですけれど

も、特別教育の教員免許の部分に関しまして、こ

れは国の対応が変わらないことには変わっていか

ないという部分があろうかというふうには思うわ

けなのですけれども、いずれにしましても一人一

人の障害の特性に応じて指導がされることが望ま

しいのだろうなというふうに思うわけですけれど

も、今後とも名寄市として手厚い支援教育ができ

るようにお願いをしたいというふうに思います。

最後に、教育長の意見をいただければというふ

うに思います。それで終わらせたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうからもお〇教育長（小野浩一君）

話ありましたけれども、名寄市は平成１７年度に

文科省の委託事業であります特別支援教育体制推

進事業の推進地域として道教委から１年間でしょ

うか、の指定を受けました。管内では、最も早く

名寄市特別支援連携協議会を立ち上げたというこ

とでございます。したがいまして、特別支援教育

の推進において全道的にも先導的な役割を果たし

てきたまちの一つであると私は考えているところ

でございます。御承知のように、特別支援教育と

いうのはこれまでの特殊教育の対象の障害の子供

たちだけではなくて、今部長がお話ししましたよ

うにＬＤというのは学習障害のことでございまし

て、ＡＤＨＤ、注意欠陥多動性の障害を持った子

供たち、あるいは高機能自閉症含めて障害のある

子供たちの自立や社会参加に向けて一人一人の教

育的なニーズを把握して、子供たちの持てる力を

高めて生活や学習上の困難を改善または回復する

ために適切な教育を通じて必要な支援を行うとい

うことでございます。名寄市内の各学校では、こ

のような特別支援教育の狙いをきちっと踏まえま

して、軽度発達障害の子供たちについての個別の

教育支援計画ですとか、あるいは一人一人の障害

の状況に応じて対応する個別の指導計画をもとに

して一人一人に応じた教育に努めているところで

ございます。ただ、現在ちょっと課題がありまし

て、その課題はどういうことかといいますと、先

ほどからもお話ししているように軽度の発達障害

を持った子供たち、すなわち普通学級における困

り感のある子供たちの指導なのです。例えば授業

時間中に先生がお話しすると。周りで子供たちが

ちょっと雑談すると、先生の言葉を聞き取れない

と。周りの子供たちの声を拾ってしまうという、

そういう障害を持った子供たちですとか、漢字を

正しく識別できないというようなさまざまな子供

たちがいるわけです。その子供たちを積極的に授

業に参加させていくにはどうしたらいいかという

ことが非常に先生方も、逆に先生方も困り感を持

って対応しているところでございます。そのため

に今ユニバーサルデザインの視点に立った指導と

いう指導が言われているのですが、これはどうい

うことかといいますと、全ての子供がその授業に

参加できるようにする指導のことをいいます。特

に軽度発達障害の子供たちへの配慮に立った指導

を目的としている指導なのですが、これはそうい

う視点に立った指導を行うことによって、学級に

おいても学習に若干おくれがちな子供たちにも対

応できるのだと。いわゆる個に応じた指導なので

すけれども、そういう配慮をした指導が非常に有

効だと言われております。その専門家の先生は、

うちの市立大学にもおりますし、あと教育局にス

ーパーバイザーという担当の先生もおりますので、

先生方の御指導、御支援をいただきながら、そう

いう軽度発達障害の子供たちの支援を充実するべ
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く今教育委員会としても対応しておりますので、

そんな方向で今後特別支援教育を進めてまいりた

いと思いますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

以上で山口祐司議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

教育行政について外１件を、竹中憲之議員。

おはようございます。〇８番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、さきの通告

に従いまして、大項目で２点について質問をさせ

ていただきたいと思います。

大項目１項目めの１点目は、教育行政について

でありますけれども、先ほど支援教育にかかわっ

て山口議員のほうからありましたから、なるべく

ダブらない程度で質問させていただきたいと思い

ます。教育基本法に基づき、名寄市の学校教育推

進計画に沿って校内外の教育環境の整備をしてい

ることだというふうに思っております。さきの教

育行政執行方針の中で学校教育の重点施策の展開

の項で、５項として信頼される学校づくりの推進

がうたわれております。この中で各学校が重点目

標の達成状況について評価をする自己評価と保護

者や地域住民などが学校の自己評価の結果につい

て評価する学校関係者評価を実施し、公表し、学

校運営の改善に生かすとされています。学校評価

の重点目標と学校職員評価の自己目標を関連させ

るとしておりますけれども、自己評価や保護者や

地域住民等が学校の自己評価の結果について評価

する学校関係者評価はどのようなものなのか、お

知らせを願いたいというふうに思います。

また、学校評価の重点目標と学校職員評価の自

己目標を関連させるとしているが、どのようなも

のなのかについてもお知らせを願いたいというふ

うに思います。

本年度の「教育なよろ」、学校教育推進計画の

中で学校経営の方針７項目、学校教育活動の重点

１３項目がうたわれております。学校経営の方針

７項目の中で５番目として、学校評価、学校職員

評価の創意工夫の項がありますが、各学校により

評価のあり方や方法が違うと思いますが、教育委

員会としてどのような指導をしているのかについ

てお知らせを願いたいというふうに思います。

学校経営、教育の一環として各種委員会や研究

会がつくられておりますが、昨年教育研究所内に

教育改革プロジェクト委員会が発足をされました。

私は、この教育改革プロジェクト委員会は学校経

営あるいは教育の一環としての組織と思っており

ますが、どのような委員会となっているのかにつ

いてお知らせを願いたいというふうに思います。

２点目は、学校教育活動の重点の中で、特別支

援教育で３項目がうたわれております。名寄市に

おいては、平成１７年度に地域指定を受け施行し、

平成１８年度には名寄市単独で特別支援教育を進

め、１９年度より特別支援教育が実施、施行とな

り、本年で６年が経過をします。特別支援教育に

かかわって支援のあり方及び支援体制についてお

聞きをいたします。特別支援教育において校内委

員会やコーディネーター連絡会あるいは専門委員

会がありますが、お聞きしたいことは就学指導委

員会がありますけれども、生徒に対してどのよう

な役割を果たしているのかについてお聞かせを願

いたいというふうに思います。

３点目は、耐震化改修調査後の対策と経過につ

いてであります。学校耐震化は、本市だけでなく

て全国の自治体の重要課題でありますけれども、

そこで暮らす児童生徒の１日の学校における時間

は約３分の１を占めているというふうに思ってい

ます。安全で安心して勉学に、スポーツに励める

環境が必要だと考えます。本年度より平成２８年

度に向け名寄南小学校と豊西小学校の合併に伴う

新校舎建設に向け基本計画と地質調査が始まり、

２校舎の耐震化は３年かかりますが、進むことに

なります。全道の耐震化率はおおむね７４％と承

知をしておりますが、本市では学校耐震化調査は

既に終了し、調査後の対策あるいは計画が立てら

れていると思いますので、現時点での本市の耐震
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化率について、また対策と経過についてお知らせ

を願いたいというふうに思います。

大項目２項目めの１点目は、夏期、冬期の交通

事故数と分析についてであります。４月６日より

１５日までの１０日間、春の交通安全週間が始ま

ります。昨年名寄市において痛ましい事故が相次

ぎ、名寄市において交通事故死ゼロ記録が３９

８日でストップいたしました。各関係機関は、交

通事故の撲滅のため努力をされておりますが、一

向に事故が減少しない状況になっているのではな

いかと思います。行政として夏期間と冬期間の交

通事故についてどのような分析をされているのか、

分析の中からどのような対策を考えておられるの

かお知らせを願いたいと思います。

また、この中から新年度の交通安全施策として

どのようなことを考えておられるのかお聞かせく

ださい。名寄市における夏期間と冬期間の交通事

故数はどのようになっているのかもお知らせを願

いたいというふうに思います。

市政執行方針の交通安全対策では、６項目でく

くられておりますけれども、昨年の執行方針と大

きく変わっている事業は、私は特にないと感じて

います。若干の変化があるとしたら、４期４０日

が６期６０日の期別運動の日数の増加ぐらいでは

ないかというふうに思っております。近年自転車

の事故も多発し、多額な損害賠償訴訟も出てきて

います。名寄市においても自転車の接触事故は多

いのではないかと思っておりますが、特に高齢者

の事故は進行方向しか確認されていないことが多

く見受けられ、また児童生徒、学生は速度が速く、

停止距離が長いだけでなく、停止できないことに

より結果として飛び出しとなり、事故につながる

ことがあるのでないかと考えております。自転車

は、道交法では車両として位置づけをされており

ますが、自転車に乗用されておられる方のほとん

どが車両としての位置づけ、認識がないのではな

いかと思います。名寄市の交通安全計画では、１

つとして高齢者及び子供の安全確保、２つとして

歩行者及び自転車の安全確保、３つとして安全か

つ円滑、快適な道路交通環境の整備、４つとして

交通安全教育の推進など８項目が掲げられており

ます。児童生徒に対する交通安全対策として、教

育執行方針では小学校、中学校における交通安全

対策について、交通安全指導と安全マップの活用

というふうになっておりますが、どのような対策

と指導、教育を進めようと考えられているのか、

また高齢者の交通指導はどのように進められてい

るのかについてお知らせをください。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中議員からは、２〇教育部長（鈴木邦輝君）

つの大項目について質問をいただきました。大項

目１は私のほうから、大項目２は市民部長からの

答弁となります。

まず、大項目１、教育行政について、小項目１、

学校経営のあり方についてであります。３項目の

御指摘がありましたので、まず１点目の各学校が

重点目標の達成状況について評価をする自己評価

と保護者や地域住民などが学校の自己評価の結果

について評価をする学校関係者評価について申し

上げます。まず、学校評価の目的は、１つには各

学校がみずからの教育活動その他の学校運営につ

いて目指すべき重点目標を設定し、その達成状況

や達成に向けた取り組みの適切さなどについて評

価をすることにより、学校として組織的、継続的

な改善を図ることであります。２点目に、各学校

が自己評価及び保護者などの学校関係者などによ

る評価の実施とその結果の公表、説明により適切

に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民

等から理解と参画を得て学校、家庭、地域の連携、

協力による学校づくりを進めることであります。

３点目に、各学校の設置者等が学校評価の結果に

応じて学校に対する支援や条件整備等の改善措置

を講ずることにより、一定水準の教育の質を保障

し、その向上を図ることであります。このような
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目的を持って行われる学校評価において、自己評

価は校長のリーダーシップの下で当該学校の全教

職員が参画をし、設定した重点目標や具体的計画

などに照らして、その達成状況や達成に向けた取

り組みの適切さなどについて評価を行うものであ

ります。また、学校関係者評価は、保護者、学校

評議員、地域住民等の学校関係者などにより構成

をされました評価委員会がその学校の教育活動の

観察や意見交換などを通じて学校がまとめた自己

評価の結果について評価することを基本として行

うものであります。

なお、各学校は自己評価の結果を公表すること、

それから学校関係者評価の結果を公表するように

努めること、自己評価の結果、学校関係者評価の

結果を設置者に報告することとなっております。

２点目に、学校評価の重点目標と学校職員評価

の自己目標を関連させることについて申し上げま

す。本来学校職員評価は、学校の重点目標の達成

に向けて学校職員一人一人が学習指導や生徒指導、

校務分掌の業務等の推進に係る自己目的を設定を

し、その実現に向けて取り組み、達成状況等の評

価を行うものであります。ただ、現在学校の重点

目標と学校職員一人一人の自己目標との関連が十

分に図られていない状況もあることから、その関

連を図っていただくようにお願いをしているとこ

ろであります。

３点目の学校評価、学校職員評価の取り組みに

対する指導についてお答えをいたします。学校評

価については、学校教育法施行規則第６６条で各

学校は教職員による自己評価を行い、その結果を

公表すること、また各学校はその実績に応じて適

切な項目を設定して行うこと、同第６７条で各学

校は学校関係者評価を行い、その結果を公表する

よう努めること、同第６８条で各学校は自己評価

の結果、学校関係者評価の結果を設置者に報告す

ることと定められており、これらに従って適切に

公表など取り組むようにお願いをしております。

また、学校職員評価につきましては、市町村立学

校職員の評価に関する要綱、また市町村立学校職

員の評価に関する要領に従いまして、１つには自

己目的や取り組み方法等の設定及び校長等による

当初面談、２点目に日ごろの職務遂行状況の把握、

また進捗状況に応じて自己目標や取り組み方法な

どの追加、変更及び校長等による面談、３点目に

自己評価及び校長等による最終面談などに適切に

取り組むようにお願いをしております。学校評価、

学校職員評価の実施に当たっては、このこと以外

につきましては各学校の判断に委ねているところ

であります。

次に、４点目の教育改善プロジェクト委員会に

ついてお答えをいたします。教育改善プロジェク

ト委員会は、名寄市教育研究所に設置をした組織

で、市内小中学校の校長と教頭、教員ら合わせて

６４名で構成をされております。この委員会では、

１つには名寄市の知、徳、体の総合的な教育研究

に関すること、２つには名寄市の学校教育行政の

運営及び推進に関すること、３つ目には今日的教

育課題に関すること、４つ目に教育長への答申及

び教育研究集会での報告等に関することに取り組

んでおります。具体的には、推進のテーマを「児

童生徒に生きる力を育み、夢と希望を拓く名寄市

教育の創造、学校力を高める取り組みを通して」

と定め、１つには学習指導の工夫改善に関するグ

ループ、２つには校内研修の充実に関する研究グ

ループ、３つ目に教育資源等の活用に関する研究

グループの３つの研究グループを設けて取り組み

を進めております。計画では、平成２４年度から

２６年度は確かな学力の育成、平成２６年度から

２８年度は豊かな心、健やかな体の育成を重点と

して研究を進め、実践的で効果の上がる方策を構

築し、市内の全小中学校で共通理解を図りながら

取り組みを進めてまいります。今年度は、学習指

導の工夫改善に関する研究グループでは、児童生

徒に基礎的、基本的な知識及び技能を習得させ、

思考力、判断力、表現力等を育むため、北海道教

育委員会のチャレンジテストの効果的な活用や巡
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回指導教員の効果的な活用、習熟の程度に応じた

指導の工夫改善に取り組んでおります。校内研修

の充実に関する研究グループでは、教員の指導力

と学校が組織として機能する力を高めるため、校

内研修、研究推進の参考となる資料の作成や各学

校の校内研修、研究を互いに交流し、学び合う取

り組みを行っております。教育資源等の活用に関

する研究グループでは、名寄の教育資源を生かし、

確かな学力の向上を図るため市立天文台を効果的

に活用するための指導資料等の作成や放課後子ど

も教室との連携、大学ボランティアの効果的な活

用に取り組んでおります。今後は、各学校におき

ましてこれらの取り組みの成果を効果的に取り入

れたり、指導資料等を十分に活用したりして、教

育実践の質を一層高めていくように促してまいり

ます。

次に、小項目の３、特別支援教育についてお答

えをいたします。名寄市では、特別支援教育にお

いて児童生徒の一人一人のニーズに応じた支援の

充実を図るため、学校と教育委員会に各種委員会

や連絡協議会等を設けて共通認識を図りながら、

効果的な取り組みを進めております。それぞれの

委員会について御説明をいたします。まず、校内

委員会につきましては、各学校に置かれ、校長の

リーダーシップのもと全校的な支援体制を確立し、

発達障害を含む障害のある児童生徒の実態把握や

支援方策の検討などを行うために設置をしており

ます。２つ目には、特別支援教育コーディネータ

ー連絡会議です。これは、各小中学校の特別支援

教育コーディネーターの先生方によって組織をさ

れ、各学校間の情報交換や特別支援教育に係る研

修活動等を行っております。各学校の校長は、特

別支援教育のコーディネーター的な役割を担う教

員を特別支援教育コーディネーターに指名をして、

校務分掌に位置づけております。特別支援教育コ

ーディネーターは、各学校における特別支援教育

の推進のために主に校内委員会、校内研修の企画、

運営、関係諸機関、学校との連携、調整、保護者

からの相談窓口などの役割を担っております。３

つ目には、名寄市特別支援連携協議会であります。

これは、教育委員会に置かれまして障害のある幼

児、児童生徒の自立や社会参加に向けてその一人

一人の教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を

行う特別支援教育の推進を図るために、学習障害、

ＬＤです、また注意欠陥多動性障害、ＡＤＨＤで

す、高機能自閉症などを含め障害のある子供たち

に対する支援体制の整備の推進に関する取り組み

を行っております。４点目は、名寄市特別支援教

育専門家チームであります。これは、教育委員会

に置かれまして名寄市の保育所、幼稚園、小学校、

中学校、高校及び特別支援連携協議会に対してＬ

Ｄ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等か否かの判断やこ

れを含めた障害のある子供たちへの望ましい教育

的対応について専門的意見を示したり、学校など

のニーズに応じて巡回教育相談を行っております。

５点目に、御質問のありました名寄市就学指導委

員会であります。これは、教育委員会に置かれま

して名寄市内の心身に障害のある児童生徒等の就

学の適正を図るために特別支援学校または小中学

校への就学指導に関し審議を行っております。委

員は３５人以内で、医師、学識経験者、関係教育

機関の職員、児童福祉施設の職員、関係行政機関

の職員で構成されております。この就学指導委員

会には、知的障害、いわゆる自閉症または情緒障

害部会、それから病虚弱（肢体不自由）部会、言

語聴覚視覚障害部会の３つの部会を置き、それぞ

れの部会の子供たちの障害の状況について審議を

しております。審議の内容は、小中学校入学予定

者のうち教育上特別な取り扱いを要する児童生徒

の教育措置、就学の場の変更、在学中の児童生徒

の教育措置、中学校卒業生徒の進路等に関するこ

とであります。

最後に、耐震化改修調査後の調査と計画につい

てお答えをいたします。平成２４年４月１日現在

の名寄市の公立学校等の耐震改修状況調査におい

て市内の小中学校の校舎、屋内体育館の総数３９
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棟中、昭和５６年以降の新耐震基準で建築された

施設等は１９棟で、耐震化率は４７％になって

おります。今後の対策と計画については、風連日

進小中学校が閉校することにより耐震化率は５

４％、また現在計画中の名寄南小学校と豊西小学

校の再編により６６％程度まで耐震化率は伸び

ますが、文部科学省が目指している平成２８年度

までに耐震化率を１００％にするという目標には

及ばない状況にございます。教育委員会としては、

適正配置計画と連動した施設整備を基本としてお

りますが、特に児童生徒の減少が著しい風連地区

の小学校と智恵文地区の小中学校の統合、再編を

見据えた教育施設整備を優先課題とし、要請があ

りましたら、今後も情報提供を含めた地域での話

し合いの場を持っていきたいと考えております。

また、施設を整備するに当たっては財政的な問題

が大きく関係をしてきますので、関係部署との調

整を行いながら進めていただきたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目２、〇市民部長（土屋幸三君）

交通安全対策についてお答えをさせていただきま

す。

小項目１、夏期、冬期の交通安全対策について

お答えをいたします。名寄市における平成２４年

の交通事故は、人身事故発生件数が３４件で対前

年比３件の減、負傷者数が３６人で１４人の減と

なりました。発生件数、負傷者数ともに前年を下

回ったものの、物損事故数につきましては７１７

件で対前年度比９９件の増となったところであり

ます。また、２件の死亡事故と死亡につながる重

大事故が発生し、３名のとうとい命が犠牲になり、

これまで市民が一丸となって交通死亡事故の抑止

を最重点目標に掲げて活動してまいりましたが、

交通事故死ゼロの記録が３９８日で途絶えたと

ころでございます。ここ数年人身事故は冬期、夏

期とも減少しているものの、冬期の物損事故につ

いては増加をしております。降雪や低温により路

面状況が著しく変化、悪くなるもので、平成２４

年は１月から３月、１１月、１２月の冬期５カ月

間で４７７件、６５％、うち２月と１２月の二

月で２５９件、３１％を占める結果となりまし

た。冬期における事故対策につきましては、積雪

による幅員の減少、交差点の見通しの悪化等で緊

急に対応を要する危険箇所について、その都度建

設水道部と連携をとり、車両、歩行者の安全を確

保してきているところであります。また、ＪＲ北

海道が行っている冬の踏切事故防止キャンペーン、

料飲店組合が行っている飲酒運転根絶安全運動キ

ャンペーンに参加をしてきているところでもあり

ます。夏期においては、人身、物損事故とも減少

しているものの、自転車やバイク等の利用に加え、

開放感によるスピードの出し過ぎにより交通事故

の危険性も増してきます。市独自の初夏の行楽期

や秋の輸送繁忙期の特別運動を展開してまいりま

す。悲惨な事故を繰り返さないよう名寄市交通安

全運動推進委員会はもとより、名寄交通安全協会、

名寄警察署を初め関係機関、団体、また地域と協

力、連携し、７大セーフティーキャンペーンの通

年運動を軸に春、夏、秋、冬の交通安全運動、街

頭啓発、市民交通安全車パレード、高齢者交通安

全大会、自転車事故防止大会、安全運転管理事業

所訪問、セーフティーラリー等の取り組みを実施

し、交通事故防止の啓発に努めてまいります。

次に、小項目２、児童生徒、高齢者への交通安

全対策と啓発についてお答えをいたします。道内

における小学生の交通事故の実態を見ますと、歩

行中の事故については１年生が最も多く被害に遭

っており、時間帯では登下校時となる７時から８

時、１４時から１６時が最も多く、道路横断中に

おける事故が多発をしています。児童側に違反が

あることも多く、飛び出しによる事故が全体の５

０％を占めています。男女別では、１年生男子が

最も多く犠牲に遭っています。また、自転車の事

故は２年生男子が最も多く、下校時の１５時から
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１７時に多発している状況にあり、安全不確認、

交差点の出会い頭での不注意が原因での事故が多

く、全体の７０％以上と突出しています。児童生

徒に対する交通安全対策については、幼児への安

全教育として市内の４幼稚園でこぐまクラブを設

け、女性交通安全教育指導員や警察署の指導のも

と、保護者と一緒に一年を通し１カ所１０回の交

通安全教室を実施しております。また、小学生に

ついては、新入学時に合わせ市内１１校の全学年

を対象に交通安全、自転車教室を実施しています。

名寄自動車学校の自転車シミュレーターなども利

用した交通安全指導を行い、道路上の危険性の体

験や基本的な交通ルール、マナー等の習得に努め

ております。小学校全校で夏版、冬版の交通安全

マップを作成しており、日常的に注意を呼びかけ

ているところであります。

高齢者の交通事故対策についてでありますが、

昨年の全国の交通事故による死者数は４１１人

で、１２年連続して減少しました。しかしながら、

そのうち６５歳以上の高齢者の交通事故死者数は

２６４人で、全体の５３％を占める結果とな

りました。高齢者の運転については、視力や聴力、

運転身体能力の低下に気づかないで運転を続ける

ケースが多いと言われており、自転車の運転にお

いても同様です。自転車は、道路交通法上、軽車

両と位置づけされていますが、自動車や自動２輪

と同じ車両であることの認識が薄く、気軽に乗れ

る便利な乗り物の反面、その気軽さゆえに交通ル

ールやマナーを守らず事故を起こすケースが見ら

れます。

なお、自動車運転免許証を返納した方には、免

許証にかわる身分証明書として住基カードを無料

で発行しているものです。町内会や老人クラブ等

への積極的な交通安全教室、指導の取り組みを強

化するとともに、関係各団体との連携した活動を

推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁いただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたから、再質問させていただきたいという

ふうに思いますが、学校関係の評価の扱い、ある

いは教職員の評価の問題については一定程度理解

をしましたが、中身的に実は公表された東中学校

の結果についてちょっと見ていたのでありますが、

点数的には項目のそれぞれの中身で１から４まで

の評価をしながら１２項目にわたって生徒や保護

者、教員がこれの評価をしているのでありますが、

どうもこれを見ると非常にばらつきがあるという

ふうに思っているのです。ばらつきがあるという

のは、生徒や保護者、先生が悪いということでは

なくて、どう学校で今までそれぞれの項目の中で

の指導ができなかったかという問題ではないかと

いうふうに思っています。最大で８ぐらいまで

差があるのです、児童生徒と教員との差が。なぜ

こんなに大きな差になるのかというのがどうも疑

問でならないのでありますが、中身的にこのよう

な中身については各学校ごとに項目が違うのだろ

うと思うのですが、教育委員会としての指導のあ

り方を含めて、本当にどのようにやられているの

かというのがちょっと疑問なところあるのですが、

細かいところまで指導はされていないと思うので

ありますが、中身についてあればお聞かせを願い

たいというふうに思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘なのは自己評〇教育長（小野浩一君）

価の件でしょうか。自己評価につきましては、読

んで字のごとし、自己評価でございますので、評

価基準というのはそれぞれの評価する人の心の中

というか、頭の中にあるものですから、当然子供

たちと、生徒たち、または先生方同士でも異なる

見解が出ることがありますので、その東中の状況

についてはそれで構わないのかと、そんなふうに

考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

自己評価の関係につい〇８番（竹中憲之議員）

ては、今教育長言われましたようにそれぞれの個
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人的な中身でありますからわかるのでありますけ

れども、しかし一般的に教職員の中身でいきます

と、やったにもかかわらず保護者や児童生徒が低

いということが結構ある状況にあるのではないか

と思いますが、しかしこれを見ると子供に対する

命の関心あるいは思いやりの問題でいきますと、

教職員が３％、生徒が３で保護者が２、こう

いう差が実はあるのです。これは、自信がないの

かどうか、あるいは自分が立てた個人目標に対し

てできていないのかどうかというのはわからない

のでありますが、どうもその辺が気になるところ

でありまして、教育委員会として各学校の自己評

価含めて分析されているかどうかわかりませんが、

公表されたことによってどう学校で評価するかと

いうのは、次の年の中身でまた学校の経営かわり

ますから、そういった意味では少し時間を見なが

ら見ていきたいというふうに思っています。

２つ目に、実は耐震化の問題で部長のほうから

言われましたけれども、数字的に４７％の耐震

化率ですと。日進小中学校が廃校になるので、５

４％と。そして、南小学校と豊西が合併になる

ことによって、改築されることによって６６％、

これ数字的には上がっていますけれども、これは

もう完全な数字のマジックでありまして、分子と

分母の違いだけの問題だということです。そうい

った意味からすると、先ほど答弁ありましたよう

に風連の中央小学校の問題もありますし、あるい

は智恵文小学校の問題も、先ほど答弁の中で智恵

文小学校の問題は智恵文との議論も含めてあろう

かと思いますが、小中学校の合併の問題や何かも

含めて考えていく必要がある、それはそのとおり

だと私も思っています。だがしかし、先ほどの答

弁の中でいきますと２８年度までに１００にほど

遠いという状況でありますから、そういった意味

ではどうその間に耐震化の中身を少しでもよくす

るかということが重要だというふうに私は思って

いますけれども、その辺の扱いについて計画がど

うもされていないようなのでありますが、新年度

の中で新たな計画も含めて考えられるのかどうか

お聞かせ願いたい。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校耐震化の数字的〇教育部長（鈴木邦輝君）

な部分につきましては、まさに議員御指摘のとお

りでございます。皆さん御存じかと思いますが、

名寄市の場合は学校の耐震化と、それから適正配

置とを連動させて整備をしていくということを考

えております。この方針は、既に平成２０年に市

内の小中学校の適正規模と配置に関する基本方針

というものを策定をいたしまして、この中でうた

っているものであります。大きくは３期に分けて、

段階的に整備をしていくということになっており

まして、現在はその第１期目を平成２９年度まで

に推し進めていきたいと考えております。平成２

９年度の大きな目標は、名寄市内の５つある学校

を校区変更も伴いますけれども、４つにするとい

うこと、それから農村部を含めた小規模校のあり

方について、再編の方向で話し合いをしていくと

いうところでございます。さきの教育長の執行方

針の中の答弁にもお答えいたしたとおり、現在風

連地区につきましてはそういった形で３校を１校

にするのが望ましいという認識を持っているとこ

ろであります。いずれにしましても、これは地域

の方の合意が大前提ということですので、これに

つきましては風連地区につきましてはまちづくり

協議会での中でお話をさせていただきましたし、

智恵文地区に関しましても本年に入りまして、智

恵文地区の小中学校の学校評議員の方の会合の中

で、智恵文地区の今後の児童の推移であるとか、

智恵文地区の小中学校の建物の状況についての説

明をさせていただきました。今後保護者、地域の

方々、ＰＴＡを交えた教育の懇談会のようなもの

をつくってお話を進めていくということを言われ

ておりますので、要請があればいつでも出向いて

現状を説明させていただきたいと考えております。

現在につきましては、基本計画の基本的な方針に

のっとりまして、地域の方に事実をきちっと伝え
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ていくというのが教育委員会の使命と考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

耐震化の扱い、改修の〇８番（竹中憲之議員）

問題も含めて、あるいはそれぞれの学校の扱いに

ついては地域合意を得てということになりますか

ら、そのことは十分理解をしていますけれども、

きちっとした早期の計画もお願いを申し上げたい

というふうに、これは求めておきたいというふう

に思います。

次に、特別支援教育の扱いでありますが、先ほ

ど山口議員のほうから特別支援教育にかかわって

質問がございました。現状今名寄では８０名程度

の児童生徒がいると。結果的にＬＤあるいはＡＤ

ＨＤあるいは高機能自閉症といういろんな方がい

て、８０名が８０名同じ症状ではないわけです。

結果として教員免許状も率的には３６％ですから、

名寄的にはそんなに高いわけではない。私は、ど

うも特別支援教育にかかわっていろんな会議、専

門委員会、連絡会、校内委員会等々を含めてやっ

ているのは、それは必要なことでありますから、

重々わかっているわけでありますが、ここにかか

わる教員や支援員の重労働になっていないのかな

というふうに思っているのです。名寄の大学でも、

名大でも講演やって受講できるというふうになっ

ていますけれども、やっているのでありますけれ

ども、しかし受講率が少ないというか、そういう

状況になっているだけに、もう少し特別支援教育

にかかわっての緩やかなと言ったら怒られますけ

れども、支援員の増加だとか、新年度１名増にな

るようでありますけれども、そういうことが必要

でないのかなというふうに思いますけれども、考

え方あればお聞かせください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど答弁の中でも〇教育部長（鈴木邦輝君）

お答えしましたように、特別支援にかかわる委員

会、協議会は学校内と教育委員会で５つほど主な

ものがございます。この中で教員の方を含めてそ

れぞれに配置をいただいてお仕事をしていただい

ているという状況でございます。先ほど教育長の

ほうからも特別支援に関してお話しさせていただ

きましたけれども、名寄市で特別支援教育が文科

省等の指定を受けまして実施されてから４年はた

ちます。その中で現在こういったいろいろな委員

会を設置する中で、子供たちの個々の対応につい

て対応しているというところであります。失礼し

ました。平成１９年度からですから、６年たちま

す。この中で一貫した支援体制の整備や個別の支

援計画であるとか、それから指導計画の作成に向

けて、そのために各種の委員会とか協議会が必要

となってきているところであります。現在まで特

別支援教育に係る組織に所属をしていることが教

員の負担になっているという声は聞いておりませ

んが、実質では委員会重複の方は名寄市内の教職

員の方３名が２つの委員会にそれぞれ所属してい

るという実情がございます。今後名寄市の特別支

援教育を一層効果的に進めるためには、かなめで

あります名寄市特別支援連携協議会、この組織を

活動のあり方を含めて改善をしていくことを行っ

ていきたいと考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

余り時間もありません〇８番（竹中憲之議員）

から、小さいことをやっていても仕方がありませ

んので、教育の関係でちょっと１点だけ教育長に

お聞きをしたいのでありますが、承知のように学

校教育、学習指導要領等によって進められるわけ

でありますけれども、安倍内閣ができて、現状文

部科学省の諮問機関が中教審でそれぞれ今日まで

教育にかかわっての議論審査やったわけでありま

すけれども、ことし１月に入って内閣直属の教育

再生実行委員会が立ち上げられました。これの中

身を見ますと、きちっとまだ見ていませんけれど

も、いじめ対策であったり、６・３・３・４体制

の議論であったり、改編の問題だったりというこ

と出ているわけでありますけれども、私はこの組

織、中教審があるにもかかわらず直属の組織とい
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うことで、内輪組織ではないかというふうに思っ

ていますけれども、教育委員会として、あるいは

教育長としてこの組織についてどのように捉えら

れているのかお聞かせ願えればというふうに思い

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今中央教育審議会と首〇教育長（小野浩一君）

相直属のですか、諮問機関との関係でありますけ

れども、一応前安倍内閣のときには教育再生会議

という、今回は教育再生実行会議だとかというこ

とになっていると思いますけれども、実は首相直

属の諮問機関ができましたのは中曽根内閣のとき

の臨時教育審議会がたしか発足だったと思います。

その後は、小渕内閣での教育改革国民会議でしょ

うか。ですから、今回で安倍内閣の２期目という

のでしょうか、入れますと４回目の諮問機関の設

定なのかなというふうに考えております。私もし

っかり記憶しているか不確かなのですけれども、

中曽根内閣の臨時教育審議会のときは臨時教育審

議会で審議した内容についてはさらに中央教育審

議会で審議して、そして答申するというような流

れにたしかなっていたかと思うのですが、小渕内

閣のときはその関係が非常に曖昧であったのでは

ないかなと、そんなふうに捉えております。この

ようなことから、これまでの経過を踏まえると今

回の安倍内閣で設置しております教育再生実行会

議ですけれども、まず最初に中央教育審議会との

関係というのでしょうか、これを明確にする必要

があるのではないかなというぐあいに、私として

は個人的にそう思っております。したがいまして、

首相直属の諮問機関である教育再生実行会議がな

ぜ必要なのか。中央教育審議会が目的を持ってあ

るわけですから、なぜ教育再生実行会議が必要な

のか、何のために置かれるのか、それと中央教育

審議会との関係はどのように関係を持たせるのか

ということなどについて説明があれば、それはそ

れで諮問機関として設置されても私は納得できる

かと、そんなふうに考えているところであります。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、どうのこうの〇８番（竹中憲之議員）

言うことではないのでありますけれども、非常に

教育長も気にはされているなということでありま

すが、私がなぜこれを質問したかというと、どう

もきな臭いというか、教育の統制というか……

竹中議員、今の質問に〇議長（黒井 徹議員）

ついては通告に見えないのですけれども、区切っ

て私も指名していますので、よろしくお願いいた

します。

わかりました。そんな〇８番（竹中憲之議員）

ことで、またこの中身については別なことでさせ

ていただきます。

それでは、もう一つは、交通安全の問題であり

ますけれども、先ほどいろいろ答弁の中で件数や

何かございましたけれども、夏期間と冬期間の事

故の分析あるいは対策等々含めて、私が聞き漏ら

したとしたら失礼でありますが、なかったのかな

というふうに思っています。冬場の事故、物損が

多いということでありますから、中身的には恐ら

く出会い頭の事故というのが多いのかなというふ

うに思いますが、この対策含めて、冬期間の事故

対策含めてどのようにされたのか、ちょっとお聞

かせください。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

特に冬期間の事故対〇市民部長（土屋幸三君）

策についてでありますけれども、積雪による幅員

の減少であるとか、あるいは交差点の見通しの悪

さ、こういったものが事故原因につながってくる

というふうに思っております。当然これらの解消

のために除排雪を行うとともに、交差点等におき

ましては砂を常備いたしまして滑りどめに使用し

ていると。そういった事故対策をやってきている

ところでございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今砂の滑りどめという〇８番（竹中憲之議員）

ことでありますが、それは歩行者には有効かもし

れないけれども、車乗っている人間に滑るからま
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いてそこ通れという状況にはないのかなというふ

うに私思っているのです。どうも中身がちょっと

はっきりしないのが出会い頭の中身でいくと確か

に雪が積もっていて、先が、前が見えないという

状況でありますから、建設水道部との中身で除雪

をすると。近年除雪をするにしてもカット排雪な

だけに、交差点の歩道の中まで切らない、取らな

いということがあって、どうしても一時的なもの

にすぎないというのが今の出会い頭の事故が多い

原因ではないかというふうに思っていますけれど

も、その辺の扱いについて建設水道部とどのよう

なやりとりをしているのか。私は、逆に言うとそ

ういうところについて旗でも立てて注意喚起する

とか、そういうことも１つは方法かなというふう

にも思っているのでありますが、そんなことにつ

いて建設水道部ときちっとできているのかどうか、

ちょっとお聞かせ願いたい。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私どものほうでは、〇市民部長（土屋幸三君）

いわゆる交通安全指導員ですとか、あるいは交通

安全協会といった交通安全に関する団体等がござ

います。それらの者、あるいは担当の者のパトロ

ール等々によりまして、ここに危険箇所があると、

ここをこうしたらいいといったような報告等々を

受けまして、建設水道部と協議をし、その都度対

応を図ってきているということであります。ただ、

十分な対応が図られているかという部分につきま

しては、やはり出会い頭等々交差点等における事

故も起きているわけですから、これはこれで別な

方法で、いわゆる粘り強く各地域なり、あるいは

団体等に啓発の活動もしてまいらなければならな

い。実際にしておりますけれども、そういったこ

とも考えてやっているところでございます。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員からの交差〇建設水道部長（長内和明君）

点のカット排雪にさっきお話がありました。一般

的に交差点につきましては、パトロールを行いな

がら、状況を見ながら、危険なところから排雪を

行っておりますけれども、一般的なカット排雪と、

なおかつことしから今考えていますのは斜めカッ

ト排雪で視野を少し広目に、距離を長く見られる、

そんなこともちょっと視野に入れて検討しており

ます。何カ所かちょっとやってみました。その中

では、結構広い範囲で見られるということもあり

ましたので、次年度からはそこも含めて交差点の

排雪等考慮していきたいなと思っています。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今長内部長のほうから〇８番（竹中憲之議員）

斜めカット排雪ということでありますから、少し

研究していただいて、事故につながらないように

求めたいというふうに思います。

あと、自転車事故の関係で、昨年浅江島のとこ

ろでも大きな事故がありました。その後公安委員

会等の中身で、交通安全協会等々との中身でそれ

ぞれ協議をされたのだと思います。大きな看板も

それぞれ掲げ、１６線あるいは文化センターの前

とか看板を立てましたけれども、できればそのよ

うな事故、夏場の事故対策にかかわっていけば非

常にああいうのが有効かなというふうにも思って

います。額的にはどのぐらいかかるかは承知しま

せんけれども、新年度の予算を見るとほとんど上

がっていないということでありますから、それは

できないというふうに言われると困るのでありま

すけれども、中身的にはやはりそういうふうに協

議をしていただいて、通常の標識と区別のできる、

そういうようなものについて今後設置をしていく

のかどうかも含めてちょっとお聞かせ願いたいと

いうふうに思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

これは、事故現場に〇市民部長（土屋幸三君）

限らず、各町内会等々からこの場所が危険である

といったようなことを受けまして、実は昨年もほ

かにも看板を設置した場所がございます。限られ

た予算ではありますけれども、その中で鋭意工夫

をしながら、そういった危険箇所については看板

等を設置してまいります。
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以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

第４高射特科群の存廃問題について外２件を、

川口京二議員。

議長の御指名をいただ〇６番（川口京二議員）

きましたので、通告順に従いまして、質問をさせ

ていただきます。

最初に、第４高射特科群の存廃問題について伺

います。平成２２年１２月１７日、平成２３年度

以降にかかわる防衛計画の大綱と中期防衛力整備

計画が決定いたしました。大綱には、我が国の安

全保障における基本理念や自衛隊の体制、防衛力

の能力発揮のための基盤などが明記されています。

これらのことから、編成、装備等が変わり、戦車

や火砲、人員も削減となります。また、全国にあ

る高射特科群８個を７個に削減されることが決ま

りました。千歳にある第１高射特科群か名寄にあ

る第４高射特科群か、どちらかが平成２８年度以

降に廃止になるということです。どちらが廃止と

なったとしても、北海道にとっては防衛や安全、

経済面でも大変大きな問題だと思います。昨年末

の政権交代により、自民党政権は政権公約に基づ

き平成２５年１月２５日に防衛計画の大綱の見直

しと中期防衛力整備計画、平成２３年度から平成

２７年度、の廃止を閣議決定いたしました。見直

しということですが、定員は１００名程度ふやす

ような話はありますが、ほかについては何を見直

すのか、どうなるのか、全くわからない状態であ

ります。大綱の見直しによって第４高射特科群の

存廃問題が全くなくなったかというと、そうでは

ありません。新しい防衛計画の大綱が示され、中

期防衛力整備計画が決定し、高射特科群の削減は

しないと明記されない限りは可能性がないわけで

はありません。

ここで改めて伺います。第４高射特科群は昭和

４７年３月２４日、名寄駐屯地に編成を完結以来

４１年になります。その間国土防衛はもちろんの

こと、災害派遣や各種支援活動等民生の安定のた

めにも寄与してきたと思います。そこで、新たな

防衛大綱が示され、万が一第４高射特科群が廃止

となれば、名寄市にとって大変重要な問題だと思

いますが、市に対してどのような影響があるのか

伺います。

また、平成２２年の防衛計画の大綱が示されて

以来、第４高射特科群の存廃問題は今後のまちづ

くりにおいても大きな問題であると思われますが、

第４高射特科群存続に向けて市はどのような活動

をされてきたのか伺います。

また、今後どのような活動をされるのか伺いま

す。

２点目は、北の天文字焼について伺います。北

の天文字焼は、まちおこし集団「助っ人」の呼び

かけで道北の１４市町村を線で結ぶと天の文字に

なるという北の星座共和国構想に基づき平成元年

から平成２３年まで２３回にわたり開催されまし

た。開始当初は、関係者の努力もあり、多くのマ

スコミが取材に来ました。スポーツ紙、週刊誌、

テレビ等が名寄市の冬の一大イベントとして取り

上げ、全国放送、全国版となりました。米国の一

部でもテレビ放送されたそうです。どれほどの経

済効果があったかはわかりませんが、九州を含む

全国各地からこのイベントに参集し、体験もし、

ツアー列車が立ち寄る見る集いも開催されました。

名寄の冬の風物詩として市民や多くの人たちに愛

されながら、さまざまな事情により昨年から中止

となり現在に至っております。この間復活を願う

多くの市民の声や道外からも復活を望む声が多く

寄せられたそうであります。また、アイスキャン

ドルやスノーランタンの火で天の文字を描き、北

の天文字焼復活に向けて活動している団体等があ
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ることは御存じのとおりです。市は、このような

天文字焼の復活を願う多くの市民の声や活動をど

のように受けとめているのか伺います。

また、復活に向けて市に対し要望書を提出した

団体もあると伺っていますが、市はどのような支

援をされるのでしょうか、伺います。

３点目は、名寄市立大学図書館の整備について

伺います。昨年の７月２６日、市政クラブでは東

京女子大学図書館に視察に行ってまいりました。

まず、入り口にはセキュリティーゲートがあり、

本が探せる専用端末、ＤＶＤ、ビデオ等が楽しめ

るＡＶブース、パソコンやプリンターが利用でき

るメディアスペース、会話をしながらグループ学

習ができるコンベンションオープンスペース、プ

レゼンテーションルーム、気分転換に飲食ができ

るリフレッシュルームやブラウジングルームなど

全体として明るく開放的であり、また機能的で大

変使いやすい図書館だと感じました。大学図書館

は、学生が大学における学習、教育、研究活動等

が容易にできることが大事だと思いますが、また

一方で市民が利用しやすい環境づくりも大事かと

思っています。２７年度に建築工事が実施される

と伺っていますが、名寄市立大学図書館の基本構

想はどのようなものなのか伺います。

また、完成までのスケジュールについても伺い

ます。

以上で壇上からの質問を終わります。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

川口議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目３点にわたる質問をいただきました。大項目

の１は私から、大項目２は営業戦略室長から、大

項目３につきましては大学事務局長からの答弁と

なります。

それでは、第４高射特科群の存廃問題について

申し上げます。高射特科群の削減が盛り込まれた

平成２３年度以降に係る防衛大綱、中期防衛力整

備計画は、本年１月の閣議で廃止が決定されまし

たが、その見直しについては今後の検討によるこ

ととなります。まず、第４高射特科群がなくなっ

た際の市への影響についてでありますが、第４高

射特科群を有する陸上自衛隊名寄駐屯地は、本市

のまちづくりを初め地域経済、文化、スポーツ、

コミュニティーなどさまざまな場面で地域とのき

ずなを深め、密接な関係にあることから、その影

響は極めて大きいと言わざるを得ません。参考数

値となりますが、消費経済への影響では平成２２

年家計調査における消費支出額を使用し、市内で

の消費を７０％と仮定しますと、おおむね１０億

円のマイナス効果が見込まれるほか、市の会計に

おきましても市民税や地方交付税の落ち込みなど

多大な影響が見込まれます。また、経済のほかに

も町内会などのコミュニティー活動を初め文化、

スポーツ活動や雪祭りを初めとする各種イベント、

災害時などにおける救助活動などさまざまな場面

において大きな影響を受けることとなり、これら

の影響は本市ばかりか上川北部の市町村にも及ぶ

ものと考えております。

次に、防衛大綱策定以降の活動についてであり

ますが、この間加藤市長が会長を務める陸上自衛

隊名寄駐屯地増強促進期成会が中心となり、各関

係機関や団体などの協力のもと、毎年度防衛省を

初めとする関係省庁、さらには道内選出国会議員

や防衛関係の政務に通じた国会議員などに対し、

第４高射特科群の存続、名寄駐屯地の維持、拡充

の要望活動を実施してきており、特に防衛大綱策

定以降の平成２３年度からはこれに加え上川北部

の市町村長、議長にも御協力をいただき、防衛省

政務三役や陸上幕僚監部と直接面談をして第４高

射特科群の存続、名寄駐屯地の維持、拡充を強く

要望してきたところであります。

次に、今後の活動についてでありますが、先ほ

ど申し上げました市内１０団体で構成をします陸

上自衛隊名寄駐屯地増強促進期成会による要望、

さらには平成２３年度から実施している上川北部

市町村長、議長に協力をいただいての要望活動を

継続して実施するとともに、陸上自衛隊名寄駐屯
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地と本市との関係をより密接なものとし、地域の

総意として第４高射特科群の存続を国に訴え、求

めてまいります。

以上、答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、北の天文字焼について、（１）、復活を

願う市民の声をどのように受けとめているかにつ

いてお答えをいたします。

平成元年から名寄市の風物詩として市民に親し

まれてきた北の天文字焼は、平成２３年度まで２

３回にわたり市民有志が呼びかけ、実行委員会を

組織し、開催されてきましたが、一昨年に実行委

員会の高齢化、人手不足などの問題もあり、やむ

なく休止となってしまいました。本年２月３日に

北の天文字焼の復活を願う市民有志が集まり、再

開に向けた意見交換会を実施され、会議の中でも

活発な意見が多数出され、その会議の結果に基づ

き２月１８日に北の天文字焼を考える会として市

に要望書を提出されたところであります。北の天

文字焼に限らず、さまざまなイベントを含めたま

ちづくりの原点は、市民一人一人が地方自治の本

質を理解し、まちづくりの主体は市民であること

を自覚し、主体的、能動的にまちづくりに参加す

ることが大切であり、市民が持つ創造性や知識、

感性を重視し、市民と連携、協力してまちづくり

を進めねばならないと考えています。市としては、

北の天文字焼の再開を願う市民の声は重く受けと

めているとともに、多くの市民が集まり、自主的

にまちづくりのために行動を起こそうとする動き

は大切であり、すばらしいことであると思ってい

ます。市民の皆さん方が中心となって北の天文字

焼が実施されることになったきっかけ、意義など

を再認識し、まちづくりの主役は市民であること

を自覚され、活動していただくことが北の天文字

焼が再開された後も継続して実施されていく原動

力になると思っております。今後北の天文字焼を

考える会を初め関係者の方々と話し合いを行い、

よりよい方策を探ってまいります。

次に、小項目の２、復活に向けて、どのような

支援をされるのかについてお答えをいたします。

先ほど申し上げましたとおり、まちづくりの原点

は市民が主役であり、市は脇役を担うことにより

そのイベントの意義、さらには開催者の思いが表

現され、そのことが見る者に感動という付加価値

をつけ加えることができると考えています。一昨

年まで開催されてきた北の天文字焼には、これら

の要素が十二分に表現されていたことが単なる火

文字ではなく、多くの市民の心の中に記憶され、

再開を願う多くの声として発せられていると思っ

ております。これまで市民の力によって天文字焼

でまちおこしをするぞと続けてきた多くの市民皆

さんの思いが込められた北の天文字焼でないと、

多くの市民が再開を願っている北の天文字焼の姿

ではなくなってしまうと考えています。このこと

からも市としましては、単なる催し物の復活では

なく、市民が切に願っている北の天文字焼の再開

に向けて市としての役割を十分に認識して、どの

ような支援を行うことが最善策であるか、関係者

の皆さんと話し合ってまいりたいと思っておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

大きな項目３、名寄市立大学図書館の整備につい

てお答え申し上げます。

まず、小項目１の基本構想について申し上げま

す。開学当初からの懸案でありました大学図書館

整備につきましては、学生の学習支援や本学が行

う高等教育及び研究活動を支える重要な学術情報

基盤としての役割、さらには社会や地域連携の一

翼を担う本学附属機関としての役割を勘案し、地

域に開かれた図書館を構築するために現在学内に

図書館整備検討委員会を設置し、これまで７回の

検討委員会と市民意見交換会を開催し、名寄市立

大学図書館整備基本構想、基本計画の策定作業を
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進めてまいりました。新図書館整備の基本構想と

して、新図書館の理念と６つの目標を掲げ、これ

ら理念と目標を具現化するために実現すべき図書

館像として５つの柱を立てました。１つ目としま

して蔵書ビジョンを策定し､最適な専門図書及び教

養図書を整備した知の集合体とすること、２つ目

としましてデジタルコンテンツなどさまざまな学

習情報を利用できる学習環境を実現すること、３

つ目としまして講義以外での学生の学習をサポー

トする支援体制を構築すること、４つ目としまし

て学生の主体的な学びに対応した施設環境を実現

すること、５つ目としまして関係機関と連携した

利用環境を整備し、地域住民が利用しやすい環境

整備を実現することであります。これらの基本計

画の検討事項につきましては、１、計画策定の趣

旨、２､大学図書館の現状と課題、３、新図書館整

備の基本構想、４､コンテンツ計画、５、組織運営

計画、６、新図書館で実現すべき機能、７、図書

館の質保証、８、広報計画、この８項目について

検討を行い、第７回の委員会で計画素案を確認し、

今月末の委員会で最終案の確認を行うこととして

おります。

次に、小項目２の完成までのスケジュールにつ

いて申し上げます。大学図書館の今後の主な整備

の工程につきましては、今年度末で図書館整備基

本構想、基本計画を策定し、平成２５年度には建

築基本設計及び図書館利用計画の策定を行い、平

成２６年度において建築実施設計及び図書館運営

計画の策定を行い、平成２７年度に建築工事を実

施し、また運営組織体制の準備を行い、平成２８

年度には新図書館の開館、供用開始を予定してお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇６番（川口京二議員）

きました。ありがとうございます。再質問をさせ

ていただきます。

まず、４高群の存廃問題でありますが、名寄市

だけではなく上川北部にとっても大変大きな問題

であると捉えていただいているようであります。

期成会や上川北部の市町村長、議長にも協力をい

ただき、要望活動をしていただいているとのこと

ですが、それぞれ何回ぐらい行かれているのでし

ょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれの団体含め〇総務部長（扇谷茂幸君）

てお話をさせていただきます。

まず、陸上自衛隊名寄駐屯地増強促進期成会要

望という形で、これは平成２４年度は３回、それ

から上川北部要望という形で、これにつきまして

も２４年度は３回です。それから、北海道自衛隊

駐屯地等の連絡協議会要望というのがありまして、

これにつきましても２４年度には３回、それから

陸上自衛隊第２師団地域市町村要望というのがご

ざいまして、これにつきましても平成２４年度は

２回、平成２４年度につきましては計１１回の公

式な要望を行っております。これは、あくまでも

公式な要望でありまして、これ以外にも実は市長

が上京の際にそれぞれ防衛省を含め関係省庁を回

って非公式な要望も行っております。直近では、

１月の末に市長が上京した際にも防衛省、それか

ら地元国会議員初め、それぞれこのことにつきま

しては第４高射特科群のお話もさせていただいて

いるという状況であります。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

答弁の中で防衛省政務〇６番（川口京二議員）

三役や陸上幕僚監部と直接面談したとのことだっ

たのですが、もちろん回答は得られないのでしょ

うけれども、感触はどのようなものがあったのか、

ちょっと伺います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか感触というの難〇市長（加藤剛士君）

しいですけれども、御案内のとおり政権が交代さ

れたということで、大綱、中期防は一旦廃止する

ということは確実なので、とりあえず今のところ

高射特科群が減るということは、今の段階では凍
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結されているということであります。国防という

のは国の担任事務ですから、一自治体がこういう

戦力をこうしてほしいなんていうのは大変僣越な

話でもあるというふうに私は認識しているのです

けれども、一方でこれまで地域が支えてきて名寄

駐屯地あるいは自衛隊がしっかりと活動できてい

ると。このことに対する地域としての自負もある

し、そうしたことをしっかりとお訴えをし、引き

続き地域も支えていくし、ぜひそのことも含めて

これ以上の削減がないように体制の維持、強化を

してくださいというお話はさせていただいている

ところで、一定の御理解はいただいているという

ふうに認識をしております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ありが〇６番（川口京二議員）

とうございます。

市は、要望活動等をよくやっていただいている

のですが、残念なことに活動しているというよう

な情報が余り入らないのです。４高群の問題だけ

ではなく、要望とか陳情とかに行くのはその地域

にとって大変重要な問題だから行くわけですから､

当然市民の皆さんも関心が高いと思っています。

私は、もっと市民に対しそのような情報を知らせ

るべきだと思いますが、いかがでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市民の皆さんへのお〇総務部長（扇谷茂幸君）

知らせというお話でございますけれども、名寄駐

屯地への要望につきましては当然のことながら地

元のマスコミにもお知らせをしまして、報道等で

周知をさせていただいているというところであり

ますけれども、北海道段階、もしくは国、中央要

望に関しましては御指摘のとおり余り積極的な市

民の皆さんへお知らせは行っていないというとこ

ろであります。要望活動につきましては、防衛関

係ばかりでなくてさまざまな形で、道路でありま

すとか、河川でありますとか、さまざまな中央要

望もありますので、そうした中央要望の状況等に

つきましてはこれからできるだけ市民の皆さんに

もしっかりお知らせをするということが大事だと

いうふうにも認識をしておりますので、広報であ

りますとか、それから市のホームページ等もあり

ますから、その辺をしっかり活用しながら、市民

の皆さんにお知らせをしてまいりたいと考えてお

ります。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

昨年１２月に政権がか〇６番（川口京二議員）

わって、１月に防衛計画の大綱が見直しとなった

のですが、私は政府に対して第４高射特科群の存

続を訴えるのには大きなチャンスだと思っていま

す。名寄市として､あるいは上川北部として早い時

期に陳情等に行き、名寄市の地方の思いを伝える

べきだと思いますが、大綱の見直し後に行かれま

したか。行っていなければ早目に行く考えはあり

ませんか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど申し上げまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおり、公式には実はまだ行っておりません。

ただ、１月の末に市長が上京した折に関係省庁回

らせていただいておりますので、今後各種団体と

も相談をさせていただきながら、できるだけそう

いう機会を早くつくってまいりたいと考えており

ます。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、新防衛計画の大〇６番（川口京二議員）

綱の決定時期について伺いますが､防衛計画の大綱

が決定するということは、その時点で高射特科群

が削減されるかどうか決まるということです。第

４高射特科群か第１高射特科群か、はっきりする

かもしれません。いつごろになるのか把握はされ

ていますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

新防衛大綱の決定の〇総務部長（扇谷茂幸君）

時期についてということでありますけれども、今

私どもが得ている情報によりますと、６月末ころ

をめどに中間取りまとめをされるというふうに聞

いておりまして、おおむねこれは年内ということ
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でありますけれども、これまでに新たな防衛計画

の大綱なり中期防衛力の整備計画が閣議決定され

るという情報を得ております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、大綱が決定して〇６番（川口京二議員）

からでは要望等をしても遅いと思っています。決

定してから覆すのは大変なことでありまして、し

かし今ならまだ間に合う可能性があると思ってい

ます。過去に名寄市では、旧国鉄職員と家族約７

００人が広域異動になったとき、学校から子供が

いなくなり、この影響で教職員が減るとともに、

近辺の商店が店を閉めるなど大きな影響を受けま

した。今回は、さらに規模が大きく､隊員は支援中

隊を合わせると約４３０名、家族を合わせると約

０００名になります。先ほどお答えいただきま

したが、経済的だけではなくさまざまな場面で大

きな影響があるわけです。であれば、今できる最

大の努力をするべきであり、あらゆる手段を講じ

て対処していくべきだと思います。今さら署名運

動でもないのでしょうが、みんなで考え、知恵を

出し合って最善の努力をすることが必要だと思い

ます。名寄市にとって大変大きな問題に間違いな

いのですから、協議をしていただき、今できる何

かをやっていただきたいと思います。

次に、天文字焼でありますが、お話を聞いて、

復活だけではなくて今後も継続していただきたい

という思いは感じました。まだまだこれからとい

うときに中止となりましたが、来年こそは復活さ

せようと立ち上がっていただいた方々もいらっし

ゃいます。それは、すばらしいことだと思います。

私は、北の天文字焼は名寄市のＰＲ効果やさまざ

まな効果等を考えたとき、大きな可能性を持った

冬の観光資源だと思っています。特に名寄市の知

名度向上には最適のものだと思っています。知名

度向上のため、さまざまなことをされていますが、

私はマスコミが一番であると思っています。仮に

来年再開となれば、必ずマスコミが来ると思って

います。珍しいイベントであり、ニュース性が高

いためです。まちづくりは市民が主役という考え

はわかります。まさに主役となって立ち上がって

きたわけです。私は、個人や一団体が行う行事は

それほど長続きはしないと思っています。経費や

人員確保や機材の確保など大変難しい面があるか

らです。北の天文字焼は、まだまだやり方やもっ

と経費をかければ多くの観光客を呼べるイベント

だと思っています。天文字焼だけではなく市にと

って効果のあるイベントや行事、１０年、２０年

と続いている行事は、もう少し支援の方法などを

見直す考えも必要ではないかと思います。答弁は

必要ありません。

次、大学図書館について再質問させていただき

ます。新しく図書館を構築するわけですから、現

在の図書館ではいろいろな問題があるからだと思

いますが、どのような問題点があるのでしょうか。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

図書館の整〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

備検討委員会の中で、いろいろ現状の課題を把握

するために議論を重ねてまいりました。その具体

的な例としまして、１つは学生アンケート、それ

から教員アンケート、それから市民検討会、市民

懇談会です。それから、関係機関の聞き取り調査

という、こういう４つのことを実施いたしまして、

現状の課題を明らかにしてきたところでございま

す。もちろん現在図書館は、大学の中で本館、分

館と２つに分かれて施設がございますが、その施

設が持つ基本的な課題もございます。主な問題点

としましては、看護学、教養、保育学に関する書

籍はいわゆる図書館の本館のほうに、それから栄

養学、社会福祉学などに関する書籍は分館、恵陵

館のほうに分かれて所蔵されております。各領域

を幅広く学んでいく上で、学生にとっては非常に

利用上不便な環境にあるということでございます。

それから、図書館職員は全て嘱託職員となってお

ります。専門の知識を有する専任の職員を配置す

るということが望まれております。平日の開館時

間が本館では午後９時まで、分館では午後７時ま
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でと。それから、土曜、日曜は閉館をしておりま

す。利便性に課題がございます。それから、図書

館分類法に従った配架が十分に行われていない書

架がございます。こういうものの改善が望まれて

おります。それから、現在の蔵書数は８万００

０冊程度。これも８万０００冊を超えておりま

す。そのうち開架に配架されている図書数は６万

０００冊程度でございます。収容能力からして

既に限界を超え、余裕のない状況になっておりま

す。こういう基本的な現状の課題がございます。

あと、学生アンケートの中では、やはり閲覧席

数の不足、それからグループで意見交換をしなが

ら学習をしたい学生と､一方では静かに集中して学

習したい学生がいると。そういうような二律背反

する状況をどういうふうに改善していくかという

問題が出てまいりました。あと、教員アンケート

では、基本的な蔵書の不足が指摘されております。

専門図書の整備が優先されるのですが、大学とし

ての教養図書の必要性も指摘されております。市

民懇談会、市民検討会で出された意見の中では、

蔵書内容や貸借における市立図書館との連携、そ

れから市民利用に関する広報の必要性などが挙げ

られております。この中では、具体的には市立図

書館と大学図書館の役割分担を明確化して、より

使いやすい、市民にわかりやすい利用方法を広報

する必要があるのではないか。それから、専門職、

いわゆる栄養士、管理栄養士、それから社会福祉

士、看護師の皆さん、保健師の皆さん、こういう

地元にいる、地域にいる専門職の方々が利用でき

る図書館であってほしい。それから、やはり土曜、

日曜の開館をぜひしてほしい。それから、個人ブ

ースが欲しいと。これは、現職の看護師さんの中

からそういうような要望が出されておりました。

それから、社会福祉士の方からは、遅い時間であ

れば勤務終了後図書館で勉強ができると。調べ物

などができる、そういう環境を整備してほしいと

いうような意見も出されておりました。この市民

検討委員会は、道北地区の社会福祉士会の代表の

方、市立病院の看護婦の代表の方、市立図書館の

図書館協議会の代表の方、市内の各保育所の代表

の方、それから栄養士会の代表の方、それから名

寄市の名寄幼児教育振興会の代表の方、市内幼稚

園の代表の方々にお集まりをいただいて、御意見

を伺ったものでございます。

以上、そのような意見を出されておりまして、

こういう課題と出されました要望に基づきまして

基本構想、基本計画を策定をしたところでござい

ます。今後は、こういう基本、この出された要望

につきましては基本設計、この後に策定を予定し

ています個別の利用計画や運営計画に反映をさせ

てまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

市民の利用しやすい環〇６番（川口京二議員）

境づくりという点で伺いますが、書籍の種類や開

館日や開館時間等も含めてどのようなことを考え

ていらっしゃるか伺います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

具体的には、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

今申し上げましたいろいろな現状の課題、問題点、

そして各市民の皆様から寄せられた御意見、先生

方、学生の皆さんから寄せられた提案、そういう

ものにつきましては今後の運営計画ですとか、利

用計画をつくり上げる中で実現を図ってまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

視察に行きました東京〇６番（川口京二議員）

女子大学図書館は、学生協働サポート体制が大変

充実しておりました。学習全般やレポートの作成

の基本を教えてくれる学習コンシェルジュ、情報

機器の質問に答えてくれるシステムサポーター、

みずからの図書館利用中に利用案内サービスをす

るボランティアスタッフ、本をもとの場所に戻す

作業等をしながら利用者の質問に答えるサポータ

ーなどです。募集をするのですが､コミュニケーシ
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ョン能力が身につくし、人に教えることにより自

分の勉強になるということで応募が殺到している

そうです。このような活動も大事なのではないか

と思いますが、いかがですか。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

御提案のと〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

おり、大学図書館では図書館のイメージが大きく

変わってきております。先ほど申し上げましたよ

うに、静かな環境で学ぶ環境と、それからもう一

つ、能動的な学習をできる環境、いわゆるディス

カッションですとかグループ学習をある程度討論

ができるような利用環境、その両方を実現しなけ

ればなりません。もう一つは、学生の基本的な学

習能力といいますか、リテラシー教育というので

すか、そういうものです。いわゆる読み書きそろ

ばんに該当する部分ですが、レポートを書くため

のいろいろな訓練ですとか、そういうものを講義

以外の場所と時間で実現をしていくということが

求められております。議員おっしゃったように、

いわゆる図書館でそういうような学生の学習を支

援するサポート体制、それから利用しやすい、そ

ういう学習をサポートできる利用環境というもの

の整備も求められてきているのが現状でございま

す。今般この基本構想、基本計画の中では、学生

の主体的な学びを支援する場所とするために、学

習相談や支援サービスの体制の整備が必要である

というふうに考えております。本学における学生

と図書館のかかわりにつきましては、図書館スタ

ッフとしての学生アルバイトや学生が購入図書を

選ぶために各学科の学生の参加による選書ツアー

を、これを年２回ほど現在実施してきております。

これは現状でございますが、新しい図書館との整

備の中では今後こういうようなかかわりがますま

す重要になってくるだろうと考えられております

ので、図書館の利用を促進するためにも、いわゆ

る上級学年の学生による学習支援やレポートの作

成の指導など、そういうことも想定をして検討を

してまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後の市民意見交換会〇６番（川口京二議員）

などは、どのぐらい予定をしておられるのでしょ

うか。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

市民の皆さ〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

んとの意見交換会は、これで検討委員会が終了い

たしますので、今後は特に予定をしておりません。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

建設にはまだ少し時間〇６番（川口京二議員）

もありますので、より多くの市民の意見や学生や

職員や、いろんな人の意見を聞いて、ほかのまち

に誇れるようなすばらしい図書館をつくっていた

だきたいと思います。

以上で終わります。

以上で川口京二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

総合的な雪対策について外２件を、熊谷吉正議

員。

ちょうど２時近くに〇１３番（熊谷吉正議員）

なっていますから、睡魔が襲う時間帯であります

けれども、一般質問最後でございますので、特段

実のある回答を期待をして、順次御質問申し上げ

たいと思います。

総合的な雪対策についてでありますが、３月２

日前後に北海道全体を襲った暴風雪で、痛ましい

ことに９名の道民の皆さんが被害に遭い、哀悼の

意を表明するばかりでありますが、この名寄市に

おいても暖冬も重なって、落雪だとか、あるいは

多雪による交差点の事故など大きな事故が多発を

しております。残す冬もわずかでありますけれど

も、次への冬に備えて安全確保や、あるいは快適

な道路を中心にした生活空間の確保はこれからも

重要な命題であるというふうに思っていますから、

以下３点について御質問申し上げたいと思います。

今冬の降雪、積雪を踏まえた総合的な雪対策の

現状と課題についてでありますが、雪対策の現状
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についてはこれまでも今回の議会で各議員から質

問が出ておりますから、この場における質問は割

愛をさせていただきますけれども、それを踏まえ

た今後の課題についてお聞かせをいただきたいと

思います。

２つ目には、除排雪への市民ニーズの反映につ

いてでありますが、日ごろの市民ニーズの把握の

現状と除排雪体制充実にそれをどのように反映を

されているのかお聞かせをいただきたいと思いま

す。

３点目は、高齢者、障害者等に優しい雪対策に

ついて、例えば門口除雪等の事業がございますが、

その改善、拡大に向けた今後の施策の考え方につ

いてお聞かせをいただきたいと思います。

大きな２つ目は、平和で安心できる市民生活に

ついてでありますが、少子化には若者が安心して

子供を産み育てることができるような環境と施策

を、低所得者にはセーフティーネットの確立を、

そして高齢者には病弱な方や元気な方、一様には

いきませんけれども、文字どおり安心して元気に

生活できるような改善をしていくのがまさに行政、

議会の最重要課題であるというふうに思っており

ます。２つについて御質問申し上げたいと思いま

す。

１つは、少子高齢化時代の基本的対応と福祉政

策についてでありますが、これは質問ではござい

ませんが、これも冒頭質問を予定をしておりまし

たけれども、この場における質問は割愛をいたし

ますが、先般大石議員も触れておりましたが、国

の生活保護費の削減の問題について、国は新しい

政権の中で３年で約６７０億円の削減とそれに連

動する３８制度に絡んで４５０億円ぐらい影響が

出るだろうということで、まさに憲法に触れるよ

うな大きな大きな削減を予定をしておりますが、

改めてこの場をかりて抗議を申し上げたいと思い

ますし、首長の立場で一層の歯どめと改善策を求

めておきたいというふうに思います。

そこで、今後の子育て支援と安心な高齢者支援

の基本的なスタンスについて、まず加藤市長にお

伺いをいたします。具体的に言えば、市民ニーズ

の強い今後の子供医療費の無料化の取り組み、福

祉バス無料化問題への対応についてお聞かせをい

ただきたいと思います。

２つ目には、非核平和都市宣言にふさわしいま

ちづくりの推進についてでありますが、名寄市に

おける宣言にふさわしい具体的な施策の展開と市

民への情報発信についてお知らせをいただきたい

と思います。

駐屯地６０周年記念事業にかかわる名寄市の対

応の経過と現状についてお答えをいただきたいと

思います。

大きい項目３、最後になりますが、指定管理者

制度について。公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例、平成１８年施行で新年度で

８年目を迎えますが、おおむね各施設とも２巡目

に入ってきます。この間規則も７回ほど改正し、

制度の運用や改善等を行ってきたと思いますが、

一層の住民福祉の増進、雇用条件の配慮、公平性、

公正性、情報公開等まだまだ検討課題もあると思

います。

そこで、１つには、名寄市における制度の検証

経過と課題についてお答えをいただきたいと思い

ます。

２つ目には、指定管理者制度の今後の展開につ

いてお答えをいただくことを求めて、この場にお

ける質問を終わりたいと思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま熊谷議〇建設水道部長（長内和明君）

員より大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１、総合的な雪対策についての小

項目１、２、３については私から、大項目２の平

和で安心できる市民生活についての小項目１につ

いては健康福祉部長から、小項目２及び大項目３

の指定管理者制度については総務部長からの答弁

とさせていただきます。

大項目の１、総合的な雪対策についての小項目
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１の今冬の降雪による課題についてお答えをいた

します。近年の名寄地方の異常気象とも言える降

雪状況や国の政策による公共事業の縮減に伴う除

雪事業者の経営環境などの変化から、除排雪作業

には毎年その対応に苦慮するようになってきたと

ころであります。これまで経験上の排雪期間も含

めた除排雪体制が降雪状況により柔軟に対応する

必要が出てきた反面、柔軟に対応したくても市内

業者の建設機械が管内で行われている公共事業な

どに使用され、緊急の対応が難しく、市民生活に

大変御迷惑をおかけしている状況となっておりま

す。降雪による市民生活の不安解消のために、建

設事業者の機械力を維持するため、夏場の公共事

業をふやすことや機械力を最大に投入する予算の

確保など多大な費用をかければその不安は解消で

きるものと思いますけれども、現実的には困難と

判断をしているところであります。今後において

もこのような大雪になることが想定されることか

ら、その対策手法について近隣自治体や国の研究

機関の研修会などからの情報収集に努め、雪堆積

場や除雪事業者の機械力、機動力、人材の確保と

いった課題についての対応と雪対策のあり方につ

いて研究し、町内会や除雪事業者、関係機関と協

議を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、除排雪への市民ニーズへの

反映についてお答えいたします。除排雪事業への

要望、意見につきましては、毎シーズン市民個人

からの要望、苦情を初め、町内会、各種団体から

大変多くの要望、御意見をいただいております。

これらの要望、意見に対して、文書要望に対して

は文書で回答を行い、電話での回答や現地立ち会

いのもとで改善できる点については対応を行って

おりますが、多くの場合、除雪により間口に道路

の雪を置いていかれたという内容の意見が大変多

い状況にあります。このことにつきましては、こ

の間市道の除雪はかき分け除雪であり、間口には

雪が残りますが、市民の皆様の協力をお願いし、

朝の通学や通勤までに除雪を終了しないと交通に

支障を来すなど、除雪シーズン前に広報やホーム

ページなどでお知らせをしてきたところでありま

すが、市民に向けての情報発信が少なく、間口除

雪や道路への雪出し防止など市の雪対策への理解、

協力が市民に浸透していないことを痛切に感じた

ところであります。雪対策に係る全ての市民要望

を行政だけで担うことは不可能であり、それぞれ

の責任と役割の分担を明確にした上で、行政と市

民、除雪業者との協働を推進しながら、多様なソ

フト、広報媒体を活用して市民皆様の情報周知を

行ってまいりたいと考えております。

次に、小項目の３、高齢者、障害者に優しい雪

対策についてお答えをいたします。平成２４年第

３回定例会において議決をいただきました名寄市

高齢者自立支援事業条例の一部を改正する条例に

より、名寄、風連両地区を統一した名寄市除雪サ

ービス等助成事業を本年度からスタートいたしま

した。現在の利用者につきましては、名寄地区で

除雪助成券の認定が１５５世帯で前年度より４世

帯の減、生活保護世帯では３６世帯で前年度より

５世帯の増、風連地区では除雪助成券の認定が１

０６世帯、生活保護世帯では８世帯で前年度より

５世帯の減となっております。今回の条例の一部

改正にあわせて実施しました要綱の一部改正によ

り、総収入の判定基準の追加により２３世帯、利

用対象者の拡大により５世帯がそれぞれ新たな対

象となったところでございます。今後におきまし

ても事業の利用者はもちろんのこと、各担当地域

で福祉を必要とする方の把握に努められておりま

す民生委員児童委員の皆様からの意見を伺い、施

策を進めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目２の小項目１、少子高齢時代への基本

的対応と福祉施策について申し上げます。

初めに、子育て支援の基本的スタンスについて

申し上げます。本市では、次世代育成支援後期行
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動計画、「ここで育って、ここで育ててよかった

といえるまちをめざして」に基づき、さまざまな

事業を展開してまいりました。具体的には、お子

さんが誕生してから４カ月以内に全戸家庭訪問を

行うこんにちは赤ちゃん事業を保健センターで実

施しており、育児及び発達状況の把握に努めてお

ります。核家族化や転勤等により名寄に身寄りの

ない家庭等さまざまなケースについて個々に対応

しており、また育児に不安を持つ家庭にはこども

未来課と連携し、子育て支援センター担当保育士

の派遣等を行い、育児指導や育児相談を行ってお

ります。平成２４年度から取り組んでいる親子お

出かけバスツアーも延べ参加人数が０００人を

超すなど好評を得ており、また同じく取り組んだ

青空保育も多くの子育て世代の方々に喜ばれ、平

成２５年度も実施してほしいとの要望もあり、回

数や場所も拡大し、実施してまいりたいと考えて

おります。今まで実施してきた子育て支援の視点

を少し変え、会場を用意し、来ていただく支援に

加え、こちらから出向き、支援をしていく取り組

みを進めてまいりたいと考えております。また、

平成２５年度からモチ米生産日本一の名寄産モチ

米を使用した誕生もちを名寄に在住する１歳にな

るお子さんに一生食べ物に不自由しませんように、

すくすくと成長されますようにとの願いを込めプ

レゼントする新たな子育て応援事業に取り組み、

子育て支援のさらなる充実に努めてまいりたいと

考えております。

次に、乳幼児医療費サービスの拡大について申

し上げます。本市では、少子化対策に北海道に準

拠した乳幼児医療費等助成事業及びひとり親家庭

等医療費助成事業を実施しており、医療費での支

援を行っております。平成２３年度決算では、乳

幼児医療費で９５２万０００円、ひとり親家

庭等医療費で２７５万０００円、合わせて

２２８万０００円の支出となっております。金

額から見て多くの子育て世代に利用していただい

ており、支援策として成果が上がっていると考え

ております。以前より乳幼児医療について無償化

の御意見もいただいておりますが、本市は道北地

方の中核となる病院を運営しており、近隣市町村

の住民からも深く信頼され、道北地方の医療のと

りでとして、また名寄市民には地元に大きな病院

があるという生活の安心感を与えていると考えて

おります。小児科では、受け入れ態勢を２４時間

とっており、子育て世代の市民にとってよい医療

環境を提供しているものと考えております。

次に、福祉バスの無料化について申し上げます。

平成２０年度までは福祉バスとして無料で運行し

ておりましたが、当時所有しておりましたバスが

更新時期を迎え、さらに道路運送法では観光要素

の高い白ナンバー車両の運行規制があり、あわせ

て福祉行政サービス無料化の時代もありましたが、

大切なサービスを維持、継続していくためにはあ

る程度の利用者負担をいただき、利用者負担の公

平性を重視し、利用されない方との均衡を保ちた

いことから、民間バス利用に転換したものであり

ます。したがいまして、平成２１年度からはバス

の借り上げにつきましては福祉及び社会教育関係

団体が研修等を目的とした移送に市が指定した業

者から車両を借り入れた場合において、その費用

の一部を補助する名寄市福祉及び名寄社会教育関

係団体活動推進補助金交付要綱により、老人クラ

ブが１割、老人クラブ以外の福祉団体及び教育団

体は５割の負担をしていただいているところであ

ります。４年経過しますが、現時点においては関

係団体の御理解をいただいているものと考えてお

りますので、当分の間は１割負担を継続してまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、非核平和都市〇総務部長（扇谷茂幸君）

宣言にふさわしいまちづくり推進についてお答え

をいたします。

名寄市は、恒久平和と幸せな市民生活を守るた

めに、平成１９年に非核平和都市宣言を行いまし

平成２５年３月１９日（火曜日）第１回３月定例会・第４号



－199－

た。人類史上唯一の被爆国である我が国は、広島、

長崎の悲劇を再び繰り返してはならないとの決意

のもと、今後も核兵器を持たず、つくらず、持ち

込ませずの非核３原則を堅持していくことが責務

であると考えます。市民が安心して暮らせるよう

に、憲法記念ロードレースの開催、戦没者追悼式、

平和音楽行進の継続実施や民間団体が主催する各

種平和祈念事業と協調を図る中で平和の大切さを

市民とともに共有をしてまいりたいと考えます。

また、平成２３年には平和市長会議に加盟し、広

島、長崎両市と連携して核兵器廃絶を目指してお

ります。今後も機会を捉えて非核平和都市宣言を

行っている自治体として情報発信に努めてまいり

ます。

次に、名寄駐屯地創立６０周年記念事業につい

てでありますが、陸上自衛隊名寄駐屯地は昭和２

８年に創立され、本年６０年の節目を迎えること

となります。御存じのように名寄駐屯地と本市は、

まちづくりを初めあらゆる場面において密接な関

係にあることから、これまでも毎年行われる記念

式典等への参加のほか、５年ごとの記念事業には

名寄市自衛隊後援会に特別負担金を支出するなど

積極的に支援を行い、関係の皆さんとともに祝い、

理解と交流を深めてきたところであります。本年

の創立６０周年記念事業につきましても同様に創

立６０周年を祝い、地域との理解、交流の場とな

るよう努めてまいる所存であり、本年２月２２日

に設立をしました陸上自衛隊名寄駐屯地創立６０

周年記念行事協賛会においては、防災への市民の

関心が高まる中、一昨年の東日本大震災を初め地

域での災害派遣などにも大きく貢献している名寄

駐屯地につきまして、広範な市民と一層の交流と

理解を深めるためには会場を市中に移しての実施

が望ましいとの結論に至ったことから、３月１２

日、自衛隊名寄駐屯地にその旨の要請を行ったと

ころであります。協賛会につきましては、名寄地

方自衛隊協力会会長の加藤市長が会長となり、現

在の構成団体は市内外を含め２５団体となってお

ります。記念行事の詳細につきましては、今後の

検討となりますが、日程は６月１６日、３条本通

での市中パレード、南広場での災害派遣、救助訓

練展示等を予定しており、多くの市民の皆様の御

理解と御協力をいただき、記念行事を成功させて

まいりたいと考えております。

続きまして、大項目３、指定管理者制度に係る

検証経過と課題についてお答えをいたします。指

定管理者制度は、民間の活力を利用して公の施設

の管理を行い、コストの削減と住民サービスの向

上を図ろうとするもので、本市における指定管理

者導入施設数は本年４月から導入をしますふうれ

ん地域交流センターを含め３４施設であります。

制度導入から７年が経過し、当該制度の検証につ

きましては、まずコスト面についてでありますが、

市としては施設を管理する職員数の縮減は進んで

おりますが、指定管理者に支払う指定管理料は直

営のときに比べ大幅な減となっていないものと想

定をしております。これは、施設管理の主な経費

が維持管理経費と人件費であり、維持管理経費に

つきましては指定管理者の工夫により少しずつ縮

減されておりますが、人件費につきましては必要

な経費は維持されております。一方、住民サービ

スの向上につきましては、道の駅や森の休暇村な

どでは創意工夫を凝らした取り組みにより集客数

も増加し、お客様に大変喜ばれております。本市

の指定管理施設全般においても大きな苦情が寄せ

られることもなく、サービスの維持、向上は図ら

れているものと考えております。今後におきまし

てもより一層の業務改善とサービスの向上に努め、

収入の増加を図り、安定した施設管理を行えるよ

う指定管理者に求めてまいります。

次に、課題でありますが、最近の公募施設の更

新選定におきまして応募業者が１社の場合が多く

見られることであります。これは、応募資格で地

元業者の条件を付しており、本市のような地方都

市では実際に指定管理者となるノウハウを持った

地元業者が限られていることが原因の一つと考え
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られます。ただし、市といたしましては地元業者

の条件を変更する考えはありませんので、そうし

た中にあっても複数業者による競争となるよう情

報の提供などに努めてまいります。

制度の今後の展開についてでありますが、名寄

市行財政改革推進計画や新名寄市総合計画の前期

及び後期計画の策定時におけるそれぞれの議論の

中で、指定管理者制度は民間活力の活用に係る有

効な手段として認識をし、当該制度の積極的な活

用を掲げております。ただし、指定管理者制度が

全ての公の施設で有効なものとは判断しておりま

せんで、平成２２年１２月の総務省通知にあるよ

うに指定管理者制度は公の施設としての設置目的

を効果的に達成するために必要があると認められ

る場合に活用するものであり、それぞれの施設で

その設置目的や特性、サービスの向上などについ

て十分な検討を行い、市の直営による管理、指定

管理者制度の導入かを判断しようと考えておりま

す。

以上、答弁といたします。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれお答えをい〇１３番（熊谷吉正議員）

ただきましたけれども、順不同になりますけれど

も、再質問を申し上げたいと思います。

まず、加藤市長に自衛隊の６０周年の記念事業

の関係についてお伺いしますが、残念なことに答

弁には３月１２日に市長、駐屯地に要請をしたこ

とはお話ありましたけれども、その前日に市民の

皆さんからお祝い事、６０周年はさておいても市

中のパレード、いわゆる武装での行進についての

異議申し立てというか、市長に要望がございまし

た。市長しかそのときおりませんから、市長にお

答えをいただくしかないのですけれども、市民の

皆さんそれぞれ要望書の内容を見ますと、この間

駐屯地の存在について、いろいろ災害派遣だとか

地域の活動だとかということで一定の好感を持っ

ているけれども、しかし記念行事に名をかりて武

装で市中行進することについては非常に違和感が

あると。特に全国で一部行われている状況を見る

と、銃器や戦闘車両などを含めてまさに武装パレ

ード、今来た道、またか、あるいは戦争を思い起

こすということで不安と戸惑いを表明されていた

ような気がいたします。公平、公正な平和都市宣

言をしている名寄市の市長として、自衛隊だけを

取り上げて特別に宣伝をしたり、執行を擁するこ

とについての若干片手落ちがあるのではないかと

いう不安の気持ちをかなり抑制をしながら市長に

要望をされたというふうに思いますが、改めてこ

のことについてどういう御感想、御見解を持って

対応されたのか、お知らせをいただきたいと思い

ます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

この３月１２日の１日前〇市長（加藤剛士君）

の１１日に市民の方から市中パレードを考えると

いうことで要請をいただきまして、さまざまな自

衛隊に対するイメージというのはお持ちであろう

ということは重々承知はいたしました。しかしな

がら、協力会長としてこれまで自衛隊とともに名

寄市が歩んできた道のりと、当然自衛隊のみでは

ない、さまざまな地域支援があるわけでございま

すけれども、自衛隊も名寄市にとってはなくては

ならない存在でありますし、これからも一緒にま

ちづくりを進めていくという観点を含めて、この

節目を契機に市中パレードも含めた、東日本大震

災等も災害派遣等で活躍をされた、そのことも含

めて市中で展示をしていただくということが望ま

しいのではないかと。この間２５団体、広く市民

の御意見をお聞きをさせていただいた、総合的に

このことが地域の総合的な発展につながると判断

をし、要請をさせていただいたところでありまし

て、ぜひこのことを御理解いただきたいと思いま

す。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちゃんとお答えをい〇１３番（熊谷吉正議員）

ただいていないのですが、市長、１２日の日駐屯

地にお伺いをして、いわゆる市長は新聞でしか私
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も存じないのですけれども、観閲行進をお願いを

したと。それは、市民の皆さんが見る目からする

と、全国の例からすると武装、兵器、戦闘車両と

いうふうにイコールでつながって、そのつながる

不安や思いというのは、いわゆる六十数年たった

といえどもやっぱり今来た道にまた戻る心配はな

いのか、あるいはあの戦争を思い起こす、イメー

ジがダブってくるという気持ちを理解をいただけ

るかどうか、もう少しお答えいただきたい。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

そうしたいろいろな自衛〇市長（加藤剛士君）

隊に対する思いがあるというのも十分承知をしな

がらも、これからの名寄市が歩むまちづくりのこ

とを考え、総合的に判断をさせていただいて、今

回要請をさせていただいたということであります。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

駐屯地に武装パレー〇１３番（熊谷吉正議員）

ドを要請をしたのですか。観閲行進というのは、

いわゆる手ぶらで行進をするのではないのですよ

ね。そこら辺については、どういう形でやるかと

いうのは自衛隊駐屯地任せなのでしょうか、それ

とも具体的に言及されていますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

３つの要請をしています。〇市長（加藤剛士君）

観閲行進を市中で行っていただきたいということ

と、防災の展示を、これは消防あるいは警察も共

同で、東日本大震災での活動経過も含めてこれを

展示をしていただきたいと。もう一つは、この際

市民に広く親しまれるイベントをぜひ企画をして、

この３点を要望したということでございます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる武装行進な〇１３番（熊谷吉正議員）

のですね。一般災害の訓練だとか、いろいろ市民

との交流などについては市民団体の皆さんも周年

行事としてそれはあり得るでしょうと。毎年隊内

でもやられているということで、そこまで言及は、

あえて抑制をしながら、触れていないわけです。

ただ、武装についてのこだわりがあるというとこ

ろあたりの重い不安についてどのように理解をさ

れているのか、ちょっとよくぴんと伝わってこな

いのですけれども、やっぱりそれはかつての時代

をほうふつをさせるというところあたりは、そう

いうごく一部の市民ではないのではないかと私は

思うのです。歴史をちゃんと学んでいれば、どう

してもそこに連動させるのは普通の人間の本来の

考えることではないかというふうに思っているも

のですから、協賛会２５団体と言っていますけれ

ども、町内会連合会にどのように要請をされてい

るのかお答えいただけますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ関係する団体に、〇市長（加藤剛士君）

自衛隊とゆかりの、あるいは自衛隊とともにとい

うことで協賛いただける団体にお声がけをさせて

いただき、その賛同をいただいたということであ

ります。町内会連合会に対しましても、それぞれ

地域でＯＢの皆さん、あるいは現役の皆さんも含

めて町内会で幅広く活動をいただいているという

観点から、ぜひというお願いをさせていただき、

役員会等で諮っていただいて、了解をいただいた

というふうに報告受けております。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

具体的にこういう戦〇１３番（熊谷吉正議員）

闘車両だとか、武装されてパレードするのだけれ

どもという御説明はされているのですか。いわゆ

る市中パレードということではないのか、その辺

については、任意団体ですよね。町内会連合会、

各単独の町内会もそうですけれども、さまざまな

意見があると思うのです。これは、本当にこうい

う話がまた町内会の中でいろいろ議論が起きると、

いい、悪いという話も含めて非常にしこりが残る

ということについて考えていただけていないのか

なという感じがするのですけれども、もう一度町

内会連合会でどのようにお願いをしたのか、具体

的にお願いをしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今申し上げたとおりであ〇市長（加藤剛士君）
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りまして、町内会に対してもそれぞれの町内会で

隊員さんあるいはＯＢの皆さんがしっかりと根づ

いて活動していただいていることも含めて、この

６０周年に対して御支援できないかという相談を

させていただき、役員会で決議をしていただいた

というふうに聞いています。改めて名寄市と自衛

隊の関係を考えてきたときに、また先ほど川口議

員からもお話があったとおり、これ以上この隊員

さんが減ってしまうとまちづくり全てにおいて影

響してしまうという危機感も含めて、周年事業に

当たりこうした地域で自衛隊と一緒になってやっ

てきたし、これからも活動していくのだというこ

とを見せていくということは、改めてまちづくり

に対して、これから名寄市に対して必要なことだ

というふうに考えておりまして、ぜひ御理解をい

ただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

よく市長も、先ほど〇１３番（熊谷吉正議員）

川口議員からも４高群の削減の話の心配でいろい

ろ要望活動したり、しっかりやってもらわなけれ

ば困るという話も、私も個人的にはそれは千歳か、

名寄かといったら、まちづくりに大きな支障が出

るということからすれば、どうしても国がやると

いうのなら、大きいほうから順番にやってくださ

いというぐらいの気持ちは持っていますけれども、

しかしその話とはまた、いわゆる観閲行進、武装

行進を町中でやることによってそれがとめられる

という感覚の代物ではなくて、あくまでも先ほど

市長言ったように国の決めることなのです。運動

は、それぞれ思いがあって、地域の経済とか、い

ろんなことも含めて私も理解できますから、帯広

のときもいろいろありましたけれども。ただ、そ

のこととお祝い事として、あるいは市民との交流

ということを重点にするのであれば、せめて市民

の思いを皆さんが伝えている市長として、公平、

公正の立場で、やっぱり武装を外していただいて、

知恵を絞っていただくということをしっかり伝え

てもらったほうがよかったのではないですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

私なりに公平、公正を期〇市長（加藤剛士君）

して判断をしたということで、ぜひ御理解いただ

きたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

昨年の４定で佐々木〇１３番（熊谷吉正議員）

議員の一般質問の関係で、随分前のめりな答弁か

ら始まっていますけれども、あの中でもちょっと

私自衛隊員や家族の皆さんもこれどうかなという

ふうに思う方もいるのでないかと思うのですが、

１１の災害支援だとか、いろいろな災害支援の

中で非常に過酷な仕事をされるということで、特

別にこの６０年を機にそういうときには、有事の

ときには支援をして、協定も結びたいと。もちろ

ん過酷な任務であるお仕事ではあるけれども、私

も思っていますが、消防の皆さんも市役所の皆さ

んも国や道の出先の人も一般の民間会社も含めて

それぞれ目いっぱいお仕事をされているのです。

それに甲乙をつけて特別にそういう扱いをすると

いうことについては、市民であるそういう隊員や

家族の皆さんもそれはどうかなという声も聞きま

すし、それが公平、公正をとるべき首長の立場な

のかどうかという。気持ちは私もわかりますけれ

ども、しかし活字としてそういうことになると市

民の中にも差をつけながら対応せざるを得ない。

あのときの答弁からすると、介護施設や保育所な

どを含めて、そんなときには優先して特別な対応

をしようかというようなことを言われたのではな

いかと思うのだけれども、その真意についてもう

少しお聞かせいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の東日本大震災も含〇市長（加藤剛士君）

めて突発的な事案があったときに、まず最初に出

動していくのは自衛隊であります。今回の３月１

１日のときも全く家族にお話ができなくて、結局

現地へ赴いて１カ月以上帰ってこられなかったと

いう隊員さんも結構いらっしゃって、その中で共

働きの方だとか、あるいは介護をされている方も

平成２５年３月１９日（火曜日）第１回３月定例会・第４号



－203－

いらっしゃる中で、そういう不安もあるのではな

いかと。そうしたことをそれぞれの地域の駐屯地

でもそうした連携もしているというお話も聞かせ

ていただきましたので、名寄市としても名寄市が

持ち得るそうした保育所だとか、そういう資源を

有効に活用して、いざというときにはそうした支

援もさせていただけるというような協定を結んで

おくことで、自衛隊の活動をさらに支援できるの

ではないかと、そんな思いでありまして、そうい

う協定を……。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

精神的には十分私も〇１３番（熊谷吉正議員）

わかります。ただ、実際に３万市民いて、有事と

いうのは災害を想定をされていらっしゃるのか、

まさに戦争という事態を想定をされているのかわ

かりませんけれども、災害というふうに私はとり

あえず受けとめますけれども、それは消防署も出

かけるわ警察も出かけるわそれぞれ仕事として最

大限寝ないで、あるいは遺体を手でさわるという

ことも当然あるでしょうし、同じなのです。ただ、

そこだけを取り出して、あえて特別な対応という

ことで首長が判断をするとなると、ほかはどうな

のですかということが必ず出ますから、気持ちで

やっぱりとどめておく必要もあると私は思いまし

て、具体的に何か意図しておられるとすれば、よ

り慎重に市民の意見もいただきながら対応された

ほうがよろしいのではないかというふうに思って

いますが、具体的に何か考えていますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

当然消防だとか、そうし〇市長（加藤剛士君）

たところも同じでありますよね。しかし、消防は

市の行政組織でありますから、当然これは連携可

能でありますけれども、自衛隊というのは国の組

織でありますから、国の組織で自治体としてここ

に駐屯しているということですから、そこのやは

りスムーズな連携というのを協定という形で結ん

でおくということが非常に私は意義があるという

ふうに考えて、別に特段何も特別扱いしていると

いうことではなくて、あらゆる活動の中でそうし

た災害活動だとか円滑にしていくと。国の活動を

地域がきちっと支援をしていくということでの協

定ということで、ぜひ御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

そこは市長、どの仕〇１３番（熊谷吉正議員）

事であろうとそういう対応の場合には、あえて特

別扱いをすることが、かえって望んでいるのかど

うかもそれはわからないと思います。それは、ほ

かの人の仕事でも共稼ぎもいれば、介護している

人もいれば、さまざまな同じ条件の方がたくさん

いまして、ただ駐屯地の数が多いという心情的な

ものについては理解できますけれども、そこはよ

り具体的に何か考えられて、６０年の中で加藤市

長が独自なことを考えるとすれば、慎重に対応さ

れたほうがいいのではないかと私は思っています

が、要望書の中にもそのことを書いてありました

よね。公平、公正である立場の市長が自衛隊とい

うことだけを取り出して特別な対応、対策、士気

高揚だということは、それはむしろ冷静に御判断

をいただいたほうが市民の方たちも御理解がいた

だけるのではないかというふうに思っていますが、

戻りますけれども、銃器を持って戦車になるか、

ミサイルになるか、ホークになるかわかりません

けれども、それとダブらせてかつての時代を不安

がるというのはごく自然な、やっぱり戦争を起こ

してはならないという気持ちがそこにダブってく

るという、気持ちについてもう一度理解できるか

どうか、改めてお聞かせいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

私も平和主義者でありま〇市長（加藤剛士君）

すし、決して戦争を思い起こすためにやろうとい

うふうにしているわけではありません。しかし、

そうした感情になるということはぜひ御理解をさ

せていただきながらも、何回も言いますけれども、

総合的なこれからの名寄市のことを考えた上で、

これがいいだろうということで、前のめりでない
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かという話もありましたから、各いろんな団体の

皆さんとお話し合いをさせていただき、このこと

はいいだろうということで結論出させていただい

たということであります。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

時あたかも昨年の選〇１３番（熊谷吉正議員）

挙で残念なことにまたもとの政権に戻って、安倍

政権の中で市中パレード、いわゆる武装行進にダ

ブるような憲法の改悪だとか、あるいは自衛隊の

国防軍化だとか、集団自衛権、アメリカと一緒に

何かしなければならないだとか、非常にやっぱり

武器、３原則の緩和だとかということとダブる。

私も非常にそこを危惧しておりますから、十分今

回の武装パレード、既に動き出しているようです

が、市の対応として、６月１６日と言いましたか、

さっき。１５か１６かということですけれども、

市の関連施設だとか、６月というのは運動会だと

かいろいろ、あるいは地域のメーン行事が幾つか

ある時期なのですが、そのことによって日程調整

を要請をしたというようなことはございますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大体この時期に、第３日〇市長（加藤剛士君）

曜日が自衛隊の創立記念の、毎年そういうふうに

なっているというふうに認識していますので、特

段そのことに対してそうした働きかけをしたとい

うことはないというふうに私は認識しています。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

市で直接的なそうい〇１３番（熊谷吉正議員）

う日程調整をしたということはないということの

ようですけれども、そこはしっかりお調べいただ

いたほうがいいのではないかなと思っております。

駐屯地が独自で作業したのかどうかもわかりませ

んけれども、そこはしっかりまた別な機会にお聞

かせをいただきたいなというふうに思います。市

民の皆さん、先般も１１日の日にありましたけれ

ども、やっぱり夫や子供や孫を再びあの戦場に送

りたくないということとダブることについて、考

え過ぎでないのかと簡単に言う方もいますけれど

も、それは簡単に言うことのほうがむしろ非常に

私の気持ちとしてはどうなのかなと。率直な気持

ちが強いわけで、十分今後より慎重に、さらに対

応を求めておきたいというふうに思います。特に

町内会連合会の関係については、むしろ町内会で

会長さんや連合会の会長さんが悩むようなことに

なりはしないかということで私は心配をしており

ますので、ぜひそこは前のめりになるところを少

し冷静に襟を正していただきたいなというふうに

思います。

非核平和の都市宣言に関連して、話は移ります

が、議長にちょっとお許しいただきたいのですけ

れども、これは博物館から借りてきたＤＶＤです。

ちょっとこうやってやるだけですが、いいですか。

はい。〇議長（黒井 徹議員）

「戦争体験を語り継〇１３番（熊谷吉正議員）

ぎ新しい世代へのメッセージ」ということで２巻、

一昨年でしたね。博物館の事業で戦争体験者２１

名に聞き取りや座談会をした内容、きょう１本だ

け持ってきましたけれども、ここに、これ市長、

ごらんになりましたか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。詳細まで見〇市長（加藤剛士君）

ていなくて、申しわけございません。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

そう聞く私もつい１〇１３番（熊谷吉正議員）

週間前に図書館から借りて２時間ほど、２本とも

見せていただきましたけれども、内容は２１人の

皆さんの中のごく一部だけ紹介しますけれども、

満州事変やら日中戦争で手りゅう弾投げられて右

目を負傷した話だとか、あるいは南方に、ラバウ

ルに出かけていて、通信兵として行ったけれども、

そこら辺中、戦争末期の話ですから、腹から内臓

が飛び出る、足がない、そういうような話だとか、

本当にあとは実際に言っている話ですが、ここで

は言えませんけれども、人間として本当に行えぬ

ような行為のことまで吐露せねばならぬという、

シベリアの抑留生活だとか、あるいは従軍看護婦
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としてのつらい経験だとか、さまざま記録されて、

非常に重要な、市の事業としては当時たしか今副

議長の佐藤勝さんが提案をして、ここにいる奥村

さんがまだ議員でありませんでしたけれども、館

長として事業を手がけて、今の職員が完成をさせ

たということだと思いますけれども、これは非常

にいい事業です。毎年こういう話を聞くと、憲法

マラソンか平和行進かという程度の話、程度と言

ったら、ではないのですけれども、もっともっと

そういう面では憲法を大切にするいろんな事業、

市民と一体になって取り組んで、新たな取り組み

も求めておきたいと思いますが、どうでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

済みませんでした。ぜひ〇市長（加藤剛士君）

勉強させていただきたいと思いますけれども、い

ただいた意見は受けとめさせていただきたいとい

うふうに思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

自衛隊６０周年、平〇１３番（熊谷吉正議員）

和問題については、時間ももうあとありませんか

ら、話は終わりたいと思いますけれども、武装行

進を勇ましく思う市民もいるかと思いますし、し

かし怖いと感じる市民もいるということについて、

改めて市長、御整理をお願いをして、この部分に

ついては終わりたいと思います。

指定管理者の関係、もう時間ありませんから、

端的に佐々木副市長に聞きますけれども、いろい

ろ課題について総務部長からお話がありましたが、

今もう２巡目のかなり後半戦というか、中盤戦ぐ

らいに回っているので、細かなこと言いませんけ

れども、総務部長時代に島市長、中尾副市長、佐

々木総務部長、２１年６月の高見議員の質問に対

して、これはもう４年になるのですね。制度全般

の検証も兼ねて外部の有識者の方の、あるいは施

設を利用する方も含めて第三者の評価委員会もし

っかり立ち上げていきたいと。中尾さんも言って

おられますし、佐々木さんも言っておられますけ

れども、いま少しここ１年時間は多少あるけれど

も、しっかりその辺についての具体化に向けた御

答弁をいただきたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

当初国が１８年度か〇副市長（佐々木雅之君）

ら指定管理者制度を立ち上げて、それに基づいて

名寄市もやってきました。この中で１つは、行財

政改革の中でより効率的な維持管理の運営と、そ

れから利用者の、市民の利便性を図るという形で

取り組まさせてもらいました。ここは、経費の節

減等についての効果があったり、先ほど述べまし

たように市民の皆さん方の利便性を高める面では

一定の評価はあったというふうに考えています。

ただ、残念なことに人口が３万人規模のまちであ

るということと、１つは地元の民間企業さんを中

心とした指定管理制度を立ち上げて、それで地元

の雇用もしっかり維持をしながら、民間のすばら

しい力を最大限に活用していくと、こういう組み

立てでやってきましたので、課題としては先ほど

言いましたようになかなか競争性が担保されない

と。こういう部分もありましたので、改めて制度

の中身につきまして、具体的に２巡目、３巡目に

なったときにやはり１社しか応募しないというこ

とについての、小さなまちであるがゆえの課題か

もしれませんけれども、そういう状況になってお

りますので、この辺いましばらく時間をいただき

まして、指定管理者制度のありようについても市

民にとって望ましい指定管理制度はどうなのかと

いうことについて検討させていただきたいと思い

ます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど総務部長から〇１３番（熊谷吉正議員）

も答弁いただいていますが、どうしても地元業者

に限定をしながら、それは私もいいのでないかと

思うのです。ただ、そのとき１社になればなるほ

ど公平性、公明性、情報公開、選考委員会の過程

の問題や運用基準や財政効果の検証だとか、より

そこを逆に言えば競争で選考するよりも難しい検

証ができるような機関の設置は、これはもう欠か
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せないのではないかというふうに思っていますけ

れども、次の更改期に向けてはそれを実現をする

前提で臨むということで、改めて御答弁をいただ

きたいですけれども。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども言いました〇副市長（佐々木雅之君）

ように、実際には市の６部長と、施設管理を職員

の経験として積んできた６人の部長と両副市長、

それから民間委員の皆さん３人という形で、細か

い項目に従いまして、点数をつけて最終的に平均

点が一定の基準を超えているか、超えていないか

ということで作業していまして、小さなまちであ

るがゆえにそこは業者さんの競争性が少ないこと

に対して若干の課題は残っていますけれども、業

者さんからの提案と。それを受けて今まで直営で

やってきた担当課のほうの意見も付して、住民の

皆さん方からそれぞれ出ている苦情等の把握につ

いては原課のほうで事情聴取しておりますので、

それに基づく聞き取り、ヒアリング等も行いまし

て、例えばこういう苦情があることについてはど

のように改善をされますかと、こういう具体的な

ことについてもかなり突っ込んだ話をしておりま

すので、第三者委員会の関係につきましてはこの

小さな人口規模の市でなじむかどうかも含めて検

討させていただこうと思っています。基本的には、

市民の利便性向上のために指定管理者制度をどの

ように使うことがよろしいのかも含めて検討して

まいりたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

公平、公正、情報公〇１３番（熊谷吉正議員）

開、選定委員会の公開だとか、議事録の作成だと

か、財政効果の評価だとか、全国の中での先進事

例たくさんございますから、小規模は小規模なり

に、逆に言えば市民から、地元でそういう受け皿

があるとすればより情報公開を通しながら、ある

いは庁舎内の一つの尺度だけではなくてよその外

部の尺度も入れながら、より信頼をできるものを

求めておきたいと思うのですけれども、必ずしも

私も指定管理者の拡大をしていけということにば

かりは固執する必要はないと思います。特に労務

費、維持管理のウエートが非常に高いということ

になると、勢いやっぱりもうけを出すとすれば労

務費に影響が行くわけでありまして、雇用対策も

含めて逆な意味でまたより慎重に運用を求めてお

きたいと思います。

あと２分ですから、雪対策、かなりのところを

高橋伸典議員が御質問されて、私に少しだけ残し

ていただきましたけれども、やっぱり何ぼでも金

かけろという人はいないと思うのです。ただ、い

わゆる市民を頂点に、業界、市民、行政、議会も

そうですけれども、いかにしてお互いにやってい

ることについて理解をし合って、距離感を縮めて、

より効率的な除排雪体制、より空間確保をやって

いただくかということが至上命題で、それは１年、

２年でということになりませんけれども、そのた

めにも高橋議員言っておりました雪対策基本計画、

名前がいいかどうかわかりませんが、たまたま私

も常任委員会、昔の常任委員会で倶知安、豪雪地

帯です。名寄どころではないぐらい。積雪２メー

ターをしまして、これは平成１４年にくっちゃん

雪プラン２１、２１世紀に向けた２１ですけれど

も、そして今札幌でも膨大な計画を立てています

けれども、立てる過程を大切にして、もう住民の

言うことを聞いていたら何ぼでも切りないという

臆するような職員の態度でなくて、春から夏の、

秋に向けて時間があるわけで、もっともっとやっ

ぱり雪対策懇話会も今まで時々やっていただいて

おりますけれども、時間を惜しまずそこに足を運

んで、さまざまな計画をつくるための努力をいた

だきたいなと思っていますが、市長でも部長でも

打ち合わせの上、よろしくお願いします。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

高橋議員と重複〇建設水道部長（長内和明君）

するかもしれません。今通常の除排雪はもちろん

でありますけれども、今冬の大雪に対する除排雪

の検証、まずは検証を行わなくてはいけないかな
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と思ってございます。それと、国道、道道、それ

の取り合い、連携も含めてでありますけれども、

相当の課題を整理していかなければならないかと

思っております。その上で関係機関、町内会ある

いは除雪業者と意見交換を行いまして、それぞれ

何をすべきか、何ができるのか、一緒になって研

究をさせていただきたいなと思っております。そ

れで、さまざまな取り組みを推進できるような、

今議員が言われたただの計画であってはならない

と思っていますので、実践できるプランを策定で

きればなと思っております。

以上で熊谷吉正議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

これをもちまして代表質問、一般質問を終結い

たします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時４２分

再開 午後 ２時４４分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

市長から議案の訂正の提出がありました。これ

を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

追加日程第１として議題とすることに決定いた

しました。

追加日程第１ 議案の〇議長（黒井 徹議員）

訂正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

本市議会定例会に提出い〇市長（加藤剛士君）

たしました議案第２４号、平成２５年度一般会計

予算に係る附属資料の訂正について、その理由を

申し上げます。

お配りしております平成２５年度名寄市各会計

予算説明書の１７９ページ、１０款７項１目、各

種大会開催事業費におきまして市民スキー大会負

担金を計上しておりましたが、平成２５年度につ

きましてはこれまでの開催形式を取りやめて市民

スキーの日として新しい形式で開催をするといっ

た予定のために、当該負担金を市民スキー大会負

担金から市民スキーの日負担金に訂正をしようと

するものでありまして、名寄市議会会議規則第１

９条第１項の規定により、事件の訂正について議

会の承認をお願いするものであります。

よろしく御承認のほどお願いを申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議題となっております議案の訂正につ

いては承認することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案の訂正については承認することに

決定いたしました。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日３月２０日から３月２

５日までの６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日３月２０日から３月２５日までの

６日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時４６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 黒 井 徹

署名議員 上 松 直 美

署名議員 宗 片 浩 子
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平成２５年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２５年３月２６日（火曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２号 名寄市未熟児養育医療費

用徴収条例の制定について（市民福祉

常任委員長報告）

議案第３号 名寄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の制定について（市

民福祉常任委員長報告）

日程第３ 議案第２４号 平成２５年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２５号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２６号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２７号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２８号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第３０号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３１号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３２号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第３３号 平成２５年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３４号 平成２５年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第４４号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第５ 意見書案第２号 ブラッドパッチ療法

の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断

・治療の推進を求める意見書

日程第６ 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第７ 報告第５号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告及び財政援助団体等に対

する監査報告について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２号 名寄市未熟児養育医療費

用徴収条例の制定について（市民福祉

常任委員長報告）

議案第３号 名寄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の制定について（市

民福祉常任委員長報告）

日程第３ 議案第２４号 平成２５年度名寄市一

般会計予算（予算審査特別委員長報

告）

議案第２５号 平成２５年度名寄市国
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民健康保険特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第２６号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計予算（予算審査特別委

員長報告）

議案第２７号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計予算（予算審査特別

委員長報告）

議案第２８号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

（予算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算（予算審査特

別委員長報告）

議案第３０号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３１号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算（予算審

査特別委員長報告）

議案第３２号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算（予算審査

特別委員長報告）

議案第３３号 平成２５年度名寄市病

院事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

議案第３４号 平成２５年度名寄市水

道事業会計予算（予算審査特別委員長

報告）

日程第４ 議案第４４号 平成２４年度名寄市一

般会計補正予算（第６号）

日程第５ 意見書案第２号 ブラッドパッチ療法

の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断

・治療の推進を求める意見書

日程第６ 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第７ 報告第５号 例月現金出納検査報告、

定期監査報告及び財政援助団体等に対

する監査報告について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君
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総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院長 佐 古 和 廣 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

を指名いたします。

ここで市長より発言を〇議長（黒井 徹議員）

求められていますので、これを許します。

加藤市長。

４月１日にオープンをい〇市長（加藤剛士君）

たします駅前交流プラザよろーなの駐車場につき

まして御報告を申し上げます。

この間市民会館の貸し館機能並びに公共的団体

の入居など規模、機能が拡充となりまして、施設

利用者のための駐車場確保について大きな課題と

なって浮上したところでございます。昨年の１２

月開会の第４定例議会におきましてもよろーな駐

車場の確保につきまして速やかな対応に係る御示

唆をいただきまして、これまで対応を進めてまい

りました。その結果、駐車場の候補地はよろーな

施設に近い位置にありますＱマート南側の株式会

社西條所有地が最も利便性が高いという判断にな

りまして、土地の買い戻しにつきまして株式会社

西條との協議を進め、その理解を得たところであ

ります。今後買い戻しに向けて所定の手続を進め

てまいりたいと考えておりますが、その間よろー

なのオープン後もさまざまなイベントが予定をさ

れておりまして、駐車場の狭隘も心配をされるこ

とから、当面の間よろーなの４月１日オープンに

間に合う形で株式会社西條から駐車場として同用

地を借り受けることといたしましたので、御報告

をいたします。

今後ともよろーなの利活用に当たりましては、

市民の皆様の利用に支障を来さないよう最大限努

めてまいります。御理解を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

奥村英俊議員。

今よろーなにかかわる〇２番（奥村英俊議員）

駐車場の関係ということでありました。まず、何

を根拠に譲渡した土地を買い戻して駐車場にする

ということにしたのか教えていただきたいという

ふうに思います。

平成２１年５月２７日に交わしましたＪＲ名寄

駅横再整備事業推進に関する基本協定書の中に土

地を譲渡するということと譲渡の目的というのが

あるのです。その中では、乙はですから、これは

西條は土地譲渡において本市の市街地活性化を柱

に商店街のにぎわい創出と高齢社会の対応を通し

て市民の利便性向上を目指した事業展開をしてい

くものとする。２で乙、西條は前項に関して甲及

び丙、これは名寄市と商工会議所と十分に協議を

するものとするということで、譲渡にかかわる目

的を３者の中で明確にしながら、駅前全体の再整

備をしていくということでこの間進められてきた

と思います。そういう意味では、今回西條に譲渡

した場所を駐車場にするということですから、こ

の２条の譲渡の目的を逆に阻む結果になってしま

うのではないかというふうに思いますけれども、

そうなると協定の趣旨、それから内容に反するこ

とになるのだと思います。そういった判断をなぜ

したのかというか、さきに言いましたように根拠

としている点について教えていただきたいという

ふうに思います。

それから、もう一点、駐車場は必要だという、

そういう判断をされたのだと思います。そうした

ときに取得及び借用という方法もあるのだと思い

ますけれども、先ほど言いました場所のほかにほ

かの場所の検討や調査、それから協議はしていな
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いのか、その点について確認をさせていただきた

いと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから駐車場〇経済部長（高橋光男君）

の過去の問題、２点目の部分でお答えをしたいと

いうふうに思います。

この間一般質問等でもお答えをしましたけれど

も、ＪＲの名寄駅あるいはＪＲの貨物の土地を貸

していただけないか、あるいは売っていただけな

いかということで、それぞれＪＲ貨物、ＪＲ北海

道と駅と協議をさせていただいておりましたけれ

ども、ＪＲ側からは譲渡することが困難だという

ふうに報告がありまして、その部分については断

念をしてきているところです。

また、近隣の駐車場の部分でいくと、これは雪

解け後になるのですけれども、南広場を、大きな

催し物がある場合についてはそこの施設を駐車場

として使っていっていただこうということで当初

考えておりましたけれども、先ほど市長からも言

われましたように利便性も含めて今回このような

考えに立ったということなので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

１つ目の御質問であり〇副市長（久保和幸君）

ますけれども、何を根拠に駐車場にという話でご

ざいました。基本的に３者協議の中では、にぎわ

い創出を基本とした土地利用ということで、これ

は奥村議員御指摘のとおりそういうことでこれま

で進めてきたところであります。昨年の秋口まで

３者協議の中でテナントについての当初の計画を

進めるようにということで、それぞれ３者協議の

中で進めさせていただいたところであります。こ

れと並行してただいま高橋部長からも説明のあっ

たとおり、駐車場の確保についてはよろーなを利

用する人たちのための駐車場対策は最重要課題と

いうことで、９月ごろからそういう形で進めてき

たのでありますけれども、１２月初旬に至りまし

て基本的には事業用地としての売却はできないと

いう、そういうことが先方のほうからもお話があ

りましたので、あわせてその近くにあった西條の

テナント用地について協議をさせていただいたと

ころであります。にぎわい創出という観点からい

きますと、この駐車場についてはよろーなの利用

拡大を図る施設として駐車場というのは大きな役

割を果たすのではないかという考え方が１つにご

ざいました。２つには、よろーなとＱマートの駐

車場、それともう一つは新たに取得をしたいとし

ている駐車場、この３つを一体利用することによ

ってにぎわいの創出につながる平面的な利用もで

きるのではないかということも含めて検討させて

いただいて、これについては相手があることです

ので、西條さんとこの考え方についていかがなも

のかということでお話を進めてきたということで

あります。

経過は以上であります。

（何事か呼ぶ者あり）

根拠については、ただ〇副市長（久保和幸君）

いま申し上げましたとおりにぎわい施設、にぎわ

いを創出するための施設ということで、駐車場を

それに位置づけたということでお答えをさせてい

ただきたいと思います。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

にぎわい創出というこ〇２番（奥村英俊議員）

とでありますけれども、基本協定の中で譲渡の目

的、これは西條さんが買った土地を使って、それ

は西條さんの事業展開によってにぎわいをつくる

と言っているのです。駐車場をつくることでにぎ

わい創出という、そこではないのです。駐車場が

必要だというふうに判断したことについては、そ

れはこれまでの議論経過やあそこに来られた方の

利便性を図るということで、必要という判断をさ

れたこと、その点についてはそういうことだと思

いますけれども、事あそこの周辺整備をする中で、

あそこを駐車場にすることがにぎわいにつながる

なんていう議論、この間したことないですよね。
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そこにすりかえたらだめなのです。

それと、もう一点、先ほど確保の関係でＪＲ側

には話をしたと言っていますけれども、そのほか

とは何で話ししていないのですか。周辺の土地や

近隣の人たちとしっかり協議をして、やっぱりそ

ういう意味では探す努力が足りないのではないで

すか。南広場を使うにしても、どういう計画、例

えばイベントがこういうのがあって、こういう時

期にとか、きちっとこの先のことを考えた上でど

ういう場所にどれだけの広さのものを確保しなけ

ればならない。その上でどういった協議をすると

いうことで話ししていかないと、西條さんのあそ

こが近くて利便性が高いからいいのだよねという

話ではないですよね。そのことによって本来西條

さんが展開しようとした事業を阻むことになるし、

それに対価を払うことになるのです、それは。た

だで貸してくれるわけでもないだろうし、買い戻

すということですから、相当なお金をまた新たに

出して買い戻して、当初の目的をそういう意味で

はさらに阻むような、そういったことになってし

まうのです。だから、その辺をしっかりもう一度

話してもらわないと、ただただ駐車場確保に一番

近いところを探しましたという話を今日されるよ

うな、そういうことではないと思います。４月１

日にオープンするから、それに必要な場所の確保

はそれは必要だと思います。だから、一時的に借

りるとか、そういうことについてはあるのかと思

いますけれども、そこをわざわざ買い戻して、こ

の先の事業の展開どうなるかわからなくしてしま

って、駐車場にするから、それがにぎわいにつな

がるだなんていう、そんな考えをしていて、市民

の皆さん納得できますか。期待も含めてあそこに

どういうものができるのか、だからこれまでの議

論、多分市民の皆さん注視していたと思いますし、

なかなかできないね、だけれどもＱマートができ

たね、その後あそこに何できるのだろうという、

そういうことになっているのです。そのことを踏

まえて、しっかり根拠を持ってあそこを駐車場に

するということがはっきりするのであれば議論で

きると思いますけれども、その点はっきりさせて

ください。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

大変答弁が十分でなく〇副市長（久保和幸君）

て申しわけないと思います。この間の３者協議の

中で、先ほども申し上げましたとおり昨年の１１

月１２日だというふうに記憶しておりますけれど

も、このところまではにぎわい創出ということで、

当初予定していたテナントについてはできるだけ

進めてほしいということでお話ししてきましたが、

当事者である西條さんのほうではテナントについ

ては経済状況を含めて厳しいと。そういう回答も

ございましたのがまず１点であります。あわせて、

先ほど基本協議の中で民間、旧市の土地を売り払

った西條さんにもこの駅横のにぎわいについてし

っかりと進めてほしいという、これは基本協議は

そこで調っているということがはっきりしている

わけですから、そこのところはこれまでも３者協

議の中でお話を進めさせていただいたところであ

りますけれども、この根拠という部分で先ほども

お話ありましたが、基本的に市が設置をするよろ

ーなと民間が設置をする施設と協働してあの一帯

をにぎわい創出する、そういう区画にしようとい

うことが基本協議の中での一番大きな柱だったと

いうふうに思ってございまして、そういう面では

そこのところを含めて駐車場を確保するというこ

とは、あそこ、あの団地一帯のにぎわいをつくっ

ていくというふうに、そういう判断をしたという

ふうに御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうではなくて、にぎ〇２番（奥村英俊議員）

わいをつくっていこうということについてはそう

いうことであそこを再開発しましたから、そうい

うことですけれども、事駐車場がにぎわいの中心

みたいな話にすりかえてもらっては困るのです。
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あそこは、あくまでも西條さんが事業展開をする

ために譲渡した土地であって、そこを活用するの

は西條さんの手法、考え方があるかもしれないけ

れども、それと名寄市が横に建てる現在のよろー

な、それと相まってにぎわいの効果になるのでは

ないかという、そういうことなのです。だから、

駐車場そこにできたって、言っているようなにぎ

わいにつながるというふうに誰が思うのですか。

そこを勘違いしてはだめなのです。

それで、西條さんの持っている土地、あいてい

るところは西條さんはどういうふうに展開をしよ

うとしていたのですか。その聞き取り、これ以降

どういう展開をしてにぎわいづくりに貢献しよう

としたのか、その点をちゃんと聞いたのかどうか

もう一度教えてほしいのと、それがもしだめで、

先ほどテナントについては厳しいという話でした

から、仮にだめだとしたら、もう一度周辺の整備、

どういうふうにしていくかということを３者で協

議して、この内容自体を見直さなければならない

ということなのではないですか。駐車場をつくれ

ばいいと。駐車場必要ですよ。必要だけれども、

あそこでなくてもいいわけです。周辺に土地だっ

て全くないわけではないし、そういうこの先のこ

との展開をちゃんと考えた議論をされて今回の結

論を出したのか、もう一度お話をしてほしいとい

うふうに思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

３者協議の中身なの〇経済部長（高橋光男君）

ですけれども、私４月に経済部長を拝命してから、

この間７月に１回、９月に２回、それから先ほど

久保副市長言われました１１月に、合計４回事務

レベルの協議を行ってまいりました。その中では、

先ほど久保副市長申し上げましたとおり、経済情

勢等も含めてテナントについては大変厳しい状況

にあると。それは、集客が徳田のほうに流れてい

る部分もあって、駅前の通りがなかなか交通量が

ふえてこないといった部分もあって、その部分で

テナント何社かお声をかけたのですけれども、話

がまとまらなかったという、そういう部分も含め

て、西條さんのほうではマンションを、もう既に

５棟、大東建託と、それから含めてあそこ７棟ぐ

らいですか、建っているのですけれども、テナン

ト部分については先ほど言ったように諦めたので、

マンションを建設して集客というか、にぎわいづ

くりを含めてやっていきたいという申し出が３者

協議の中ではあったのですけれども、私どもとし

ては当初の先ほど奥村議員が言われていましたよ

うに、売買の部分でテナントを含めたにぎわいづ

くりということが基本になっていましたので、行

政としては何としてもテナントを中心に集客を図

ってにぎわいづくりをしていただきたいという従

前の姿勢は一向に崩さないで、この間西條さんの

ほうにお伝えをしてきたというのが事実経過であ

りますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど質問で抜けてお〇副市長（久保和幸君）

りました。周りの土地についてそれぞれ候補地も

あっただろうという、そういう御指摘でありまし

た。道路を横断させない範囲での土地を、空白地

を探したというのが先ほどの部分でありまして、

それで南広場と、それからもう一つ南側に旧長崎

屋さんの土地もあるのでありますが、それらの土

地も参酌をさせていただきましたが、道路横断だ

とか、もしくは現行の地形含めてそこは選考から

外させてもらったという経緯がございます。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の議論を聞いていて、〇１番（川村幸栄議員）

なかなかすっきりわかりづらいかなというふうに

思います。もう一度重なりますけれども、お伺い

したいと思います。

駐車場確保について、場所の検討です。例えば

ＪＲでは譲渡はできないということだったけれど

も、借りることはできるのかといったようなお願

いもしたのか、また確かに道路を横断しないで場

所があればいいですけれども、どう考えてもない
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ですから、例えば農協のところまで延びる可能性

もあるのですけれども、そういった部分で検討は

なかったのか、そういったところをやはりきちん

とお知らせをいただきたいと思いますし、また入

居団体とされるそれぞれの団体の方々、この駐車

場を確保するに当たってどのような努力をされて

きたのか、その辺もお知らせをいただきたいなと

いうふうに思います。

それとあと、せんだっての一般質問でも出させ

ていただいたコミュニティバスの活用、今回４月

１日オープンに向けてよろーなへはコミュニティ

バスを御利用くださいという、こういうふうに出

されていますね。これ本当にいいなというふうに

思っているのです。私もこれをぜひバスターミナ

ルですから、バスで来ていただいたらいいという

ふうに思っているのです。そうすることで駐車場、

今のままで十分だというふうには言いませんけれ

ども、そういった努力と、こういうふうにして積

極的に市民の皆さんに訴えていく、これが求めら

れているかなというふうに思うのですが、その点

についてお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

もう一つは、今にぎわいづくりのお話が出され

ていましたけれども、駐車場を一体的につなげる

ことがにぎわいづくりになるのかということだと

いうふうに私も思います。最初の今の議論の中で

もありましたように、集客を図るのだと、人の出

入りを多くするということだったのです。それが

駐車場が一体的になって車を乗り入れることでに

ぎわいづくりになるのかというのは、到底理解に

苦しむところです。その部分についてもう一度お

答えをいただきたいのと、あと今後そこを駐車場

にしてしまってにぎわいづくりをどのようにして

取り組んでいくのか、その辺も見えてきません。

この間西條さんとの何回も重ねた、協議を進めて

きたというお話がありましたけれども、その努力

がなかなか見えてこないといいますか、伝わって

こないというところがありますので、その部分に

ついてもう一度お知らせをいただきたいと思いま

す。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからＪＲの〇経済部長（高橋光男君）

交渉経過も含めてもう一度御報告させていただき

たいと思うのですけれども、川村議員おっしゃら

れたように売買を大前提にしているわけでなくて、

賃貸も含めて御相談を申し上げました。その結果、

先ほども奥村議員の質問にもあったのですけれど

も、ＪＲ側としては譲渡あるいは賃貸も含めて困

難だという御回答をいただいているところであり

ます。

それから、先ほどコミュニティバスの関係で議

員からありましたけれども、基本的にはよろーな

のオーブンに向けて各種の懇談会等も含めて行政

側としてはできるだけバスだとか公共交通機関を

使ってよろーなに来ていただきたいと。そのとき

は、駐車場３６台分の部分でありましたので、そ

ういうことで住民の方にはお知らせをしてきてお

りました。コミュニティバスの利用促進にもつな

がる関係からも、ぜひできるだけ公共交通機関を

使っていただいて、よろーなに来ていただければ

大変ありがたいのかなというふうに判断していま

す。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

入居団体の関係での駐〇副市長（久保和幸君）

車の対策ということだというふうに思いますが、

これまで入居団体の皆様にはそれぞれ駐車場を確

保していただきたいという、３６台の駐車場とい

うこともあったものですから、そこのところをお

願いしたという経過がございます。

それとまた、今経済部長のほうからできるだけ

コミュニティバスを使ってほしいということは、

これは市の姿勢としてはそれは間違いなくそうい

う考え方に立っています。ただ、市民会館の貸し

館機能ということで、大会議室も含めてあそこに

つくったということと、それから屋上と、それか

らよろーなの駐車場の近くにイベント広場という
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ものをつくりました。そういう空間といいましょ

うか、人が集まる空間が当初の平成２２年８月の

議員協議会でお話をさせてもらったときから機能

がかなりの拡張をしたということであります。市

民からの要望も含めて、駐車場をぜひ確保してほ

しいということも私のほう承っておりましたので、

その点については対応させていただいたというこ

とでございます。そういうふうに御理解いただき

たいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

駐車場の確保が〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

にぎわいにつながるのかという御質問だったと思

うのですけれども、この間たくさんの方々と私ど

ものほうも協議させていただきました。その中で

言われたことが駐車場の問題なのですけれども、

私たちが一番懸念したのは、あそこ施設使いたい

けれども、駐車場ないよね、使いづらいよねと言

われるのがやっぱり一番私たちもつらかったとい

う部分があります。ですので、もちろんこの間Ｊ

Ｒ、ＪＲ貨物さんのほう、線路側あるいは日通側

だとか、あの辺の交渉もさせていただきました。

それは、先ほど説明したとおりですので、必ずし

も駐車場で全てがにぎわうということではないの

ですけれども、よろーなの利用を高めるというこ

とと中心街に駐車場が少ないので、やっぱりそれ

らも兼ねての駐車場が必要だという市民の声を十

分に受けとめさせていただきました。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

駐車場確保についてい〇１番（川村幸栄議員）

ろいろ検討も進めてきていただいたということな

のですが、やはり固定的に固まっているのかなと

いうふうに感じます。もっと広げたところでの検

討はできなかったのかという、そこがちょっとも

っと検討していただいてもよかったのではないか

ということです。それがあるのは、要するにやっ

ぱり３者協定をして、そして西條さんがそこに入

っていただいて、にぎわいづくりをするというこ

とで買っていただいてＱマートもできているので

すけれども、そこのところがどういうふうに、先

ほどお話があったように市民の方々も期待も含め

て本当に関心が高いです。いまだに本当に何がで

きるのかなという期待を持っている。そういった

部分を何か横に置かれてしまった中で駐車場が特

出してしまったような、そういう感じを受けざる

を得ないのです。ですから、にぎわいづくりをこ

れからどうやってしていくのかのところをもっと

もっとわかるように説明していただきたいなとい

うふうに思います。

コミュニティバスの活用は、私もこのコミュニ

ティバスだけで全てが賄えるというふうには思っ

てはいませんけれども、でもやはり利便性をもっ

と高めていければ利用する方もふえて、自家用車

を使わないでもと。遠くから来られた方は車で来

なければならないということはあるとは思うので

すけれども、そういった部分も含めて検討を進め

ていかなければならないのだろうというふうに思

うのですが、それでいろんな大きなイベントもあ

りますけれども、それは常時あるわけではないと

いうところら辺がちょっと私も気になるところで

あります。そのために買い戻さなければならない

というところら辺が理解に苦しむというところで

ありますし、市民の皆さん方に理解していただけ

るのかなというふうに思っているのですが、その

部分についてお考えをお聞かせください。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからにぎわ〇経済部長（高橋光男君）

いづくりの関係でお答えを申し上げたいというふ

うに思います。

川村議員からも今言われたように、大きなイベ

ントについては一月のうち何回行われるかという

のは今のところわからないのですけれども、基本

的にはどんな形にしろ、あそこに寄ってもらうの

が一番だというふうに考えておりますので、そう

いった意味ではＮＰＯさんあるいは商工会議所さ

ん、入居団体等も含めて気軽に立ち寄っていただ

けるようなイベントを数多く開催をしながら、駅
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前ににぎわいづくりをしていきたいなというふう

に考えております。具体的なイベントの中身につ

いては、これからＮＰＯさんなり商工会議所さん

等々含めて協議をしながら、よりよい方向に持っ

ていけるように検討してまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

経済部長おっしゃった〇１番（川村幸栄議員）

とおり、私も市民の皆さんにいろんな形で寄って

もらうことが必要だというふうに思っています。

そのことが目に見えてこないと、やはり市民の皆

さんに対して、今回駐車場がないので、お隣さん

を買うというようなことで理解してもらえるのか

どうか、非常に私は不安です。そういった部分で、

先ほど奥村議員からもあったように根拠が何なの

かというところら辺も含めて、もっと具体的にき

ちっと市民の皆さんに説明していただくことが必

要だというふうに思っていますので、その点につ

いてもう一度お聞かせいただいて、終わりたいと

思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

また繰り返しのお答え〇副市長（久保和幸君）

になるかというふうに思いますけれども、にぎわ

いを創出するという部分でいきますと、この間の

３者協議の中では駅前、それから駅横、そして中

心街のにぎわい創出をどう図っていくかというこ

とを３者協議の中で一番の大きなテーマとして進

めさせていただいてまいりました。その中で先ほ

どからもお話ししているとおり、民間ベースのほ

うでは基本的にテナントが難しくなったという報

告もございまして、重ねて市の施設として拡張し

てきたということとミスマッチも一部あったので

ありますけれども、あそこ全体のにぎわいを創出

するという部分で駐車場対策も欠かせないという

判断に立ったということで御理解をいただきたい

と思います。

以上です。

山田典幸議員。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうちょっと何点〇５番（山田典幸議員）

か確認をさせていただきたいと思います。

今のそれぞれのやりとりを聞いていた中で、経

過についてはある程度理解をさせていただきまし

たが、もともとよろーなの駐車場が３６台という

ことで、今回そういう形で当初２カ月間の借り入

れをして駐車場を確保するという中で、駐車の可

能台数は何台になるのかというのをまず１点確認

させていただきたいと思います。

２点目は、にぎわいづくりのことでいろいろな

質疑ありますけれども、いずれにしましても今回

よろーなを中心とした中心街を含めたにぎわいを

つくっていく中で駐車場が必要ということでの判

断だったと思うのですが、そこのあたりは具体的

に今後中心街の方々、商店街の方々含めてどのよ

うな形で協議をしていって、どうしていくのかと

いう、その辺はちょっと具体的な今後の対策、今

後の進め方について、２点目確認をさせていただ

きたいと思います。

３点目は、駐車場の台数にも絡む部分なのです

が、今後よろーなの利用が４月１日からオープン

しますけれども、先ほどお伺いしておりました総

体での駐車台数が何台になるかということも含め

て、先ほどＪＲ貨物さんとの協議をした結果、断

念されたというお話もありましたけれども、また

南広場のお話もありました。これから先、当然４

月１日からオープンして市民の方々が利用してい

かれる中で、状況によっては足りないという可能

性ももしかしたら出てくるのかもしれません。そ

ういった場合に今後どういった方策で、どういっ

た方向性で駐車場の台数等を確保して、市民の皆

さんの利用を促進していくか、その３点について

お伺いしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員のほうから〇経済部長（高橋光男君）

駐車可能な台数ということで、もしその部分を借

りた場合、可能台数については６５台から８３台
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程度、さらにはＱマートさんの駐車場もあります

ので、その部分の相互利用も含めると最大で１０

０近くにはなるのかなというふうに判断をしてお

ります。さらに、大きなイベントがあった場合に

ついては、土日に大きなイベントが開催される場

合、これらについては例えばこれは先方にも話し

ていないですけれども、北星信金さんの駐車場を

お借りをするだとか、そういうことも頭の中には

今のところ入っております。これは、先方さんに

今のところ何も話しておりませんので、私どもの

考えだということで理解をしていただきたいとい

うふうに思います。

さらに、にぎわいづくりの関係では、駅前に各

商店街ありますので、商店街というのは組合です。

そこともよろーなの利用も含めて今後どのように

やっていくかという、今までも協議はしているの

ですけれども、より具体的によろーなを使ってい

ただいて、その後中心街に流れていただくような

方策をさらに協議を進めて詰めてまいりたいなと

いうふうに思いますし、町中でより多くのイベン

トを行えるような感じで協議をこれから進めてま

いりたいというふうに考えております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

総体で１００台近く可〇５番（山田典幸議員）

能だということだと思います。よろーなの貸し館

機能も考えると、１００台で足りるのかという部

分が逆に出てくるのかなと私は思います。ですか

ら、今回の判断、いろんな御意見はあるのでしょ

うけれども、今回のそういった形で買い戻しも含

めて検討していくという判断に、これからの利用

促進を考えた場合には、やっぱり必要な判断では

なかったのかなと私は理解するのですけれども、

１００台ではちょっと足りるのかなという懸念も

正直ありますので、先ほどほかの議員の方からも

お話もありましたけれども、総体的によろーなを

中心とした駅前、場所も含めてもう少し駐車台数

確保できるような方向性で今後も引き続き協議を

していっていただきたいと考えております。

あと、中心街のほう、にぎわいづくりに関して、

人が集まってもらえないとやはりあそこのよろー

なの機能というのも発揮できないのだと思います。

そういった部分では、しっかりと中心街の方々と

密に打ち合わせをしていただいて、できてよかっ

たなと言っていただけるような施設にしていただ

きたいと思います。

最後に、１点だけ確認させてください。先ほど

ＪＲさんのほうがだめになったということで、南

広場のほうの活用等も含めて今後どういったお考

えになられているか、最後に確認して終わりたい

と思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

南広場の活用につい〇経済部長（高橋光男君）

ては、今雪フェスの関係や何かも含めて、雪が解

けるのが多分５月の連休明けになるだろうという

ふうに判断しているのです。そういう部分では、

夏場の利用は可能かと思うのですけれども、議員

御存じのとおりあそこ雨が降ると排水の関係でぐ

ちゃぐちゃになってしまうという部分があります

から、晴れの日しか使えないという部分もありま

す。先ほど申し上げましたように、大きなイベン

トがある場合については南広場だけではなくて、

ほかの候補地も含めてこれからお願いできるとこ

ろについてはお願いをして駐車場の確保を図って

まいりたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。

日根野正敏議員。〇議長（黒井 徹議員）

何点か質問させて〇１５番（日根野正敏議員）

いただきたいと思いますけれども、想定で年間何

日、何台分ぐらいのよろーなの駐車場が不足する

のか、そういう想定をされて積み上げをされて、

だから足りないのだというようなことをちょっと

示してほしいと思います。

それから、先ほど経済部長の答弁で、行政側は

３者協議の中で西條さんにテナントを要望してい

たと。しかし、西條さんのほうは住宅というよう

な話で、にぎわいづくりにはそれは向かないとい
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うような行政としての判断があったというふうに

思っているのですけれども、そうするともともと

の３者協議で合意されたことというのはもう既に

破棄状態というふうな理解でいいのかどうか、そ

の辺の見解をお伺いしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、２点目の３者〇経済部長（高橋光男君）

協議の部分でいきますと、破棄状態ではないとい

うふうに考えております。あくまでも行政として

は、当初３者協議をさせていただく部分で約束事

でありましたテナントの建設についてはしっかり

今まで要望してまいりましたし、西條さんについ

ては先ほども言いましたけれども、経済状況だと

か、徳田のほうに集客が流れていった部分もあっ

て、どうしても何社かに御相談したのだけれども、

駅前のほうには足を向けてくれなかったという部

分がありましたけれども、基本的には先ほども何

回も言いますけれども、行政はテナントを中心に

した集客、にぎわいづくりを求めて今までやって

おりましたので、その部分についてはまるっきり

破棄状態ではなかったというふうに判断をしてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

車の利用をどう〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

いうふうに想定していたかという駐車場の利用の

想定なのですけれども、現在市民会館の駐車場８

０台です。きれいに並べて８０台ですので、ちょ

っとすると７０台ぐらいになってしまうのですけ

れども、大ホールなんか使いますともうあそこだ

けでは足りなくなりまして、路上駐車だとか、い

ろんなことになっています。もちろん市役所の駐

車場。ですので、大ホールなんかを使うときには

１００台は確実に来るのだろうと思っています。

ただ、今回は大ホールはないのですけれども、大

会議室２００人以上の収容ができますので、あわ

せて使うとまず１００ぐらいはいくのだろうと思

っています。

あとそれから、平日なのですけれども、今のよ

ろーなの利用者が大体毎日今のところ入っていま

す。それらと、それからバスの利用者です。都市

間バスですとか、そういった方々のバス利用ある

いは一部ＪＲを利用する方が多分とめられるだろ

うということで、毎日平均で五、六十台はいくの

ではないかなというふうに予定をしておりました。

以上です。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

この最初の３者協〇１５番（日根野正敏議員）

議の目的というのは、徳田に向かっている市民を

駅横に集めようということで始まった事業だとい

うふうに思うのです。だから、今になってもう客

が来ないからやめるというのであれば、それはも

う３者協議からちょっと外れているのではないか

なというふうに思うのですけれども、その辺の見

解をもう一回お伺いしたいと思います。

それから、年間１日平均五、六十台というよう

な話もあるのですけれども、これ急にこういう話

がとんとんと来てしまっているので、もう少し実

際にたってから、本当に１年間ぐらい経過してデ

ータをとってからでもその判断をできるのではな

いかなというふうに考えているのですけれども、

その辺の見解についてもお伺いしたいと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

駐車場については、先〇副市長（久保和幸君）

ほども申し上げましたとおり４月１日オープンで、

既にイベントが予定されておりまして、それは一

定の規模のイベントというふうに受付のほうで伺

っているところであります。ただ、台数の分析は

今５０台ぐらいという話をしましたが、これは日

によって違うのが当然だと思いますけれども、デ

ータをとってという方法もあるでしょうけれども、

今のタイミングが駐車場確保というか、よろーな

施設に一番近いところで確保できるのではないか

という、タイミングというふうな判断をさせても

らったということで御理解いただきたいと思いま

す。
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佐藤靖議員。〇議長（黒井 徹議員）

この件に関しては、正〇９番（佐藤 靖議員）

直申し上げて取得の駅横をどうするかという協議

からいうと、いろんな議論をこれまで議会でして

きました。その論理からいうと、今回の駐車場を

買うという論理が当てはまらないというのはその

ままだと思うのです。ただ、本心駐車場だけがメ

ーンなのか、そのところがさっき奥村議員も言っ

ていました、基本的にそこがメーンなのかと。に

ぎわい創造をつくるためにどうしてもあの駐車場

が欲しいと行政は判断したと、これは政治決断だ

と、そういうことなのか。特に西條さんが例えば

集客施設をつくるといってずっと２１年に３者協

定書を交わしてからいろいろやってきたけれども、

経済情勢を含めて無理だと。それで、アパートに

変えるという方針もあったけれども、それでは本

当ににぎわいはつくれないという行政判断をして、

それでたまたま片方では駐車場が足りないという

こともあってそこを確保するのか。ところが、に

ぎわいの話になると、商工会議所あるいはまちづ

くり観光協会とやるから、結局行政は他力本願で

あのにぎわいをつくるということになるというふ

うな解釈。どうも駐車場確保だけが焦点になって

いるのだけれども、本来行政の判断として今回あ

ったのは駐車場の確保だったのか、それとも本当

にあのにぎわいをつくるために、特によろーなに

ついては２年間市の直営でやるということですか

ら、委託をしないでやるということですから、行

政が率先してにぎわい創造をするためには何とし

てでもそこが必要だという政治判断だったのか、

そこが明確でないと思うのです。そのままあのス

ペースをでは西條さん頑張って集客をやっていっ

てももう無理という判断を含めて政治判断があっ

たのかないのか、そこから転換をしたのかどうな

のかがポイントだと思うのですが、その辺はどう

いうふうになっているのかお聞かせをいただきた

い。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

さまざまな御議論ありま〇市長（加藤剛士君）

して、重く受けとめさせていただきたいと思いま

すが、この間３者協定も結び、その中でこの駅横

も西條さんに売却しということも含めて、その間、

その後の御議論経過も当然我々はやってきました

けれども、議会の皆さん、あるいは議会の中でも

委員会でもそうした協議は逐一報告をさせていた

だきながらここまで進んできたというふうに思っ

ていまして、この流れは一定程度議員の皆さんは

御理解いただけるものと私は思っていましたし、

思っています。その中で多少のいろんな前後もあ

って、なかなか西條さんが思うようなにぎわいを

つくる施設もこれまでできなかったと。断念する

というような御議論もあり、また先ほどもお話し

したとおり住宅をこれ以上ふやすということが果

たしてどうなのかというような我々の判断もあっ

たところの中で、市が建てる４月１日にオープン

しますよろーなの施設も当初計画よりも相当大き

くさま変わりをして、少しでもにぎわい創出、に

ぎわい創出というのが果たしてどこまでの議論か

というのもこれあるのだろうけれども、そこの定

義も明確でないですけれども、しかしできるだけ

そこににぎわいを創出する中でさまざまな相乗効

果を見出したいと、そんな思いもあって計画を変

更し、現在に至っているという中で、駐車場がや

はり不足している状況というのはこれまでもお示

ししたとおりでありまして、そうしたいろんなこ

とが重なりましたので、ここは思い切って、先ほ

どもお話ししたとおり議会でも一部そうした御提

言もいただいたということも含めて、当然お譲り

したものをまた買い取るということでありますか

ら、いろんな議論があるのは重々承知の上で、し

かし総合的に駅の中心街のにぎわい、あるいはこ

れからのまちづくりを勘案したときに、ここは駐

車場として買わせていただいて、総合的な中心街、

あるいは観光振興、さまざまな交流人口の拡大に

資すると判断をさせていただいて、今回このよう

な提案をさせていただいたというところでありま
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す。経過含めていろいろと御議論があると思いま

すけれども、しかしこれが今の時点に立ったとき

に一番最善の判断なのではないかというふうに我

々考えて提案をさせていただいているということ

で、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

基本的には、今市長が〇９番（佐藤 靖議員）

おっしゃったことが基本だと思うのですけれども、

欲しいのが行政が率先をしてにぎわい創造をする

という熱意なのです。決意なのです。これであの

スペースが駐車場だけで終わるのか、これでもう

一つよろーなの横のイベントホール等イベントス

ペースと、これで駐車場含めてさらに拡大したと。

ここで行政は、積極的に２年間直営期間にあのに

ぎわい創造の基礎をつくるという熱意をお持ちか

どうかなのです。今市長おっしゃるように、確か

に駐車場だけを考えれば、あそこがいいのか、ほ

かのところにもっといろんなところあったでしょ

うと。いろんなところ、例えば土日にやるイベン

トはいろんな市内のほうを借りて、そこに車をと

めて人を流したほうがよかったのではないのとい

う議論もある。あそこを買うということについて

は、買い戻すということについては、その熱意が

裏にあるかどうかだと。幾らにぎわい創造を聞い

ても、いや、協議中です、いや、これから熱心に

やりますという、どうも他力本願になるから、も

う４月１日オープンするわけですから、ここはも

う２年間一生懸命行政率先して入居団体あるいは

関係商店街を含めて連携をしてしっかりつくり上

げるという、そういう熱意をどちらかというと伝

えていただきたいと。駐車場確保だけで議論をす

ると、やはり過去の経緯からいうとそこはちょっ

と無理があるのでないかいという話になりますの

で、その熱意を改めてお聞きをしたいと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

市長のほうから判断に〇副市長（久保和幸君）

ついてお話があった後に、今行政としての熱意も

含めてということでありますけれども、私どもと

しては直営期間２年間というふうに先般もお答え

をさせていただきましたので、入居団体の皆さん、

そして商店街の皆さんとしっかりとにぎわい創出

に向けて協議をさせていただいて、行政も先頭に

立って進めさせていただきたいと思いますので、

この点については御理解をいただきたいと思いま

す。

上松直美議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどからいろいろ答〇３番（上松直美議員）

弁聞いていまして、まずＪＲと一体化した駅横再

整備の推進というのが当初からあったのかどうか

という。私は、そういう疑問に思うのですけれど

も、駅横開発というのはやはりＪＲの駅がまずあ

って、よろーながそこにできると。その中でどう

いった一体化開発ができるか。そして、西條さん

との関係の中で、民間と官が一体となった連携の

中でにぎわいまちづくりがそこで中心街の活性化

に結びつくのでないかと。今回の駐車場の問題に

ついてもＪＲと交渉してだめだったとか、そうい

ういろんなことを聞くのですけれども、当初から

ＪＲの駅のリニューアル化とか、総合的な計画を

やはりきちっと捉えて一体化的なまちづくりにし

ていかなければならなかったのかなと思うのです

けれども、その点についてどう考えるでしょうか。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のとおりだ〇副市長（久保和幸君）

というふうに思うのでありますけれども、当初の

計画についてはバスターミナルと、それから観光

インフォメーションと、それとレンタサイクルと

いうことで、そして先ほども説明したとおりその

後に市民会館の貸し館と、それから公共団体が入

居するという、そういう変遷を経ているというこ

とであります。当然交通の結節点ということで複

合交通センターという仮称をつけて、それぞれバ

スターミナルを整備するということも大きな目的

の一つでありましたから、これは結節点という部

分でいきますとＪＲとバスというのもありますの

で、ＪＲさんのほうにはこの整備についての御意
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見等々拝聴に何度か伺っているところでありまし

て、特に観光インフォメーションにかかわる旅行

者に対するそういうインフォメーションについて

は連動してやりましょうという、そういう協議は

させていただきました。これは、主にハードより

もソフトの分で協議をさせていただいたというと

ころであります。さらには、一方では都市間バス

というのはＪＲさんから見るとライバルというの

も一部ありまして、そこは指摘はされたのですけ

れども、そういうところもあるというふうにはＪ

Ｒさんのほうからお話あったのでありますけれど

も、総体的に相乗効果を上げるためにさまざまな

イベントを通したり、あるいはこれからにぎわい

を創出するためにいろいろと相談に乗ってほしい

というところの議論をさせていただいているとい

うふうに御理解をいただきたいと思います。

以上です。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇３番（上松直美議員）

やはりＪＲを利用する人とバスを利用する人、

それが両方とも使えるような駐車場が将来必要だ

と私は思うのです。ＪＲが管理している、名寄市

が管理しているからとめられるのだろうかとか、

バスを利用している人がＪＲにとめられるのだろ

うか、ＪＲを利用する人がよろーなの駐車場にと

めてどこか遠いところに行けるのかと。そういう

意味でも協働できちっとした駐車場をつくること

がやっぱり利便性を追求して使いやすい機能を持

たせたよろーなにもなるし、にぎわいまちづくり

にもなるのではないかと思います。

それと、もう一点ですけれども、契約を急いで

西條さんの土地を買い戻すという、今せっぱ詰ま

った状況の中でやっているみたいですけれども、

やはり賃貸契約を長いスパンでやって、状況を鑑

みて、そして買い戻すということも大切ではない

かと思いますので、その件についてお願いします。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

今の駐車場の関係です〇副市長（久保和幸君）

けれども、それは交通センターというか、輸送の

関係でＪＲさんと、それからバス会社さんという、

そういう面でのそういう利用も必要になってくる

かというふうに思いますが、先ほども申し上げま

したとおりバスターミナルというか、輸送だけの

そういう駐車対策ではなくて、利用者というのは

貸し館機能を持っている利用者なり、あるいは観

光関係含めて訪れる方々もいらっしゃるかなと。

そういうことも含めた駐車場であるということを

御理解をいただきたいというふうに思います。

さらには、先ほどもお話し申し上げましたが、

契約というよりも、契約はまだ先の話ですからあ

れですけれども、取得する考え方についてはタイ

ミングとしては今の時期が最もいいというふうに

判断をしたということでございますので、御理解

いただきたいと思います。

以上です。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

今の上松議員の御提〇副市長（佐々木雅之君）

言なのですけれども、市も過去民間会社のほうか

ら土地を買わないで借りた経過があるのですけれ

ども、そのときの借りた内容でいいますと、民間

ですから、取得価格の５％をプラスそれに係る税

金分については負担してくださいということであ

りました。そうすると、時間をかければかけるだ

け地代金として払った分が無駄になってしまうと。

２０年間で、もしくはそれ以前に資金を回収する

というのが民間のやり方だというふうに過去経験

もしておりまして、実は長く借りることが必ずし

も市民の皆さん、市にとってプラスにはならない

という判断もしての今回２カ月間の賃貸借をお願

いして、その後速やかに議会のほうにお諮りを御

提案をさせていただきながら、買い戻してまいり

たいということでありますので、この辺について

は御理解を賜りたいと思います。

熊谷吉正議員。〇議長（黒井 徹議員）

何点かお聞きいたし〇１３番（熊谷吉正議員）

ます。
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最初に、１２月初旬から西條さんと協議をして、

直近で大筋合意をしたという関係については、議

事録もとられて、あるいは仮契約書も交わしてお

られるのかどうか。また、それによってこの協議

の経過と違うような答えが出る場合には、瑕疵と

して先方に何か残るのか、まずお聞きをしたいと

思います。

やりとりの中でちょっと私聞き漏らしたかもし

れませんが、今回買い戻しをしたいという、いわ

ゆる売った土地の一部を買い戻したいという土地

の面積、それから当時売ったときに換算した数字

というのはおおよそ案分で出るのではないかと思

いますので、差し支えなければお答えをいただき

たいと思います。

それで、もうあと何日もしないうちにオープン

なのですけれども、非常に言いづらいけれども、

言わなければならぬなというふうに思うのは、経

過からするとやっぱりにぎわいの問題についてそ

れぞれ皆さんからお答えをいただいているけれど

も、聞いていると全然伝わってこないのだ。いま

だに商店街がどうしたとか、商工会議所がどうし

たとか、行政がどうしたとかということで、とり

あえずはあそこに人を集めればそれがにぎわいか

という話でもないという話はいろいろ議論もして

きているのです。そこがどうも定まっていないの

で、あえて私にぎわいにこだわるとすれば、やっ

ぱり西條さんはいろんな絵を描いていたものに近

いものを形にしていただくと。しかし、出してい

ただいたお店もそう集客も余り予定どおりでない

ということだとは、あるいはだからもうマンショ

ンでもまた建ててという話では、なかなかそれは

約束違反にもなるので、むしろ私はあの当時振り

返りたくないけれども、やっぱり集客施設にこだ

わりがあったと思うのです。当時お風呂屋さんの

話もあったけれども、該当者と西條さんの話で折

り合いができなくてそれもだめということになっ

て、市が今度その分買ってという話まで出てくる

と、もう西條さんとしては利用計画立て切れない

という前提に立った場合には、集客施設を改めて

原点に立ち返って、いろんな希望者が手を挙げる

かどうかわかりませんけれども、そこら辺に一回

振り出しに戻ってやっぱり集客にこだわった計画、

再計画をその部分については考える必要があるの

ではないかと思っていますので、改めてそういう

作業はされたかどうか。駐車場だけにも目が行っ

て、ＪＲさんがどうしたとか、あれがどうしたと

かという話なのですけれども、そこに行き着くま

での経過としてはちょっと私はすとんと落ちない

なという感じがして、どれだけ集客にこだわった

のかというところあたりはお答えをいただきたい

なと思っています。

それと、もう既に新聞で一部報道されていまし

たから、朝早々に私のところにも問い合わせあり

ましたし、えっと、今ごろ、今さらという話が届

いていますから、これからさらに話のレベルを上

げて議会に提案ということになるまでにはまだ一

月から、二月までないのかな、もう。そういう時

間感覚ではないかと思うのですけれども、やっぱ

り何千万円の単位を新たに支出をする。土地買う

ときもやっぱり０００万円ほど、当時の簿価と

実勢価格の関係でも逆ざやをかぶっているという

経過からすると、やや億の単位で改めて市の財源

を使わなければならぬという可能性に対する不信

感というのは非常に強いので、そういうきょうも、

あす公になるのでしょうけれども、市民の意見へ

の対応についても少し幅を持って臨む必要がある

のではないかと思っていますので、よろしくお願

いします。

あと、今実際持っている西條さんのほうから、

これ社会的貢献で使ってくれという話はなかった

のかとか、民間だからそういうことはないのだろ

うと思うけれども、念のために聞いておきたいと

思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから土地の〇総務部長（扇谷茂幸君）

買い戻しにつきまして、面積、それからおおむね
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の金額お知らせをしたいと思いますが、今私ども

が想定をしております面積につきましては、３

７２平米ほどになろうかと考えておりまして、再

取得の価格につきましては原則として当時の売っ

た価格をもとに算出をしておりますので、それぞ

れ税金と案分しました総額としましてはおおむね

８７６万円程度想定しているということであり

ます。今現在西條さんとは、土地の買い戻しにつ

いておおむね合意を得たということでありまして、

特に仮契約書等については交わしておりません。

取り急ぎ２カ月間にわたっての借地はお願いをす

るということで、それについての契約につきまし

ては速やかに行ってまいりたいというふうに考え

ておりました。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

これまで集客施設とい〇副市長（久保和幸君）

うことで進めてきたということは、伝わらないと

いうふうな御指摘もございました。先ほどからの

答弁に繰り返しになるのでありますけれども、経

済状況が厳しくてテナントも含めた集客施設とい

うのは難しいということは、再三３者協議の中で

出ておりまして、最終的には先ほども報告したと

おり賃貸マンションということの考え方が示され

たところであります。この点についても再度集客

施設に振りかえることはできないかという話をさ

せていただいたのでありますけれども、経済情勢

がそれをそうさせないということもあったという

ことで、その点については繰り返しの答弁になる

と思いますけれども、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

さらには、西條さんのほうから社会貢献という

ことで、そういう話はなかったのかということで

ありますが、私ども協議の中では買い戻しという

ことでお願いしたいという、そういう話がありま

したので、社会貢献というところは話の中では出

てこなかったというふうに御理解をいただきたい

と思います。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっともんで、議〇１３番（熊谷吉正議員）

長、後からさばいていただきたいと思いますが、

もう一回確認しますけれども、仮契約書などして

いないし、借りることについてはお願いをしてい

るということですけれども、ということは並行し

ながら最終的な数字の詰めだとか、市民の声もい

ただきながら、これが当初と協議経過と違うよう

な、議会の対応もそうでしょうけれども、なった

場合には、瑕疵の関係では残らないという認識で

いいのか、市側として。やっぱり要らない、いい

ですというようなことに仮になった場合に、市と

しての瑕疵の責任があるのかどうか、もう一度口

頭のやりとりではありますけれども、お聞かせを

いただきたいなと思います。

それで、集客の関係、私は買うにしても買わな

いにしてもやっぱり当初であった例えば温浴施設、

西條さんの意向ではそうならなかったけれども、

西條さんはもうこれ以上はそこで利用価値として

非常に難しいということになれば、改めて市とし

ては何らかの集客をできるようなものを公にやっ

ぱり広く公募をするということの方法もあるので

はないかと思うのです。そういうことも含めて八

方手を尽くしたけれども、そこに行き着いたとい

うことであれば、まだ１０歩下がって可能性とし

てははい、わかりましたということもあるのかも

しれませんが、とりあえずやっぱり商工会議所さ

んが駅に移った後は、会長さんもいますから悪い

けれども、消費者協会にしても消費者センターに

しても数少ない人数の出入りでしか、多分。ただ、

イベントか何かやるときには、講演会だとかとい

うときは１００、２００もあるのでしょうけれど

も、それも実際に大会議室をたくさん使うとか、

屋上を使うとかという、屋上を使っていっぱいや

るときには大体車で来ない。そして、町中へ散っ

ていくわけだから、帰りは。それはそれで非常に

いいと思うのです、東に真っすぐ帰る人もいるか

もしれないけれども。やっぱり昼間会議するとか
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というところあたり、余り過大に駐車場建てよう

ということに結果的になるのかどうか。さっき川

村議員が言ったように、バスですよ、やっぱり。

こういう機会を通して大胆に市民の利用を積極的

に高めていくのだと。駐車場はもうないのですと、

これしか。どうしても車で来る人は、周辺に商店

街の中だとか、信金さんだとか、５丁目、６丁目

の中にもあるわけで、２条にもあるわけですね、

市の土地も。さまざまなところでの工夫はとりあ

えずやれるのでないかと思うので、やっぱりそれ

を実際にやってみて、猶予を持って判断をするこ

とのほうが私は市民理解が得られていくのでない

かと思うのです。とりあえずは、やっぱり２００

人も集まったら１００台必要だと。それは、もう

平面的な見方で、やっぱりエコだとか交通対策を

しっかりこの機会に本気になって市民に理解を求

めるということだってある面ではいろいろ複層的

に考えられるのではないかと思っていますから、

はなから足りないのだと。一般論としては、私も

足りないなというふうに思うけれども、そこはも

う少し慎重に判断をされたほうがいいのでないか

と思うし、あるいは集客できるような施設を公募

をするとか、その場合一回市で買わなければなら

ぬということはあるのか、西條さんが直接売却す

るかということもあるかもしれないし、それは行

政が仲立ちに立っていろいろ判断をすればいいの

ではないかと思っていまして、どうもやっぱりに

わかに出てきた報告であるような気がして大変危

惧をしております。改めてにぎわいや新たな市民

公募というか、業者さんの公募だとか、いろんな

方法を考えた上で最終判断をされたほうがいいの

ではないかと私は思っていますので、よろしくお

願いします。

さっき言ったように、何千万円の話とやっぱり

駐車場にするのか、あるいは整地をするだけでも、

恐らくあそこはいろんなもの入っているのではな

いですか、竹中議員。ただ、なでればいいという

話ではないと思うのです。ですから、何だかんだ

言ったら、これはもうそれこそ１億円かかるよう

な感じになりはしないのかなという心配をするの

で、もう少しやっぱり精査した上で再報告をでき

ればお願いをしたいと思うのですけれども、よろ

しくお願いします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今後の詰めについて〇総務部長（扇谷茂幸君）

のお話がありましたけれども、現在西條さん側と

はおおむね合意に至っているということでありま

して、今後当然数字の詰め含めてしてまいりたい

というふうに考えております。この間さまざま御

議論の中で、最終的に市長がこのタイミングとい

うことで判断をされたということでありますので、

私どもとしては今後の手続につきましてはしっか

り粛々と対応してまいりたいというふうに考えて

います。

西條さんとは、特にこの話に関して、いわゆる

だめになったらどうするかとか、そんな話は一切

しておりません。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

にぎわいづくりに関して〇市長（加藤剛士君）

あらゆる手段を尽くしたのか、あるいは公募も含

めてという話ありましたが、今用地を買い戻そう

としている土地は西條さんの用地でありまして、

ここを我々が公募するということにはならない話

であって、その３者協議の中でにぎわいづくりを

これまでお願いした経過はありますけれども、今

のお話ししたとおり当初のそうしたテナント誘致

は困難だと。住宅用地にというお話がありました

ので、住宅用地ということでは我々としては意に

そぐわないと。加えて今の駅横の施設が駐車場が

不足しているということも鑑みて、扇谷部長から

お話をしたとおり当時の金額の範囲の中で買い戻

すということで、その後のことについてはわかり

ませんけれども、今当面課題となっている駐車場

のスペースについては確保できるということも含

めて、今回総合的に判断をさせていただいたとい

うことでありまして、ここはぜひこのタイミング
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で、様子を見てお借りするという話もありました

けれども、今後西條さんとお話の中でも西條さん

も非常にそうした展開も厳しいというお話もいた

だいたので、我々としてはここで買い取って、ま

ず駐車場にさせていただくということで、まずは

４月１日からオープンするよろーなの施設のにぎ

わいづくりも含めて、今考えられる範囲の中で総

合的に考えて一番いい判断だというふうに結論を

出しまして、きょう御報告をさせていただいてい

るということをぜひ御理解いただきたいと思いま

す。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

扇谷部長、瑕疵はな〇１３番（熊谷吉正議員）

いということで受けとめていいのですね。

市長、私は立ちどまるべきだというふうに、何

人かの皆さんからいろいろ聞かれていて、やっぱ

りにぎわいの関係での答えは満足に答え返ってき

ていないもの。そして、最後は市長、総合的にと。

どこか先ほどの一般質問なんかでも最後は総合的

にと言って、それはもう市長の権限絶大なのは十

分わかっているけれども、それでは今これ初めて

できた、事案が持ち上がった関係で、それはもう

全部お任せしますという状況ではないと思うので

す。金が伴わないのなら別だけれども、金が伴う

わけで、私どもも市民の皆さんに意見をしっかり

いただいた上で議案として出てきた場合に最終判

断をするわけだから、そう簡単に独走されても私

はいかがなものかというふうに思うのです。説明

がついて、私どもがよく理解していないから、意

見の違いなら別だけれども、説明がなっていない

のだ、やっぱり。それは、観光だって佐藤議員か

なり優しく言っているけれども、行政が責任を持

って、２年間にぎわいに責任持つのだという話、

そんな次元ではない。やっぱり主体は商工会議所

や商店街や商業関係の皆さん、そして行政や市民

が一体となってしっかり重ならないと本物になら

ないわけで、行政だけがその先兵に立てなんてい

うふうには私は一切思っていません。ですから、

改めて市長の判断としては先方さんの関係もある

から、もう計算して、作業して、議案提案してい

きたいということかもしれないけれども、全く私

どもにとっては白紙状態。まだほかの方法もある

のではないかというふうに私どもは思っています

から、一時的なイベントの集まりのところは西條

さんに借りるというよりも、ちょっと貸してくだ

さいと。雪の整地だとか何かは、それは平らにし

なければならぬけれどもというぐらいのやりとり

は随分この間やっぱりいろんないきさつから見た

ら、行政としては一定の対応はしているのではな

いかというふうに思っていますから、そこは真剣

にちゃんと向き合っていただいて、西條さんにも

頑張ってもらわなければならぬし、商店街にも頑

張ってもらわなければならぬし、市民合意も得な

ければならぬということなので、私は現状の中で

は理解できましたという状況ではないので、議案

が出るまでは見守りたいというふうに思いますし、

市民の意見もしっかり拝借して最終判断をしてい

きたいと思います。それに対してお答えをいただ

きたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

にぎわいづくりに関して〇市長（加藤剛士君）

は、行政の熱意ということも大事だということで

ありますけれども、熊谷議員がおっしゃるとおり

だと思います。やっぱりあそこは民間が中心とな

って、民間の皆さんが主役となって我々が最大限

バックアップをしていくということでのにぎわい

創出をしていく。そのためにあの施設も含めて総

合的に判断をして、また総合的と言ったら怒られ

るかもしれないけれども、駐車場が今一番これま

での西條さんの協議も含めて有効な活用方法だと

いうふうに判断をさせていただいたということで

あります。当初のいろんなイメージから比べると

どうなのという話もあったかもしれませんけれど

も、この間先ほども申しましたけれども、３者協

定含めてその中で西條さんに売却をしていくとい

った話でありますとか、これまでの議論経過も全
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て我々としては包み隠さず逐一お話をしてきたつ

もりでありますし、そのことも含めて、唐突だと

言われると私たちもそうなのかなと。我々は、し

っかりと今までの議論を説明させていただいた中

で、現状これからどうしていくという判断の中で、

今あそこの用地を買い取らせていただいて、まず

は駐車場用地として幅広く活用していただくと。

このことが総合的に資すると。また総合的と言っ

てしまったけれども、判断をさせていただいたと

いうことでありまして、ここはぜひ御理解いただ

きたいと思います。

東千春議員。〇議長（黒井 徹議員）

最初の答弁から第４〇１９番（東 千春議員）

回の定例会でも発言がありましたという張本人で

ありますので、ちょっとお話をさせていただきた

いなというふうに思います。

私は、１２月の定例会のときにあそこのあいて

いる土地を買い取ってでも駐車場にするべきでな

いのかというふうな発言をさせていただきました。

こんなに反発があるとは実は思ってはいませんで

した。しかしながら、この判断には私は評価させ

ていただきたいというふうに思っております。な

ぜこういう発言を私がしたかといいますと、ただ

あそこに駐車場をつくれと言ったわけではありま

せん。あそこの利用に関しては、さまざまな質問

や提言もさせていただきました。その中には、今

までの議論の中にもありましたけれども、例えば

飲食を含むイベントをたくさんやったらいいので

ないのかと。飲食を含むということは車で来ない

のかなというふうに思いますと、藤花さんだとか

紅花さんで飲食を伴う会合には本当車が満車にな

ります。多分運転代行か何かで帰られる、あるい

は最近は飲まないで帰られる方もいらっしゃるの

かなと思いますけれども、そういった提案もしっ

かりとさせていただきながら、大ホールというの

ですか、大きいホールですとか、野外施設も積極

的に使うべしと。あるいは、利用料金のかからな

い広場ですとか、積極的にしっかりと使って人を

集めてくれと。そのためにも駐車場が要るのだと

いうような発言をさせていただきました。今いろ

んな方が発言をされていますけれども、多分途中

まではみんな同じ思いだと思うのです。この話が

できたときには、西條さんが買い取って、その先

には福祉施設ができるだとか、温浴施設ができる

だとか、この段階ではやっぱり私たちも理事者側

も夢を持ったと思うのです。しかし、それがだん

だん、だんだんとアパートになっていってしまっ

て、これが本当に集客なのかと。熊谷議員もおっ

しゃっておりましたけれども、Ｑマート建設をさ

れましたけれども、前を通っても余り車通ってい

ませんよね。とまっていませんね。これが本当に

集客になっているのかどうなのかと。私は、その

ときに本当に考えたのは、やっぱり究極の判断と

して、あそこをさらに小さい場所をどんなものを

持ってきたとしたってそんな商業施設とはならな

いのではないのかと。にぎわいづくりにはならな

いのではないかと。その判断の中で、やはりよろ

ーなを積極的に使うという観点から、駐車場がベ

ストだと思いました。そのときに例えば南広場に

駐車場を設けて、そこに歩いていくということは

市民の皆さんはしません。これは、もう決まって

います。これなぜ決まっているのかというと、競

馬場ありますよね。競馬場をつくったときの駐車

場を今のところにつくったのです。ほとんどとま

っていませんでした。この先どういうふうになる

かというと、あそこは路上駐車になります。そし

て、地域の皆さんから苦情が来ます。私は、そん

なのだったら、地域の皆さんに迷惑をかけないで、

そしてよろーなをしっかりと利用して、そのため

にはあそこは駐車場がベストだというふうに思い

ました。ですから、あそこにはぜひ駐車場として

進めていただきたいと思います。

ちょっと質問させていただきたいと思いますけ

れども、よろーながあって、駐車場があって、西

條さんの駐車場が真ん中にあります。西條さんと

の今までのお話し合いの中で、例えばこれは一体
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として連携をした駐車場の使い方であるとか、そ

ういうふうな協議をされたことがあったのかどう

なのか、お知らせをいただきたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これまでの協議の中〇総務部長（扇谷茂幸君）

では、今議員御指摘のとおり一体的な利用ができ

ないかという話もあわせてさせていただいており

ます。よろーなの駐車場、そしてＱマートの駐車

場、そして今回新たに取得をしたいとするところ

の駐車場につきましては一体的な利用は可能だと

いうことで、ぜひそうさせていただきたいという

私どものお願いも含めてさせていただきまして、

西條さん側からは当然当初のいわゆるよろーな活

用の目的に沿うような駐車場の活用については絶

対必要だという御理解もいただきましたので、一

体利用ができるような形で今後とも協議を進めて

まいりたいと考えております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

ということは、例え〇１９番（東 千春議員）

ばＱマートさんで大売り出しとかをやってお客さ

んがどっと来たときには、よろーなにもちょっと

とめてもいいよと。新しくつくる駐車場にもちょ

っととめてもいいよと。だけれども、よろーなで

大きなイベントやるときはちょっととめさせてね

と。そういうことがオーケーということでよろし

いのですよね。ちょっとお伺いをしたいと思いま

す。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

あくまでも相互利用〇総務部長（扇谷茂幸君）

を想定をした対応をしてまいりたいと考えており

ます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

今までなかなか西條〇１９番（東 千春議員）

さんとはいろんな部分で正直言ってかみ合ってい

なかったと思うのですけれども、この部分で最後

にちょっとかみ合ってよかったのかなというふう

に思っております。正直に申し上げてＱマートさ

んそんなに車とまっていませんけれども、Ｑマー

トさんもやっぱり売り上げ上げてほしいし、そし

てよろーなも本当に人が集まってもらいたい。そ

れが一体となってあの地域が活性をしていくとい

うことを、それを行政としてもしっかりと支えて

いくということを求めて、終わりたいと思います。

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

日程第２ 議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市未熟児養育医療費用徴収条例の制定につ

いて、議案第３号 名寄市新型インフルエンザ等

対策本部条例の制定について、以上２件を一括議

題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より御指名をいただきましたので、平成２５年第

１回定例会におきまして当委員会に付託されまし

た議案第２号及び議案第３号の委員会における審

査経過並びに結果について御報告申し上げます。

初めに、議案第２号 名寄市未熟児養育医療費

用徴収条例の制定について、審査経過並びに結果

について御報告申し上げます。

委員会は、３月７日に三谷健康福祉部長を初め

担当職員の出席を願い、本条例の内容について説

明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第２号は、提案理由の説明にも

ありましたように、地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律で母子健康法の一部が改正され、

①、同法第１８条で規定する低体重児の届け出の

受理、②、同法第１９条で規定する未熟児の訪問

指導、③、同法第２０条で規定する養育医療の給

付に関する事務が都道府県並びに政令市及び特別

区から全て市町村へ移譲されました。つきまして

は、養育医療の給付に関する事務を行うに当たり

扶養義務者等から徴収する当該給付に必要とする
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費用について規定するため、本条例を制定しよう

とするものです。

委員会で各委員から出されました主な質疑では、

新たに徴収業務がふえることになるのか、またそ

の対応についてはの質疑には、今までの交付人数

は平成２１年度は１２名、平成２２年、７名、平

成２３年、５名、平成２４年度２月末現在で２０

名の報告を名寄保健所から受けている。この人数

であればこども未来課の業務の中で窓口業務も含

め対応できる見込みとの答弁がありました。

市の負担は４分の１だが、必要な額が交付税等

で確保されるのかの質疑には、過去の３年間の実

績を踏まえて平成２５年度見込みで予算計上して

いる。正確な交付税の額についてはわからないと

の答弁がありました。

今年度対象者が２０名と多くなっているが、訪

問対応はどのようにされるのかの質疑には、生後

４カ月以内まで主に一、二カ月ぐらいのお子さん

を対象に全家庭を訪問してきており、その中で現

在も対応しているため、業務の拡大にはならない

との答弁がありました。

自己負担分は一般的にどの程度なのかの質疑に

は、例えば階層所得が１万０００円以下のＤ１

階層の方が１カ月１００万円の医療費に対し自己

負担分は１万８００円で、市の負担は７万６３

０円になるとの答弁がありました。

権限移譲に伴い必要な事務手数料の財源措置は

どのようになるのかの質疑には、権限移譲の関係

は総務が窓口であり、金額は押さえていないが、

権限移譲の事務負担ということで件数に応じ手数

料が入ってくることになるとの答弁がありました。

以上の議論の結果、議案第２号 名寄市未熟児

養育医療費用徴収条例の制定につきましては、全

会一致で原案どおり可決すべきものと決定いたし

ました。

引き続き議案第３号 名寄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の制定について、委員会におけ

る審査経過並びに結果について御報告申し上げま

す。

委員会は、３月７日に三谷健康福祉部長を初め

担当職員の出席を願い、本条例の内容について説

明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第３号は、提案理由の説明にも

ありましたように、新型インフルエンザ及び全国

的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症に対す

る対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護

し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小に

なるようにすることを目的として、新型インフル

エンザ等対策特別措置法が平成２４年５月に公布

されました。この中で同法第３７条において準用

する同法第３６条の規定に基づき、市町村では新

型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を

同法の施行までに条例で定めることとされました。

このことに伴い、本条例を制定しようとするもの

です。

委員会で各委員から出されました主な質疑では、

新型インフルエンザ等の等とは何を指すのか、ま

た具体的な病名の定義が必要ではないかの質疑に

は、インフルエンザ等の等については過去に病原

性の高い鳥インフルエンザが問題になった。そう

いうことを想定している。定義については、国か

ら全国統一の内容になっているため、国のモデル

条文に沿った形で制定をした。名寄市独自の参酌

ではなく、全国共通ということになっているとの

答弁がありました。

制定の目的の関連で対策本部の設置は宣言が発

せられて設置することを前提としているのか、宣

言が出なくても設置することができるのか、また

宣言後の行動計画は定められているかの質疑には、

平成２２年１１月に本部設置要綱を定めた。さま

ざまな組織の対応ではなく、防災計画の中で感染

症も含め対応した要綱を設置している。地域で発

生することもあり、その場合宣言が発せられなく

ても自治体独自で本部を立ち上げて対応していく。

また、行動計画については平成２１年に新型イン

フルエンザの大流行があったときに国、道の行動
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計画が策定されており、それに準じて名寄市の新

型インフルエンザ行動計画を策定してきている。

今回新たに国、道のほうからも要綱に基づいた行

動計画が示されてくるということなので、そこと

の整合性を図りながら現行の行動計画を見直して

いきたいとの答弁がありました。

発生後の財源措置についてはどのようになって

いるのかの質疑には、国、道、自治体の明確な負

担割合の内容はまだ示されてはいないが、自治体

の負担もあると考えているとの答弁がありました。

以上の議論の結果、議案第３号 名寄市新型イ

ンフルエンザ等対策本部条例の制定につきまして

は、全会一致で原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告といたします。

これより、議案第２号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について委員長報告に対する質疑に入りま

す。

初めに、議案第２号について御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

次に、議案第３号について御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

議案第２号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決

されました。

お諮りします。議案第３号は委員長報告のとお

り決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決

されました。

日程第３ 議案第２４〇議長（黒井 徹議員）

号 平成２５年度名寄市一般会計予算、議案第２

５号 平成２５年度名寄市国民健康保険特別会計

予算、議案第２６号 平成２５年度名寄市介護保

険特別会計予算、議案第２７号 平成２５年度名

寄市下水道事業特別会計予算、議案第２８号 平

成２５年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別

会計予算、議案第２９号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算、議案第３０号 平成２

５年度名寄市公設地方卸売市場特別会計予算、議

案第３１号 平成２５年度名寄市食肉センター事

業特別会計予算、議案第３２号 平成２５年度名

寄市後期高齢者医療特別会計予算、議案第３３号

平成２５年度名寄市病院事業会計予算、議案第

３４号 平成２５年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

予算審査特別委員会、植松正一委員長。

議長よ〇予算審査特別委員長（植松正一議員）

り御指名をいただきましたので、今定例会におい

ての予算審査特別委員会に付託されました議案第

２４号 平成２５年度名寄市一般会計予算及び議

案第２５号から議案第３４号までの各特別会計予

算並びに各企業会計予算の１１件につきまして、

委員会の審査の経過と結果について御報告を申し

上げます。

第１回委員会は、３月４日に開会し、直ちに正

副委員長互選を行い、委員長に私植松が、副委員

長に山田典幸委員がそれぞれ選任されました。

第２回委員会は、３月２１日に開会し、審査日

程を３月２１日、２２日、２５日、２６日の４日

間と定め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席
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を求め、それぞれ説明並びに答弁をいただき、慎

重に審査を行いました。

その経過につきましては、詳細に報告を申し上

げるところでございますけれども、当委員会は全

議員をもって構成された委員会でございますので、

これを省略させていただき、審査の結果について

のみ御報告を申し上げるところでございます。

議案第２４号 平成２５年度名寄市一般会計予

算及び議案第２５号 平成２５年度名寄市国民健

康保険特別会計予算並びに議案第２６号 平成２

５年度名寄市介護保険特別会計予算につきまして

は、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決定しました。

また、議案第２７号から議案第３４号までの平

成２５年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

８件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。

以上を申し上げまして、簡単ではございますが、

委員会の審査結果の御報告とさせていただきます。

ただいま予算審査特別〇議長（黒井 徹議員）

委員会委員長より報告のありました議案第２４号

外１０件については、全議員をもって構成されま

した特別委員会でありますので、この際質疑を省

略し、直ちに採決を行います。

議案第２４号 平成２５年度名寄市一般会計予

算について委員長報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２４号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第２５号 平成２５年度名

寄市国民健康保険特別会計予算について委員長報

告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２５号は委員長報告のとおり可

決されました。

お諮りします。議案第２６号 平成２５年度名

寄市介護保険特別会計予算について委員長報告の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２６号は委員長報告のとおり可

決されました。

次に、議案第２７号 平成２５年度名寄市下水

道事業特別会計予算から議案第３４号 平成２５

年度水道事業会計予算までの８件について委員長

報告のとおり決定することに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２７号から議案第３４号までの

８件は委員長報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時４５分

再開 午後 ２時４６分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第４ 議案第４４号 平成２４年度名寄市

一般会計補正予算（第６号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４４号 平成２４〇市長（加藤剛士君）

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、国の平成２４年度補正予算が成

立をしたことに伴い、本市において実施される事

業の関連経費と緊急性の高い除排雪対策経費及び

損害賠償経費などを中心に補正をしようとするも

のでありまして、歳入歳出それぞれに９０４万

０００円を追加をして、予算総額を２１０億

７１７万０００円にしようとするものでありま

す。
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補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして財産管理事業費９万０００

円の追加は、２月に発生をしました名寄市役所旧

自動車整備工場屋根北側からの落雪による車両破

損に対する損害賠償金であります。

３款民生費におきまして介護給付事業費２１６

万円の追加は、障害者の自立支援対策として事業

所に交付をされる補助金でありまして、同額を道

支出金で計上をしております。

８款土木費におきまして市道路面性状調査事業

費３００万円の追加は、国の補正予算に伴う関連

経費の計上でありまして、社会インフラである道

路の老朽度を調査をするものであります。

同じく８款土木費、市道除雪・排雪対策事業費

で４７８万０００円の追加は、想定よりも排

雪量が増加をすることに伴い、各費目の調整を行

って係る経費を計上しようとするものであります。

９款消防費で排水機場維持管理事業費４００

万円の追加は、国の補正予算に伴う関連経費の計

上でありまして、智恵文排水機場の水位計など諸

設備の改良を実施をしようとするものであります。

財源として道支出金のほか、地域の元気臨時交付

金を計上をしております。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税におきまして普通交付税９６９万００

０円の追加は、平成２４年度当初算定に係る普通

交付税の調整率により減額をされていた額が今般

の国の緊急経済対策において全額再交付されたこ

とによるものです。

特定財源として１５款国庫支出金で地域の元気

臨時交付金、市道路面性状調査事業交付金、１６

款道支出金で障害者自立支援対策推進費補助金、

管理省力化施設整備事業補助金、２１款諸収入で

市民総合賠償保険給付金をそれぞれ計上し、総額

で６４０万０００円を受け入れ、収支不足の

２９４万０００円を財政調整基金繰入金で調整

を図ろうとするものであります。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

年度内に完了しないピヤシリスキー場管理運営事

業費ほか２件を繰り越ししようとするものであり

ます。

以上、補正予算の概要を一括して申し上げまし

た。よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

議案第４４号の４ペ〇１３番（熊谷吉正議員）

ージ、第５表、繰越明許費補正の関係で、淡々と

説明されたのですが、特に商工費のピヤシリスキ

ー場管理運営事業費、もう少し丁寧に説明してい

ただいたらいいのではないですかと思いますので、

求めたいと思います。

それと、９ページでありますけれども、先般も

地元新聞に出ておりましたけれども、市道路面性

状調査事業費３００万円、これは次年度以降への

道路対応に反映をするような調査かと思いますが、

路線名も一部報道にも入っていたのですが、いわ

ゆる生活道路だとか、特に路線に制限があるのか

どうか、この事業について。路線名を決定をする

に至った経過について、制度は事業がこれしかで

きないということなら別ですけれども、ちょっと

理解を進めるために御回答いただきたいと思いま

す。

それから、その下の市道除雪・排雪対策事業費

４７８万０００円、この冬特にもう冬は終わ

りそうなのですけれども、現実の生活道路はもと

より幹線と思われる道路も車の往来ができそうも

ない道路が幾つもあるのですが、地域の人から普

通排雪を車道幅いっぱい取るはずなのだろうけれ

ども、幅残して排雪をしているのだけれどもとい

う問い合わせが何件かあったのですが、それは業

者のほうの対応の問題なのか、市のほうの対応の

問題なのか、ちょっと説明をいただきたいなと思

います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）
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私のほうから１点目〇経済部長（高橋光男君）

の商工費にかかわっての繰り越しの部分で御報告

をさせていただきたいというふうに思います。

３月１４日に行われました経済建設常任委員会

で御説明申し上げましたけれども、改めて繰り越

しの理由について申し上げたいというふうに思い

ます。当初ろ過器のみの工事で渇水期の夏場とホ

テルの閑散期に合わせ工事を考えておりましたけ

れども、急遽沢から水を引いております原水槽の

取りかえが発生し、９月に補正を組まさせていた

だきました。このためこの２つの工事を抱き合わ

せで発注する必要があり、渇水期に向け契約を行

おうとしておりましたけれども、１２月上旬から

の予想外の大雪により除雪費や養生費などの経費

がかさむこととなり、工事を慌ててやるよりも条

件のよい時期に行ったほうがよりよい工事ができ

るとの結論になったところであります。つきまし

ては、発注がおくれ御迷惑をおかけすることとな

り、心よりおわびを申し上げたいというふうに思

います。今後このようなことがないよう早目、早

目に対応してまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解を賜りたいというふうに思いま

す。大変申しわけありませんでした。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今２点にわたっ〇建設水道部長（長内和明君）

て御質問いただきました。まずは、市道路面性状

調査事業でありますけれども、この事業につきま

しては今回国の大型補正によって行われるもので

あります。今議員のほうから言われております路

線の選定でありますけれども、交通量の多い幹線

道路ということで言われておりまして、まずは幹

線道路を調査して、今後この事業につきましては

今回限りでないということで聞いておりますので、

来年度以降も調査をして、そして事業を進めてま

いりたいと、このように思っております。

２点目の排雪の道路幅員の確保ということで、

カット排雪のことだと思いますけれども、道路幅

いっぱい、いっぱいというのは非常に難しい部分

で、最初に除雪をして、そして一定程度積み上げ

て、それからカット排雪するのですけれども、市

のほうで業者に対して、例えば今の路線幅の部分

だけで排雪をということは一切言っておりません

し、まず１車線であれば少し広げた形の中で排雪

をしていると思いますけれども、そのような話は

うちのほうにも入っておりませんので。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

カット排雪の関係は、〇１３番（熊谷吉正議員）

端的に言ってほしいのですけれども、予算、通常

は生活道路も幹線も含めて、いっぱい、いっぱい

というのは技術的に可能な範囲のいっぱい、いっ

ぱいだというふうに住民の皆さんも理解している

けれども、意図的にこのぐらいもう明らかに残し

ているという状況が幾つかの路線であるものだか

ら、多分業者さんは市の言われているとおりやっ

ていると思うので、市がたくさん取るとそれは金

かかるからということなのか、必要なものをしっ

かり対応するということは対応必要でないのかな

という感じして、そこは指導のあり方についても

う少し検証いただいたほうがいいのではないかと

いうふうに思いますので、次年度の冬に向けて新

たな決意をお伺いをしたいと思います。

それと、道路の調査はわかりました。せっかく

いい事業できたとすれば、生活道路まで、幹線も

重要だけれども、本当に計画どおりの名寄の１０

カ年計画の舗装率ではちょっと計画に追いつかな

いという状況がこの春もう雪解けたらすぐ見たく

ないような道路状況が来るわけだから、ぜひその

辺についても粘り強く財源確保に向けた働きかけ

も求めておきたいと思います。

高橋部長、あえて私聞く予定はなかったのだけ

れども、そういう説明、自然環境に基づいておく

れたり、次年度に繰り越しするということは理解

できるし、手も挙げる必要もないのだけれども、

そういう理解でいいのですかということを聞いて

いるのです。申しわけないけれども、あってはな

らぬというふうに思いますから、それが本当の事
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実だというのなら、２回目、３回目は手挙げませ

んから。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

熊谷議員の御指摘に〇経済部長（高橋光男君）

ついては、甘んじて受け入れをしたいというふう

に思います。常任委員会の中でもお話をさせてい

ただいたのですけれども、内部の意思疎通も含め

てきちんと連絡調整がうまくいっていなかったと

いうことが事実なのでありまして、その部分につ

いては心から深くおわびを申し上げたいというふ

うに思いますし、今後このようなことがないよう

に業務を遂行させていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。申しわけありませんでした。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

排雪の部分であ〇建設水道部長（長内和明君）

りますけれども、市のほうから狭くして排雪せよ

というのは決してないことだと私は思っておりま

す。それは、調べさせてもらいますけれども、万

が一そのようなことがあれば次年度から気をつけ

るようにしますけれども、そのようなことはない

と確信しております。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第４４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第４４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 意見書案第〇議長（黒井 徹議員）

２号 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄

液減少症の診断・治療の推進を求める意見書を議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第２号は、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第２号は原案のとおり可決さ

れました。

日程第６ 報告第４号〇議長（黒井 徹議員）

専決処分した事件の報告についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第４号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年２月２８日午前８時２０分

ごろ、名寄市西１条南２丁目２番地２の名寄市が

所有、管理しております名寄市役所旧自動車整備

工場屋根北側に雪庇がせり出していたことから、

暖気により隣接する北側駐車場への落下のおそれ

があると判断をし、雪庇を取り除く作業を行って

いた際に、予想を超える広範囲に雪が落下をし、

駐車をしていた相手方車両を破損させたものであ

ります。過失割合は本市が１００％でありまして、

相手方車両の修理代として本市が９万１８６円

を負担をすることで示談が成立し、和解をしたと

ころであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決
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処分をし、同条第２項の規定により御報告を申し

上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第４号を終結いたします。

日程第７ 報告第５号〇議長（黒井 徹議員）

例月現金出納検査報告、定期監査報告及び財政

援助団体等に対する監査報告についてを議題とい

たします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第８ 閉会中継続〇議長（黒井 徹議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時０３分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

ここで名寄市立総合病院長より発言を求められ

ておりますので、これを許します。

佐古和廣名寄市立総合病院長。

本日は、議会〇市立総合病院長（佐古和廣君）

開催中の貴重な時間をいただき、私の退任の御挨

拶の機会を与えていただきましてどうもありがと

うございます。

ちょうど１０年前に就任時にここで大変緊張し

て挨拶をしたのがついきのうのことのように思い

出されます。私の在任中、循環器内科あるいは消

化器内科の医師の派遣の中止とか、いろいろあり

ましたが、何とか診療体制を立て直すことができ、

ちょうど次期院長に譲るにはよいタイミングだと

いうふうに判断をして、市長の許可を得て、ちょ

っと早いのですが、退任をさせていただくことに

なりました。名寄市立総合病院は、地方公営企業

法の一部適用でありますが、在任中はかなり自由

にやらせていただきました。それも市長さん並び

に議会の皆さん方の御理解の上だというふうに大

変感謝いたしております。私就任したときに自分

の任期は一応１０年というふうに思って仕事をし

てまいりましたが、いろいろな難題が次々起こり、

予想どおりというか、想定どおりやめられるかど

うか、ちょっと悲観的になったときもあったので

すが、消化器内科が予想よりも早く復活し、何と

か予定どおり任期を全うすることができたという

ふうに思っています。私の好きな句で「散りぬべ

き 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も

人なれ」という細川ガラシャの辞世の句がありま

すが、自分が退任するときこの句を引用できるよ

うな状態でやめられたらいいなというふうに思っ

ていたのですが、何とか果たせたのかなというふ

うに思っております。本当に１０年間多くの人に

支えられて何とか任期を全うできたというふうに

思っていますので、この場をかりてお礼を申し上

げたいというふうに思います。どうもありがとう

ございました。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２５年第１回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。
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閉会 午後 ３時０７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 大 石 健 二

署名議員 熊 谷 吉 正

平成２５年３月２６日（火曜日）第１回３月定例会・第５号



－239－

質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２５年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 靖 １．市政執行方針及び新年度予算案にかかわって

（Ｐ ５６） (1) 国の政権交代の受け止めについて

(2) 加藤市政１期目の総括と任期最終年を迎える基本的考え方につい

て

(3)平成２５年度予算編成と財政展望について

２．教育行政にかかわって

(1) 市民の期待と信頼に応える教育行政の推進について

(2) 地域の教育資源の積極的活用策について

(3) 風連地区小学校の将来像について

３．名寄市立総合病院にかかわって

(1) 平成２５年度の診療及び看護を含め医療スタッフ体制について

(2) 救急救命センターの見通しについて

(3) 病院経営の安定と今後の課題について

４．名寄市立大学にかかわって

(1) ケアの未来をひらき、小さくてもきらり光る魅力ある大学につい

て

(2) 短期大学部の将来像について

(3) 今後の課題について

５．名寄市の現状と課題にかかわって

(1) 庁舎のあり方を含め、合併後の統一課題解決について

(2) 名寄市と自衛隊のかかわりについて

(3) 名寄地区中心市街地活性化について

(4) 農業振興について

(5) 観光振興について

(6) スポーツ振興について

(7) 少子高齢化への対応について

２ 佐々木 寿 １．市長の基本的政治方針及び財政運営について

（Ｐ ７８） (1) ３年間の評価と最終年の決意について
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ア 市民主役のまちづくりについて

Ａ 将来像は市民が主体的に議論し、市民的な合意を形成すべき

だが、今後のプロセスに対する考えは

イ 市長の選挙公約で掲げていた民間会社「名寄市」の検証及び庁

内の認識は

ウ 会派の政策要望の認識と反映について

(2) 平成２５年度当初予算編成及び財政運営について

ア 地方公務員の給与費削減に伴い地方交付税の削減となるが、今

後の財政運営の考え方について

イ 税収環境に対する認識と税源確保の見通しについて

ウ 長期的財政健全化を図るため、重視すべき財政運営は

２．保健、医療、福祉行政について

(1) 健康づくり事業の検証及び推進させるための基本的な考えは

(2) 低所得者福祉の検証と自己更生の課題について

(3) 生活援助員派遣事業の検証と評価について

(4) 医師が頻繁に訪問できない在宅医療や高齢者医療業務、将来の特

定看護師の見解について

３．生活環境、都市基盤について

(1) サンルダム本体工事着工を踏まえて、将来の安定・安全良質な上

水確保及び拡大構想の実現に向けての今後の対応について

(2) 平成２４年度からスタートした第２次下水道事業中期経営計画が

達成可能か

(3) きめ細やかな防災対策の検証と評価は

４．農業、農村の振興について

(1) 農業労働力、経営管理能力、資金調達の取り組みの検証と評価に

ついて

(2) 新規参入者の検証、課題、対応は

ア 高いハードルの解消の考えは

（農地確保、多額の資金、近隣との付き合い）

(3) 収益性の高い農業経営の取り組みの検証、評価、販路拡大施策の

検証、評価について

５．産業振興策について

(1) 経済・雇用対策の取り組みの検証について

ア 地域経済を持続可能な産業構造へと、どのように再生、転換を

図っていくのか

(2) 中心市街の活性化について
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ア 議論の経緯と内容は

イ 街の顔となる商店街が衰退の域にあるが活性化のための対策は

(3) 企業誘致の取り組みについて

ア 企業誘致は営業であり、地域間競争だが、トップセールスとし

ての考えは

６．教育行政について

(1) 平成２３年度から本格実施されている小学校学習指導要領に基づ

く児童の学習の実現状況は

(2) 土曜授業のゆとり教育等の導入による検証と評価。これに伴う学

力向上とコミュニケーションの検証、評価と今後の推進方針は

(3) 健康教育と安全確保の検証と評価は

(4) 魅力ある高校づくりに向けた市民ぐるみの支援体制の取り組みと

推進は

(5) 大学の評価を踏まえた水準向上は。社会貢献の検証と評価は

３ 大 石 健 二 １．加藤市長の市政執行から

（Ｐ ９９） (1) 加藤市政の現況と課題について

ア 任期最終年の総仕上げに臨んで

(2) 加藤市政の重点施策「観光振興施策」について

ア 観光振興計画の初年度「播種期」を顧みて

イ 平成２５年度計画の「育成期」に向けて

２．名寄市の財政運営から

(1) 新年度予算編成とその過程より

ア 新年度予算編成過程の情報公開について

イ 健全財政等への取り組みについて

(2) 生活弱者への生活援護より

ア 生活保護費の生活扶助費減に伴う受給者への支援と影響につい

て

イ 低所得者層への就業援助及び生活支援等対策について

３．名寄市の行政運営から

(1) 名寄市の人事評価制度より

ア 試行期間を踏まえての現状と課題について

(2) 同意人事の案件より

ア 選任・諮問同意の人事案件について

(3) 民生委員・児童委員の一斉改選より

ア 少子長寿化等に向けた取り組みについて
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(4) 名寄東病院の管理運営より

ア 今後の診療および運営体制について

４．市民生活の環境整備と改善から

(1) 雪害がもたらした市民生活への影響より

ア 今冬の除排雪対策を総括して

イ 屋根の雪下ろし事故防止対策について

５．名寄市の経済産業施策から

(1) 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の交渉参加より

ア 名寄農業等への影響試算について

イ 交渉参加に対する市の今後の対応について

(2) 商工業振興策より

ア 中小零細企業支援等の現況と課題について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２５年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 上 松 直 美 １．ＧＩＳ（地理情報システム）による情報の共有化について

（Ｐ１２０） (1) 名寄市におけるＧＩＳの現状について

(2) 政策判断の基準としての標準化について

(3) 統合型ＧＩＳの導入と可能性について

(4) 情報の共有化による行政の見える化

２．地域コミュニティの再生について

(1) 地域コミュニティの現状と課題について

(2) 新しい取り組みと方向性について

２ 高 橋 伸 典 １．雪対策（冬のみちづくりプラン）について

（Ｐ１３２） (1) 冬の市民生活のルールについて

(2) 雪置き場対策について

(3) 敷地内の処理対策について

(4) 雪対策の基本計画の策定について

２．障がい者の自立、就労支援の取り組みについて

(1) 障がい者優先調達推進法の施行について

(2) 目標及び取り組みについて

(3) ハート購入制度について

３．名寄市立総合病院の改善について

(1) 駐車場・調剤薬局の問題について

(2) 裏出入口のビル風対策について

４．名寄東病院の運営について

(1) 名寄東病院の現況と将来展望について

３ 川 村 幸 栄 １．「いじめ」のない学校と社会を

（Ｐ１４３） (1) 子どもの命を守るために

(2) 子どもの権利条例制定の考えについて

２．高齢者のくらし支援について

(1) 風連地区のゴミ収集について
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(2) コミュニティバスの運行について

３．平成２５年度予算編成に関わって

(1) 地域の元気臨時交付金の有効活用について

４ 山 田 典 幸 １．名寄市の農業振興施策について

（Ｐ１５４） (1) 国の新年度農業予算に対する考え方と今後の取り組みについて

(2) 農業振興センターの機能拡充について

２．名寄市食育推進計画について

(1) 第１次計画の検証と評価について

(2) 第２次計画における取り組みについて

３．生涯スポーツの振興について

(1) 市民スキー大会について

(2) 各種スポーツ大会の現状と課題について

(3) 今後の考え方と取り組みについて

５ 山 口 祐 司 １．活力あふれる観光開発について

（Ｐ１６８） (1) 着地型観光振興について

(2）天塩川流域の賑わい創出について

(3）観光誘致宣伝について

２．環境保全と新エネルギー案策定について

(1) 太陽光発電について

(2）パブリックコメントの状況について

(3）具体的な方向性と普及促進策について

３．特別支援教育について

(1）市内、小、中、高等学校の実態把握について

(2）特別支援学校教諭免許状の取得状況について

(3）教育委員会の対応について

(4）市立大学との連携について

６ 竹 中 憲 之 １．教育行政について

（Ｐ１７８） (1) 学校経営について

(2) 耐震化改修調査後の対策と計画について

(3) 特別支援教育について

２．交通安全対策について

(1) 夏期・冬期の交通安全対策について

(2) 児童・生徒・高齢者への安全対策と啓発について
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７ 川 口 京 二 １．第４高射特科群の存廃問題について

（Ｐ１８８） (1) なくなるとなれば市への影響は

(2）存続に向けてどのような活動をしてきたか

(3) 今後どのような活動をしていくのか

２．北の天文字焼きについて

(1) 復活を願う市民の声をどのように受けとめているのか

(2）復活にむけて、どのような支援をされるのか

３．名寄市立大学図書館の整備について

(1) 基本構想は

(2）完成までのスケジュールは

８ 熊 谷 吉 正 １．総合的な雪対策について

（Ｐ１９５） (1) 今冬の除雪、積雪を踏まえた総合的な雪対策の現状と課題につい

て

(2）除排雪への市民ニーズの反映について

(3) 高齢者、障がい者等に優しい雪対策について

２．平和で安心できる市民生活について

(1) 少子高齢時代への基本的対応と福祉政策（施策）について

(2) 非核平和都市宣言に相応しいまちづくり推進について

３．指定管理者制度について

(1) 名寄市における制度の検証経過と課題について

(2) 指定管理者制度の今後の展開について
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平成２５年第１回名寄市議会定例会議決結果表

平成２５年３月４日～平成２５年３月２６日 ２３日間

本会議時間数 １９時間４１分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 25. 3. 4
名寄地区衛生施設事務組合議会議員の選挙

― ― 選 挙 完 了

2 4 4 名寄市指定地域密着型サービス及び指定地域 24.11.30 25. 2.21 25. 3. 4平 成 年 第 回

定例会 密着型介護予防サービスの事業に関する基準 原 案 可 決市民福祉委員会付託 原 案 可 決 す べ き

1 等を定める条例の制定について付 託 議 案 第 号

2 4 4 24.11.30 25. 2. 8 25. 3. 4平 成 年 第 回

定例会 名寄市手数料徴収条例の一部改正について 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き

付 託 議 案 第 号2

2 4 4 24.12.21 25. 2.14 25. 3. 4平 成 年 第 回
名寄市災害時における相互支援に関する条例

定例会 原 案 可 決総務文教委員会付託 原 案 可 決 す べ き
の制定について

付 託 議 案 第 １ ８ 号

2 4 4 名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 24.12.21 25. 2. 8 25. 3. 4平 成 年 第 回

定例会 促進に係る特定公園施設の設置に関する基準 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き

を定める条例の制定について付 託 議 案 第 １ ９ 号

2 4 4 名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 24.12.21 25. 2. 8 25. 3. 4平 成 年 第 回

定例会 促進に係る道路の構造に関する基準を定める 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き

条例の制定について付 託 議 案 第 ２ ０ 号

2 4 4 24.12.21 25. 2. 8 25. 3. 4平 成 年 第 回
名寄市道路の構造の技術的基準等を定める条

定例会 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き
例の制定について

付 託 議 案 第 ２ １ 号

2 4 4 24.12.21 25. 2. 8 25. 3. 4平 成 年 第 回
名寄市準用河川管理施設等の構造の技術的基

定例会 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き
準を定める条例の制定について

付 託 議 案 第 2 2 号

2 4 4 24.12.21 25. 2. 8 25. 3. 4平 成 年 第 回

定例会 名寄市営住宅管理条例の一部改正について 原 案 可 決経済建設委員会付託 原 案 可 決 す べ き

付 託 議 案 第 ２ ４ 号

25. 3. 4 ― 25. 3.26
第 １ 号 名寄市暴力団排除条例の制定について

市民福祉委員会付託 閉 会 中 審 査 決 定―

名寄市未熟児養育医療費用徴収条例の制定に 25. 3. 4 25. 3. 7 25. 3.26
第 ２ 号

ついて 原 案 可 決市民福祉委員会付託 原 案 可 決 す べ き
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市新型インフルエンザ等対策本部条例の 25. 3. 4 25. 3. 7 25. 3.26
第 ３ 号

制定について 原 案 可 決市民福祉委員会付託 原 案 可 決 す べ き

名寄市防災会議条例及び名寄市災害対策本部 ― ― 25. 3. 4
第 ４ 号

条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市議会の議員その他非常勤及び臨時の職 ― ― 25. 3. 4

第 ５ 号 員の公務災害補償等に関する条例の一部改正 ― ― 原 案 可 決

について

― ― 25. 3. 4
第 ６ 号 名寄市公民館条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 25. 3. 4
第 ７ 号 名寄市へき地保育所条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市一般廃棄物処理施設設置条例の一部改 ― ― 25. 3. 4
第 ８ 号

正について ― ― 原 案 可 決

名寄市消費者センター設置条例の一部改正に ― ― 25. 3. 4
第 ９ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市都市計画審議会条例の一部改正につい ― ― 25. 3. 4
第 １ ０ 号

て ― ― 原 案 可 決

― ― 25. 3. 4
第 １ １ 号 名寄市簡易水道事業条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

上川北部地区広域市町村圏振興協議会の廃止 ― ― 25. 3. 4
第 １ ２ 号

について ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 25. 3. 4
第 １ ３ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 25. 3. 4
第 １ ４ 号

正予算（第５号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 25. 3. 4
第 １ ５ 号

算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 25. 3. 4
第 １ ６ 号

予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市個別排水処理施設整備事 ― ― 25. 3. 4
第 １ ７ 号

業特別会計補正予算（第３号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市簡易水道事業特別会計補 ― ― 25. 3. 4
第 １ ８ 号

正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 ３ 月 定 例 会



－248－

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会 ― ― 25. 3. 4
第 １ ９ 号

計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市食肉センター事業特別会 ― ― 25. 3. 4
第 ２ ０ 号

計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 25. 3. 4
第 ２ １ 号

補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 25. 3. 4
第 ２ ２ 号

（第４号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 25. 3. 4
第 ２ ３ 号

（第３号） ― ― 原 案 可 決

25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ２ ４ 号 平成２５年度名寄市一般会計予算

原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

平成２５年度名寄市国民健康保険特別会計予 25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ２ ５ 号

算 原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ２ ６ 号 平成２５年度名寄市介護保険特別会計予算

原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ２ ７ 号 平成２５年度名寄市下水道事業特別会計予算

原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

平成２５年度名寄市個別排水処理施設整備事 25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ２ ８ 号

業特別会計予算 原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

平成２５年度名寄市簡易水道事業特別会計予 25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ２ ９ 号

算 原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会 25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ３ ０ 号

計予算 原 案 可 決予算審査特別付託 原案可決すべきもの

平成２５年度名寄市食肉センター事業特別会 25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ３ １ 号

計予算 原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

平成２５年度名寄市後期高齢者医療特別会計 25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ３ ２ 号

予算 原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ３ ３ 号 平成２５年度名寄市病院事業会計予算

原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

25. 3. 4 25. 3.25 25. 3.26
第 ３ ４ 号 平成２５年度名寄市水道事業会計予算

原 案 可 決予算審査特別付託 原 案 可 決 す べ き

― ― 25. 3. 4
第 ３ ５ 号 名寄市教育委員の任命について

― ― 同 意
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 25. 3. 4
第 ３ ６ 号 名寄市教育委員の任命について

― ― 同 意

― ― 25. 3. 4
第 ３ ７ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市議会政務調査費の交付に関する条例の ― ― 25. 3. 4
第 ３ ８ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 25. 3. 4
第 ３ ９ 号 名寄市議会基本条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市証人等の実費弁償に関する条例の一部 ― ― 25. 3. 4
第 ４ ０ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 25. 3. 4
第 ４ １ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 25. 3. 4
第 ４ ２ 号

号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市公設地方卸売市場特別会 ― ― 25. 3. 4
第 ４ ３ 号

計補正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２４年度名寄市一般会計補正予算（第６ ― ― 25. 3.26
第 ４ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 25. 3. 4
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 3. 4
専決処分した事件の報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 3. 4
専決処分した事件の報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 25. 3.26
専決処分した事件の報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 例月現金出納検査報告及び定期監査報告につ ― ― 25. 3.26

第 ５ 号 いて ― ― 報 告 済

意 見 書 案 環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加断固阻 ― ― 25. 3. 4

第 １ 号 止を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液 ― ― 25. 3.26

第 ２ 号 減少症の診断・治療の推進を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 25. 3.19
議案の訂正について

― ― 承 認
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 25. 3.26
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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